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注1　　文脈上異なる意味が示される場合を除き、本書中、「バイエル社」または「バイエルAG」はバイエル・アクツィーエ

ンゲゼルシャフトを指し、「バイエルグループ」はバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトおよびその連結子会社

を指す。「当社」または「バイエル」は、文脈に応じ、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトまたはバイエルグ

ループを指す。

2　　別段の記載がある場合を除いて、本書中の「ユーロ」は、通貨単位であるユーロを指す。本書において便宜上記載さ

れているユーロの日本円への換算値は、1ユーロ＝134.73円の換算率（株式会社三菱東京UFJ銀行が公表した2015年2

月25日現在の対顧客電信直物売買相場の仲値）によって算出されたものである。当該換算値は、当該換算率またはそ

の他の換算率を使用した日本円に相当し、または日本円へ換算されたかもしくは換算され得ることを表明すると解釈

されるべきではない。

3　　別段の記載がある場合を除いて、本書中の「ドイツ」は、ドイツ連邦共和国を指す。

4　　本書中の計数が四捨五入されている場合、合計欄に記載されている数値は計数の総和と必ずしも一致するものではな

い。

将来予想に関する情報(forward-looking information)

　本書には、当社の計画および予想を反映した将来予想に関する記述（forward-looking statements）が含まれてい

る。これらの記述は現在の計画、見積りおよび予測に基づくものであるため、読者はこれらに過度の信頼を置くべき

ではない。当社は通常、「見込む」、「意図する」、「予想する」、「計画する」、「信じる」、「見積もる」など

の用語や類似の表現を用いて将来予想に関する記述であることを明確にしている。

　読者におかれては、既知および未知のリスク、不確実性およびその他の要因により、将来における当社の実際の成

績、業績、成果、展開または財政状態が、将来予想に関する記述をもって表現または示唆された成績、業績、成果、

展開または財政状態と著しく異なる結果となる可能性があることに十分留意されたい。

　将来予想に関する記述は、当該記述が行われた日現在のものであり、当社には、当該記述を新たな情報や将来の事

象を考慮に入れて公的に更新する義務はない。
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第一部 【企業情報】

第1 【本国における法制等の概要】

1 【会社制度等の概要】

(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】

総　論

ドイツ連邦共和国法は、各種の企業形態について規定している。

・合名会社（Offene Handelsgesellschaft－「OHG」）

商法第105-160条の適用を受け、社員全員が会社の負債につき無限責任を負う。

・合資会社（Kommanditgesellschaft－「KG」）

商法第161-177条aの適用を受け、最低１名の社員（無限責任社員）が無限責任を負うのに対し、他の（有

限責任）社員は、出資額を限度とする責任を負う。

・有限会社（Gesellschaft mit beschränkter Haftung－「GmbH」）

有限会社法の適用を受け、法人格を有する。会社債権者に対する債務は、会社の資産のみをもって弁済さ

れ、出資した持分の払込をなした社員は、責任を負わない。各持分に分割された最低25,000ユーロの固定株

式資本を有する。ただし、持分は公正証書によってのみ譲渡可能である。固定株式資本が25,000ユーロ未満

の場合、当該会社は「GmbH」と称してはならず、事業主会社（有限責任）（Unternehmergesellschaft

(haftungsbeschränkt)－「UG(haftungsbeschränkt)」）と称する。

・GmbH & Co.KG（合資会社の特殊形態）

有限会社が合資会社における無限責任社員となる。この種の会社は、合資会社に適用される規定の適用を

受ける。ただし、会社内で個人の責任はない。

・株式会社（Aktiengesellschaft－「AG」）

株式法の適用を受け、有限会社と同様法人格を有する。会社債権者に対する債務は、会社の資産のみを

もって弁済され、出資した株式の払込をなした株主は、責任を負わない。各株式に分割された最低50,000

ユーロの固定株式資本を有する。株式は、公証人の認証がなくても譲渡可能であるが、一般に、株式法上認

められている株式会社の機構は、有限会社法が認める機構に比べて柔軟性に乏しい。

・欧州会社（「SE」）

欧州会社規則およびEU内の各設立国の株式会社法の適用を受ける。実際には、ドイツ国内で設立されるSE

を規律する規則は、ドイツ株式会社（AG）を規律する規則と非常に似通っている。

 

以下、ドイツ株式会社（AG）の特徴についてさらに詳しく説明する。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

  3/455



設　立

株式会社は、１名または複数の発起人により設立され、発起人は、一定の出資と引換えに株式を引き受け

る。株式資本は、ユーロで表示される額面金額を有するものとし、設立時の株式資本の額は、最低50,000ユー

ロである。全額が払い込まれた場合、株式は、無記名式または記名式のいずれでも発行できる。バイエルAGは

無記名式株式を発行していたが、2009年に、以前の無記名式株式は記名式株式に転換された。

株式会社の定款は公正証書の様式で作成され、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所（Amtsgericht）が

保管する商業登記簿に登記されなければならない。定款の必須記載事項は、以下の通りである。

・会社の名称および本店所在地

・会社の目的

・株式資本の額

・株式の額面金額および各額面金額の株式数、無額面株式（Stückaktien）の場合には株式数

・株式の記名式・無記名式の別

・取締役の員数または員数決定の根拠となる規則

・会社の公告の方法

株式会社は、商業登記簿に登記されたときから、法人として存在する。

 

株式会社と株主との関係

株主は、等しい状況下では平等の取扱いを受ける権利がある。

株主は、配当可能な利益を受領する権利があるが、準備金に組み入れること等を理由として、法律、定款ま

たは株主決議により分配から除外される利益についてはこの限りでない。

株式会社は、株式法第71条に定める非常に限られた場合（例えば、株主総会決議で授権された場合で株式資

本の10％を限度に）にのみ自社株を取得することができる。

無記名式株式は、売主と買主が合意の上、株券を交付することにより譲渡される。記名式株式は、売主と買

主が合意の上、裏書または譲渡された株券を引き渡すことにより譲渡される。買主が会社により株主として認

知されるためには、買主は新株主として会社の株主名簿に登録されなければならない。

ある株式会社の株式が、欧州連合またはヨーロッパ経済地域協定の署名国に所在する一つ以上の証券取引所

に上場されている場合、ある株主の株式所有が、売却、購入その他の手段により、かかる上場株式会社の株式

の３％、５％、10％、15％、20％、25％、30％、50％または75％に達したり、この枠を超えて上下したりする

場合は、当該株主は、その後４営業日以内に当該上場会社およびドイツ金融監督庁（Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht－ 「 BaFin 」 ） に 通 知 し な け れ ば な ら な い （ 証 券 取 引 法

（Wertpapierhandelsgesetz）第21条）。当該株主は、証券取引法第21条で要求されている情報を提供するま

での期間中は、当該株式から生ずる株主の権利を行使することはできない。投資家が、もっと遅い時点でかか

る上場株式会社の株式を取得する結果をもたらす可能性がある金融商品の取得、または売却を行う場合は、同

様な届出規則が適用される(証券取引法第25条および25a条)。
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有価証券の購入および引受けに関する法律（Wertpapierübernahmegesetz）に基づき、ある株主または数名

の共同株主が公開会社の30％超の議決権を取得しようとする場合には、当該会社の他の株主すべてに対して義

務的公開買付けを行わなければならない。

株主の株券発行請求権は、バイエルAGの定款により排除されている。全株式資本の書面による証拠は、ドイ

ツのフランクフルト・アム・マイン所在のクリアストリーム・バンキング社に預託される大券によって示され

る。当社の株主は、株主各人が保有している株式数に応じて、この共同預託株式の一部を所有している。

 

株式会社の機関

・取締役会（Vorstand）

取締役会は、自己の責任において会社の事業を行わなければならない。取締役会は、１名以上で構成するこ

とができる。自然人でかつ法的に完全な行為能力を有する者が取締役となることができる。

取締役会は、業務規定を制定することができる。ただし、定款が監査役会にかかる規定の制定権を与えてい

る場合、または既に監査役会が取締役会のためにかかる規定を制定している場合はこの限りではない。

取締役会は、裁判上および裁判外において会社を代表する。取締役会が数人から成る場合は、全取締役によ

る共同代表権のみが認められている。ただし、定款に別段の規定がある場合（実際は、かかる規定を設けるの

が通常である。）はこの限りでない。定款は、取締役が単独でまたは支配人（Prokurist:バイエルAGを代理し

て署名する権限を商法の下に授権されており、かかる授権が地方裁判所の商業登記簿に登記されている従業

員）と共同で代表権限を有する旨定めることができる。共同代表権を有する取締役は、個々の取締役に対し特

定の取引行為または特定の種別の取引行為について権限を委任することができる。第三者に対して会社を代表

する場合は、かかる委任を受けた者は、一般の取締役と同じ権限を有する。

取締役会または代表権限の変更は、その都度商業登記簿に登記されなければならない。

取締役は監査役会により任命され、任期は最長５年である。再任または任期の延長は、それぞれ５年を限度

として許される。1976年共同決定法（Mitbestimmungsgesetz）（以下「共同決定法」という。）に従って従業

員による共同決定に服するほど規模の大きな会社は、取締役のうち１名を、その責務に人事・社会的事項を含

む労務担当取締役（Arbeitsdirektor）を任命しなければならない。共同決定法は、従業員数が概ね2,000名を

超えるすべての会社に適用される。

取締役会は、重要な事象の他、営業方針、会社の収益性および業務の現況につき定期的に監査役会に報告し

なければならない。

取締役会は、会社の存続に悪影響を及ぼす恐れのある動きを早期に発見するために、リスク管理システムを

確立しなければならない。
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・監査役会（Aufsichtsrat）

株式法第95条に従い、監査役会は３名以上21名以内（株式資本の額による。）の監査役で構成され、その員

数は常に３で割り切れる数でなければならない。

ただし、共同決定法は、以上とは異なる構成方法について規定している（以下の記載は共同決定法に服する

会社について述べたものである。）。

共同決定法に従い、監査役会は、次のように構成されなければならない。

(1) 従業員数が概ね10,000以下の会社の場合は、監査役は12名（株主代表６名および従業員代表６名（その

うち４名は会社従業員、２名は労働組合の代表））とする。ただし、定款で員数を16名または20名と規

定することができる。

(2) 従業員数が概ね10,000名超20,000名以下の会社の場合は、監査役は16名（株主代表８名および従業員代

表８名（そのうち６名は会社従業員、２名は労働組合の代表））とする。ただし、定款で員数を20名と

規定することができる。

(3) 従業員数が20,000名を超える会社の場合は、監査役は20名（株主代表10名および従業員代表10名（その

うち７名は会社従業員、３名は労働組合の代表））とする。

監査役会の構成のうち株主代表に関しては、共同決定法の適用はないが、従業員代表に関しては、共同決定

法でさらに詳しく規定されている。株主代表は、株主総会で選任される。従業員代表の選任については共同決

定法第９条乃至第24条が適用され、共同決定法に基づき公布された３つの規則でさらに詳しく規定されてい

る。選任手続は複雑で、大会社の場合は最低31週を要する。規制された資本市場を利用しているバイエルAGの

ような株式会社（kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften）は、少なくとも１名の、財務報告また

は会計監査に精通した独立の監査役を置かなければならない。

各監査役の任期は、当該監査役の任期開始後４事業年度目に同監査役の責任解除（Entlastung）につき決議

する株主総会をもって終了する期間、すなわち約５年間を超えることはできない。

監査役の代理人は任命することができないが、株主代表であると従業員代表であるとを問わず個々の監査役

について、かかる正規の監査役とともに、補欠監査役を選任することができる。かかる補欠監査役は、正規の

監査役が任期満了前に退任した場合に監査役となる。

 

・監査役会の職務および権利

監査役会は、業務の執行を監督しなければならない。監査役会は、会社の財産の他、会社の帳簿および記録

を閲覧・調査することができ、また会計監査人を任命する。また会社の利益のために必要な場合は、株主総会

を招集しなければならない。

業務執行の機能を監査役会に付与することはできないが、定款または監査役会は、監査役会の同意を得なけ

れば一定の取引行為を行ってはならない旨定めなければならない。

監査役の報酬は、定款または株主総会の決議により決定されなければならない。
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・会長、決議、委員会

監査役会は、共同決定法の特別の規定を考慮に入れて、監査役の中から監査役会会長１名および１名以上の

副会長を選任しなければならない。

法律に別段の定めがない限り、決議のために必要な定足数は、全監査役の半数以上である。他の監査役を通

じて書面で投票することも当該決議への参加とみなされる。別段の定めがない限り、決議には過半数の賛成票

が必要である。可否同数の場合は、再投票を行うことができ、この場合も可否同数であれば監査役会会長が決

定権を有する。監査役会副会長には、かかる決定権はない。

監査役会は、監査役から成る一つ以上の委員会を設置することができ、かかる委員会に対し、監査役会に代

わって一定の事項の決定を委任することができる。特に、監査役会は、監査委員会を設置することができる。

 

・取締役の任命

会社が共同決定法に服する場合、監査役会が取締役を選任するには監査役の３分の２の多数投票による決議

を必要とする。かかる多数が得られない場合、監査役４名から成る専門委員会が、１ヵ月以内にかかる選任を

提案しなければならない。その場合、監査役会は、かかる提案の承認の可否を、過半数で採択することができ

る。かかる２回目の決議においても過半数に達しない場合は３回目の決議が行われるが、かかる３回目の決議

においては議長が決定権を有する。

 

・株主総会

株主は、株式法または定款に定められた事項について決議を行う株主総会において、その権利を行使する。

その主な決議事項は以下の通りである。

(1) 監査役会の株主代表の任命

(2) 分配可能利益の処分

(3) 直近事業年度中の取締役および監査役の行為に関する責任の解除

(4) 会計監査人の任命

(5) 定款の変更

(6) 増資および減資、自己株式の買戻し計画

(7) 特別監査人の任命

(8) 会社の解散

株主総会は、取締役会から特にその旨請求された場合に限り、経営上の問題につき決議することができる。
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定時株主総会（年次総会）は、事業年度の開始後８ヵ月以内に開催されなければならない。当該総会には、

取締役会によって提示され監査役会によって承認された年次財務書類が提出されるとともに、分配可能利益の

処分ならびに前事業年度中の取締役会および監査役会の行為に関する責任の解除について決議しなければなら

ない。また、当該総会は、会計監査人を任命しなければならない。以上に加えて、株主総会は、会社の利益の

ために必要な場合に招集されなければならない。取締役会、監査役会または裁判所が許可する場合は株式資本

の５％以上（定款でこれより低い株式資本比率で足りると定めている場合はこの限りではない。）を有する株

主が、株主総会を招集することができる。株主総会の招集通知は、連邦官報（Bundesanzeiger）の電子版に公

告されなければならない。招集公告には、株主総会の会日、場所ならびに出席の前提条件および議題を記載し

なければならない。当該招集は、株主が定時株主総会に出席して議決権を行使するためには株主登録を行わね

ばならないとの定款の定めがある場合は、その定められた日の遅くとも30日前に公告されなければならない。

株主は通常、定時株主総会の遅くとも６日前に株主登録を行わなければならない。取締役会および監査役会

は、それぞれ、決議を要するほとんどの議題につき提案をしなければならない。

株式資本の５％以上（または500,000ユーロ以上）を保有する株主は、株主総会の議題の修正を要求するこ

とができる。ただし、かかる要求は、当該株主総会の遅くとも30日前（証券取引所に上場されていない会社の

場合は24日前）に会社に受領され、かつ新たな議題の提出理由または決議案が添付されている場合にのみ、有

効となる。

株主は、株主総会においてあらゆる議題につき反対動議を提出することができる。株主が株主総会開催日の

14日前までに株式会社に対し反対動議を（書式についての一定の要件を充たす）書面で提出した場合には、当

該株式会社は、かかる反対提案を（それに対する株式会社の意見があれば、それとともに）議題としなければ

ならない。

各株主は、株主総会において、取締役会から会社の事項に関する質問について回答を求めることができる。

ただし、請求に係る情報が議題に関する適切な意見を形成するために必要な場合に限られる。取締役会は、一

定の状況下でのみ、回答を拒否することができる。

株式に伴う議決権は、株主が自ら、または書面で授権した代理人を通じて行使することができる。ドイツ連

邦共和国では、通常、議決権の行使は、銀行に委託される（議決権の代理行使）。この場合の前提条件は、以

下の通りである。

・株主が代理権を付与すること。

・銀行が議決権の代理行使をする旨申し出、かつ議題、反対動議（もしあれば）および議決権行使について

の自己の提案を顧客に通知しかつ議決権行使についての指図を求めること。銀行は、会社の株式資本の

５％超を所有することについて一定の制限に服することを条件として、かつ顧客より指示がなければ、自

己の提案通りに議決権を行使するものとする。銀行は自己の提案に拘束されるが、事情が変わったために

自己の提案を逸脱することが必要となった場合はこの限りでない。ただし、その場合は、顧客に対し、従

前の提案に反して議決権を行使した旨を後に通知しなければならない。無記名式株式の場合、株主名が総

会の出席株主名簿に現れないよう、議決権を匿名で行使することができる。
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株主総会の決議は、投じられた票の過半数で行うことができる。定款は、１個の議決権に相当する額面金額

を規定しており、無額面株式の場合は１株につき１個の議決権が付与される。一定の場合（例えば定款変更、

増資、減資、解散等の場合）には、法律上、総会において代表された株式資本の４分の３の多数による決議が

必要である。

株主総会の決議は、公証人により記録され、それには投票の結果が反映されなければならない。それらの決

議は総会に出席した株主および／または代理人の名簿とともに、商業登記簿に登記される。証券取引所に上場

している会社は、株主総会における投票の結果を、当該株主総会から７日以内に当該会社のウェブサイト上で

も公表しなければならない。

 

計算、分配可能利益の処分

取締役会は、事業年度開始後３ヵ月以内に、前事業年度にかかる年次財務書類（Jahresabschluss）（貸借

対照表（Bilanz）、損益計算書（Gewinn-und Verlustrechnung）およびその注記（Anhang）から成る）および

営業報告書（Lagebericht）を作成し、これを会計監査人に提出しなければならない。連結財務書類には、

キャッシュ・フロー計算書（Finanzierungsrechnung）も含まれている。さらに、国内所在の親会社は、過半

数の議決権を有する子会社がある場合には、連結財務書類およびグループとしての営業報告書を作成する必要

がある。年次財務書類および連結財務書類は、適正な会計原則に従っていなければならず、明確でかつ十分な

記述がなされ、また会社の財政状態および経営成績を偽りなくかつ公正に表示するものでなければならない。

会社は、その資本勘定の一部として法定準備金を積み立てなくてはならない。かかる準備金は、法定準備金お

よび資本準備金の合計額が株式資本の10％または定款所定のそれ以上の比率に達するまで、純利益（もしあれ

ば前期からの繰越損失額を減じる。）から、その５％を限度として積み立てられる。

資本準備金にはとりわけ下記が含まれる。

(1) 新株発行の際の額面超過額

(2) 転換社債または新株引受権付社債の発行価額が償還額を上回った額

法定準備金の使用は制限されており、基本的には欠損を填補する場合に限られる。

法定準備金に加え、他の公表準備金を設定することができ、株式法および定款の規定の範囲内で、会社の純

利益の一部または全部をかかる公表準備金に組み入れることができる。

営業報告書には現在および将来の営業状況および会社の状態を記載するとともに事業年度終了後に生じた特

に重要な事象、予見しうる今後の展開、および研究開発の分野についても報告することを要する。

帳簿および営業報告書を含む年次財務書類は、監査役会の提案に基づき株主総会で任命された会計監査人の

監査を受けなければならない。当該会計監査人は監査の結果を書面で報告する。かかる監査の最終結果に基づ

き異議のない場合、当該会計監査人は、当該年次財務書類および営業報告書について、法律が規定する文言で

監査証明を付記することにより、その事実を確認する。
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取締役会は、会計監査人の監査報告書を受領後不当に遅滞することなく、年次財務書類、営業報告書および

当該監査報告書を監査役会に提出しなければならない。監査役会は、年次財務書類、営業報告書および取締役

会による分配可能利益の処分案を調査し、該当する場合は、グループの年次財務書類および営業報告書も調査

しなければならない。財務書類の会計監査人は監査役会の関連する会議に参加し、当該会計監査人による監査

の結果を報告しなければならない。監査役会は、当該調査の結果を書面で株主総会に報告しなければならな

い。さらに、監査役会は、会計監査人による年次財務書類の監査結果について意見を述べなければならない。

監査役会は上記報告書の末尾に、監査役会の最終調査結果に基づき異議を申立てるか否か、および取締役会の

作成した年次財務書類を承認するか否かを記載しなければならない。監査役会が年次財務書類を承認すれば、

当該年次財務書類は採択される。ただし、取締役会および監査役会がかかる採択を株主総会に委ねる旨決定し

た場合はこの限りでない。取締役会および監査役会は、かかる採択を株主総会に委ねないことが通例である。

 

分配可能利益の処分

株主総会は、分配可能利益の処分について決議しなければならない。決議に当たっては、採択済みの年次財

務書類に拘束される。

 

財務書類の公表

年次財務書類、取締役会の営業報告書、監査役会の報告書および取締役会の分配可能利益処分案は、株主総

会招集日以降、会社の施設内で株主の閲覧に供し、またかかる書類の写しは要求があれば株主に提供しなけれ

ばならない。ただし、かかる書類が同期間中、当社のウェブサイトで閲覧に供される場合には、これらの義務

は適用されない。これらの書類は会社の年次報告書に含まれ、かかる報告書は株主その他の利害関係人の利用

に供されることが通例である。

取締役会は、定時株主総会後不当に遅滞することなく、会計監査人の監査証明が付された年次財務書類およ

び営業報告書を連邦官報に掲載しなければならない。また、取締役会および監査役会は、ドイツ・コーポレー

ト・ガバナンス規範の勧告の遵守を毎年宣誓しなければならない。かかる宣誓は、会社のウェブサイトに恒久

的に掲載され、連邦官報にも掲載されなければならない。

これらの規定は、連結財務書類にも同様に適用される。

 

増　資

増資には常に株主の決議を要する。株式法は、増資の四つの方法について規定している。

(1) 出資を伴う増資

株主総会で増資につき決議し、同時に新株発行の条件（発行価格、引受割合等）を決定する。出資は現

金および現物によって行うことができる。
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(2) 授権資本

定款により、取締役会に対し、出資を伴う新株発行により一定の額面金額まで株式資本の増加を行う権

限を、最長５年間付与することができる。授権資本の総額は、当該決議日における株式資本の額面金額の

50％を超えないものとする。この場合、取締役会は監査役会の同意を得て、増資期日および新株発行の条

件を決定する。

上記いずれの場合も、株主は新株引受権を有する。ただし、出資を伴う増資の額が株式資本の10％を超

えず、かつ新株の発行価格が証券取引所におけるその時点での株価を著しく下回らない場合は、かかる新

株引受権を排除することができる。その他の場合における新株引受権の排除は、非常に限られた状況下で

のみ許される。増資は、次のような形で行われることが通例である。すなわち、銀行または銀行団が新株

を引き受けた後、かかる株式を法律で定められた申込期間（最低２週間）中に、株主総会または取締役会

および監査役会が定めた条件で会社の株主に対して募集する。増資は、商業登記簿に登記されたときに有

効となる。

(3) 条件付増資

株主総会は、会社が（例えば転換社債または新株引受権付社債の所持人に）付与した転換権または新株

引受権が行使される限度で増資を行うことを決議することができる。この場合、増資は、新株が発行され

たときに有効となる。条件付資本の目的に応じ、条件付資本の額面金額は、増資決議が採択された日現在

の株式資本のそれぞれ10％または50％を超えないものとする。

(4) 準備金の組入れによる増資

株主総会は、一定の公表された準備金を資本に組み入れて増資を行うことを決議することができる。か

かる増資は、当該決議が商業登記簿に登記されたときに有効となる。

 

定款変更

定款変更にはその都度株主総会の決議を要する。当該決議は、採択に際して代表された株式資本の４分の３

の多数をもって採択されなければならない。この要件は定款をもって（過半数等に）変更することができる

が、会社の目的の変更については、要件の加重のみが認められる。

株主総会（または定款）は、単に字句を変更する場合には、監査役会に当該変更の権限を付与することがで

きる。定款変更は、会社の本店所在地の商業登記簿に登記されて初めて有効となる。

 

企業契約(Unternehmensverträge)

企 業 契 約 と は 、 例 え ば 株 式 会 社 が そ の 支 配 権 を 他 の 会 社 に 引 き 渡 す 契 約 （ 支 配 契 約 ：

Beherrschungsvertrag） 、 ま た は 他 の 会 社 に す べ て の 利 益 を 移 転 す る 契 約 （ 利 益 移 転 契 約 ：

Gewinnabführungsvertrag）をいう。株式会社の企業契約は、商業登記簿に登記されて初めて有効となる。企

業契約には株主総会の同意が必要であり、かかる同意は、当該決議の採択に際して代表された株式資本の４分

の３以上の多数をもってなされなければならない。かかる契約は、他の会社に支配権を引き渡し、または利益

を移転する会社の本店所在地の商業登記簿に登記されなければならない。被支配会社の債権者を保護するた

め、同契約の他方当事者は、契約期間中に生じた損失を補償し、または契約終了の場合は債権者の請求に応じ

て担保を供しなければならない。
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(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】

以下は、バイエルAGの定款に記載された、制度に関する一定の規定の要約である。

株　式

バイエルAGの全株式は、当初、無記名式無額面株式であったが、2009年に記名式株式に転換された。全株式

資本の書面による証拠は、取締役２名が自署した大券により示されている。当該大券は、ドイツ、フランクフ

ルト・アム・マイン所在のクリアストリーム・バンキング社に預託されている。

 

株　主

・株主総会

株式会社の株主は、株主総会に出席する権利がある。株主総会の招集は、株主が株主総会への出席をバイ

エルAGに登録し得る最終日の遅くとも30日前に公告されなければならない。

バイエルAGの株主総会は、バイエルAGの登記事務所、または居住人口が100,000人超のドイツ国内の都市で

開催される。

バイエルAGの株主総会においては監査役会会長が議長となるが、会長が欠席の場合は、会長の指名によ

り、監査役会の他の株主代表が議長となる。会長も、会長により指名された監査役会の他の株主代表も総会

の議長とならない場合は、出席した株主代表がその投票の過半数をもって議長を選出する。

・出席および議決権

株主は株主総会開催日の遅くとも６日前に株主登録を行うことが必要である。当社の株主としての権利

は、当社の株主名簿への登録に伴って発生することとなる。この詳細については、2015年５月27日に開催さ

れるバイエルAGの定時株主総会の招集通知に記載される。

株主総会における株主の議決権は、１株当たり１議決権の形で行使される。

・決議

定款または株式法に別段の定めがない限り、総会の決議は過半数の投票をもって採択され、さらに株式資

本の過半数が要求されている場合は、投票時の株式資本の過半数で採択される。

 

統治機関

・取締役会

バイエルAGの取締役会は、２名以上の取締役から成る。バイエルAGは、取締役２名、または支配人

（Prokurist:バイエルAGを代理して署名する権限を商法の下に授権されており、かかる授権が地方裁判所の

商業登記簿に登記されている従業員）と共同で行為をなす取締役１名により適法に代表される。

・監査役会

監査役会は20名の監査役から成り、そのうち10名は、会社法の規定に従い株主総会により選任され、残り

半分は共同決定法の規定に従い従業員により選任される。
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計　算

・事業年度

当社の事業年度は暦年である。

・定時株主総会

定時株主総会は、年次財務書類の提出または年次財務書類の採択および利益処分案の決議を行うため、

８ヵ月の法定期間中に開催される。定時株主総会においてはさらに、前事業年度中の取締役および監査役の

行為の責任解除、ならびに年次財務書類の会計監査人の選任を決議する。

・利益処分

配当可能利益は、株主総会でその他の使途を決議しない限り、株主に対して等しく分配される。

 

2 【外国為替管理制度】

ドイツでは外国為替は特に制限されておらず、外国投資家のドイツへの投資も原則として制限の対象となって

いない。

ただし、現行の外国貿易令（Aussenwirtschaftsverordnung：以下「貿易令」という。）は、ドイツ非居住者

による対内投資について一定の報告義務を課している。これに関し、貿易令第65条は、ドイツ国内に位置する企

業の資産について、報告を義務付けている。ただし、かかる企業の株式資本の10％以上が非居住者（個人または

事業体）または非居住者グループにより所有されている場合には、かかる報告義務はない。

ドイツ非居住者である株主への配当金の支払についても、制限はない。ただし、貿易令第70条に基づき、国内

の銀行は、ドイツ連邦銀行に対し定期的に、以下の事項について一定の情報を提供しなければならない。

- 銀行がドイツ非居住者を対象に行った有価証券の売買に関してなされた金銭の授受

- ドイツ非居住者のために国内の銀行が回収した有価証券の配当および利息の当該ドイツ非居住者

への支払

報告の所定様式によれば、報告を行う銀行は、当該取引に関し、定期的に合計額のみを報告すれば足り、外国

の受取人または支払人を明らかにする必要はない。
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3 【課税上の取扱い】

ドイツの課税上の取扱い

バイエルAGによって日本国居住者または日本法人である株主に支払われる配当金は、25％の源泉課税（資本収

益税）および資本収益税の5.5％に相当する「統一付加税」の対象となる。所得に対する租税およびある種の他

の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツとの間の協定（「二重課税の防止に関する協定」）に従

い、ドイツ税務当局により10％分の源泉課税と付加税金額が還付される。還付のための申請書はボン／ボイエル

の連邦税務中央局（Bundeszentralamt für Steuern）に提出されなければならない。かかる還付申請は、配当金

の支払われた年の終了後４年以内に行わなければならない。残りの15％の源泉徴収分は、当該配当金が日本国に

おいて総合課税の対象となる場合、外国税額控除の適用を受けられる。

日本国居住者または日本法人が得るバイエルAGの株式の売却益は、ドイツの所得税（Erbschaftssteuer）の対

象とならない。

日本国居住者が所有するバイエルAGの株式に関するドイツの相続税は、当該日本国居住者が所有する株式が直

接的または間接的にドイツの事業用資産（Betriebsstätte）の一部であるか、または当該日本国居住者の利害関

係者が直接的または間接的に所有する株式と併せてバイエルAGの株式資本の10％以上を所有する場合を除いて課

税されない。

 

日本の課税上の取扱い

日本国の所得税法、法人税法、相続税法およびその他の現行の関連法令に従い、かつその限度で、日本国居住

者または日本法人は、適用ある租税条約に従い、上記で述べたところに従って個人または法人の各所得について

（または個人については遺産についても）支払ったドイツの税金の額につき、本人が日本において納付すべき租

税からの外国税額控除の適用を受けることができる。「第8　本邦における提出会社の株式事務等の概要、2. 実

質株主に対する株式事務、(8) 配当等に関する課税上の取扱い」を参照されたい。

 

4 【法律意見】

当社の法律顧問でありドイツで資格を認められている弁護士であるマルティン・アイゼンハウアー博士は次の

趣旨の法律意見書を提出している。

(1) 当社は、ドイツ法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、また

(2) 同人が知りかつ信ずる限りにおいて、本書中、「本国における法制等の概要」の項に記述された、ドイツ法

に基づいて設立された企業に対して適用されるドイツ法上の事項に関する記述は、実質的に真実かつ正確で

ある。
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第2 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

 

 2014年 2013年(*) 2012年 2011年 2010年

 
百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円

連結純売上高(継続事業) 42,239 5,690,860 40,157 5,410,353 39,741 5,354,305 36,528 4,921,417 35,088 4,727,406

連結税引前利益
(損失)(継続事業)

4,525 609,653 4,207 566,809 3,176 427,902 3,363 453,097 1,721 231,870

連結税引後・非支配
持分控除後純利益
(損失)(合計)

3,426 461,585 3,189 429,654 2,403 323,756 2,470 332,783 1,301 175,284

包括利益 1,152 155,209 3,829 515,881 661 89,057 1,617 217,858 1,190 160,329

バイエル社資本金 2,117 285,223 2,117 285,223 2,117 285,223 2,117 285,223 2,117 285,223

発行済および潜在的

普通株式総数
826,948千株 826,948千株 826,948千株 826,948千株 826,948千株

連結株主資本 20,218 2,723,971 20,804 2,802,923 18,551 2,499,376 19,271 2,594,226 18,896 2,545,858

連結総資産 70,234 9,462,627 51,317 6,913,939 51,318 6,914,074 52,765 7,109,028 51,506 6,939,403

自己資本比率 28.8％ 40.5％ 36.1％ 36.5％ 36.7％

1株当たり自己資本
(連結ベース)

24.45
ユーロ

3,294円
25.16
ユーロ

3,390円
22.43
ユーロ

3,022円
23.30
ユーロ

3,139円
22.85
ユーロ

3,079円

1株当たり純利益
(損失)(連結ベース)
(合計)

4.14
ユーロ

558円
3.86

ユーロ
520円

2.91
ユーロ

399円
2.99

ユーロ
403円

1.57
ユーロ

212円

1株当たり配当金
2.25

ユーロ
303円

2.10
ユーロ

283円
1.90

ユーロ
256円

1.65
ユーロ

222円
1.50

ユーロ
202円

配当性向 54.31％ 54.46％ 65.39％ 55.24％ 95.34％

従業員数
（注1）

(12月31日現在)
118,900名 112,400名 110,000名 111,800名 111,400名

(*)　2013年の数値は修正再表示されている。

 (注1) 従業員数は常勤相当数(FTE)で表示されている。
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2 【沿革】

設立および登記事務所

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトは、1951年12月19日、フランクフルト・アム・マインのイー・

ゲー・ファルベンインドウストリー・アクツィーエンゲゼルシャフトの承継会社の一つとして、「ファルベン

ファブリーケン・バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト」の商号で設立された。当社は、ドイツ連邦共和国

法に基づき、1952年1月15日に法人化され、オプラーデン地方裁判所（その後レバクーゼン地方裁判所、現在は

ケルン地方裁判所）の商業登記簿にHRB番号332（1961年11月17日以降はHRB番号1122、2003年3月19日以降はHRB

番号48248（ケルン））で登記された。1972年6月14日の株主総会決議によって、当社の商号は「バイエル・アク

ツィーエンゲゼルシャフト」（バイエルAG）に変更された。当社の登記上の事務所はドイツ、レバクーゼン

51373、カイザー・ヴィルヘルム・アレー1に置かれており、電話番号は+49 214 30 36008である。

 

1863年 ヴッパータール・バルメンにフリードリッヒ・バイエル・エ・コンプ設立。アニリン染料

の製造。

1881年 株式会社「ファルベンファブリーケン・フォルム・フリードリッヒ・バイエル＆Co.」に

組織変更。

1899年
後に世界で最も著名な医薬品となるアスピリン

TM
の販売開始。

バイエルの医薬品が本格的に日本へ輸入される。

1911年 フリードリヒ・バイエル合名会社を全額出資子会社として設立。これは日本初のドイツ系

化学会社である。

1912年 本社をレバクーゼンに移転。

1925年 他社と合併し、イー・ゲー・ファルベンインドウストリーを設立。

1937年 ポリウレタン付加重合反応を用いて、発泡体、エラストマー、接着剤、ブラシフィラメン

トおよび繊維等の新製品を開発。

1945年 連合国による工場の接収。

1951年 レバクーゼン、エルバーフェルト、ドルマーゲン、ユルディンゲンに工場を有する「ファ

ルベンファブリーケン・バイエルAG」としてバイエルを再建。

1952年 イー・ゲー・ファルベンインドウストリーの解散により、アグフアAGがバイエルグループ

の一部となる。

1954年 米国セントルイスのモンサント・ケミカル・カンパニーと協力し、米国ピッツバーグに

モーベイ・ケミカル・カンパニーを設立。

1957年 バイエルとハンブルグのBPベンジン・ウント・ペトロレウムAGとの合弁でエルトエールヘ

ミーGmbHをドルマーゲンに設立。米国と西ヨーロッパにおけるバイエルの外国会社持分の

管理を目的として、カナダのトロントにバイエル・フォーリン・インベストメンツ・リミ

テッド（バイフォーリン）を設立。

1962年 バイエルの全額出資子会社としてバイエル薬品株式会社を設立。

1967年 ピッツバーグのモーベイ・ケミカル・カンパニー（米国の代表的イソシアネートメー

カー）がモンサント社の50％持分を取得。
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1969年 ベルギーのアントワープにバイエル－シェルの折半出資による合弁会社バイエル・シェ

ル・イソシアネーツN.V.を設立。

1972年 「バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト」（バイエルAG）に商号変更。

1986年 米国における「バイエル」商標の使用権（生産材に限定）を、米国の製薬会社であるス

ターリング・ドラッグ・インクから再取得。米国の持株会社であるラインケム・コーポ

レーションをバイエルU.S.A.インクと改称。

1994年 スターリング・ウィンスロップの北米における一般用医薬品（OTC）事業を10億ドルで買

収することで合意に達し、同時に、バイエル・クロスのマークを含む商号および商標に対

する米国での権利を再取得。

1995年 米国法人マイルズ・インクがバイエル・コーポレーションに、またマイルズ・カナダ・イ

ンクがバイエル・インクに商号変更。

1996年 オランダ法人サラ・リー／DEがコンシューマーケア事業グループからスキンケア、ボディ

ケアおよび人工甘味料ブランドを取得。バイエル・コーポレーションおよびロシュ・ホー

ルディングス・インクが、米国における一般用医薬品の共同販売のための合弁会社を設立

することを発表。

1997年 総額約87億ドルの6ヶ年投資計画を米国で開始。

2000年 1999年11月の発表通り、ライオンデル社の世界的規模のポリオール事業を買収し、酸化プ

ロピレン（PO）の研究および生産を開始。取引価格は24.5億ドルで、2000年4月1日に完了

した。

 
バイエルの遺伝子組換え型血液凝固製剤コージネイト

TM
FSが米国で販売許可を取得。

 
ノバルティス社から殺菌剤フリント

TM
を買収。

2001年 副作用の増加の可能性があるという報告を受け、高コレステロール血症治療薬リポバイ／

バイコールを回収。

 バイエルAGの監査役会は、経営持株会社と法的な独立子会社から成る新たな会社組織の構

築を目的として取締役会が提案した計画を承認。

2002年 2002年1月24日、ニューヨーク証券取引所にバイエル株式を上場。

 アベンティス・クロップサイエンス社の買収計画に対する資金調達のため、50億ユーロの

社債を発行。

 アグフア－ゲバルトN.V.の残り30％の持分を投資銀行ゴールドマン・サックスに売却。

 いくつかの農薬製品を売却またはアウトライセンスすることを条件に、欧州連合（EU）の

反トラスト監督官庁が、バイエルによるアベンティス・クロップサイエンス社の買収を承

認。同事業を2002年6月3日付で約72.5億ユーロにて買収。新たな事業は法律上の別会社バ

イエル クロップサイエンス社に結合される。

 バイエルグループが、四つの独立した事業グループとサービス会社３社を経営持株会社の

傘下に収めた新体制で営業開始。

バイエル クロップサイエンス社が小麦用除草剤エベレスト
TM
を米国企業アーベスタ・

コーポレーションに売却することを発表。当該製品の売却は、アベンティス・クロップサ

イエンス社の買収に関連して反トラスト監督官庁から課せられた条件の一つであった。
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 バイエル クロップサイエンス社が最初の新事業会社として法的に独立。同社がBASF AGと

一定の殺虫・殺菌剤事業の売却について合意に達したことで、アベンティス・クロップサ

イエンス社の買収に関して監督官庁に課された追加条件が満たされた。その他いくつかの

バイエル農薬製品が、イスラエルのマクテシム―アガン・インダストリーズ・リミテッド

に売却される。

 
バイエルは、バイゴン

TM
、アオタン

TM
、バイクリン

TM
、バイフレッシュ

TM
等のブランドを

含む家庭用殺虫剤事業を米国企業SCジョンソンに売却することを発表。バイエルは引き続

き、これらの製品の有効成分を製造する計画である。

2003年 高コレステロール血症治療薬リポバイ／バイコールが関与する訴訟の第1回公判が米国テ

キサス州コーパスクリスティで行われ、陪審はバイエルに有利な決定を下した。

 バイエル クロップサイエンス社は、BASFに対する数種の殺虫・殺菌剤の一括売却の価値

を、総額1,185百万ユーロと決定。

2003年3月の発表後に行われたバイエルAGとデグサ社との折半出資による合弁事業、ポリ

マーラテックスGmbHの売却は、反トラスト監督官庁の認可を取得して完了。

 バイエルグループの組織再編の一環として、バイエル ヘルスケア社、バイエル ケミカル

ズ社およびバイエル テクノロジー サービス社がそれぞれ法律上独立の企業となった。

 組織再編の成功に続き、バイエルAGの取締役会および監査役会は、化学品事業（H.C.スタ

ルク社およびヴォルフ・ヴァルスローデ社を除く。）と高分子材料事業の一部を統合して

独立の新会社を発足させ、2005年初頭までに株式市場に新規上場することを決定。

2004年 アベンティス・クロップサイエンス社の買収価格の調整に関する合意に基づき、アベン

ティス社がバイエルに327百万ユーロを支払う。

 バイエル クロップサイエンス社は、クロンプトン・コーポレーションが保有していたグ

スタフソン社（米国の種子処理製品合弁事業）の50％株式を取得して唯一の株主となり、

同市場での地位をさらに強化する。

 バイエル マテリアルサイエンス社とライオンデル・ケミカル社が共同で、オランダの

ロッテルダム近郊に、酸化プロピレン／スチレンモノマー製造施設を立ち上げる。

 2004年7月、バイエルは、ロシュ社の世界的規模のコンシューマーヘルス事業（一般用医

薬品（OTC）事業）（日本を除く。）を総額約24億ユーロで買収することを発表。買収対

象はレニー
TM
やベパンテン

TM
等の消費者製品ブランド、ビタミンおよび栄養補助剤等であ

り、また米国のバイエル－ロシュ合弁事業のロシュ社持分（50％）も含まれている。ヨー

ロッパの反トラスト監督官庁の承認は、重要でない条件を満たすことが前提となってい

た。

 バイエルAG株主は、エッセンで開催された臨時株主総会において、出席した株式資本の

99.66％という大多数により、新設の化学会社ランクセスのスピンオフを承認した。

 2004年12月、血漿分画製剤事業を米国の投資家グループに売却することを発表。当該売却

は監督官庁の承認を条件としており、2005年上半期中に完了の予定。
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2005年 2003年11月に発表した通り、ポートフォリオ再編の一環として、元の化学品事業（バイエ

ルケミカルズ）セグメント（ヴォルフ・ヴァルスローデ社およびH.C.スタルク社を除

く。）を、元の高分子材料事業（バイエル ポリマーズ）の一部と合体し、ランクセス事

業グループを発足。この取引の経済的効果は2004年7月1日に発効した。ランクセスのスピ

ンオフは2005年1月28日にドイツのケルン地方裁判所においてバイエルAGの商業登記簿に

登記され、ランクセスAGは同日、法的に独立の会社となった。

 2005年1月1日付で、買収対象であるロシュ社のコンシューマーヘルス事業の大部分に対す

る支配権は、バイエルに移転した。

 2005年1月10日、バイエル ヘルスケア社とグラクソスミスクライン社は、グラクソスミス

クライン社がレビトラ
TM
の米国以外のほとんどの国々における共同販売権をバイエルに返

還することで合意に達したことを発表。

 2005年3月31日、バイエルは血漿分画製剤事業の売却を完了。同事業のすべての活動は、

２名の投資家が設立した新会社、タレクリス社に譲渡された。バイエルは、経過期間中

は、米国以外のほとんどの国々で、タレクリス社に代わって血漿分画製剤の供給を続け

る。

 2005年10月、バイエル ヘルスケア社とオーソ・マクニール社（ジョンソン・エンド・

ジョンソン社の子会社）は、血栓症の予防および治療を目的とした経口直接作用型Xa因子

阻害剤（BAY59-7939）の共同開発・販売契約への合意を発表。

 2005年12月、米国食品医薬品局（FDA）が進行性腎細胞癌の治療薬として、バイエル ヘル

スケア社と米国法人オニキス・ファーマシューティカルズ社が共同開発した医薬品ソラ

フェニブ（商標はネクサバール
TM
）の販売を承認。

2006年 当社は2006年6月23日付でシエーリング社（本社：ドイツ、ベルリン）の過半数株式を取

得し、同社は同日以降、バイエルグループの財務書類に完全に連結されている。当社が取

得した事業活動の主な分野は、婦人科および男性科、画像診断薬、特殊治療ならびにオン

コロジーである。EUと米国の反トラスト監督官庁は当該取引を無条件で承認している。

 2006年9月30日、シエーリング社の議決権株式資本に占める当社持分の比率が96.1％に達

し、ドイツ株式法により許容される少数株主の「スクイーズ・アウト」またはかかる株主

が保有するシエーリング社株式のバイエル・シエーリング社への強制的譲渡を実行するの

に必要な比率を超えた。シエーリング社は2006年12月29日付でバイエル・シエーリング・

ファーマAGに商号変更した。2007年12月31日現在、バイエル・シエーリングGmbHはバイエ

ル・シエーリング・ファーマAGの株式の96.3％を保有している。

 2006年11月、当社は、合弁事業GEバイエル・シリコンズ社の49.9％持分を、合弁パート

ナーであるゼネラル・エレクトリック社に売却した。

2006年6月末、バイエルは、シーメンス社との間で、診断薬事業の売却契約を締結した。

当該取引は2007年1月に完了した。

 2006年11月、バイエルは、金融投資会社2社（アドベント・インターナショナルおよび

ザ・カーライル・グループ）との間で、H.C.スタルク社の売却に関する契約を締結した。

当該取引は2007年２月初旬に完了した。
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 2006年12月、バイエルは、ザ・ダウ・ケミカル社との間で、ヴォルフ・ヴァルスローデ社

の売却契約を締結した。当該売却は反トラスト監督官庁の承認を受け、2007年6月末に完

了した。

2007年 2007年6月、バイエルは、モンサント社から、米国の綿実メーカー、ストーンビル・ペ

ディグリード・シード・カンパニーを買収した。同社の成績は2007年6月1日付でバイエル

グループの連結財務書類に完全に組み入れられた。

2007年7月、バイエルは、アジア・太平洋地域最大の熱可塑性ポリウレタン樹脂（TPU）

メーカー、ウレテック・グループ（台湾）の買収を完了した。

 2007年9月、バイエルは、米国カリフォルニア州エメリービルにある生物製剤の製造施設

をノバルティス社から合意により買収する取引を完了した。

 
ネクサバール

TM
は、腎臓癌治療薬としての登録に加え、2007年秋にはヨーロッパと米国に

おいて初の肝臓癌治療薬として登録された。

 
カナダで実施された独立臨床試験の中間集計結果により、トラジロール

TM
の処方を受けた

患者の死亡リスクが高まる可能性が示唆されたことを受け、2007年11月に同剤の世界にお

ける販売を一時的に停止した。同剤の販売は、カナダにおける試験投与の最終結果の評価

が完了し、トラジロール
TM
のリスク便益分析結果が監督官庁とともに再評価されるまでの

間、停止される予定である。

 2007年、バイエル株式はニューヨーク証券取引所での上場を廃止し、米国証券取引委員会

（SEC）への登録も取り消された。その結果2007年にはバイエルが米国資本市場の規則ま

たはSEC規則に基づく正式な報告要件に従う義務はなくなり、また米国サーベンス・オク

スリー法第404条が義務付ける、財務報告に関する内部統制システムを確立、実施する必

要もなくなった。それにかかわらず、バイエルは財務報告について高水準の透明性を維持

している。

2008年 2008月1月、欧州委員会は、フルダラビン併用化学療法が不適切なB細胞性慢性リンパ性白

血病患者の治療薬として、マブキャンパス
TM
の販売を承認した。

 2008年3月、バイエル クロップサイエンス社製の革新的な殺菌活性成分フルオピコリド

が、日本および米国で規制当局の承認を受けた。

 2008年5月、バイエル クロップサイエンス社は、世界初の白葉枯病耐性ハイブリッド・イ

ネ品種Arize
TM

Dhaniをインドで発売した。

 
2008年7月、バイエル クロップサイエンス社製の新規殺虫剤モベント

TM
が、戦略上重要な

市場である米国およびカナダで、規制当局の承認を受けた。

 2008年8月、北京オリンピックの会場となった多数の建物に、バイエル マテリアルサイエ

ンス社製の原料が使用された。

 2008年9月、タバコ植物のタンパク質を工業規模で生産するための施設が、米国ケンタッ

キー州に設置された。

 
2008年9月以降、イグザレルト

TM
（錠剤型の直接作用型第Xa因子阻害剤）は、カナダ、

ヨーロッパおよびその他いくつかの国々において、待機的股関節または膝関節置換術後の

静脈血栓塞栓症（VTE）予防のための販売承認を受けている。
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 2008年10月、バイエル マテリアルサイエンス社は、年間350,000トンのメチレンジフェニ

ルジイソシアネート（MDI）を生産する上海の新工場において操業を開始した。これはこ

の種類では世界最大のMDI製造施設である。

 売買高の低迷により株式会社東京証券取引所での上場が不必要となったため、バイエルAG

は2008年12月、同取引所から撤退した。バイエルの株式は1988年から日本で上場されてい

た。

 2008年、米国のオニキス・ファーマシューティカルズ社と共同開発した革新的な抗癌剤ネ

クサバール
TM
が、日本では1月に腎細胞癌の治療薬として、中国では7月に肝細胞癌の治療

薬としての販売承認を受けた。

 2008年、バイエルは、さらに買収およびインライセンスを進めることで事業を補強した。

2008年中のかかる取引には、米国の医療機器メーカーであるポシス・メディカル社の買収

や、サグメル社の東欧におけるOTC事業の購入、ケルンのディレボ・バイオテック社の買

収、ならびにマキシジェン社の血液関連開発ポートフォリオおよびニコメッド社の前臨床

オンコロジー・プログラムの買収等がある。

2009年 2009年11月、バイエル クロップサイエンス社は、米国ノースカロライナ州のリサーチ・

トライアングル・パークに本社を置くバイオテクノロジー会社、アセニックス・コーポ

レーションの買収を完了した。同社（非公開会社）は365百万米ドルで買収された。

2010年
イグザレルト

TM
の深部静脈血栓症の長期治療と二次予防に関する第Ⅲ相臨床試験において

は、同剤に基づく新しい簡単な単独療法としての治療法が現在の標準的な治療法と同等の

有効性を示し、従って主要評価項目を達成した。2011年1月、登録関連の第Ⅲ相二重盲検

試験であるROCKET-AF試験が示した良好な結果に基づき、当社は非弁膜症性心房細動にお

ける脳卒中予防および深部静脈血栓症の治療と二次予防の適応での販売承認を求めて、欧

州医薬品審査庁（EMA）に対してEUでのイグザレルト
TM
の販売承認申請を提出した。また

当社の提携パートナーであるジョンソン・エンド・ジョンソンは、非弁膜症性心房細動に

おける脳卒中予防の適応での販売承認を求めて、米国食品医薬品局（FDA）に新薬承認申

請を提出した。

2011年
米国においてイグザレルト

TM
が待機的股関節または膝関節置換術後の成人患者の深部静脈

血栓症(DVT)予防薬として2011年7月に販売承認を受けた。さらに、2011年11月4日、米国

において、イグザレルト
TM
が心房細動患者の脳卒中リスクの軽減薬としての販売承認を受

けた。2011年12月19日、EUにおいて、イグザレルト
TM
が心房細動の患者の脳卒中予防薬と

して、またDVTの治療およびDVTの再発予防、ならびに成人患者の急性DVT後の肺梗塞症の

予防薬としての販売承認を受けた。
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2012年 2012年9月、米国食品医薬品局(FDA) は、現在使用可能な治療（フッ化ピリミジン系薬

剤、オキサリプラチン、イリノテカンベースの化学療法、抗VEGF療法、KRAS野生型の場合

は抗EGFR治療を含む。）施行後の転移性大腸癌(mCRC)治療薬としてスチバーガ
TM
（レゴラ

フェニブ）錠の販売を承認した。

スチバーガの米国での販売承認は、この革新的な抗癌剤が、転移性大腸癌治療でのいまだ

満たされていない高い医療ニーズに応えるための初の承認であり、バイエルにとって重要

なマイルストーンである。

 2012年11月、欧州委員会は、滲出型加齢黄斑変性(wet AMD)の患者向け治療薬として、科

学文献ではVEGF Trap-Eyeとして知られているアイリーア
TM
（アフリベルセプト注射液）

の推奨投与量2ミリグラム(mg)での販売を承認した。アイリーアの用法は、最初は月1回ご

とに1回、連続3回投与し、その後は2ヶ月ごとに1回の投与をするものである。次回投与ま

での間の検査（モニタリング）は必要とされていない。アイリーアによる最初の12ヶ月の

治療の後は、視力および解剖学的所見に基づき治療の間隔を長くすることも可能である。

この場合、モニタリングのスケジュールは治療担当医が決定し、投与スケジュールよりも

頻繁に行うこともある。

2013年 リオシグアトは、可溶型グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激薬という新しいクラスの血管拡

張剤で、そのクラスで最初に開発された薬剤である。錠剤で投与されるリオシグアトは現

在、様々な肺高血圧症の治療に対する新たな手法として研究されている。第Ⅲ相臨床試験

CHEST-1およびPATENT-1に基づいて、当社は2013年2月に米国およびEUにおいて、手術不能

の慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）および肺動脈性肺高血圧症（PAH）の治療薬として

のリオシグアトの販売承認を申請した。当社は、2013年9月、カナダにおいてCTEPHの適応

で初の販売承認を受けた。2013年10月、優先審査の結果を受けて、FDAはリオシグアトを

米国においてAdempas
TM
の販売名でCTEPHおよびPAHに使用することを承認した。また2014

年1月には、日本でCTEPH治療薬としてアデムパス
TM
が販売を承認された。欧州の承認手続

では、欧州ヒト用医薬品委員会（CHMP）が、リオシグアトをCTEPHおよびPAH治療薬として

販売承認するよう勧告した。欧州委員会の最終決定は2014年上半期に予定されている。

 
スチバーガ

TM
（有効成分：レゴラフェニブ）は、新しいタイプの経口マルチキナーゼ阻害

剤であり、腫瘍の増殖に関わる様々なシグナル伝達経路を阻害する。スチバーガ
TM
は2012

年、米国で、転移性結腸直腸癌（mCRC）患者の治療薬として販売が承認された。日本の厚

生労働省は、2013年3月に同剤をこの適応で販売承認した。同剤は2013年8月にはEUで販売

承認を受けた。
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 2013年2月、FDAは、イマチニプおよびスニチニブによる治療にもかかわらず局所進行した

切除不能または転移性の消化管間質腫瘍(GIST)患者の治療薬として、スチバーガ
TM
の販売

を承認した。2013年8月、同剤は日本の厚生労働省からGIST治療薬としての販売承認を受

けた。2013年9月、同剤はEUにおいて、同適応での承認が申請された。レゴラフェニブは

バイエルが開発した化合物であり、バイエルが米国でアムジェン社の子会社であるオニキ

ス・ファーマシューティカルズ社と共同で販売促進を行っている。当社は、2011年にオニ

キス社と契約を締結し、それに基づいて、オニキス社は、オンコロジー領域におけるスチ

バーガ
TM
の将来の全世界売上高に応じたロイヤリティを受け取る。

 
ノルウェーのアルジェタ社(Algeta ASA)と共同で開発した抗癌剤のXofigo

TM
（有効成分：

塩化ラジウム223）は、2013年5月、症候性の骨転移を有し既知の内臓転移のない成人患者

の去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）の治療薬として、FDAから販売承認を受けた。2013年11

月、同剤はこの適応で、EUにおける販売承認を受けた。米国では、Xofigo
TM
はアルジェ

タ・ユーエス社と共同で販売促進が行われている。

 
アイリーア

TM
（有効成分：アフリベルセプト）は、米国のリジェネロン・ファーマシュー

ティカルズ社（Regeneron Pharmaceuticals, Inc.）との共同開発プロジェクトである。

アフリベルセプトは、自然増殖因子VEGF(血管内皮増殖因子)を阻害して、血液の漏出を引

き起こしやすい病的血管新生を抑制する。同剤は眼に直接投与される。アイリーア
TM
は米

国において滲出型加齢黄斑変性症(AMD)および網膜中心静脈閉塞症（CRVO）に伴う黄斑浮

腫の治療薬として承認されており、同国ではリジェネロン・ファーマシューティカルズ社

が独占販売権を保持している。バイエルは米国外で同剤を販売している。アイリーア
TM

は、2012年以降、ヨーロッパ、日本、オーストラリアおよびその他の国々で、滲出型AMD

治療薬の承認を受けた。2013年8月、欧州委員会は、網膜中心静脈閉塞症（CRVO）に伴う

黄斑浮腫による視覚障害治療薬としてのアイリーア
TM
の販売を承認した。2013年11月、ア

イリーア
TM
は、日本の厚生労働省から、CRVO治療薬として販売承認を受けた。

2013年11月には、二つの追加適応症について初めて規制当局への申請を行った。一つは

EMAに対するアフリベルセプトの糖尿病性黄斑浮腫（DME）治療薬としての承認申請であ

り、もう一つは日本の厚生労働省に対する病的近視により生じる脈絡膜血管新生（mCNV）

治療薬としての申請である。

2014年 バイエルは、今後ライフサイエンス事業（ヘルスケア事業グループと農業関連事業グルー

プ）に専念すること、および素材科学事業グループを別会社として上場することを決定し

た。これによってバイエルは、サイエンスとイノベーションにおける豊富な経験と、この

専門知識を用いて人間や動植物の健康を改善する能力を有する、ライフサイエンスのグ

ローバル・リーダーとなるであろう。

 
2014年3月、医療用医薬品部門は、バイエルがすでに抗悪性腫瘍剤Xofigo

TM
の開発と商品

化で提携していたノルウェーのアルジェタ社（Algeta ASA）の買収から利益を受けた。

 当社は、2014年10月に米国メルク社（Merck & Co., Inc.）のコンシューマーケア事業を

買収し、また2014年11月に中国の滇虹薬業集団を買収することによって、コンシューマー

ヘルス部門を大幅に強化した。
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3 【事業の内容】

(1) 会社組織

バイエルは、ヘルスケア、農業関連、高分子化合物先端素材の領域を中核事業とするグローバル企業であ

る。バイエルは発明志向の会社として、研究集約的分野をリードしている。バイエルの製品とサービスは、

人々に利益とクオリティ・オブ・ライフ（QOL）の向上をもたらすことを目標としている。同時に、技術革

新、成長、およびより高い収益力を通して企業価値を創造することも目指している。バイエルは、持続可能な

発展の理念に向かって、また良き企業市民としての社会的・倫理的責任を果たすために、努力を続けている。

バイエルAGはドイツ、レバクーゼンに本社を置いており、302社の連結会社を傘下に置くバイエルグループの

戦略的経営持株会社である。

 

当社の事業は、以下の三つの事業グループで構成されている。

(ⅰ) ヘルスケア事業グループ（バイエル ヘルスケア社）は、医療用医薬品部門およびコンシューマーヘル

ス部門から成り、以下の製品を開発、製造、販売している。

・ 特にウィメンズヘルスケア領域およびカルディオロジー（心臓関連領域）向け処方薬（医療用医薬

品）、ならびにオンコロジー（がん関連領域）、ヘマトロジー（血液関連領域）および眼科領域

向けのスペシャリティ医薬品

・ 市販薬（一般用医薬品）、栄養補助食品および皮膚科製品、血糖測定器、造影画像診断機器および

造影剤、ならびに家畜およびコンパニオン・アニマル向け製品

(ⅱ) 農業関連事業グループ（バイエル クロップサイエンス社）は、高価値の種子および形質のポートフォ

リオならびに化学的・生物学的害虫管理ソリューションを開発、製造、販売している。それと同時

に、農産業向けの広範な顧客サービスおよび非農業応用製品（家庭・園芸部門から林業に及ぶ分野向

けの害虫管理製品およびサービスの広範なポートフォリオによる）を提供している。

(ⅲ) 素材科学事業グループ（バイエル マテリアルサイエンス社）は、高分子化合物先端素材（ポリウレタ

ン原材料、ポリカーボネートおよび塗料・接着剤原材料を含む。）および特殊化学製品を主に開発、

製造、販売し、また特定の無機基礎化学品の製造、販売を行っている。

 

以下のサービス会社は、バイエルグループおよび第三者に対して以下のサポート業務を提供している。

・ビジネス サービス社：情報管理、会計、コンサルティングおよび管理サービス

・テクノロジー サービス社：プロセス開発、プロセス／プラント・エンジニアリング、建設および最適化

等のエンジニアリング業務

・カレンタ社：ドイツ国内の工業施設ネットワークであるケムパークを運営し、技術、環境保護、廃棄物処

理、ユーティリティー供給、インフラ整備、安全、化学分析、および職業養成訓練等の分野で、バイエル

関連／非関連の立地企業へのサービスを提供している。カレンタGmbH & Co. OHG(Currenta GmbH & Co.

OHG)はバイエルAG（60％）とランクセスAG（40％）が保有している。
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バイエルAGは、バイエルグループの経営持株会社として、グループ全体、事業グループおよびサービス会社

の価値観および目標ならびに長期戦略を決定する。さらに、その結果に基づく会社の方針に沿って、原則や指

示を定める。バイエルAGは各事業グループの運営会社および後述のサービス会社の株式に加え、その他国内外

の事業体の持分を保有している。バイエルグループは、コーポレートセンターのサポートを受けるバイエルAG

取締役会（4名で構成される。）により運営されている。取締役会の責務は経営の監督およびグループの財務

管理である。

バイエルグループは、三つの事業グループ（ヘルスケア事業グループ、農業関連事業グループおよび素材科

学事業グループ）で運営されている。各事業グループを率いる運営会社、すなわちバイエル ヘルスケア社、

バイエル クロップサイエンス社およびバイエル マテリアルサイエンス社は、各自の国内外の関連会社の事業

を運営する。各事業グループは、バイエルAGの取締役会が決定した戦略、目標およびガイドラインの枠組みの

中で、それぞれ独立した事業分野を形成しており、グローバルな事業上の説明責任と自らの経営陣を有してい

る。これらの運営会社はそれぞれ、バイエルAGとの間で支配および損益移転契約を締結している。

2014年12月31日に終了した事業年度のバイエルの継続事業による売上高合計額は42,239百万ユーロ、営業損

益は5,506百万ユーロ、当期純利益は3,426百万ユーロであった。2014年12月31日現在の世界における従業員数

は118,888名（常勤相当数）であった。バイエルグループの2014年の売上高合計に占める顧客の地域別内訳

は、ヨーロッパ37.4％、北米24.3％、アジア・太平洋21.6％、ラテンアメリカ・アフリカ・中東16.7％であっ

た。

 

(2) 地域

当社の海外代理店および国内組織（バイエルの子会社および特定の国の関連会社から成る。）は、次の四つ

の地域別に分類されている。

・ヨーロッパ

・北米

・アジア・太平洋

・ラテンアメリカ・アフリカ・中東
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(3) 事業セグメント

バイエルAG（本社：ドイツ、レバクーゼン）は、バイエルグループの戦略的経営持株会社である。事業運営

はヘルスケア、農業関連、素材科学の各事業グループにより行われており、ビジネスサービス、テクノロジー

サービス、カレンタの各サービス会社がこれをサポートしている。2014事業年度には、体制の変更はなかっ

た。

事業セグメント別の事業内容は以下の通りである。

 

事業グループ 事業セグメント 活動内容

ヘルスケア事業グループ

(バイエル ヘルスケア

社)

医療用医薬品 医療用医薬品(処方薬)(抗凝固剤ならびに血友病、多発

性硬化症、癌、眼疾患、肺高血圧症、高血圧症および感

染症の治療薬ならびに避妊薬等)の開発、製造、販売

コンシューマー

ヘルス

一般用医薬品(市販薬)、皮膚科製品、栄養補助食品、獣

医用医薬品および動物用グルーミング製品、診断システ

ム(血糖測定器等)、医療機器(診断用注射システムおよ

び造影剤)の開発、製造、販売

農業関連事業グループ

(バイエル クロップ

サイエンス社)

農薬 種子・植物形質および農薬分野ならびに家庭園芸、グ

リーン産業および非農業用害虫駆除のための包括的な製

品ポートフォリオの開発、製造、販売

素材科学事業グループ

(バイエル マテリアル

サイエンス社)

素材科学 ポリウレタン、ポリカーボネート、塗料・接着剤原料、

および特殊化学製品の分野における高分子化合物先端素

材の開発、生産、マーケティング。特定の無機基礎化学

品の製造、販売

 

次の表は、最近2事業年度の事業グループおよび報告セグメント別対外売上高を表したものである。

 

 2013年 2014年

 （単位：百万ユーロ）

ヘルスケア事業グループ 18,924 19,975

医療用医薬品 11,188 12,052

コンシューマーヘルス 7,736 7,923

農業関連事業グループ 8,819 9,494

素材科学事業グループ 11,238 11,651

バイエルグループ（調整を含む。） 40,157 42,239
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4 【関係会社の状況】

バイエルAGは、世界中で事業活動を行っているバイエルグループのドイツの親会社である。

バイエルグループの2014年12月31日現在の財務書類には、ドイツ国内67社および国外235社の連結会社が含ま

れている。連結会社の総数は前年から13社増加した。2014年に連結会社の数が増加したのは、主に買収のためで

ある。

2014年12月31日現在、関連会社3社（2013年：2社）およびジョイント・ベンチャー3社(2013年：3社)は、連結

財務書類において持分法で会計処理されている。バイエルグループの財政状態および経営成績に対して合計して

も重要でない、合計で78社（2013年：79社）の子会社（ストラクチャード・エンティティ1社（2013年：1社）お

よび関連会社またはジョイント・ベンチャー12社（2013年：14社）を含む。）は、連結されていないが原価で認

識されている。重要ではない子会社が占める割合は、当グループの売上高の0.2％未満、株主持分の0.3％未満、

資産合計の0.2％未満である。

2014年12月31日現在、バイエルAGの連結財務書類に含まれていた重要な子会社（継続事業の売上高合計の約

90％を占める。）は下記の通りであった。

 

重要な連結子会社（継続事業）（2014年12月31日現在）

 

名称 本店所在地 事業形態 主たる事業内容 自己資本額

(百万ユーロ)

所有割合

(％)

ドイツ      

バイエル アニマル ヘルス

GmbH

レバクーゼン 持株会社 ヘルスケア事業グループ 463 100

バイエル ビジネス サービス

GmbH (注2)

レバクーゼン サービス ビジネスサービス 87 100

バイエル クロップサイエンス

AG (注2)

モンハイムア

ムライン

製造 農業関連事業グループ 3,113 100

バイエル クロップサイエンス

ドイチェラント GmbH

ランゲンフェ

ルト

サービス 農業関連事業グループ 116 100

バイエル インテレクチュア

ル・プロパティー GmbH (注2)

モンハイムア

ムライン

サービス 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

1 100

バイエル マテリアルサイエン

ス AG

レバクーゼン 製造 素材科学事業グループ 133 100

バイエル ファーマ AG (注2) ベルリン 製造 ヘルスケア事業グループ 5,730 100

バイエル テクノロジーサービ

ス GmbH

レバクーゼン サービス テクノロジーサービス 60 100

バイエル ヴァイタル GmbH レバクーゼン 販売 ヘルスケア事業グループ 85 100

カレンタ GmbH & Co. OHG レバクーゼン サービス カレンタ社 13 60

イエナファルム GmbH & Co.KG イエナ 販売 ヘルスケア事業グループ 76 100
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名称 本店所在地 事業形態 主たる事業内容 自己資本額

(百万ユーロ)

所有割合

(％)

その他ヨーロッパ諸国      

バイエル(シュヴァイツ) AG スイス

チューリヒ

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

41 100

バイエル A/S デンマーク

コペンハーゲ

ン

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

26 100

バイエル アントワープ NV

(注2)

ベルギー

アントワープ

製造 素材科学事業グループ 10,845 100

バイエル オーストリア ゲゼ

ルシャフト m.b.H.

オーストリア

ウィーン

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

19 100

バイエル B.V. (注2) オランダ

マイドレヒト

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

1,761 100

バイエル キャピタル コーポ

レーション B.V.

オランダ

マイドレヒト

持株会社 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

16 100

バイエル コンシューマーケア

AG

スイス

バーゼル

販売 ヘルスケア事業グループ 1,351 100

バイエル クロップサイエンス

リミテッド

英国

ケンブリッジ

製造 農業関連事業グループ 61 100

バイエル クロップサイエンス

NV

ベルギー

ディーゲム

販売 農業関連事業グループ 236 100

バイエル クロップサイエンス

S.L.

スペイン

クアルト・

デ・ポブレー

製造 農業関連事業グループ 86 100

バイエル クロップサイエンス

S.r.l.

イタリア

ミラノ

製造 農業関連事業グループ 67 100

バイエル ヘルスケア マニュ

ファクチャリング S.r.l.

イタリア

ミラノ

製造 ヘルスケア事業グループ 243 100

バイエル ヘルスケア SAS フランス

ロス

販売 ヘルスケア事業グループ 78 100

バイエル ヘラス A.G. ギリシャ

アテネ

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

32 100

バイエル イスパニア S.L.

(注2)

スペイン

サンホアン デ

スピ

製造 ヘルスケア事業グループ 2,151 100

バイエル ハンガリア Kft. ハンガリー

ブダペスト

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

26 100
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名称 本店所在地 事業形態 主たる事業内容 自己資本額

(百万ユーロ)

所有割合

(％)

バイエル インターナショナル

SA

スイス

フリブール

販売 素材科学事業グループ 162 100

バイエル リミテッド ウクライナ

キエフ

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

12 100

バイエル マテリアルサイエン

ス S.L.

スペイン

サンホアン デ

スピ

製造 素材科学事業グループ 97 100

バイエル マテリアルサイエン

ス S.r.l.

イタリア

ミラノ

製造 素材科学事業グループ 54 100

バイエル ノルディック SE  

(注2)

フィンランド

エスポー

持株会社 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

1,601 100

バイエル NV ベルギー

ディーゲム

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

65 100

バイエル Oy フィンランド

トゥルク

製造 ヘルスケア事業グループ 418 100

バイエル パブリック リミ

テッド カンパニー

英国

ニューベリー

販売 ヘルスケア事業グループ 72 100

バイエル S.A.S. (注2) フランス

リヨン

持株会社 農業関連事業グループ 1,143 100

バイエル S.p.A. イタリア

ミラノ

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

466 100

バイエル Sp.z o.o. ポーランド

ワルシャワ

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

55 100

SC バイエル SRL ルーマニア

ブカレスト

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

14 100

ZAO バイエル ロシア連邦

モスクワ

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

62 100
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名称 本店所在地 事業形態 主たる事業内容 自己資本額

(百万ユーロ)

所有割合

(％)

北米地域      

バイエルビジネス アンド テ

クノロジー サービス LLC

米国

ピッツバーグ

サービス ビジネスサービス社 -(注1) 100

バイエル コーポレーション

(注2)

米国

ピッツバーグ

持株会社 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

2,101 100

バイエル クロップサイエンス

インク

カナダ

カルガリー

販売 農業関連事業グループ 237 100

バイエル クロップサイエンス

LP (注2)

米国

リサーチ・ト

ライアング

ル・パーク

製造 農業関連事業グループ -(注1) 100

バイエル イースト コースト

LLC (注2)

米国

ウィルミント

ン

サービス 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

5,766 100

バイエル ヘルスケア LLC (注

2)

米国

ウィパニー

販売 ヘルスケア事業グループ -(注1) 100

バイエル ヘルスケア ファー

マシューティカルズ インク

(注2)

米国

パインブルッ

ク

販売 ヘルスケア事業グループ -(注1) 100

バイエル インク カナダ

ミシソガ

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

604 100

バイエル マテリアルサイエン

ス LLC (注2)

米国

ピッツバーグ

製造 素材科学事業グループ -(注1) 100

バイエル メディカル ケア イ

ンク

米国

イ ン デ ィ ア

ノーラ

販売 ヘルスケア事業グループ -(注1) 100

バイエル PO LLC 米国

ニ ュ ー マ ー

ティンスビル

持株会社 素材科学事業グループ -(注1) 100

バイエル ウエストコースト

コーポレーション

米国

バークレー

サービス ヘルスケア事業グループ -(注1) 100

MSD コンシューマー ケア イ

ンク (注2)

米国

ウィルミント

ン

サービス ヘルスケア事業グループ 5,787 100
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名称 本店所在地 事業形態 主たる事業内容 自己資本額

(百万ユーロ)

所有割合

(％)

アジア・太平洋地域      

バイエル オーストラリア

リミテッド

オーストラリ

ア

ピンブル

販売 ヘルスケア事業グループ 90 100

バイエル クロップサイエンス

(チャイナ)カンパニー リミ

テッド

中国

杭州

製造 農業関連事業グループ 87 100

バイエル クロップサイエンス

株式会社

日本

東京

製造 農業関連事業グループ 220 100

バイエル クロップサイエンス

リミテッド

インド

ターネー

製造 農業関連事業グループ 227 69

バイエル クロップサイエンス

Pty リミテッド

オーストラリ

ア

イーストホー

ソン

製造 農業関連事業グループ 71 100

バイエル ヘルスケア カンパ

ニー リミテッド

中国

北京

製造 ヘルスケア事業グループ 464 100

バイエル コリア リミテッド 韓国

ソウル

製造 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

80 100

バイエル マテリアルサイエン

ス(チャイナ)カンパニー リミ

テッド (注2)

中国

上海

製造 素材科学事業グループ 916 100

バイエル マテリアルサイエン

ス リミテッド

中国

香港

販売 素材科学事業グループ 96 100

バイエル マテリアルサイエン

ス プライベート リミテッド

インド

ムンバイ

製造 素材科学事業グループ 25 100

バイエル タイワン カンパ

ニー リミテッド

台湾

台北

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

19 100

バイエル タイ カンパニー リ

ミテッド

タイ

バンコク

製造 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

434 100

バイエル薬品株式会社 日本

大阪

製造 ヘルスケア事業グループ 234 100

住化バイエルウレタン株式会

社

日本

大阪

製造 素材科学事業グループ -11 60
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名称 本店所在地 事業形態 主たる事業内容 自己資本額

(百万ユーロ)

所有割合

(％)

ラテンアメリカ・アフリカ・中東地域     

バイエル (プロプライエタ

リー) リミテッド

南アフリカ

イサンド

製造 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

123 100

バイエル デ メヒコ S.A. de

C.V.

メキシコ

メ キ シ コ シ

ティー

製造 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

217 100

バイエル S.A. アルゼンチン

ブエノスアイ

レス

製造 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

168 100

バイエル S.A. チリ

サンティアゴ

デ チリ

販売 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

39 100

バイエル S.A. ベネズエラ

カラカス

製造 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

104 100

バイエル S.A. コロンビア

ボゴタ

製造 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

105 100

バイエル S.A. ブラジル

サンパウロ

製造 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

895 100

バイエル チュルク キムヤ サ

ナイ リミテッド シルケティ

トルコ

イスタンブー

ル

製造 素材科学・ヘルスケア・

農業関連事業グループ、

コーポレートおよびサー

ビス

110 100

(注1) バイエル コーポレーション（米国ピッツバーグ）への連結前

(注2) 特定子会社
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5 【従業員の状況】

2014年12月31日現在、バイエルグループの全世界の従業員数は118,888名（2013年: 112,366名）であり、この

うち113,700名は常勤雇用、5,200名は臨時雇用の従業員であった。従業員数は前年から5％程度増加した。ドイ

ツ国内の従業員数は、バイエルグループの全従業員数の30％に相当する35,800名（2013年：35,300名）であっ

た。ヘルスケア事業グループの従業員数は60,700名（2013年：55,700名）、農業関連事業グループの従業員数は

23,100名（2013年：22,200名）、素材科学事業グループの従業員数は14,100名（2013年：14,200名）であった。

残りの21,000名（2013年：20,300名）はサービス会社またはバイエルAGの従業員である。この数値にはバイエル

AGの従業員700名（2013年：700名）も含まれている。加えて、決算日現在、グループの総従業員数に含まれてい

ない2,566名（2013年：2,538名）の研修生がいた。

2014年の人件費は9,845百万ユーロ（2013年:9,430百万ユーロ）であった。人件費の変動は、主に従業員数の

増加、従業員賞与の増加および給与調整によるものであった。

 

バイエルグループ：地域別従業員数

2014年12月31日現在

ヨーロッパ 55,207名  46.4％  

北米 16,317名  13.7％  

アジア／太平洋 30,436名  25.7％  

ラテンアメリカ／アフリカ／中東  16,928名   14.2％  

計 118,888名  100.0％  

 

バイエルグループ：業務内容別従業員数

2014年12月31日現在

製造 49,288名  41.5％  

販売および流通 46,417名  39.0％  

研究開発 14,026名  11.8％  

一般管理   9,157名   7.7％  

計 118,888名  100.0％  

 

2014年のバイエルグループおよびバイエルAGの人件費（単位：百万ユーロ）：

 

バイエルグループ 9,845

バイエルAG 159
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第3 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) バイエルグループ

本書中の財務情報は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)第5号およびその他関連する基準に従い、

非継続事業に特に言及している箇所を除き、バイエルグループおよびその事業セグメントの継続事業のみの情

報を対象としている。

バイエルは2014年、経営と戦略の両面で非常な成功を収めた。売上高と特別項目計上前EBITDAは新記録を達

成した。ライフサイエンス事業、すなわちヘルスケア事業グループと農業関連事業グループでは、新製品の売

上が原動力となり、成長の勢いが続いた。素材科学事業グループも好調な売上の伸びを記録した。バイエルグ

ループの特別項目計上前EBITDAは大幅に増加した。販売量の顕著な増加と販売価格の小幅な上昇は、販売費お

よび研究開発費の増加ならびに為替のマイナス効果を相殺し、これを上回った。

2014年、当社はバイエルグループがライフサイエンス事業、すなわちヘルスケア事業グループと農業関連事

業グループに注力するという方向性も定めた。素材科学事業グループは遅くとも2016年半ばまでに別会社とし

て上場する予定である。当社は、米国メルク社（Merck & Co., Inc.）のコンシューマーケア事業および中国

の滇虹薬業集団の買収によって、コンシューマーヘルス部門を大幅に強化した。医療用医薬品部門は、バイエ

ルがすでに抗悪性腫瘍剤Xofigo
TM
の開発と商品化で提携していたノルウェーのアルジェタ社（Algeta ASA）の

買収から利益を受けた。

 

バイエルグループ
2013年 2014年 増減率

百万ユーロ ％

売上高 40,157 42,239 5.2

利払前・税引前・償却前利益(EBITDA) 7,830 8,442 7.8

利払前・税引前利益(EBIT) 4,934 5,506 11.6

税引前利益 4,207 4,525 7.6

当期純利益 3,189 3,426 7.4

キャッシュ・フロー総額 5,832 6,820 16.9

キャッシュ・フロー純額 5,171 5,810 12.4

 

グループの売上高は、為替・事業ポートフォリオ変更の影響調整後（以下「為替・ポートフォリオ調整

後」）で7.2％増（報告値：5.2％増）の42,239百万ユーロ（2013年：40,157百万ユーロ）であった。全事業グ

ループがこの増収に貢献した。ヘルスケア事業グループの売上高は7.5％（為替・ポートフォリオ調整後、報

告値：5.6％）増加した。農業関連事業グループの売上高は前年比11.2％（為替・ポートフォリオ調整後、報

告値：7.7％）増となった。素材科学事業グループの売上高は4.8％（為替・ポートフォリオ調整後、報告値：

3.7％）増加した。
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売上高の増減 2013年 2014年

合計 1.0％ 5.2％

販売量 4.3％ 6.8％

価格 0.8％ 0.4％

為替の変動の影響 －4.4％ －2.8％

事業ポートフォリオ変更の影響 0.3％ 0.8％

 

売上原価は3.8％増の20,266百万ユーロであったが、これは主としてヘルスケア事業グループと素材科学事

業グループにおける販売量の増加によるものであった。売上高合計に占める売上原価の比率は48.0％（2013

年：48.6％）であった。販売費は11,018百万ユーロ（6.8％増）であり、売上高に占める比率は26.1％（2013

年：25.7％）であった。2014年の研究開発費は、ヘルスケア事業グループと農業関連事業グループにおける増

加により、4.9％増の3,574百万ユーロとなった。研究開発費が売上高に占める比率は前年と同水準の8.5％

（2013年：8.5％）であった。一般管理費は前年を若干上回る（1.7％増）1,741百万ユーロであった。売上高

合計に対する一般管理費の比率は前年を幾分下回る4.1％（2013年：4.3％）であった。その他の営業収益／費

用の赤字は大幅減の－134百万ユーロ（2013年：－277百万ユーロ）であったが、これは、主として法的請求に

関する会計上の措置のための特別費用が2014年には減少したことによるものであった。

バイエルグループのEBITは、正味特別費用438百万ユーロ（2013年：839百万ユーロ）の控除後で、11.6％増

の5,506百万ユーロ（2013年：4,934百万ユーロ）となった。特別費用の主な内訳は、米国メルク社との可溶性

グアニル酸シクラーゼ（sGC）に関する提携契約締結に伴うのれんの認識の停止173百万ユーロ、買収した事業

の統合費用153百万ユーロおよび訴訟に対する会計上の措置89百万ユーロである。これらの金額は、米国ボス

トン・サイエンティフィック社に対するインターベンショナル機器事業の売却による一時的純利益77百万ユー

ロにより一部相殺された。特別項目計上前EBITは前年比3.0％増の5,944百万ユーロ（2013年：5,773百万ユー

ロ）であった。

特別項目計上前の利払前・税引前・償却前利益（EBITDA）は、約410百万ユーロ（4％）に上る為替のマイナ

ス効果にもかかわらず、前年比4.9％増の8,812百万ユーロ（2013年：8,401百万ユーロ）となった。好調な売

上の伸びに伴い、販売費および研究開発費が増加した。ヘルスケア事業グループの特別項目計上前EBITDAは、

2.8％増の5,484百万ユーロ（2013年：5,334百万ユーロ、為替の影響マイナス6％）であった。医療用医薬品部

門の利益は改善したが、コンシューマーヘルス部門の利益は減少した。農業関連事業グループの特別項目計上

前EBITDAは、販売量の増加と販売価格の上昇により、5.0％増の2,360百万ユーロ（2013年：2,248百万ユー

ロ、為替の影響マイナス2％）となった。素材科学事業グループの特別項目計上前EBITDAは、主に販売量の増

加と原材料・エネルギー費の減少により、前年を10.7％上回る1,187百万ユーロ（2013年：1,072百万ユーロ、

為替の影響0％）となった。
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財務損益－981百万ユーロ（2013年：－727百万ユーロ）計上後の税引前利益は4,525百万ユーロ（2013年：

4,207百万ユーロ）であった。税金費用1,082百万ユーロ（2013年：1,021百万ユーロ）および非支配持分を除

いた2014年の当期純利益は、3,426百万ユーロ（2013年：3,189百万ユーロ）であった。1株当たり利益は4.14

ユーロ（2013年：3.86ユーロ）、1株当たり中核利益は7.3％増の6.02ユーロ（2013年：5.61ユーロ）であっ

た。

2014年のキャッシュ・フロー総額は、EBITの改善が主な要因で、前年比16.9％増の6,820百万ユーロ（2013

年：5,832百万ユーロ）となった。キャッシュ・フロー純額は、運転資本として滞留することとなるキャッ

シュの事業関連の増加と、米国メルク社との可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）における提携に関連して受

け取った一時的支払額からの繰延利益778百万ユーロを除いて、前年比12.4％増の5,810百万ユーロ（2013年：

5,171百万ユーロ）となった。2014年、当社は1,835百万ユーロ（2013年：1,281百万ユーロ）の法人税を支

払った。買収の結果、純金融負債は2013年12月31日時点から129億ユーロ増の196億ユーロとなった。退職後給

付として認識された確定給付債務の純額（給付債務と制度資産の差額）は、高格付社債に対する長期資本市場

金利の低下が主な要因で、前年同期の73億ユーロから122億ユーロまで増加した。

 

(2) 事業セグメント別データ

2014年、当社の事業活動は、ヘルスケア事業グループ（バイエル ヘルスケア社）、農業関連事業グループ

（バイエル クロップサイエンス社）、および素材科学事業グループ（バイエル マテリアルサイエンス社）の

各事業グループに分類されていた。

次の表は、事業グループおよび部門別の対外売上高および営業損益（EBIT）を表したものである。

 

事業グループおよび部門

売上高 営業損益(EBIT)

2013年 2014年 2013 2014年

(百万ユーロ)

ヘルスケア事業グループ 18,924 19,975 3,260 3,581

医療用医薬品部門 11,188 12,052 2,031 2,371

コンシューマーヘルス部門 7,736 7,923 1,229 1,210

農業関連事業グループ 8,819 9,494 1,729 1,806

素材科学事業グループ 11,238 11,651 435 555

グループ(調整を含む。) 40,157 42,239 4,934 5,506
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ヘルスケア事業グループ（バイエル ヘルスケア社）

ヘルスケア事業グループの2014年の売上高は、前年比7.5％増（為替・ポートフォリオ調整後）の19,975百

万ユーロ（報告値：5.6％増）であった。この好調な増収は、医療用医薬品の新製品によるものであった。コ

ンシューマーヘルス部門の売上高は前年を若干上回った。

2014年第４四半期に米国メルク社および中国の滇虹薬業集団から買収した事業の統合は、予定通り進んでい

る。

ヘルスケア事業グループの2014年のEBITは、前年を大幅に上回り、9.8％増の3,581百万ユーロとなった。こ

の増益は主に特別費用が大幅減の331百万ユーロ（2013年：713百万ユーロ）となったためである。特別項目計

上前EBITは1.5％減の3,912百万ユーロであった。一方、特別項目計上前EBITDAは2.8％増の5,484百万ユーロで

あった。この増益は医療用医薬品部門の好調な業績によるものだが、一方でコンシューマーヘルス部門の利益

は若干減少した。両部門における販売費の増加、医療用医薬品部門における研究開発費の増加および約360百

万ユーロに上る為替のマイナス効果は、ヘルスケア事業グループの利益を押し下げた。

医療用医薬品部門の売上高は、前年比11.2％の大幅増（為替・ポートフォリオ調整後）となる12,052百万

ユーロであった。この非常に好調な業績は、新製品であるイグザレルト
TM

、アイリーア
TM

、スチバーガ
TM

、

Xofigo
TM

およびアデムパス
TM
によるものであり、これらの売上高は合計で2,908百万ユーロ（2013年：1,522

百万ユーロ）に上った。医療用医薬品部門は、全ての地域、特に中国、米国および西ヨーロッパにおいて、為

替の影響調整後で増収を達成した。

2014年の医療用医薬品部門のEBITは、前年を大幅に上回り、16.7％増の2,371百万ユーロとなった。この増

益の主な理由は、特別費用が286百万ユーロ（2013年：521百万ユーロ）まで減少したことである。特別費用の

内訳は、米国メルク社との可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）に関する提携に伴うのれんの認識の停止173百

万ユーロおよび訴訟に対する会計上の措置88百万ユーロである。特別項目計上前EBITは前年比4.1％増の2,657

百万ユーロ、特別項目計上前EBITDAは6.0％増の3,699百万ユーロであった。この増益は主に好調な業績、特に

新製品の好調な増収によるものであったが、一方で販売費および研究開発費の増加と、約330百万ユーロに上

る為替のマイナス効果は利益を押し下げた。

コンシューマーヘルス部門の2014年の売上高は、2.1％増（為替・ポートフォリオ調整後）の7,923百万ユー

ロであった。コンシューマーケア事業部と動物用薬品事業部は、特に新興市場において売上を伸ばした。メ

ディカルケア事業部の売上高は、特に米国とヨーロッパで減少した。

コンシューマーヘルス部門の2014年のEBITは、正味特別費用45百万ユーロ（2013年：192百万ユーロ）控除

後で、前年を若干下回る1.5％減の1,210百万ユーロとなった。特別費用には、買収した事業の統合費用122百

万ユーロと、米国ボストン・サイエンティフィック社に対するインターベンショナル機器事業の売却による一

時的純利益77百万ユーロが含まれている。特別項目計上前EBITは、11.7％減の1,255百万ユーロ、特別項目計

上前EBITDAは前年の水準を下回る1,785百万ユーロ（2013年：1,844百万ユーロ）であった。これは、メディカ

ルケア事業部および動物用薬品事業部における減益と、約30百万ユーロに上る為替のマイナス効果によるもの

であった。一方、コンシューマーケア事業部における増益はプラスの効果をもたらしたが、このうち73百万

ユーロは米国メルク社から買収した事業の貢献によるものであった。
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農業関連事業グループ（バイエル クロップサイエンス社）

農業関連事業グループの2014年の売上高は、前年比11.2％増（為替・ポートフォリオ調整後）の9,494百万

ユーロ（報告値：7.7％増）であった。農薬／種子部門は、魅力的な市場環境と、特に（2006年以降発売され

た）新たな農薬製品が18億ユーロ以上まで売上を伸ばしたこと（報告値：約23％増）により、2桁成長を達成

した。エンバイロサイエンス事業も売上を伸ばした。

農薬／種子部門の売上高は、11.6％増（為替・ポートフォリオ調整後）の8,816百万ユーロであった。全て

の分野がこの好調な伸びに貢献した。農薬部門で最も増収率が高かったのは殺菌剤であった。種子部門では全

ての分野で売上を伸ばし、特に綿実が好調であった。

エンバイロサイエンス事業の売上高は6.9％（為替・ポートフォリオ調整後）増の678百万ユーロであった。

消費者向け製品は2桁成長を達成した。専門業者向け製品も売上を伸ばした。

2014年の農業関連事業グループのEBITは、主に生産施設の統合計画に関する特別費用32百万ユーロ（2013

年：72百万ユーロ）の控除後で4.5％増の1,806百万ユーロ（2013年：1,729百万ユーロ）となった。特別項目

計上前EBITは2.1％増の1,838百万ユーロ、特別項目計上前EBITDAは5.0％増の2,360百万ユーロであった。大幅

な販売量の増加と販売価格の上昇により売上高は非常に好調な伸びを見せて利益に貢献したが、販売費および

研究開発費の増加と、約50百万ユーロに上る為替のマイナス効果により、一部相殺された。

 

素材科学事業グループ（バイエル マテリアルサイエンス社）

素材科学事業グループの2014年の売上高は、前年比4.8％増（為替・ポートフォリオ調整後）の11,651百万

ユーロ（報告値：3.7％増）であった。この増収の要因は、ポリカーボネート事業、ポリウレタン事業および

塗料・接着剤・スペシャリティーズ事業の販売量の増加であった。販売量は、ヨーロッパ地域、北米地域およ

びアジア・太平洋地域で増加したが、ラテンアメリカ・アフリカ・中東地域では前年と同水準であった。一

方、販売価格は若干低下した。

2014年の素材科学事業グループのEBITは、27.6％増の555百万ユーロ（2013年：435百万ユーロ）であった。

これには、事業再構築に関する特別費用43百万ユーロ（2013年：特別利益6百万ユーロ）が反映されている。

特別項目計上前EBITは前年を大きく上回る39.4％増の598百万ユーロ、特別項目計上前EBITDAは10.7％増の

1,187百万ユーロであった。この増益は、特に販売量の増加、業務効率改善策および原材料・エネルギー費の

減少によるものであった。一方、販売価格の低下により利益は押し下げられた。為替効果は全体として利益に

影響を及ぼさなかった。
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(3) バイエルグループの地域別売上高および営業損益

地域別の対外売上高および営業損益（EBIT）は、以下の通りである。

 

地　域

売上高(市場別) 営業損益(EBIT)

2013年 2014年 2013年 2014年

(百万ユーロ)

ヨーロッパ 15,086 15,806 3,965 3,571

北米 9,680 10,248 83 829

アジア・太平洋 8,623 9,119 612 592

ラテンアメリカ・アフリカ・中東 6,768 7,066 753 939

バイエルグループの合計(調整を含む。) 40,157 42,239 4,934 5,506

 

(4) 非継続事業

2014年には非継続事業はなかった。

 

2 【生産、受注及び販売の状況】

生産能力

当社は、上述したような事業グループ／部門別に様々な製品を製造している。当社が世界中の製造設備の生

産能力について意味のある情報を提供することは実質上不可能に近く、そのような情報はかえって誤解を招

く恐れがある。

当社の世界各地の製造設備には通常かなりの柔軟性があり、顧客の需要に応じて、一定の仕様に基づく製品

の製造を、異なる仕様に基づく他の製品の製造に切り換えることができる。さらに、必要であれば、作業シ

フト数の増加、週の労働時間の延長、または第三者への製造委託などの方法で生産量を上げることができ

る。

 

生産実績

当社は、数多くの市場向けに幅広い製品を製造しているため、製品別の生産実績の数量化は現実的ではな

い。当社は、事業で使用するすべての基本的な原材料およびその他の投入資材については複数の仕入先を

持っており、従前より、それらの物品を競争力のある価格で購入している。

 

受注および生産計画

当社は、原則として柔軟な生産予測と計画に基づいて市場需要に応じた生産を行っており、受注生産は行っ

ていない。かなりのリードタイムを必要とし、個別の注文に応じて生産する産業、例えば航空機その他の重

工業とは異なり、当社は絶えず注文を受け、これに応じている。

 

売上高および損益

当社の事業セグメント（部門）別／地域別対外売上高および営業損益については、「第3　事業の状況、1.

業績等の概要」を参照されたい。
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流通経路

当社の製品は、当社（またはそのドイツもしくは外国の子会社）の販売組織から直接、また販売業者を通じ

て間接的に、顧客に販売されている。

 

原材料および価格設定

医療用医薬品部門は、通常、処方薬の有効成分の出発物質を、外部のサプライヤーから調達している。

当社は、コンシューマーヘルス部門のコンシューマーケア事業部向けに、アセチルサリチル酸およびクロト

リマゾールのような一定の有効成分を製造している。当社が第三者から購入している主要な原材料には、ナ

プロキセン、クエン酸、アスコルビン酸、その他のビタミン類およびパラセタモールが含まれる。

メディカルケア事業部の糖尿病ケア製品（血糖測定器など）は、主として相手先ブランドによる製造者から

調達している。当社は、一定の材料および最終製品の戦略的備蓄により、顧客への安定した確実な供給を可

能としている。当社の医療機器製造に必要な材料および構成部品のほとんどは、外部のサプライヤーから調

達されている。動物用医薬品事業部は、獣医向けの医薬品有効成分を、バイエルグループ内および世界中の

外部サプライヤーの両方から調達している。

農業関連事業グループもまた単一の事業単位として調達および生産を管理している。これにより、原材料の

購入から、最終製品の製造、倉庫保管、さらに地域の市況に応じた2段階または3段階の流通システムにつな

がる統合されたサプライチェーンが実現している。一元管理はまた、当社が当社のコスト構造を確実に改善

し、柔軟性を高め、市場のボラティリティに対してより素早い反応を確実に行い、当社の高い品質・安全基

準を満たすことに役立つよう意図されている。

素材科学事業グループの製品の主要な原材料は、ベンゼン、トルエン、フェノールといった石油化学原材料

である。当社の生産施設の運営には、大量のエネルギー（主に電力または蒸気）も必要である。電力および

蒸気生産については、価格の変動リスクを最小化するため、市場に近い価格指標、燃料の多様化、および外

部調達と自社生産の組合せを目指している。

 

3 【対処すべき課題】

該当項目なし。
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4 【事業等のリスク】

本項には、当社の現時点での計画および予想を反映した将来予想に関する記述（forward-looking

statements）が含まれている。これらの記述は現在の計画、見積りおよび予測に基づくものであるため、読

者はこれらに過度の信頼を置くべきではない。当社は通常、「見込む」、「意図する」、「予想する」、

「計画する」、「信じる」、「見積もる」等の用語や類似の表現を用いて将来予想に関する記述であること

を明確にしている。

読者におかれては、既知および未知のリスク、不確実性およびその他の要因により、将来における当社の実

際の成績、業績、成果、展開または財政状態が、将来予想に関する記述をもって表現または示唆された成

績、業績、成果、展開または財政状態と著しく異なる結果となる可能性があることに留意されたい。

将来予想に関する記述は、当該記述が行われた日現在のものであり、当社には、当該記述を新たな情報や将

来の事象に照らして公的に更新する義務はない。

バイエルグループは、多様なポートフォリオを有するグローバル企業として、グループの財務・非財務上の

目的に多大な影響を与え得る、内外のさまざまな動向または出来事の影響に常にさらされている。

本項では機会とリスクの双方について概説する。当社のリスク・マトリクスで「中程度」または「高度」に

分類されるリスクのみを対象に、社内文書よりも大きなまとまりごとに記載した。リスクの記載順は重大さ

の順位を意味しない。別途記載しない限り、記載された機会とリスクは全ての事業グループに当てはまる。

 

事業環境

倫理的行動は社会にとって極めて重要である。多くの株主は、ある会社を評価する際に、その会社が単に

「合法的」なだけでなく「正当」に振る舞うかを拠り所とする。バイエルグループは、商業活動の全ての分

野において持続可能な発展に熱心に取り組んでいる。この自発的コミットメントに違反すれば不利な報道に

つながり、ひいてはバイエルグループに対する一般の認識が悪化するおそれがある。当社は、経済的利益だ

けでなく環境的・社会的利益の創出にも力を注ぐ、責任ある企業経営を通じて、このリスクに対抗してい

る。

新興市場、特にアジアとラテンアメリカでは、人々がより豊かになることや、それに伴って医薬品への需要

が高まること等から、成長の機会が生じている。そこでバイエルは、特にこれらの地域で組織的に事業を拡

大している。

しかしながら、それと同時に、当社の成長が医療制度への世界的なコスト圧力の高まりによって妨げられる

リスクが存在する。医療用医薬品は多くの市場で規制当局の価格統制や規制を受けている。また政府の補償

制度は、ブランド医薬品に比べて安価なジェネリック医薬品を優遇するのが常である。加えて、いくつかの

市場では、医療部門の大手サプライヤーが価格に大きな圧力をかけることができる。価格統制と価格引下げ

圧力は当社の医療用医薬品の収益を圧縮し、時にはそれによって新製品の発売が不採算となる可能性があ

る。当社の評価によれば、価格設定に対する規制当局の統制や市場の圧力は、引き続き現在の程度で続く

か、または厳しさを増していく。価格動向の変化および当社の主要な市場における政府の価格統制の変化

は、継続的に監視されている。かかる価格統制および価格引下げ圧力の程度に応じて、当社の事業モデルを

調整する必要が生じる可能性がある。
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一部の国々では、一定の医療用医薬品の販売権を第三者が保持している。提携相手が十分な実績を上げられ

なければ、当社の売上高および費用の動向に悪影響が及ぶ可能性がある。そこで当社は、提携管理部を設置

して、最も重要な提携を監視し、運営部署に対して関連する支援を提供している。

実際の市場動向と、当社の経済見通しでの予測が異なれば、新たな機会とリスクが生じる可能性もある。マ

クロ経済動向が予測から逸脱すれば、当社の売上高および利益見通しに有利または不利な影響を与える可能

性がある。

素材科学事業グループに関しては、景気の停滞、競争相手の行動の変化または新たな競争相手の市場参入

が、過剰生産能力や価格引下げ圧力の高まりといった、より激しい競争状況を招く可能性がある。

当社は、経済環境および経済見通しの継続的な分析によって、特定した機会を追求し、事業戦略の修正に

よってリスクを軽減することを可能にしている。

 

イノベーション

当社は、世界的動向を分析し、それらに対処する革新的なソリューションを開発することによって、課題を

克服し、それらがもたらす機会を生かしている。

 

平均寿命の伸び

癌や慢性心血管疾患といった一定の疾病は、平均寿命が伸びた結果として増加している。ヘルスケア事業グ

ループは、腫瘍学や心臓病学といった各治療領域の研究開発に注力することで、加齢に伴う疾病を治療する

革新的医薬品への需要の高まりに対応している。

 

耕作地の不足および食糧需要の高まり

世界の人口増加は、特に都市化の広がりや気候変動に伴う異常気象が耕作地の減少を引き起こすという観点

から、食糧の持続的供給に対して重要な難問の一つを提出している。新興諸国では豊かさが増して、動物性

食品への需要が高まっている。当社は、耕作面積の制限にもかかわらず高い需要を満足させる十分な食料や

動物飼料の生産を可能にするような、高価値種子および農薬製品の必要性が高まると予測している。例え

ば、農業関連事業グループは、気候および環境上のストレスから作物をより適切に保護する工程を開発中で

ある。

 

天然資源の保護および気候保全

一定の天然資源に限りがあることや、気候保全の取組みに伴い、資源消費を抑え、排出量の低減につながる

革新的な製品や技術への需要が高まっている。この傾向は、厳しさを増す規制要件や、資源の持続可能な使

用が必要であるとの消費者の意識の高まりによって強化されている。そこで素材科学事業グループは、エネ

ルギー効率を上げ、排出量を低減するのに役立つ新素材を開発している。例えば、素材科学事業グループが

開発したポリウレタンは建設業界で有利なエネルギーバランスを生み出す断熱材として使用され、同グルー

プのポリカーボネートは自動車業界で車両重量の低減に使用されている。
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当社は、イノベーションの能力を強化するため、社内外のネットワーキングと提携を特に重視している。そ

の一例は、ヒトと動植物に関する健康の、境界上の学際的研究である。この研究は現在、当社のライフサイ

エンス・ファンドによって推進されている。これによって研究上の相乗効果を達成し、新たな作用機序を調

査することが可能となって、長期的に製品開発に新たな弾みを与える可能性がある。当社の戦略には、科学

分野や産業界の社外パートナーとの研究プロジェクトも含まれており、これによって当社は補完的技術や社

外の潜在的イノベーション能力へのアクセスを得ている。

当社が最善を尽くしたとしても、現在開発中の製品や将来開発する製品がすべて計画通り承認や登録を受け

たり、商品として成功を収めたりするとの保証はできない。例えば、新薬候補が試験評価項目を達成しない

可能性がある。バイエルグループは、成功の確率を見積り、開発プロジェクトに優先順位をつけるため、全

体的なポートフォリオ管理戦略を実施している。以上に加えて、化学製品や医薬品の安全性と有効性に関す

る一般大衆および規制当局の期待は常に高まっている。このような背景から、例えば臨床試験または（環

境）毒性試験に対する規制上の要件は今後ますます強化されるものと見られる。規制要件が強化されれば製

品開発費用は増加し、登録・販売承認を取得するまでの期間が延びることとなる。新たな規制実施の成功を

調整、確保するため、特別プロジェクトが発足した。

戦略的に優位であることが判明すれば、当社は、会社やその一部の買収によって、有機的成長を補完する。

新規取得事業をうまく統合することができないか、または統合に予期せぬ多額の経費がかかれば、質的・量

的目標値の達成が危うくなり、利益に悪影響を及ぼす可能性がある。そこで、専門家チームが適正評価プロ

セスと統合それ自体の双方を管理する。適正評価には、例えば、生産拠点における適用ある環境規制や職業

上の健康・安全基準の遵守といった、リスク関連要因の見直しが含まれる。

 

特許権保護

特許権は当社の知的財産権を保護するものである。当社製品の商品化が成功した場合、その利益は継続的な

研究開発に投資することができる。特許出願から製品の発売までには長い時間がかかるため、バイエルが自

社の研究開発投資から十分な利益を得られる期間は通常数年間に限られる。このことが、効果的かつ確実な

特許権保護を一層重要なものとしている。

当社製品の大部分、特にライフサイエンス事業の製品は特許権の対象となっている。ジェネリック薬品製造

業者は、特に、特許に対してその期限切れ前に異議を申し立てる。時には、ある製品のジェネリック版が、

特許に関する最終決定の前に、リスクを承知で発売されることさえある。当社は現在、当社製品に関する特

許保護の実施を求める訴訟の当事者となっている。特許の保護に失敗したり、当社の特許の期限が切れたり

した場合、市場に参入してくるジェネリック製品との競争が激化して、当社製品の価格に圧力がかかる可能

性が高い。第三者がバイエルによる特許権または財産権の侵害を主張して訴訟を提起した場合、特定の製品

の開発や製造が遅れ、もしくは停止されることになったり、第三者への損害賠償金もしくはロイヤリティの

支払いが必要となったりする可能性がある。当社の特許部は、関連事業部と連携して定期的に特許の状況を

見直しており、また必要であれば法的措置がとれるよう、特許権侵害の可能性を監視している。
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製品およびプロダクト・スチュワードシップ（化学品管理自主活動）

バイエルは、製品の潜在的な健康・環境リスクを評価するが、この評価は研究開発、製造、商品化および顧

客による使用から処分までの、バリューチェーン全体の製品にわたって行われる。

承認または登録の前に広範な調査を行っても、予期せぬ副作用その他の要因で、製品が部分的または完全に

市場からの撤退を余儀なくされる可能性がある。撤退は自主的に、または法的措置もしくは規制措置によっ

て行われる場合がある。さらに、農作物および／または食品中に、意図しない遺伝子組換え生物の痕跡の出

現を完全に排除することはできない。上記のリスクに関しては損害賠償の支払いが発生する可能性があり、

当社の利益に著しい悪影響を与えるおそれがある。

当社のライフサイエンス事業は、医療用医薬品および農薬製品の安全性および試験の分野における全体的な

組織構造とプロセス組織を通じて、これらのリスクに対抗している。加えて、農業関連事業グループでは包

括的なプロダクト・スチュワードシップ・プログラムが実施されている。

当社はさらに、犯罪的な第三者による偽造医薬品および農薬製品の違法取引というリスクにも直面してい

る。ほとんどの場合、偽造品の組成および／または品質はオリジナル製品と一致しない。加えて、現地の規

制当局が製造販売工程の品質保証に関与しないという事実により、製品の正式なリコールは不可能である。

違法な第三者の製造した製品は、患者、使用者、動物および環境を危険にさらすだけでなく、当社やその製

品の良い評判を脅かし、当社の競争上の地位を傷つける。

バイエルは、予防策の採用や違反者の訴追によって、製品偽造に対抗する当局の取組みに積極的に協力して

いる。

 

調達と生産

当社の「サプライヤーのための行動規範」は、当社の持続可能性指針を定め、当社がバリューチェーン上の

パートナーに何を期待するかについて説明している。同規範は、当社のサプライヤーが、環境規制および職

業上の健康・安全に関する規則を遵守し、人権を尊重し、したがってあらゆる形の児童労働力を雇わないこ

とを求めている。同規範への違反は当社の評判を傷つけるおそれがある。当社は、サプライヤーの評価と監

査を通じて、サプライチェーン上のパートナーが当社の行動規範を実際に実施、遵守しているかを検証す

る。

バイエルグループは、その生産工程において、大量のエネルギーや石油化学原材料を必要とする。エネル

ギーや原材料の調達価格は大幅に変動する可能性がある。生産費の増加を価格調整によって常に顧客に転嫁

することが不可能であることは、経験上明らかである。これは特に素材科学事業グループに当てはまる。

当社は、製品の安全性だけでなく、当社の従業員や環境の保護も非常に重要視している。製品の製造、充

填、貯蔵または出荷に伴うリスクは、統合された品質、健康、環境保護、安全性の管理を通して軽減され

る。かかるリスクが実体化されれば、人身被害、財産・環境損害、生産減少、事業の中断および／または補

償金の支払責任の負担という結果を招く可能性がある。
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当社の各拠点における業務は、自然災害、火事や爆発、サボタージュまたは主要原材料もしくは中間体の供

給不足によって中断する可能性がある。これは特に、高度に複雑な製造工程が関与するという観点から、活

性成分の生産およびヘルスケア事業グループのバイオテクノロジー製品に当てはまる。当社が需要を満たす

ことができなければ、特に医療用医薬品部門で構造的な売上の減少が発生する可能性がある。当社は、一定

の製品の生産を多数の拠点に分散したり、安全在庫を備蓄したりして、このリスクに対抗している。さら

に、HSEQ（健康、安全、環境保全および品質の略）管理の必須要素として、当社の全ての生産拠点向けの緊

急事態対応システムが策定された。同システムの目的は、従業員、近隣住民、環境および生産施設を所定の

リスクから保護することである。グループ規則である「安全・危機管理」がこの基盤となっている。

環境への意識の高まりは、素材科学事業グループに二通りの機会を生み出している。一つには、当社の顧客

向けの革新的素材の開発が市場潜在力を開拓しているということである。もう一つは、当社が自社の生産工

程のエネルギー効率をうまく向上できれば、環境上への影響を最小化し、同時に経費削減を達成できるとい

うことである。新たな生産技術の開発と国際的に認められたエネルギー管理システムの適用によって、環境

要件の強化に対応し、排出量や廃棄物をさらに削減し、エネルギー効率を高めることが、当社の目的であ

る。当社は、このような方法で、持続可能な気候保全や資源保護に貢献するだけでなく、コスト上、競争上

の優位性を獲得している。

 

従業員

熟練した熱心な従業員は、当社の成功にとって不可欠である。特に完全雇用の国々や、アジアおよびラテン

アメリカの新興国では、企業同士が高い技能を持つ従業員を求めて激しい競争を行っている。当社がこれら

の国々で十分な数の従業員を採用し、当社に定着させることができなかった場合、当社の将来の発展にかな

り悪い影響が及ぶ可能性がある。

当社は、将来における必要性の分析に基づいて、従業員の適切な採用・育成策を計画立案している。当社

は、包括的な人材マーケティング（雇用主のブランド確立キャンペーンを含む。）を通じて、バイエルで働

くことの利点を対象グループに納得してもらうよう試みている。業績に関連する要素を含む競争力ある報酬

および幅広い教育と育成の機会は、当社の「人権に対するバイエルの姿勢」、当社の企業価値および当社の

「コーポレート・コンプライアンス・ポリシー」に謳われた原則に基づく当社の人材政策の重要な要素であ

る。加えて、当社は、多様性を重視することにより、雇用市場の可能性の十分な活用を可能にしている。
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情報技術

バイエルグループが、事業・生産工程および対内・対外通信の手段としてグローバルな情報技術（IT）シス

テムに依存する度合いはますます高まっている。

ITシステムに大規模な技術上の混乱や障害が生じれば、当社の事業および生産工程に深刻な損害が生じる可

能性がある。社内のIT組織と緊密に連携して、データの回復や継続計画等の技術的な予防策が規定され、継

続的に改善されている。

社内外のデータの機密保持は、当社にとって根本的に重要である。データの機密性、完全性または信頼性が

失われれば、データや専門知識の改ざんおよび／または無制限な流出につながる可能性がある。当社は、こ

のリスクに対して、認証システムを含む対策を実施している。

さらに、バイエルグループの基本的な戦略、基本設計および安全対策を決定するため、グループ全体の委員

会が設立された。当該対策は、最先端技術に基づく最適な防護の提供を目的としている。

 

法律とコンプライアンス

バイエルグループは、当社が現在当事者になっているかまたは将来発生する可能性のある法的な争いや訴訟

手続きにより、数多くのリスクにさらされている。そこに属するものとしては、特に製造物責任、競争およ

び反トラスト法、特許法、税法ならびに環境保護の各分野からのリスクが挙げられる。

法律または規制違反の可能性、例えば反トラスト法や特定のマーケティングおよび／または販売手法に関す

る潜在的違反に対して調査が行われると、かなりの額の罰金を含む民事・刑事上の制裁および／またはその

他の財政的に不利な結果をもたらしたり、バイエルの評判を損ね、最終的には当社の商業的成功を損なった

りする可能性がある。

バイエルは、法律および規制の持続可能な遵守を確保するために、グローバルなコーポレート・コンプライ

アンス管理システムを立ち上げた。

 

財務機会と財務リスク

バイエルグループは、製品の市場価格を自由に決められるという形で自らの意のままになる財務機会を有し

ており、また流動性リスク、信用リスクおよび市場価格リスクという形の財務リスクならびに年金債務から

生じるリスクにさらされている。

以下の各項では、これらと他の財務機会および財務リスクの詳細ならびにその管理方法について述べる。

財務機会と財務リスクの管理は、確立され、文書化されたプロセスを用いて行われる。一つは財務計画であ

る。これは流動性リスクと将来の為替・金利リスクの判断基準となるものであり、キャッシュ・フローの観

点から見て関連のある全てのグループ会社を対象としている。財務計画は12ヶ月のスパンで策定され、定期

的に更新される。
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流動性リスク

流動性リスクは、現金または現金同等物が不足するためにバイエルグループが現在または将来の支払義務を

履行できない可能性から生じる。流動性リスクは、当日および中期の流動性計画の一部として、中央の財務

部により判断、管理されている。

グループは、満期時に予定されるすべての支払義務の充足を確保するため、十分な流動性を維持している。

これに加えて、予算計上されていない現金収入の不足または予期せぬ支払いに対して準備金が維持されてい

る。この流動性の額は定期的に見直され、現状に応じて必要な調整が行われる。

流動資産は主に翌日物預金および定期預金の形で保有される。銀行の与信枠も設けられており、これには特

に未使用のシンジケートローン信用枠35億ユーロが含まれている。

 

信用リスク

信用リスクは、取引の相手方が支払いその他の履行義務を果たせないために、バイエルグループの債権その

他の金融資産の価値が減損する可能性から生じる。バイエルグループは、デリバティブ以外の金融商品につ

いては、顧客との間にマスター・ネッティング契約を締結しない。そこで、金融資産の合計額が、信用リス

クにさらされる最大額となる。デリバティブについては、プラスおよびマイナスの市場価値を、一定の条件

に基づいて相殺する場合がある。

売上債権からの信用リスクを管理するため、請求する会社はそれぞれ、顧客の信用度を定期的に分析する信

用管理者を任命している。これらの売上債権には担保を付されたものがある。当該担保は現地の条件に従っ

て使用されており、信用保険、前払金、信用状および保証が含まれる。権原の留保については通常当社の顧

客と合意がなされる。信用限度はすべての顧客について設定される。合計で10百万ユーロ以上のエクスポー

ジャーを有する債務者に関する信用限度はすべて、現地の信用管理者によって評価され、グループの中央財

務リスク委員会に提出される。

金融取引に伴う信用リスクは財務部内で集中管理される。リスクを最小限に抑えるため、金融取引は、予め

定められたエクスポージャーの限度に従って、なるべく投資適格の格付けを有する銀行その他の相手とのみ

行われる。すべてのリスク限度は方法論的モデルに基づいて決定され、リスク制限の順守は継続的に監視さ

れる。

 

市場価格の変動に伴う機会とリスク

市場における通貨と為替の変動に伴う機会およびリスクは、中央財務部によって管理される。リスクはデリ

バティブ金融商品の利用によって解消または軽減されている。

以下の各段落では、為替リスクと金利リスクの種類および程度について、リスク変数（金利曲線等）の仮定

上の変化に基づいて市場価格の変動が株主資本や利益に与える潜在的影響を判断する感応度分析を用いて説

明する。当社が感応度分析で用いる仮定は、1年間に合理的に発生し得る為替および金利の変化に関する当社

の見解を反映している。これらの仮定は、定期的に見直される。
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為替リスク

バイエルグループの為替機会および為替リスクは、為替レートの変動や、これに関連して発生する、機能通

貨建ての金融商品（債権および債務を含む。）および予定される支払金受取・支払額の価値の変動に伴って

生じる。

営業活動に伴う流動性ある通貨建ての債権および債務ならびに金融項目は、通常、先物為替予約および通貨

金利スワップを通じて完全にヘッジされている。

将来予定される支払金の受取・支払からの予測エクスポージャーは、グループの取締役会、財務部門および

事業単位の間で合意された規則に基づいてヘッジされる。ヘッジは先物為替予約および通貨オプションに

よって行われる。

感応度は、ユーロが前年末比で全ての他通貨に対して10％値下がりするとの仮定に基づいて決定される。こ

のシナリオに基づくと、2014年12月31日現在の利益および株主資本（その他の包括利益）は、保有するデリ

バティブおよびデリバティブ以外の金融商品からのキャッシュ・フローの仮定上の損失見積額によって、295

百万ユーロ（2013年12月31日：250百万ユーロ）減少していただろう。このうち136百万ユーロは米ドル、41

百万ユーロは日本円、32百万ユーロはカナダドルに関するものである。予測エクスポージャーに対する為替

の影響は考慮されていない。

ヘッジとして指定された予測為替エクスポージャーをヘッジするために使用されたデリバティブは、その他

の包括利益を315百万ユーロ減少させていただろう。

 

金利

バイエルグループの金利機会および金利リスクは、固定利付金融商品の公正価値の変動および変動利付商品

の利払額の変動につながり得る資本市場金利の変動から生じる。

金利機会および金利リスクの管理は、バイエルグループの債務管理者が定める目標デュレーションにわたっ

て行われる。この目標デュレーションは定期的に見直される。グループ債務の目標構造を達成するため、金

利スワップが締結される。

2014年末の変動利付債権・債務の正味ポジションに基づいて、当社のすべての主要通貨建て債権・債務に関

連する金利を考慮した感応度分析が行われ、2014年1月1日現在のこれらの金利が100ベーシス・ポイント（ま

たは1パーセント・ポイント）上昇すると仮定した場合（為替レートは変動しないと仮定）、2014年12月31日

に終了した年度における当社の支払利息は、53百万ユーロ（2013年12月31日に終了した年度：33百万ユー

ロ）増加することになるとの結果が出た。
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資本市場の動向に起因する年金債務リスク

バイエルグループは、現従業員および元従業員に対し、年金およびその他の退職後給付債務に関連する債務

を負っている。これに関連する金利、死亡率、給与の増加率等の測定パラメーターの変化は、当社の年金債

務の現在価値を押し上げる可能性がある。これにより年金制度費用が増加したり、包括利益計算書でその他

の包括利益として認識される保険数理上の損失により株主資本が減少したりする可能性がある。当社の年金

およびその他の退職後給付債務のかなりの部分は、確定利付債、株式、不動産およびその他の投資を含む制

度資産でカバーされている。これらの投資からの収益率が下がったり、さらにマイナスとなったりすれば、

制度資産の将来の公正価値に悪影響が及ぶ可能性がある。これらの効果により、株主資本および／または当

社の利益に悪影響が及んだり、かつ／または当社による追加支払が必要となったりする可能性がある。

当社は、制度資産の公正価値の市場関連の変動リスクについてはバランスの取れた戦略的投資を行うことで

対処し、また世界中の年金債務に関する投資リスクを常に監視している。

 

機会とリスクの全体的評価

上記のリスクは当社の存続を危うくするものではない。また、組み合わさることによって当社の存続を危う

くするような相互依存のリスクも特定されていない。

「中程度」または「高度」に分類されたリスクには、昨年と比べて大きな変化はなかった。

当社の製品ポートフォリオ、ノウハウおよびイノベーション能力から判断して、当社は、当社の起業家的活

動から生じる機会を活用することができ、また上記のリスクから生じる難題にうまく対処できると確信して

いる。

 

5 【経営上の重要な契約等】

グループ内融資契約

支配権の変更を前提条件とする重要な契約として、バイエルAGとその米国子会社バイエル・コーポレーション

がアレンジした未使用の35億ユーロのシンジケートローン信用枠がある。この信用枠は2019年12月まで有効であ

り、さらに1年間延長することができる。参加銀行は、バイエルに支配権の変更があった場合に当該信用枠を終

了し、またこの信用枠に基づいてその時点までに認められた貸付金の返済を要求する権利がある。2014年にバイ

エルの子会社であるオランダのバイエル・ワールド・インベストメント社に付与され、バイエルAGが保証してい

る20億米ドルのシンジケートローン信用枠に関する契約にも、同様の条項が含まれている。同信用枠の満期は

2018年5月である。

多通貨ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムの下で2006年から2014年にかけてバイエルが発行し

た41億ユーロ（2014年12月31日現在）の社債の条件にも、支配権の変更に関する条項が含まれている。これらの

債券の所有者は、支配権の変更があった場合、バイエルAGの信用格付けがかかる支配権変更の発効後120日以内

に引き下げられた場合には、バイエルAGに社債の償還を要求する権利がある。2014年10月に発行されたレギュ

レーションS、規則144Aの形式による70億米ドルの社債の条件にも、このような趣旨の条項が含まれている。
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6 【研究開発活動】

イノベーションと従業員の技能は当社の会社としての成功の基礎を成す。当社は研究センターにおいて継続的

に新たな分子、技術およびビジネスモデルを開発し、研究開発プロジェクトに投資し、従業員の開発を支援し、

買収または外部パートナーとの提携を通じて事業活動を拡大することにより、イノベーションを促進している。

当社は、イノベーション能力の強化により、現代の課題に対処し、収益性の高い企業成長を達成することが可能

となっている。

2014年、当社の研究開発支出は5.3％増（為替の影響調整後）の3,574百万ユーロとなった。これは、特別項目

2百万ユーロ（2013年：212百万ユーロ）の調整後では12.2％の増加（為替の影響調整後）に相当する。売上高に

対する研究開発費の比率（特別項目計上前）は、8.5％であった。世界中で約14,000名の従業員がこの分野で働

いている。

バイエルは、研究開発への投資に加えて、新たなアプローチに対する開放性および社内の学際的協力に基づい

てイノベーション文化を推進している。当社は、専門知識を一層高めるために国内外の優れた科学者とのネット

ワークを築き、外部パートナーとの提携を通じてこのネットワークを拡大している。

主要な大学、公共研究機関および提携企業との協力と連携は、インキュベーター、クラウドソーシング、およ

びアジアや米国のサイエンス・ハブによって補完され、イノベーションへのオープンなアプローチを利用して社

外の潜在的イノベーション能力へのアクセスを提供している。共同研究の一部は公的資金の援助を受けている。

世界中で知的財産権を確実に保護することは、バイエルのようなイノベーション企業にとって不可欠である。

バイエルグループは、主要市場において自社の製品および技術に対する特許権保護の取得に努めている。特許権

保護のレベルは国ごとに異なり、また特許請求の種類および範囲ならびに権利行使に利用できる選択肢に左右さ

れる。2014年末現在、当社は世界中で、約8,300件の保護された発明に関する約68,200件の有効な特許出願およ

び特許権を所有していた。

 

ライフサイエンス事業における研究の強化

バイエルは、ヒトと動植物の健康改善を同時に研究する世界で唯一の会社である。ライフサイエンス事業を担

う二つの事業グループに属する研究者同士が体系的、集中的に協力し合い、新たな推進力を生み出している。ヘ

ルスケア事業グループと農業関連事業グループの研究者らは、遺伝子制御やエネルギー代謝といった中心的な生

物学的プロセスに関わるプロジェクトに共同で取り組んでいる。かかるプロジェクトは、疾病に対する理解の深

化、作用機序の解明、治療法の個別化または耐性機構の明確化を目的としている。また技術プラットフォームの

共同使用が拡大している。これらのプロジェクトは2012年からバイエル社内のライフサイエンス基金によって支

えられており、ほとんどは社外のパートナーとの協力の下に遂行されている。
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ヘルスケア事業グループ（バイエル ヘルスケア社）

ヘルスケア事業グループの2014年の研究開発費は前年比3.6％増（為替の影響調整後）の2,301百万ユーロと

なった。これは、特別項目4百万ユーロ（2013年：190百万ユーロ）の調整後では13.0％の増加（為替の影響調整

後）に相当し、ヘルスケア事業グループの売上高の11.5％に上った。報告期間末時点で、ヘルスケア事業グルー

プでは8,100名の従業員が研究開発に携わっていた。

医療用医薬品部門における創薬は、カルディオロジー（心臓関連領域）、オンコロジー（がん関連領域）、眼

科領域、ヘマトロジー（血液学領域）および婦人科疾患領域の分野に集中して行われている。研究活動は6箇所

のセンターで行っている。ドイツのベルリンとヴッパータールでは、新しい有効成分の発見、最適化、および開

発に関する活動に重点が置かれている。これらの拠点では、薬物代謝、薬物動態、毒物学および臨床薬理学の分

野の研究も行われている。一方、米国カリフォルニア州サンフランシスコのミッションベイ地区およびバーク

レーでの研究開発活動は、ヘマトロジー（血液学領域）を中心に行われている。フィンランドのトゥルクでは、

受胎調節のための高分子化合物をベースとする放出製剤が開発されている。ノルウェーのオスロにある拠点で

は、がん治療に用いるトリウム複合体の研究が実施されている。さらに、中国の北京、シンガポールおよび日本

の大阪にもイノベーション・センターがあり、アジアにおける研究協力の調整を重点的に行っている。

当社は、いまだ満たされていない高い医療ニーズをもつ疾患を治療する新しい有効成分の開発を促進するため

に、2014年に当社の研究開発パイプラインからのいくつかの新薬候補について、臨床試験を実施した。臨床開発

では、現在第Ⅱ相臨床試験の段階にある5つの有効成分の候補に重点を置いている。カルディオロジー（心臓関

連領域）および心腎臓症候群の分野におけるフィネレノン、ベリシグアトおよびモリダスタット、オンコロジー

（がん関連領域）のコパンリシブならびに婦人科疾患領域のビラプリサンである。抗凝固剤イグザレルト
TM
（有

効成分：リバーロキサバン）、抗悪性腫瘍剤スチバーガ
TM
（有効成分：レゴラフェニブ）およびXofigo

TM
（有

効成分：塩化ラジウム223）、眼科用VEGF阻害剤アイリーア
TM
（有効成分：アフリベルセプト）ならびに肺高血

圧症治療剤アデムパス
TM
（有効成分：リオシグアト）といった承認済の製品については、その用途をさらに拡大

し、かつ／または適応を拡張するために、ライフサイクル管理を通じてその強化に取り組んでいる。

当社の開発候補薬剤には、重篤だが同時に非常にまれな疾患（希少疾患としても知られる。）の治療薬として

調査対象となっているものがある。例えば、嚢胞性線維症を原因としない気管支拡張症（NCFB）の治療を目的と

するシプロフロキサシンDPI（ドライパウダー吸入剤）は、規制当局により希少疾病用医薬品に分類された。

臨床試験は医薬品の開発プロセスの大部分を占める。臨床試験は、疾病の治療に使用可能となる前に新たな開

発品の安全性と有効性を判断するために必要不可欠なツールである。新薬の効能と潜在的危険性は、常に科学的

に立証され、文書で十分に裏付けられなければならない。バイエルにおけるすべての研究は、厳格な国際的ガイ

ドラインおよび品質基準に加え、適用ある国内の法律および基準を満たしている。

当社は、数種の新薬候補について必要な研究を完了した後、1つまたは複数の規制当局に承認または承認拡大

を申請した。
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申請手続中の新薬候補で最も重要なものは、以下の通りである。

 

申請中の製品(注1)  適応

アフリベルセプト(Aflibercept) EU、日本 網膜静脈分枝閉塞症に続発する黄斑浮腫の治療

Bay 81-8973 EU、米国 血友病Aの治療

リオシグアト(Riociguat) 日本 肺動脈高血圧症の治療

リバーロキサバン(Rivaroxaban)
(注2)

米国 急性冠症候群の二次予防

リバーロキサバン(Rivaroxaban) 日本 深部静脈血栓症および肺塞栓症の治療、再発性
静脈血栓塞栓症の予防

(注1)　2015年2月3日現在

(注2)　ヤンセン・リサーチ・アンド・ディベロップメント社が提出

 

次の表は、現在第Ⅱ相または第Ⅲ相臨床試験に入っている最も重要な新薬候補を示したものである。

 

研究開発プロジェクト(第Ⅱ・第Ⅲ相臨床試験)(注1)

 

 適応 臨床試験の段階

アミカシン・インヘール(Amikacin Inhale) 肺感染症の治療 第Ⅲ相

ダモクトコグアルファペゴル

(Damoctocog alfa pegol)

BAY 94-9027、長時間作用型rFⅧ)

血友病Aの治療 第Ⅲ相

シプロフロキサシンDPI (Ciprofloxacin DPI) 肺感染症の治療 第Ⅲ相

LCS-16 (ULD LNG避妊システム) 子宮内避妊、使用期間5年間まで 第Ⅲ相

ODM-201 (AR 拮抗薬) 前立腺がんの治療 第Ⅲ相

塩化ラジウム223 去勢抵抗性前立腺がんの併用治療 第Ⅲ相

レゴラフェニブ(Regorafenib) 難治性肝臓がんの治療 第Ⅲ相

レゴラフェニブ(Regorafenib) 肝転移切除後の大腸がんの治療 第Ⅲ相

リオシグアト(Riociguat) PDE-5i/ERAによる十分な治療効果のな

い患者における肺動脈性肺高血圧症

(PAH)の治療

第Ⅲ相

リバーロキサバン(Rivaroxaban) 主要心血管イベント (MACE)の抑制 第Ⅲ相

リバーロキサバン(Rivaroxaban) 慢性心不全患者における抗凝血(注2) 第Ⅲ相

リバーロキサバン(Rivaroxaban) 静脈血栓塞栓症の長期予防 第Ⅲ相

リバーロキサバン(Rivaroxaban) 退院後のハイリスク患者における静脈

血栓塞栓症の予防(注2)

第Ⅲ相

リバーロキサバン(Rivaroxaban) 塞栓源を特定できない塞栓性脳卒中

(ESUS)

第Ⅲ相

リバーロキサバン(Rivaroxaban) 末梢動脈障害(PAD) 第Ⅲ相

ソラフェニブ(Sorafenib) 腎臓がん治療、補助療法 第Ⅲ相

テディゾリド(Tedizolid) 合併性皮膚感染症および肺炎の治療 第Ⅲ相

BAY 1067197 (部分的アデノシン A1 作動薬) 心不全 第Ⅱ相

コパンリシブ (Copanlisib)(PI3k阻害薬) 再発性／難治性非ホジキンリンパ腫の

治療

第Ⅱ相

フィネレノン (Finerenone)(MR 拮抗薬) 慢性心不全 第Ⅱ相

フィネレノン (Finerenone)(MR 拮抗薬) 糖尿病性腎症 第Ⅱ相
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モリダスタット (Molidustat)(HIF-PH阻害薬) 貧血 第Ⅱ相

塩化ラジウム223(Radium-223 dichloride) がんの骨転移治療 第Ⅱ相

レファメティニブ(Refametinib)(MEK阻害薬) がん治療 第Ⅱ相

レゴラフェニブ(Regorafenib) がん治療 第Ⅱ相

レゴラフェニブ(Regorafenib)(眼科) 滲出型加齢黄斑変性症(AMD)の治療 第Ⅱ相

リオシグアト(Riociguat) 肺高血圧症(IIP) 第Ⅱ相

リオシグアト(Riociguat) レイノー症候群 第Ⅱ相

リオシグアト(Riociguat) 広範性全身性硬化症 第Ⅱ相

リオシグアト(Riociguat) 嚢胞性線維症 第Ⅱ相

リバーロキサバン(Rivaroxaban) 急性冠症候群(ACS)の二次予防(注2) 第Ⅱ相

ロニシクリブ(Roniciclib)(CDK阻害薬) 小細胞肺がん(SCLC)の治療 第Ⅱ相

ソラフェニブ(Sorafenib) がん治療 第Ⅱ相

ベリシグアト(Vericiguat)

(BAY 1021189、sGC刺激薬)

慢性心不全 第Ⅱ相

ビラプリサン(Vilaprisan)(S-PRM) 子宮筋腫の治療 第Ⅱ相

(注1) 2015年2月3日現在

(注2) ヤンセン・リサーチ・アンド・ディベロップメント社が出資

 

　薬剤の発見および開発の性質上、すべての化合物が予め定められたプロジェクトの目標を達成できるとの期待はできない。

科学上および／または商業上の理由で上記のプロジェクトの一部または全部が廃止され、または商品化されない結果となる可

能性がある。また、これらの化合物に対し、米国食品医薬品局（FDA）や欧州医薬品庁（EMA）またはその他の規制当局の必要

な承認が下りない可能性もある。

 

最も有望な医薬品プロジェクトを優先するため、当社は研究開発パイプラインの定期的な評価を行っている。

イグザレルト
TM
（有効成分：リバーロキサバン）は、静脈・動脈血栓梗塞症の分野で、他のどの新規経口凝血

剤よりも多くの適応で承認を受けている。イグザレルト
TM
は、世界中の125を超える国々ですべての適応で承認

されているが、承認状況は国ごとに異なる。

2014年2月、米国食品医薬品局（FDA）は、急性冠症候群（ACS）患者の二次性アテローム血栓性イベント抑制

の米国における承認プロセスに関し、審査完了報告通知を発行した。今後、新たな第Ⅱ相臨床試験において、

ACS患者の長期予防に対するリバーロキサバンと血小板凝集阻害薬単剤療法の併用療法が調査される。イグザレ

ルト
TM
の米国での販売は、ジョンソン・エンド・ジョンソン社の子会社であるヤンセン・ファーマシューティカ

ル社が行っている。

2014年5月、当社は、深部静脈血栓症および肺塞栓症患者の治療ならびに再発性静脈血栓塞栓症予防に関し、

リバーロキサバンの販売承認申請を日本の厚生労働省に行った。

リバーロキサバンについては、すでに承認済みの適応のほかにも、他の心臓血管疾患における調査が行われて

おり、COMPASS試験およびCOMMANDER-HF試験を含む第Ⅲ相臨床試験が進行中である。COMPASS試験は、リバーロキ

サバンの主要心血管イベント抑制における可能性の調査を目的としている。COMMANDER-HF試験では、慢性心不全

および重篤な冠動脈疾患を有する患者の心血管イベント予防における標準治療へのリバーロキサバン追加による

効果を評価する。
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2014年、リバーロキサバンの研究プログラムは、以下の新たな臨床試験を加えて拡大された。EINSTEIN

CHOICE試験では、深部静脈血栓塞栓症と肺塞栓症の長期二次予防に関し、異なる2用量のリバーロキサバン投与

の評価を行っている。MARINER試験では、急性疾患で入院した患者が退院した後の症候性静脈血栓塞栓症（VTE）

のリスク低減に対するリバーロキサバンの有効性と安全性の評価を行っている。ESUS NAVIGATE試験では、塞栓

源不明の塞栓性脳卒中患者におけるリバーロキサバンの有効性と安全性を調査している。手術後の末梢動脈疾患

（PAD）患者におけるリバーロキサバンの有効性と安全性を調査するため、もう一つの第Ⅲ相臨床試験（VOYAGER

PAD）が準備されている。

リバーロキサバンはヘルスケア事業グループによって創製され、ジョンソン・エンド・ジョンソンの子会社

であるヤンセン・リサーチ・アンド・ディベロップメント社と共同開発された。

アデムパス
TM
（有効成分：リオシグアト）は、可溶型グアニル酸シクラーゼ（sGC）モジュレーターという新

しいクラスの血管拡張剤で、そのクラスで最初に開発された薬剤である。錠剤で投与されるリオシグアトは現

在、さまざまな肺高血圧症の治療に対する新しい、特定の手法として研究されている。

アデムパス
TM
は2013年に米国において、手術不能の慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）および肺動脈性肺高

血圧症（PAH）の治療薬として承認を受けた。2014年3月、アデムパス
TM
は両方の適応で欧州委員会の承認も取得

した。日本では2014年1月にCTEPH治療薬として承認を受け、2014年4月にはPAH治療薬としての承認申請が行われ

た。

2014年、リオシグアトの研究プログラムは、以下の新たな臨床試験を加えて拡大された。2014年3月には、ホ

スホジエステラーゼ-5阻害薬（PDE-5i）による治療（単剤療法またはエンドセリン受容体拮抗薬（ERA）との併

用療法のいずれにおいても）による十分な治療効果がないPAH患者におけるリオシグアトの効果を評価するた

め、第Ⅲb相パイロット試験が開始された。2014年6月には、特発性間質性肺炎（IIP）に伴う症候性肺高血圧症

患者におけるリオシグアトの安全性と有効性を調査するため、第Ⅱb相臨床試験RISE-IIPを開始した。リオシグ

アトについては、肺高血圧症の適応の他にも、広範性全身性硬化症患者の治療に関する第Ⅱ相臨床試験が行われ

ている。

もう一つの代表的なsGCモジュレーターは、慢性心不全治療を目的とする第Ⅱb相臨床試験が現在行われている

ベリシグアトである。

2014年10月以降、当社はsGCモジュレーターの開発と販売でメルク社と提携している。

フィネレノンは次世代の経口非ステロイド系ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬であり、現在、増悪する慢性

心不全および糖尿病性腎症治療薬として第Ⅱb相臨床開発が行われている。

心腎臓症候群分野では、慢性腎不全および／または末期腎不全を伴う貧血患者の治療についてモリダスタット

の調査が行われている。

スチバーガ
TM
（有効成分：レゴラフェニブ）は、経口マルチキナーゼ阻害薬であり、腫瘍の増殖に関わるさま

ざまなシグナル伝達経路を阻害する。

スチバーガ
TM
は転移性結腸直腸がん（mCRC）患者の治療薬として、米国、ヨーロッパ、日本およびその他数ヵ

国で承認されている。2013年には、米国、日本およびその他の国々において、消化管間質腫瘍（GIST）患者の治

療薬としても承認を受けた。2014年7月、欧州委員会は、GIST治療薬として承認した。
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2014年2月、当社は、根治的肝転移切除を行い、計画されたすべての化学療法を終了した後の大腸癌患者を対

象に、補助療法としてのレゴラフェニブの効果を調査するため、第Ⅲ相臨床試験を開始した。

スチバーガ
TM
はバイエルが開発した。2011年、バイエルとオニキス・ファーマシューティカルズ社（米国アム

ジェン社の子会社）は、オニキス社ががん治療分野におけるスチバーガ
TM
の全世界売上高に応じたロイヤリティ

を受け取ることで合意した。

Xofigo
TM
（有効成分：塩化ラジウム223）は、症候性の骨転移を有し既知の内臓転移のない成人患者の去勢抵

抗性前立腺がん（CRPC）の治療薬として、EUおよび米国で承認を受けた。

2014年4月、当社は、化学療法未治療の無症候性または軽度症候性の主に骨に転移する去勢抵抗性前立腺癌患

者を対象に、塩化ラジウム223とアビラテロン酢酸エステルおよびプレドニゾン／プレドニゾロンとの併用療法

の効果を評価する新たな第Ⅲ相臨床試験を開始した。

当社は、米国のオニキス・ファーマシューティカルズ社と共同で、がん治療薬ネクサバール
TM
（有効成分：ソ

ラフェニブ）を開発、商品化している。ソラフェニブは、がん細胞と腫瘍の血管系の両方の攻撃を目的とする有

効成分であり、肝臓がんおよび進行性腎臓がんの治療薬として、100ヶ国以上で登録されている。2014年5月、ネ

クサバール
TM
は、放射性ヨウ素治療抵抗性の局所進行または転移性の分化型甲状腺がん患者の治療薬として、欧

州委員会から承認を受けた。2014年6月、日本の厚生労働省は、切除不能な分化型甲状腺がん患者の治療薬とし

て、ソラフェニブを承認した。

2014年3月および7月、ソラフェニブの2件の第Ⅲ相臨床試験において、主要評価項目は達成されなかった。こ

の試験では、肝細胞がん患者に対する補助療法および乳がん患者に対する併用療法としてのソラフェニブの効果

が調査された。

コパンリシブは、新規静脈内ホスファチジルイノシトール3-キナーゼ（PI3K）阻害薬であり、現在、非ホジキ

ンリンパ腫の治療薬として第Ⅱ相臨床開発が行われている。

アイリーア
TM

（有効成分：アフリベルセプト）は、米国のリジェネロン・ファーマシューティカルズ社との共

同開発プロジェクトである。アフリベルセプトは、自然増殖因子VEGF（血管内皮増殖因子）を阻害して、血液の

漏出を引き起こしやすい病的血管新生を抑制する。同剤は眼に直接投与される。米国ではリジェネロン・ファー

マシューティカルズ社がアイリーア
TM
の独占販売権を保持しており、バイエルは米国外で同剤を販売している。

アイリーア
TM

は80ヶ国以上で滲出型加齢黄斑変性症（AMD）治療薬の承認を受けている。2013年、アイリーア

TM
は、ヨーロッパ、日本、米国およびその他の国々で、網膜中心静脈閉塞症（CRVO）に伴う黄斑浮腫による視覚

障害治療薬としての承認も受けた。2014年8月、欧州委員会は、糖尿病性黄斑浮腫（DME）治療薬としてアイリー

ア
TM

を承認した。日本の厚生労働省は2014年11月に、同適応でアイリーア
TM

を承認した。当社は、網膜静脈分枝

閉塞症（BRVO）に続発する黄斑浮腫による視力障害患者の治療薬としてのアフリベルセプトの販売承認を求め

て、2014年6月には欧州医薬品庁（EMA）に対して、2014年9月には日本の厚生労働省に対して、最初の申請を

行った。2014年9月、厚生労働省は、近視性脈絡膜血管新生（mCNV）治療薬としてアイリーア
TM

を承認した。日

本では、病的近視およびそれに付随する近視性脈絡膜新生血管膜（CNV）は、2番目に多い失明原因である。

2014年5月、遺伝子組換え型ヒト血液凝固第Ⅷ因子製剤コージネイト FS（オクトコグアルファ）は、米国にお

いて、成人血友病A患者の出血症状を予防し、または頻度を低減するための日常予防薬として承認された。
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2014年12月、当社は、BAY81-8973について、成人および小児の血友病A治療薬としてEMAおよび米国FDAに販売

承認申請を行った。BAY81-8973は完全長の遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤（rFⅧ）であり、標準的な投与

量で週2回または週3回の定期補充療法を行なった場合の臨床的有効性が示されている。

2014年2月、長期作用型遺伝子組換え型ヒト血液凝固第Ⅷ因子製剤であるダモクトコグアルファペゴル

（BAY94-9027）は、第Ⅲ相臨床試験において、血友病Aによる出血に対するより少ない投与回数での抑制効果の

実現という主要目的を達成した。

当社は、遺伝子治療が血友病Aに対して新たな長期治療の選択肢を提供する可能性があると考えている。遺伝

子治療は、疾患の原因である欠陥遺伝子に対する正常な遺伝子の補充によって、血友病治療を転換する可能性が

ある。当社は現在、提携相手であるディメンション・セラピューティクス社とともに、この種の治療法に取り組

んでいる。

ビラプリサン（sPRM）は、子宮筋腫の治療薬として現在第Ⅱ相臨床試験において調査されている、新規経口プ

ロゲステロン受容体モジュレーターである。

2014年2月、当社は、透明な新規低用量避妊パッチ（FC-Patch Low）の欧州連合における登録手続を成功裏に

完了した。

コンシューマーケア事業部は、米国のニュージャージー州モーリスタウンとテネシー州メンフィスおよびフラ

ンスのガイヤールにある製品開発センターにおいて、市場の成熟に向けた非処方薬、医薬スキンケア製品、フッ

トケア製品、日焼け止めおよび栄養補助食品の開発に重点的に取り組んでいる。エンドユーザー指向の当社の開

発戦略は、新たな製品および剤形により、当社のブランド・ポートフォリオを拡大し、改良することを狙いとし

ている。それに加え、当社は現在の処方薬をOTC製品として再分類する作業を行っている。当社は2014年に、さ

まざまな市場に多数の新しい製品ラインの拡張版を導入した。例えば、Canesten
TM

およびBepanthen
TM
／

Bepanthol
TM
、コパトーン

TM
およびDr. Scholl's

TM
のような既存ブランドにおける新規の剤形と使途等である。

メディカルケア事業部の研究開発活動は、血糖自己測定器およびさまざまな疾病の診断または治療に使用され

る造影剤および医療機器の継続的な開発に集中している。

米国にある糖尿病治療事業部の2箇所の研究開発拠点（ニューヨーク州タリータウンとインディアナ州ミシャ

ウォーカ）では、製品ラインの強化に重点的に取り組んでいる。当社が2014年に主要市場で発売した革新的製品

には、ヨーロッパ地域で発売したContour
TM

TSといったプラットフォームがある。

当社の造影剤および医療器具（ラジオロジー事業）の分野では、造影剤や造影剤注入装置を継続的に改善し

て、主導的地位を築くことを研究開発活動の目的としている。当社の研究開発センターは、米国ペンシルヴァニ

ア州ピッツバーグ近郊、カナダのトロント、ドイツのベルリンおよびオーストラリアのシドニーにある。2014年

6月、Gadavist
TM
（ガドブトロール注射液）は、乳がんの発見と評価のための磁気共鳴コンピューター断層撮影

（MRI）に用いる初めての造影剤として、FDAから承認を受けた。2015年1月、Gadavist
TM
は、2歳未満の小児に対

する使用をFDAから承認された最初の造影剤となった。2014年、当社はさらに、情報科学関連製品の品揃えの拡

大に取り組み、造影剤および放射線量管理を改善するための新たなソフトウェアや情報科学を開発した。
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動物用薬品事業部は、寄生虫駆除剤、抗生物質および非伝染性疾患治療薬を中心に研究開発活動を進めてい

る。研究開発センターはドイツ、米国、ニュージーランド、ブラジルに置かれている。中心的研究活動はドイツ

のモンハイムで行われており、ライフサイエンス事業のプラットフォームの一部として、医薬品研究や、農業関

連事業グループに属する研究者と密接に連携して行われている。当社は、既存の提携を通じてさらなる新薬候補

を継続的に特定することによって、事業を強化している。

 

農業関連事業グループ

農業関連事業グループの2014年の研究開発費は前年比13.6％増（為替の影響調整後）の974百万ユーロとなっ

た。これは、特別項目0百万ユーロ（2013年：3百万ユーロ）の調整後では14.0％の増加（為替の影響調整後）に

相当し、農業関連事業グループの売上高の10.3％に上った。

農業関連事業グループは研究開発施設のグローバル・ネットワークを維持し、約5,000名の従業員を雇用して

いる。化学的・生物学的農薬関連製品の最大の研究開発施設は、ドイツのモンハイムとフランクフルト・アム・

マイン、フランスのリヨン、米国のカリフォルニア州サクラメントに置かれている。種子技術および育種を使っ

て品種改良に力を入れている種子部門の主要研究センターは、ベルギーのゲント、オランダのハーレン、米国の

テキサス州ラボックおよびノースキャロライナ州モーリスビルとローリーに置かれている。研究活動は少数の拠

点に集約されているが、開発活動と植物の品種改良はこれらの拠点と世界中の多数の実地試験場の両方で行われ

ている。このことにより、各地域および現地特有の需要に従って、将来の有効成分および作物品種の検査を行う

ことが可能となっている。

農薬／種子部門では、種子技術、農芸化学、生物製剤分野の研究者が、統合的研究アプローチの一環として密

接に協力し合っている。このことによって、化学的・生物学的研究や現場開発において得られた技術専門知識が

一つにまとめられ、さまざまな作物に関する当社の長期的研究目標と事業戦略に結びつけられている。

農薬部門では、持続可能な農業において殺虫剤、殺菌剤、除草剤または種子処理製品として使用する革新的で

安全な製品を特定し研究開発している。化学、生物学、生化学の分野では、ハイスループット・スクリーニン

グ、生命情報工学といった最新技術が、新たな化学リード構造の特定に重要な役割を果たしている。

加えて、当社は、新混合物または革新的な処方の開発によって、当社の有効成分の使用範囲を着実に拡大し、

新たな作物や異なる地域への応用を可能にしたり、操作性を改善したりしている。社外のパートナーとの提携に

も成功し、当社の活動を補完している。

2014年3月、農業関連事業グループは、アルゼンチンに本拠を置く生物学的種子処理剤の製造販売会社、バイ

アグログループの取得契約を締結した。同社の確立されたブランド・ポートフォリオには、生物学的種子処理

剤、植物成長促進微生物、ならびに細菌および真菌の菌株を用いた総合的な害虫管理のためのその他の製品が含

まれる。

やはり2014年3月には、農業関連事業グループは、生物学的農薬に対する世界的な需要の高まりに応えて、ド

イツ、ウィスマールの研究拠点を大幅に拡張する計画であると発表した。当該投資計画には、生物学的農薬製品

の新たな製造施設および必要なインフラストラクチャーの建設が含まれる。生産能力の拡大は段階的に行われる

予定であり、作業は遅くとも2016年までに完了する。投資総額は約18百万ユーロとなる計画である。
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2014年5月、農業関連事業グループの水稲用除草剤Council
TM

Completeは、韓国において監督機関の認可を受

け、世界初の登録となった。韓国での発売は2015年に予定されており、続いてアジアのその他の主要な稲作国で

も発売される予定である。Council
TM

Completeは、総合的な雑草防除を大幅に改善する2つの革新的な有効成

分、トリアファモンおよびテフリルトリオンに基づく薬剤である。2014年にはさらに有効成分フルオピラムに基

づく新たな線虫剤駆除剤を導入し、Velum
TM
およびVerango

TM
の商標で販売した。これらの製品は、実地試験にお

いて、果実、野菜、タバコといった幅広い作物において収量と品質を大幅に増加させた。当社は今後数年間で、

化学的・生物学的作物保護メカニズムに基づく新製品をさらに数種類発売する計画である。例えば、2015年に

は、吸汁昆虫駆除の新たな殺虫剤であるSivanto
TM
ブランドの発売を予定している。

2014年9月、当社は、米国における野菜種子および生物学的農薬製品の研究開発活動を、カリフォルニア州ウ

エストサクラメントの新たな統合拠点にまとめた。当社の目標は、当社のグローバルな研究開発の潜在能力を、

活動の統合と拡大によって十分に引き出すことである。

種子部門における研究は、植物形質の最適化を中心に行っている。当社は、既存の主要作物である綿、菜種／

キャノーラ、稲および野菜の新品種を開発している。研究活動は現在、2種類の新たな主要作物、すなわち小麦

と大豆を加えて拡大されている。当社の作業はこれらの作物の農業形質の改善に重点を置いて行われている。当

社の研究者達は、例えば菜種（キャノーラ）油の性質を改良したり、綿繊維の性質を強化することにより、作物

の品質向上と収穫量の増大に注力している。当社は、渇水等の外部のストレス要因に対して高い耐性を示し、ま

た水分をより効果的に活用できる作物の開発も目標としている。その他の重点分野としては、代替的作用機序に

基づく新たな除草剤耐性技術の開発や、虫害・病害に対する耐性の改善等がある。当社はこのために、マーカー

を用いた育種から植物バイオテクノロジーにいたる最新の品種改良技術を採用している。

2014年1月、農業関連事業グループは、米国のセレクティス・プラント・サイエンス社との間で、2つの新たな

契約を締結した。提携の拡大は、新たな育種法を用いて、特にキャノーラ種子の植物形質を開発することを目指

して行われる。この提携は、バイエルに、作物の改良品種開発のために植物ゲノムを直接操作する技術へのアク

セスも与えるものである。

当社は、イスラエルのカイイマ・バイオアグリテック社と共同で、高度なハイブリッド米品種の開発を目指し

ている。この複数年提携は、新たな多収性ハイブリッド米品種の育成を目標としている。

2014年6月、農業関連事業グループ初の世界的大豆ブランド、Credenz
TM
が米国で発売された。当社は同ブラン

ドにより、革新的な品種および形質を大豆生産者に提供することを意図している。農業関連事業グループが2011

年に買収した米国ホーンベック・シード社のHBK
TM

Seedも、Credenz
TM
の名称で販売されている。

2014年9月末、当社は、パラグアイのエンカルナシオンに本社を置くグラナー社の種子事業を買収した。同社

は、改良種子、特に大豆種子の育種、生産、販売を専門に取り扱っている。グラナー社はパラグアイとウルグア

イで確固とした地位を築いており、ブラジルでも存在感を増している。買収の主眼はグラナー社のIgra
TM

Semillasブランドである。グラナー社は2014年末まで引き続きIgra
TM
種子の販売を担当した。この買収は農業関

連事業グループにとって大豆種子の卓越した国際的プラットフォームに達するもう一つのステップであり、また

大豆種子事業におけるラテンアメリカ地域の重要性を強調するものである。
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米国では、数年間にわたって、当社独自のグリホサート除草剤耐性技術「GlyTol
TM

」を使用した綿実品種

「FiberMax
TM

」が販売されている。2014年には、初めてTwinLink
TM

とGlyTol
TM

の両技術を導入し、総合的な防

虫・除草の手段を農家に提供する、綿向けの耐虫性および除草剤耐性を併せもつ製品を発売した。

2014年の作付期に、農業関連事業グループは、カナダでInVigor
TM
ブランドの新たなキャノーラ品種の販売を

開始した。このハイブリッド品種は、鞘が早期に開くのを防ぎ、高収量を可能とする、新たな形質を特徴として

いる。

今後数年のうちには、Arize
TM

とInVigor
TM
の商標で、ストレス耐性と耐虫性を改良した多数の新しいハイブ

リッド米およびキャノーラ品種を販売する計画である。

当社は、農業関連事業グループ初の小麦種子を2015年に発売する計画である。2014年9月、農業関連事業グ

ループは、2010年から2020年の間に小麦種子および小麦向け農薬製品の研究開発に合計15億ユーロを投資する計

画を発表した。

野菜等の多くの作物では、大きな成功は、伝統的な植物品種改良法を用いて達成される。野菜はほとんどが生

で販売され、食べられることが予定されるため、販売業者と消費者はその見た目や栄養素、味、保存可能期間に

特に厳しい要求を持つ。当社はこれらの要求を満たす一連の新たな野菜種子品種を発売する予定である。

当社の農薬および種子技術の統合された製品パイプラインには、多数の新たな種子品種や改良品に加えて、

2011年から2016年にかけて発売が見込まれる合計25件の個別プロジェクトがある。当社は、それらの製品のピー

ク時売上高見通しが合計で40億ユーロを超えるものと確信している。農薬部門では、この期間末までに約10製品

を発売する計画である。また、種子部門では、同期間中に綿、菜種／キャノーラ、稲、小麦、大豆等の作付面積

の大きな作物に関する約15のプロジェクトに加え、数百の新たな野菜品種を発売する計画である。

エンバイロサイエンス事業では、農薬部門または社外のパートナーが開発した成分を農業以外での場面での使

用に適合させることによって、一般消費者および専門業者向けの化学的・生物学的ソリューションを進化させて

いる。現在の開発プロジェクトには、昆虫ゲル・ベイト工法や、除草剤、殺菌剤および疾病媒介昆虫の駆除用製

品が含まれる。

2014年、エンバイロサイエンス事業は、すべての分野でポートフォリオを拡大した。ゴルフコース向け芝土管

理製品の品揃えは、米国における新規殺菌剤Mirage
TM
の導入および韓国における新規除草剤Tribute

TM
の導入に

よって強化された。業者向け害虫駆除の分野では、ヨーロッパで殺虫剤Maxforce
TM
の新処方剤（Maxforce

TM

Fusion、Maxforce
TM

Prime）を発売した。米国の業務用植生管理部門で用いられ、すでに非常な成功を収めてい

る除草剤Esplanade
TM
（有効成分：インダジフラム）は、2014年にはカナダの顧客に向けて発売された。当社

は、ヨーロッパの個人顧客に対して多くの新規殺虫剤を発売した。加えて、米国ではNatria
TM
のさまざまな生物

学的ソリューションを拡大した。
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2014年10月、農業関連事業グループは、米国、カナダ、メキシコ、オーストラリアおよびニュージーランドに

おけるデュポン・クロップ・プロテクション社の土地管理事業の一定の資産を取得する計画を発表した。当該取

引は、当局の承認を得た後、2014年12月初めに完了した。この買収によって、エンバイロサイエンス事業は、業

務用植生管理のための効果的な雑草防除剤の包括的ポートフォリオを提供することが可能となる。さらに、当社

は、北米の林業および放牧・牧草事業といった成長分野へのアクセスを得ることとなる。デュポン社は、米国、

カナダ、メキシコ、オーストラリアおよびニュージーランド以外で、土地管理製品の販売を続ける。

 

素材科学事業グループ

素材科学事業グループの2014年の研究開発費は前年比8.2％減の210百万ユーロであった。これは、特別項目－

3百万ユーロ（2013年：20百万ユーロ）の調整後では0.9％の増加（為替の影響調整後）に相当し、素材科学事業

グループの売上高の1.8％を占めた。さらに、素材科学事業グループは、顧客との共同開発プロジェクトのため

に79百万ユーロ（2013年：97百万ユーロ）を支出した。

2014年には、約900名の従業員が研究開発部門に雇用されていた。その多くはドイツのレバクーゼン、米国ペ

ンシルヴァニア州ピッツバーグおよび中国上海にある当社の主要なイノベーション・センターに勤務している。

当社は、強い国際的な存在感により、特に新興経済国において、研究開発活動を地域の市場動向や顧客ニーズに

結び付けることに力を注いでいる。

ポリウレタン（PUR）事業には、環境に配慮した風力エネルギーの使用を促進する製品および材料への取組が

含まれる。最近の開発品には、風力タービン回転ブレードの内部において繊維層を安定したコアに接合するため

に用いられるポリウレタン注入樹脂が含まれる。この樹脂は、従来の注入材料よりよく分散し、より迅速に硬化

するため、生産時間の大幅な短縮とコスト削減につながる。この材料は、発電量の大きい、非常に長い回転ブ

レードにも容易に使用することができる。

プロセス開発の分野では、石油化学原料への依存度を低下するため、ポリウレタンの新たな炭素源としての二

酸化炭素の利用を推進している。2014年には、例えば、既存の研究プロジェクト（「ドリーム・プロダクショ

ン」）の商業利用への移行を開始した。その目標は、ポリウレタン原料としてCO2を約20％含有する革新的なポ

リオールの販売を2016年中に開始することである。実験室レベルでは、CO2を40％の代替原材料を使用して直接

的および間接的に組み込むことで、別の種類のポリオールの生産にも成功しており、資源効率にさらに貢献する

こととなる。

ポリカーボネート（PCS）事業においては、主として自動車および電気／電子産業ならびにIT部門向け製品の

開発に力を入れている。同事業が重点を置いているのは、軽量化、エネルギー効率と安全性の向上、およびデザ

インの自由度の向上である。

自動車産業では、外装用途を重点分野の一つとしている。スポイラー等の付属部品だけでなく、グレージング

やパノラマルーフ全体およびそのフレームの製造にも、重量が同等のガラスや金属部品の50％以下のポリカーボ

ネートやポリカーボネートブレンドがますます用いられるようになっている。これによって、できるだけ軽く、

したがって燃費効率の良い自動車の生産を目指す業界の取組みを支援している。当社はこれらの製品の特性およ

び関連する製造プロセスのさらなる向上に取り組んでいる。
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発光ダイオード（LED）も、従来の光源に比べて必要なエネルギー量が非常に少なく、また寿命が長いため、

自動車その他の用途における持続可能性に貢献する。当社はLED灯のチャネリング、拡散および反射のための、

高度な透明性、デザインの自由度および耐熱性を特徴とする特殊材料を開発した。この特殊材料は、熱伝導性部

品の生産にも使用することができ、LED光源の寿命の延長に役立っている。

当社は、自動車、家電その他の業界のニーズに応えるポリカーボネート・ベースの複合材料の改良にも取り組

んでいる。この分野では特に、将来シャーシや構造用部品といった用途で、またはウルトラモバイルラップトッ

プ、タブレット型コンピューターおよびスマートフォンの筺体材料として使用される可能性のある軽量の連続繊

維強化材料を開発している。

塗料・接着剤・スペシャリティーズ（CAS）事業では、当社は高性能ポリウレタン塗料、着色剤、接着剤およ

びシーリング剤向け原料の開発を推進している。当社の研究開発分野には、織物や合成皮革向け塗料がある。こ

れらの塗料に関しては、新世代の純粋な水性ポリウレタン分散液を開発した。この技術は2014年半ばにInsqin
TM

の名称で発売され、全てのタイプのコーティングされた織物や合成皮革を溶剤なしに製造することを可能として

いる。

当社は全体として、資源の消費が少なく、より効率的に使用できる、環境に配慮した製品を重点的に開発して

いる。再生可能原材料の使用が果たす役割はますます重要になっている。

 

バイエル テクノロジーサービス社

バイエル テクノロジーサービス社は、技術開発、エンジニアリングおよび生産の分野における、各事業グ

ループの主要なイノベーションの推進者である。バイエルのすべての事業グループは世界中でこのサービス会社

と密接に協力して、特にプロセス技術、エンジニアリング、および生産施設の安全かつ効率的な運営の分野で、

技術上の問題解決に取り組んでいる。

 

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

本書には、当社の現時点での計画および予想を反映した将来予想に関する記述（forward-looking

statements）が含まれている。これらの記述は現在の計画、見積りおよび予測に基づくものであるため、読者は

これらに過度の信頼を置くべきではない。当社は通常、「見込む」、「意図する」、「予想する」、「計画す

る」、「信じる」、「見積もる」等の用語や類似の表現を用いて将来予想に関する記述であることを明確にして

いる。

読者におかれては、既知および未知のリスク、不確実性およびその他の要因により、将来における当社の実際

の成績、業績、成果、展開または財政状態が、将来予想に関する記述をもって表現または示唆された成績、業

績、成果、展開または財政状態と著しく異なる結果となる可能性があることに留意されたい。

将来予想に関する記述は、当該記述が行われた日現在のものであり、当社には、当該記述を新たな情報や将来

の事象に照らして公的に更新する義務はない。
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(1) 資本の源泉

バイエルグループの財務管理は、戦略的経営持株会社であるバイエルAGが行っている。資金はグローバルな財

源から、原則として一括調達されてグループ内に配分されている。当社の財務管理の第一目的は、企業価値の持

続的な増大を助け、グループの流動性と信用度を確保することである。これには資本構成の最適化や効果的なリ

スク管理が含まれている。当社は、通貨、金利、原材料価格および債務不履行等のリスク管理を通じて利益の変

動性を軽減している。

バイエルが契約している格付機関による当社の評価は以下の通りである。

 

格付

 

 長期格付 アウトルック 短期格付

スタンダード・アンド・プアーズ(Standard & Poor's) A- 安定的 A-2

ムーディーズ(Moody's) A3 安定的 P-2

 

これらの信用格付けは、当社の高い支払能力を反映しており、また資金調達目的での幅広い投資家基盤へのア

クセスを確保するものである。当社は、財務的柔軟性を維持するため、「A」区分の財務格付けを下支えする財

務比率を取得、維持する目標を堅持している。

当社はバランスのとれた資金調達方法を利用しつつ、柔軟性を確保するための慎重な債務管理戦略をとってい

る。これは債券（主に多通貨ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム）、シンジケートローン信用

枠、二国間貸付契約およびグローバル・コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づくものである。

当社は、事業活動または金融取引から生じるリスクをヘッジするため、デリバティブ金融商品を用いている

が、原取引がない場合は契約を行っていない。当社は信用度の高い取引相手を選ぶことで債務不履行リスクを最

小限に抑えることを方針としている。当社はすべての取引の実行について、グループの指令に則って行われてい

るか否かを緊密に監視している。

 

キャッシュ・フロー計算書

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2014年のキャッシュ・フロー総額は、EBITの改善が主な要因で、前年比16.9％増の6,820百万ユーロ（2013

年：5,832百万ユーロ）となった。キャッシュ・フロー純額は、運転資本として滞留することとなるキャッシュ

の事業関連の増加と、米国メルク社との可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）における提携に関連して受け取っ

た一時的支払額からの繰延利益778百万ユーロを除いて、前年比12.4％増の5,810百万ユーロ（2013年：5,171百

万ユーロ）となった。2014年に支払った法人税額は1,835百万ユーロ（2013年：1,281百万ユーロ）であった。
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投資活動によるキャッシュ・フロー

2014年の投資活動に伴う正味現金流出額は、15,539百万ユーロであった。有形固定資産および無形資産に対す

る現金流出額は、前年を10％上回る2,371百万ユーロ（2013年：2,157百万ユーロ）となった。このうちヘルスケ

ア事業グループは832百万ユーロ（2013年：809百万ユーロ）、農業関連事業グループは686百万ユーロ（2013

年：538百万ユーロ）、素材科学事業グループは605百万ユーロ（2013年：559百万ユーロ）を占めた。買収に伴

う現金流出額、13,545百万ユーロ（2013年：1,082百万ユーロ）は、主に米国メルク社のコンシューマーケア事

業およびノルウェーのアルジェタ社の買収に関するものであった。長期・短期の金融資産からの現金流出額は

177百万ユーロ（2013年：301百万ユーロの現金流入）に上った。利息および配当金による流入額は合計107百万

ユーロ（2013年：125百万ユーロ）であった。

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2014年の財務活動に伴う正味現金流入額は9,736百万ユーロであった。これには11,838百万ユーロの正味借入

額（2013年：借入金の正味返済額619百万ユーロ）が含まれている。正味支払利息は前年を7％上回る362百万

ユーロ（2013年：338百万ユーロ）であった。配当金のための現金流出額は1,739百万ユーロ（2013年：1,574百

万ユーロ）であった。

 

(2) 資金調達方針および財務方針

バイエルは、グローバル企業として、通常の業務過程において、金利リスクや為替リスク等、バイエルの純資

産、財政状態および経営成績に重大な影響を及ぼし得るさまざまな市場リスクにさらされている。当社ではリス

クヘッジとして主に店頭取引されている金融デリバティブ商品、特に先物為替予約、通貨オプション契約、金利

スワップ、クロスカレンシー金利スワップを使用している。

金利リスクは、主に、満期までの期間が1年を超える債権・債務により発生する。固定利付債等の固定利付金

融商品の場合は、公正価値が金利に応じて変動するため、資本市場金利の変動リスクが公正価値リスクとなる。

当社の固定利付債のうち最も大きな部分を占めるものは、EMTNプログラムに基づいて発行される社債および米国

で発行されるレギュレーションS、規則144Aの形式による社債である。これについては「第6　経理の状況 ― バ

イエルグループの連結財務書類に対する注記27」を参照されたい。変動利付商品の場合は、将来支払利息が増加

する可能性があるため、キャッシュ・フロー・リスクが存在する。

バイエルグループの金利リスクは集中的に分析され、中央の財務部門によって管理される。これは取締役会が

定める目標デュレーションに沿って行われるが、これには固定利付債務と変動利付債務の構成比も暗黙のうちに

含まれている。実際のデュレーションおよび目標デュレーションは定期的に見直される。

ポートフォリオの目標構造の維持には、デリバティブ（主に金利スワップ、クロスカレンシー金利スワップ、

および金利オプション）が使われる。2014年12月31日現在、デリバティブを含む金融負債の残高は、21,600百万

ユーロ（2013年12月31日現在：8,526百万ユーロ）であった。
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バイエルグループの資産、負債、売上高および利益のうちかなりの部分はユーロ以外の通貨建てとなっている

ため、当社はこれらの通貨の対ユーロ為替レートの変動に伴う為替リスクを負っている。この変動の効果は当社

のキャッシュ・フローには影響を及ぼさないので、当社はこれらのリスクについてはヘッジを行っていない。

当社はまた、当社の機能通貨以外の通貨建ての債権、債務、現金および現金等価物について存在する取引リス

クにも直面している。為替リスクは、財務部門により、集中的かつ体系的に特定、分析、管理されている。当社

は、ファンダメンタル分析およびテクニカル分析に基づいて市況の見通しを立て、それに基づいて金融商品を構

成することを方針としている。当社取締役会は、この手法により生じるキャシュ・フロー・リスクを制限、監視

するための明確なガイドラインを規定している。計上されている外貨建エクスポージャーの財務項目と事業項目

（すなわち債権、債務）は、通常、完全にヘッジされている。12ヶ月以内の予定取引において発生が予想される

為替リスクは、グループ取締役会と中央の財務部門との間の合意を基にヘッジされる。当社はヘッジ契約の満期

日を、バイエルグループの予測キャッシュ・フローに従って設定している。契約上の為替リスクと予測可能な為

替リスクの大部分は、主に為替予約および通貨オプションによってヘッジされる。

 

(3) 2014年の売上高、経営成績およびキャッシュ・フローの原動力

当社の2014年の売上高、経営成績およびキャッシュ・フローの最も重要な要因は、主に世界市場の一般経済情

勢、原材料、価格設定、および為替レートの変動に関するものであった。

 

世界経済

2014年の世界経済成長率は前年と同水準であったが、予想を下回った。米国では回復基調が続いたが、ヨー

ロッパの経済回復は弱含みであった。ヨーロッパでは特に南ヨーロッパ諸国において高失業率が続き、成長が阻

害された。新興市場の成長速度は低下した。中国は高い成長率を維持したが、成長率は低下した。世界経済は、

主に先進工業国で続いた拡張的な金融政策および個人消費を促進した原油価格の下落からプラスの刺激を受け

た。

 

原材料および価格設定

バイエルグループは、生産工程において、エネルギーおよび石油化学原材料を大量に必要とする。エネルギー

や原材料の調達価格は、大幅に変動する可能性がある。経験上、生産コストの増加を価格調整によって顧客に転

嫁することは、常に可能なわけではない。これは特に素材科学事業グループに当てはまる。

 

為替レートの変動

バイエルグループは事業の相当部分をユーロ圏以外で営んでいるため、為替レートの変動は利益に重大な影響

を及ぼす可能性がある。金融商品に関する為替リスクは、当社の機能通貨以外の通貨建ての債権、債務、現金お

よび現金等価物について存在している。これらのうちバイエルグループにとって特に重大なリスクは、米ドル、

日本円、カナダドルおよび中国人民元に関するものである。為替リスクは集中的かつ体系的に特定、分析、管理

される。ヘッジの範囲は定期的に評価され、社内の通達により決定される。計上されている外貨建営業項目、債

権および債務は、通常、完全にヘッジされている。
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第4 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当社は、2014年には無形固定資産および有形固定資産の取得に合計25億ユーロを支出した。

2013年および2014年の無形固定資産および有形固定資産に対する資本支出の内訳は次の通りである。

 

（単位：百万ユーロ）

 2013年 2014年 増減率

ヘルスケア事業グループ（バイエル ヘルスケア社） 773 876 +13.3

農業関連事業グループ（バイエル クロップサイエンス社） 532 699 +31.4

素材科学事業グループ（バイエル マテリアルサイエンス社) 605 647 +6.9

調整 245 268 +9.4

合計 2,155 2,490 +15.5

 

2 【主要な設備の状況】

当社は世界中の多くの事務所、研究開発施設および生産拠点を通じて事業を行っている。バイエルAGの本店は

ドイツ、レバクーゼンに置かれており、主要な生産施設はドイツと米国にある。当社はまた、事務所ビル、実験

室および配送センター等のその他の施設を世界中で保有している。

当社は、生産施設については可能な限り100％の所有権を取得することを方針としている。当社は生産施設お

よびその他の施設のほとんどを所有している。現地の適用法がこれを許さないかまたは100％所有権の取得が他

の何らかの理由で実現できないときは、実質上所有権として利用可能な権利を付与する占有権（例えばドイツ法

上の地上権（Erbbaurechte）およびアジア諸国で付与される土地使用権等）を取得している。

当社は当社の生産プラントや生産施設が現在と将来予測されるニーズを満たす十分な能力を有していると信じ

ている。
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(1) 主要生産施設(事業グループ別)

次の表は、当社の各事業グループが運営する主要拠点の概要である。

 

ヘルスケア事業グループ（バイエル ヘルスケア社）

 
 

立　地
面積
(千㎡)

 
主な用途

ドイツ、レバクーゼン 75 ヘルスケア事業グループ本社、管理、医療用医薬品の製剤・包装

ドイツ、ベルクカーメン 505 有効成分の製造

ドイツ、ベルリン 74 造影剤の製造・包装、固形物の包装、研究開発、管理

ドイツ、ビターフェルト・ヴォ
ルフェン

36 コンシューマーケア製品の製剤・包装

ドイツ、ヴッパータール 402 医療用医薬品向け有効成分の製造、研究開発

フィンランド、トゥルク 41 婦人科・男性科製品の製造、固形物（オンコロジー）、研究開発

米国、バークレー 87 遺伝子組換え型血液凝固第VⅢ因子製剤の製造・製剤・包装

米国、マイヤーズタウン 47 コンシューマーケア製品の製剤・包装

 

農業関連事業グループ（バイエル クロップサイエンス社）

 
 

立　地
面積
(千㎡)

 
主な用途

ドイツ、マンハイム 650 農業関連事業グループ本社、管理、殺菌剤・殺虫剤の研究開発

ドイツ、ドルマーゲン 140
農薬事業・エンバイロサイエンス事業向け製品の製造、新たな生産工
程の開発

ドイツ、フランクフルト・ア
ム・マイン

96
除草剤の研究開発、農薬事業・エンバイロサイエンス事業向け製品の
製造

ベルギー、ゲント 19 種子および農作物形質の研究開発

オランダ、ハーレン 820 野菜種子の研究開発・生産

米国、カンザスシティ 964 農薬事業・エンバイロサイエンス事業向け製品の製造

ドイツ、ナップザック 61 農薬事業・エンバイロサイエンス事業向け製品の製造

米国、ラボック 164 綿花本部およびテキサス工科大学の研究開発拠点

米国、リサーチ・
トライアングル・パーク

510 北米本社、農作物向け種子および形質の研究開発

インド、バピ 353
新たな生産工程の開発、農薬事業・エンバイロサイエンス事業向け製
品の製造

米国、ウエストサクラメント 60 生物製剤／野菜研究開発センターおよび生物製剤本部
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素材科学事業グループ（バイエル マテリアルサイエンス社）

 
 

立　地
面積
(千㎡)

 
主な用途

ドイツ、レバクーゼン 176
バイエル マテリアルサイエンス社本社、管理、研究開発、基礎・変
性イソシアネート、塩素、水酸化ナトリウム、水素および塩酸の製造

ドイツ、ブルンスビュッテル 137
ジフェニルメタン・ジイソシアネート、トルエン・ジイソシアネー
ト、塩素、水素および塩酸の製造

ドイツ、ドルマーゲン 280
変性イソシアネート、樹脂、ポリカーボネート・フィルム、トルエ
ン・ジイソシアネート、ポリエーテル、熱可塑性ポリウレタン、塩
素、苛性ソーダ、水素、塩酸および硝酸の製造

ドイツ、クレフェルト 181
ポリカーボネート、ジフェニルメタン・ジイソシアネート、塩素、苛
性ソーダ、水素および塩酸の製造

ベルギー、アントワープ 1,459 ポリカーボネートおよびポリエーテルの製造

スペイン、タラゴナ 1,140 ジフェニルメタン・ジイソシアネートおよび塩酸の製造

米国、ベイタウン 1,628
イソシアネート基、変性イソシアネート、ポリカーボネート、ジフェ
ニルメタン・ジイソシアネート、トルエン・ジイソシアネート、塩
素、苛性ソーダ、水素、塩酸および硝酸の製造

タイ、マプタプット 217 ポリカーボネートおよびポリカーボネート・フィルムの製造

中国、上海 1,101
イソシアネート基、変性イソシアネート、樹脂、ポリカーボネート、
ジフェニルメタン・ジイソシアネート、トルエン・ジイソシアネー
ト、塩素、塩酸および硝酸の研究開発、製造

 

(2) ドイツ国内の主要施設

バイエルのドイツ国内の主要施設は、レバクーゼン、ヴッパータール・エルバーフェルト、ドルマーゲン、ク

レフェルト・ユルディンゲン、ブルンスビュッテル、ベルクカーメンおよびベルリン・ヴェディング／シャル

ロッテンブルクの7箇所にある大規模生産工場である。

下記施設の2014年12月31日現在の面積（㎡）は、建物なしの不動産、居住用建物付き不動産、工場・事務所付

き不動産ならびにその他の建物およびスペースと定義され、そのような不動産で構成されている。

 

立　地 面積(千㎡) 従業員数(注) 主な用途

レバクーゼン 11,912 15,069名
バイエルグループ本社、ポリウレタン、無機基礎化
学品および医薬品の生産施設、研究室ならびに応用
工学実験工場

ヴッパータール・
エルバーフェルト

1,010 3,161名 医薬品の生産施設および研究センター

ドルマーゲン 8,999 4,147名
農薬成分および無機化学品、塗料原料ならびにポリ
ウレタンの生産施設

クレフェルト 3,257 2,297名
エンジニアリング・サーモプラスチック、ポリウレ
タンおよびポリカーボネートの生産施設

ブルンスビュッテル 4,460 664名 ポリウレタンの生産施設

ベルクカーメン 505 1,580名 医薬有効成分の生産、管理

ベルリン・ヴェディング 182 4,961名
造影剤の生産・包装、固形物の包装、研究開発、事
務所

(注)　常用または有期雇用契約の従業員数は常勤相当数で表示されており、パートタイム従業員はその契約上の勤務時間に応

じた比率で算入されている。前年と異なり、当該数値には有期雇用従業員は含まれるが、研修生は含まれていない。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

 67/455



ドイツ国内のその他の重要拠点は、マンハイム（農業センターおよびバイエル クロップサイエンス本社）、

フランクフルト・アム・マイン（農薬事業、エンバイロサイエンス事業）ビターフェルト・ヴォルフェン（コン

シューマーケア、塗料・接着剤・スペシャリティーズ）およびキール（動物用薬品）にある。

 

(3) ケミカルパーク・モデル

バイエルグループは、ドイツのレバクーゼン、ドルマーゲン、クレフェルトおよびブルンスビュッテルならび

にベルギーのアントワープの自社用地で、「ケミカルパーク」モデルを展開している。これは、外部の企業に対

し、バイエルの土地に工場を建設または賃借する機会を提供するものである。当該企業はその土地にすでに存在

する完全なインフラを利用することや多くの原料を入手することが可能であり、かつその他の製品およびサービ

スの提供も受けることができる。

ケミカルパークの参加企業には、バイエル・バイタル、バイギャスト、ユーロサービス等のバイエルの子会社

に加え、デグサ社およびクロノス・チタン社等のバイエルグループではない企業が含まれている。

 

3 【設備の新設、除却等の計画】

設備投資計画

当社の2015年の投資計画は以下の通りである（継続事業別）。

 

ヘルスケア事業グループ（バイエル ヘルスケア社）の投資額：790百万ユーロ

農業関連事業グループ（バイエル クロップサイエンス社）の投資額：698百万ユーロ

素材科学事業グループ（バイエル マテリアルサイエンス社）の投資額：515百万ユーロ
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第5 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】（2014年12月31日現在）

① 【株式の総数】

 

授権株数(株)
(注) 発行済株式総数(株) 未発行株式(数)

826,947,808 826,947,808 ―

 

(注)　取締役会は、監査役会の承認を得て、2019年４月28日までの間に、１回または複数回にわたって記名式無額面株式を

発行することにより、総額530,000,000.00ユーロを上限として資本株式を増加する権限を有する。記名式無額面株式

の新株は、現金出資または現物出資と引換えに発行することができる。現物出資による増資は総額423,397,120.00

ユーロを上限としてのみ行うことができる（授権資本Ⅰ）。

取締役会は、監査役会の承認を得て、2019年４月28日までの間に、１回または複数回にわたって現金出資と引換えに

記名式無額面株式を発行することにより、総額211,698,560.00ユーロを上限として資本株式を増加する権限を有する

（授権資本Ⅱ）。

資本株式は、条件付で、211,698,560.00ユーロ（82,694,750株を上限とする無額面株式で構成される。）を上限とす

る追加額によって増額される（2014年度の条件付資本）。

詳細については、バイエルAGの定款第4条「資本株式」第(2)項から第(4)項を参照されたい。

 

② 【発行済株式】

 

記名・無記名の別
及び額面・無額面の別

種類 発行数(株)
上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品取引業協会名
内容

記名式
無額面株式

普通株式 826,947,808
フランクフルト

(注)
バルセロナ、マドリッド

計 ― 826,947,808 ― ―

 

(注)　当社定款は普通株式のみを定めており、その他の種類株式の定めはない。なお、当社株主は、株主総会において、普

通株式1株につき1議決権を有する。

 

(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当なし。
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(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】

2014年12月31日現在、バイエルの発行済株式数は826,947,808株であり、資本株式は2,116,986,388.48ユーロ

（285,221,576,120円）であった。

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
ユーロ
(円)

資本金残高
ユーロ
(円)

2009年1月1日～12月31日 62,604,583
（注） 826,947,808

160,267,732.48
(21,592,871,597)

2,116,986,388.48
(285,221,576,120)

2010年1月1日～12月31日 0 826,947,808 0
2,116,986,388.48
(285,221,576,120)

2011年1月1日～12月31日 0 826,947,808 0
2,116,986,388.48
(285,221,576,120)

2012年1月1日～12月31日 0 826,947,808 0
2,116,986,388.48
(285,221,576,120)

2013年1月1日～12月31日 0 826,947,808 0
2,116,986,388.48
(285,221,576,120)

2014年1月1日～12月31日 0 826,947,808 0
2,116,986,388.48
(285,221,576,120)

 

（注）　強制転換社債の転換による増加。

 

(4) 【所有者別状況】

（2014年12月31日現在
(注)

)

区分 所有者数(名) 所有株式数(株)
全発行済社外株式数中
に占める割合(％)

各種機関 1,185 59,832,730 7.24

企業 3,325 5,858,845 0.71

名義人 387 681,109,941 82.36

ブローカー 258,233 80,146,292 9.69

合計 263,130 826,947,808 100.00

 

(注)　情報源：バイエル社株主名簿

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

 70/455



(5) 【大株主の状況】

ドイツ法は、議決権が一定の基準に達するか、一定の基準を上回ったまたは下回った場合にのみ、通知を要求

している。「一定の基準」とは、一定の保有する議決権の割合を意味し、3％、5％、10％、15％、20％、25％、

30％、50％および75％のいずれかである。

以下の情報は、バイエルAGが2014年12月31日までに受領した通知に基づくものであるため、数値は2014年12月

31日時点の保有株式数を必ずしも正確に反映するものではない。

当社は、当事業年度中に、ドイツ証券取引法第21条第1項に基づき、バイエルAG株式の保有に関する以下の通

知を受領した。保有株式が数回にわたって本法律に定める基準に達し、又はこれを超え若しくは下回った場合

は、最新の通知についてのみ記載した。

・2014年10月21日にサン・ライフ・フィナンシャル・インク（カナダ、トロント）がドイツ証券取引法第21条

第1項に基づいて当社に通知したところによれば、同社が保有するバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフ

ト（ドイツ、レバクーゼン）の議決権は、2014年10月20日に3％の基準を超え、同日現在3.001％

（24,819,545個の議決権）となった。このうち3.0003％の議決権（24,810,514個の議決権）は、ドイツ証券

取引法第22条第1項第1文第6号（第2文関連）に基づいて同社に帰属し、0.001％の議決権（9,031個の議決

権）は、ドイツ証券取引法第22条第1項第1文第1号に基づいて同社に帰属している。

・2014年10月21日にマサチューセッツ・フィナンシャル・サービシーズ・カンパニー（MFS）（米国、ボスト

ン）がドイツ証券取引法第21条第1項に基づいて当社に通知したところによれば、同社が保有するバイエル

AGの議決権は、2014年10月20日に3％の基準を超え、同日現在3.0003％（24,810,514個の議決権）となっ

た。このうち1.6370％の議決権（13,536,854個の議決権）は、ドイツ証券取引法第22条第1項第1文第6号に

基づいて同社に帰属し、1.3633％の議決権（11,273,660個の議決権）は、ドイツ証券取引法第22条第1項第1

文第6号（第2文関連）に基づいて同社に帰属している。

・2014年10月21日にサン・ライフ・オブ・カナダ（U.S.）フィナンシャル・サービシーズ・ホールディング

ス・インク（米国、ボストン）がドイツ証券取引法第21条第1項に基づいて当社に通知したところによれ

ば、同社が保有するバイエルAGの議決権は、2014年10月20日に3％の基準を超え、同日現在3.0003％

（24,810,514個の議決権）となった。この3.0003％の議決権（24,810,514個の議決権）は、ドイツ証券取引

法第22条第1項第1文第6号（第2文関連）に基づいて同社に帰属している。

・2014年10月21日にサン・ライフ・フィナンシャル（U.S.）インベストメンツ・エルエルシー（米国、ウェル

ズリー・ヒルズ）がドイツ証券取引法第21条第1項に基づいて当社に通知したところによれば、同社が保有

するバイエルAGの議決権は、2014年10月20日に3％の基準を超え、同日現在3.0003％（24,810,514個の議決

権）となった。この3.0003％の議決権（24,810,514個の議決権）は、ドイツ証券取引法第22条第1項第1文第

6号（第2文関連）に基づいて同社に帰属している。
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・2014年10月21日にサン・ライフ・フィナンシャル（U.S.）ホールディングス・インク（米国、ウェルズ

リー・ヒルズ）がドイツ証券取引法第21条第1項に基づいて当社に通知したところによれば、同社が保有す

るバイエルAGの議決権は、2014年10月20日に3％の基準を超え、同日現在3.0003％（24,810,514個の議決

権）となった。この3.0003％の議決権（24,810,514個の議決権）は、ドイツ証券取引法第22条第1項第1文第

6号（第2文関連）に基づいて同社に帰属している。

・2014年10月21日にサン・ライフ・アシュアランス・カンパニー・オブ・カナダ ― U.S.オペレーションズ・

ホールディングス・インク（米国、ウェルズリー・ヒルズ）がドイツ証券取引法第21条第1項に基づいて当

社に通知したところによれば、同社が保有するバイエルAGの議決権は、2014年10月20日に3％の基準を超

え、同日現在3.0003％（24,810,514個の議決権）となった。この3.0003％の議決権（24,810,514個の議決

権）は、ドイツ証券取引法第22条第1項第1文第6号（第2文関連）に基づいて同社に帰属している。

・2014年10月21日にサン・ライフ・グローバル・インベストメンツ・インク（カナダ、トロント）がドイツ証

券取引法第21条第1項に基づいて当社に通知したところによれば、同社が保有するバイエルAGの議決権は、

2014年10月20日に3％の基準を超え、同日現在3.0003％（24,810,514個の議決権）となった。この3.0003％

の議決権（24,810,514個の議決権）は、ドイツ証券取引法第22条第1項第1文第6号（第2文関連）に基づいて

同社に帰属している。

・2014年10月10日にブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッド（英国、ロンドン）

がドイツ証券取引法第21条第1項に基づいて当社に通知したところによれば、同社が保有するバイエルAGの

議決権は、2014年10月8日に3％の基準を下回り、同日現在2.99％（24,704,155個の議決権）となった。この

うち1.91％の議決権（15,813,643個の議決権）はドイツ証券取引法第22条第1項第1文第1号に基づいて同社

に帰属し、1.13％の議決権（9,312,035個の議決権）はドイツ証券取引法第22条第1項第1文第6号に基づいて

同社に帰属し、0.28％の議決権（2,313,127個の議決権）はドイツ証券取引法第22条第1項第1文第6号（第2

文関連）に基づいて同社に帰属している。この合計値は、議決権の詳細な割当の合計値と必ずしも相互に関

連しないことに留意すべきである。これは、ブラックロックの会社組織内で議決権が重複して割り当てられ

ているためである。

・2014年9月25日にブラックロック・アドバイザーズ・ホールディングス・インク（米国、ニューヨーク）が

ドイツ証券取引法第21条第1項に基づいて当社に通知したところによれば、同社が保有するバイエルAGの議

決権は、2014年9月23日に5％の基準を下回り、同日現在4.86％（40,213,277個の議決権）となった。この

4.86％の議決権（40,213,277個の議決権）はドイツ証券取引法第22条第1項第1文第6号（第2文関連）に基づ

いて同社に帰属している。

・2014年9月24日にブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インク（米国、ニューヨー

ク）がドイツ証券取引法第21条第1項に基づいて当社に通知したところによれば、同社が保有するバイエル

AGの議決権は、2014年9月22日に5％の基準を下回り、同日現在4.99％（41,248,330個の議決権）となった。

この4.99％の議決権（41,248,330個の議決権）はドイツ証券取引法第22条第1項第1文第6号（第2文関連）に

基づいて同社に帰属している。
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・2014年9月24日にBRジャージー・インターナショナル・ホールディングス・エルピー（チャンネル諸島

ジャージー管区セント・ヘリア）がドイツ証券取引法第21条第1項に基づいて当社に通知したところによれ

ば、同社が保有するバイエルAGの議決権は、2014年9月22日に5％の基準を下回り、同日現在4.99％

（41,248,330個の議決権）となった。この4.99％の議決権（41,248,330個の議決権）はドイツ証券取引法第

22条第1項第1文第6号（第2文関連）に基づいて同社に帰属している。

・2014年9月11日にブラックロック・グループ・リミテッド（英国、ロンドン）がドイツ証券取引法第21条第1

項に基づいて当社に通知したところによれば、同社が保有するバイエルAGの議決権は、2014年9月9日に5％

の基準を下回り、同日現在4.99％（41,278,957個の議決権）となった。この4.99％の議決権（41,278,957個

の議決権）はドイツ証券取引法第22条第1項第1文第6号（第2文関連）に基づいて同社に帰属している。

 

当社は、上記の通知に加えて、バイエルAGの3％以上の議決権保有に関して、ドイツ証券取引法第21条第1項に

基づく追加の通知を過年度において以下の通り受領しており、2014年12月31日までにその変更通知を受領してい

なかった。

・2012年10月15日にブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク（米国、ニューヨーク）が当社

に通知したところによれば、同社が保有するバイエルAGの議決権は、2010年11月18日に5％の基準を超え、

同日現在5.0003％（41,350,004個の議決権）となった。当該議決権は、ドイツ証券取引法第22条第1項第1文

第6号（第2文関連）に基づき、すべてブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インクに帰属して

いた。

・2012年10月15日にブラックロック・ホールドコ2・インク（米国、ウィルミントン）が当社に通知したとこ

ろによれば、同社が保有するバイエルAGの議決権は、2010年11月18日に5％の基準を超え、同日現在

5.0003％（41,350,004個の議決権）となった。当該議決権は、ドイツ証券取引法第22条第1項第1文第6号

（第2文関連）に基づき、すべてブラックロック・ホールドコ2・インクに帰属していた。

・2012年9月6日にザ・キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（米国、ロサンゼルス）が当社に通知し

たところによれば、同社が保有するバイエルAGの議決権は、2012年9月1日に3％および5％の基準を超え、同

日現在6.48％（53,584,902個の議決権）となった。当該議決権は、ドイツ証券取引法第22条第1項第1文第6

号（第2文関連）に基づき、すべてザ・キャピタル・グループ・カンパニーズ・インクに帰属していた。

ザ・キャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの議決権に関する本通知は、同社および同社のグループ

会社内の組織再編のみに基づくものである。キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニーに

よる議決権の通知は、本通知による影響を受けなかった。

・2010年9月10日にブラックロック・インク（米国、ニューヨーク）が当社に通知したところによれば、同社

が保有するバイエルAGの議決権は、2010年9月6日に5％の基準を超え、同日現在5.03％（41,569,101個の議

決権）となった。当該議決権は、ドイツ証券取引法第22条第1項第1文第6号（第2文関連）に基づき、すべて

ブラックロック・インクに帰属していた。
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・2009年12月1日、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（米国、ロサンゼルス）が当

社に通知したところによれば、同社が保有する議決権は、2009年11月26日に10％の基準を下回り、同日現在

9.97％（82,483,440個の議決権）となった。当該議決権は、ドイツ証券取引法第22条第1項第1文第6号に基

づき、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニーに帰属していた。この9.97％の議決権の

うち、4.16％（34,400,827個の議決権に相当する。）は、ユーロパシフィック・グロース・ファンド（米

国、ロサンゼルス）（つまりバイエルAGの議決権を3％以上保有する株主）に保有されていた。
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2 【配当政策】

下記の表は、2011事業年度から2013事業年度の間の配当額および2014事業年度について提案されている配当額

を示したものである。

 

 2011年 2012年 2013年 2014年
(注)

配当支払総額（百万ユーロ） 1,364 1,571 1,737 1,861

1株当たり配当額（ユーロ） 1.65 1.90 2.10 2.25

 

(注)　2014事業年度について提案されている1株当たり配当額である。

 

配当決定は、毎事業年度終了後8ヶ月以内に開催される定時株主総会において行うことができる。

ドイツ法に基づき、バイエルAGは、取締役会および監査役会により可決承認された内容に従って、（バイエル

グループの連結財務書類ではなく、）非連結財務書類に計上されている貸借対照表利益からのみ配当を支払うこ

とができる。配当として分配可能な貸借対照表利益を決定するに当たっては、取締役会は、ドイツ法および定款

の規定に基づき、バイエルAGの当該事業年度の純利益のうち、法定準備金（gesetzliche Rücklagen）および繰

越欠損金に配分されるべき金額を控除した後の残額を、その他の利益剰余金（andere Gewinnrücklagen）に配分

することができる。純利益は50％超をその他の利益剰余金に配分することができるが、かかる利益剰余金が当社

資本株式の50％を超えない場合に限られる。取締役会はまた、財務書類の作成に当たって、利益剰余金から引き

出した資金をもって、貸借対照表利益を増やすことができる。

当社株主は、貸借対照表利益の処分案の決議に当たって、貸借対照表の一部または全部を繰り越し、利益剰余

金へ増額配分することができる。繰越利益は自動的に翌事業年度の貸借対照表利益に組み込まれ、全額を翌事業

年度の配当支払に使用することができる。剰余金に配分された金額は、取締役会が財務書類の作成に当たってか

かる配分を解除し、その結果貸借対照表利益が増えた範囲でのみ配当に充てることができる。

定時株主総会で承認された配当金は、総会において別段の決定が行われた場合を除き、総会後直ちに支払われ

る。バイエルAGの全株式は、ドイツ、フランクフルト・アム・マインのクリアストリーム・バンキング社に預託

された1枚の大券によって表章される振替決済証券であるため、株主はクリストリーム・バンキング社を通じ、

預金口座の貸方記入により配当を受領する。加えて、定時株主総会では、貸借対照表利益の一部または全部を、

現物配当の方法で株主に分配することを決定できる。

ある特定の事業年度の配当支払について、または当社が毎年支払う特定の金額についてはいかなる保証もでき

ないが、当社は今後も配当支払を継続する見込みである。

破産処理手続の結果としての会社清算を除き、バイエルAGの清算は、4分の3の資本株式がかかる投票が行われ

る株主総会に出席または代理出席し、過半数の承認が得られる場合にのみ、行うことができる。ドイツ会社法に

従い、バイエルAGの清算時には、バイエルAGの全債務を弁済した後の清算残余利益は、各株主が保有する株式数

が全株式数に占める割合に応じて分配される。

取締役会および監査役会は、配当可能利益を使用して、2014年度の配当を受領する権利を有する株主資本

2,117百万ユーロに対し、株式（826,947,808株）1株当たり2.25ユーロの配当を行うことを、2015年5月27日の定

時株主総会において提案する予定である。
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3 【株価の推移】

フランクフルト証券取引所

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
(注)

 

 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

最高
ユーロ 58.62 59.35 72.95 103.05 120.95

円 7,898 7,996 9,829 13,884 16,296

最低
ユーロ 44.12 36.82 47.95 69.01 91.51

円 5,944 4,961 6,460 9,298 12,329

 

(注)　情報源：ブルームバーグ

 

(2)【当該事業年度中最近6月間の月別最高・最低株価】
(注)

 

 2014年7月 8月 9月 10月 11月 12月

最高
ユーロ 106.00 102.85 112.70 113.45 120.95 120.95

円 14,281 13,857 15,184 15,285 16,296 16,296

最低
ユーロ 98.71 94.73 102.60 98.88 109.50 109.10

円 13,299 12,763 13,823 13,322 14,753 14,699

 

(注)　情報源：ブルームバーグ
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4 【役員の状況】

(1) 取締役および監査役の氏名、略歴等

取締役

 

氏名および生年月日
主要略歴　(a)入社日
(b)取締役就任日

(c)任期
役職等 所有株式数

マライン・デッカーズ
(Dr. Marijn Dekkers)
1957年9月22日生

(a)2010年1月1日
(b)2010年1月1日
(c)2016年任期満了

社長
摘要参照
のこと

ヴェルナー・バウマン
(Werner Baumann)
1962年10月6日生

(a)1988年9月1日
(b)2010年1月1日
(c)2017年任期満了

戦略およびポートフォリオ管理担
当

同上

ヨハネス・ディーチ
(Johannes Dietsch)
1962年1月2日生

(a)1981年9月1日
(b)2014年9月1日
(c)2017年任期満了

財務担当 同上

ミヒャエル・ケーニッヒ
(Michael König)
1963年9月3日生

(a)1990年6月1日
(b)2013年4月1日
(c)2016年任期満了

労務担当、人事、技術、持続可能
性担当

同上

ケマル・マリク
(Kemal Malik)
1962年9月29日生

(a)1995年7月31日
(b)2014年2月1日
(c)2017年任期満了

イノベーション担当 同上

 

監査役

 

氏名および生年月日
監査役に選任された年

(a)初選 (b)再選
(c)任期

役職等 所有株式数

ヴェルナー・ヴェニング
(Werner Wenning)
1946年10月21日

(a)2012年10月1日

(c)2017年
(注1) 監査役会会長

摘要参照
のこと

トーマス・ド・ヴィン
(注2)

(Thomas de Win)
1958年11月21日

(a)2002年4月26日
(b)2007年4月27日
(b)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

監査役会副会長、バイエルグルー
プ労使協議会会長、バイエル中央
労使協議会会長(2015年2月まで)

同上

パウル・アクライトナー
(Dr. Paul Achleitner)
1956年9月28日

(a)2002年4月26日
(b)2007年4月27日
(b)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

ドイツ銀行監査役会会長 同上

ジモーネ・バジェル-トラー
(Dr. rer. nat. Simone
Bagel-Trah)
1969年1月10日

(a)2014年4月29日

(c)2019年
(注4)

ヘンケルAG & Co. KGaAおよびヘ
ンケル・マネジメントAG 監査役
会会長、ヘンケルAG & Co. KGaA
株主委員会委員長

同上

クレメンス・ボルジッヒ
(Dr. Clemens Börsig)
1948年7月27日

(a)2007年4月27日
(b)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

さまざまな会社の監査役 同上

アンドレ・ヴァン・
ブロイッヒ
(André van Broich)
1970年6月19日

(b)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

バイエル労使協議会会長(ドル
マーゲン)

同上

トーマス・エベリング
(Thomas Ebeling)
1959年2月9日

(a)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

プロジーベンザット1メディア社
最高経営責任者

同上

トーマス・フィッシャー
(Dr.-Ing. Thomas Fischer)
1955年8月27日

(a)2005年10月1日
(b)2007年4月27日
(b)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

バイエルのグループ管理職従業員
委員会委員長

同上

ペーター・ハウスマン
(Peter Hausmann)
1954年2月13日

(a)2006年4月29日
(b)2007年4月27日
(b)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

ドイツ鉱業化学エネルギー産業労
働組合執行委員会委員

同上
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ライナー・ホフマン
(Reiner Hoffmann)
1955年5月30日

(a)2006年10月11日
(b)2007年4月27日
(b)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

ドイツ労働総同盟会長 同上

ユクセル・カラースラン
(Yüksel Karaaslan)
1968年3月1日

(a)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

バイエル労使協議会会長(ベルリ
ン)

同上

ぺトラ・クローネン
(Petra Kronen)
1964年8月22日

(a)2000年7月11日
(b)2002年4月26日
(b)2007年4月27日
(b)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

バイエル労使協議会会長(ユル
ディンゲン)

同上

ヘルムート・パンケ
(Dr. rer. nat. Helmut
Panke)
1946年8月31日

(a)2007年4月27日
(b)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

さまざまな会社の監査役 同上

スー・H・ラタイ
(Sue H. Rataj)
1957年1月8日

(a)2012年4月27日

(c)2017年
(注1) キャボット社(非執行)取締役 同上

ぺトラ・ラインボールド-
クナーペ
(Petra Reinbold-Knape)
1959年4月16日

(a)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

ドイツ鉱業化学エネルギー産業労
働組合北東地域書記

同上

ミヒャエル・シュミット-
キースリング
(Michael Schmidt-Kießling)
1959年3月24日

(a)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

バイエル労使協議会会長(エル
バーフェルト)

同上

クラウス・シュテュラニー

(注3)

(Dr. Klaus Sturany)
1946年10月23日

(a)2007年4月27日
(b)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

さまざまな会社の監査役 同上

オトマー・D・

ヴィーストラー

(Prof. Dr. Dr. h.c. Otmar

D. Wiestler)

(a)2014年10月7日

(c)2015年
(注5)

ドイツがん研究センター理事会会
長、科学メンバー

同上

エルンスト-ルートヴィヒ・
ヴィナッカー
(Prof. Dr. h.c. mult.
Ernst-Ludwig Winnacker)
1941年7月26日

(a)1997年4月30日
(b)2002年4月26日
(b)2007年4月27日
(b)2012年4月27日
(b)2014年4月29日

(c)2016年
(注6)

人間生体メカニズム解明計画
(HFSP)事務局長(ストラスブール)

同上

オリバー・チュールケ
(Oliver Zühlke)
1968年12月11日

(a)2007年4月27日
(b)2012年4月27日

(c)2017年
(注1)

バイエル中央労使協議会会長
(2015年2月から)、バイエル労使
協議会会長(レバクーゼン)、バイ
エル・ヨーロッパ・フォーラム会
長

同上

ヘルマン・ヨーゼフ・
シュトレンゲ
(Hermann Josef Strenger)
1928年9月26日

 
2002年4月26日以降、監査役会名
誉会長

同上

 
(注1)　監査役としての2016事業年度中の行為について追認を受ける定時株主総会の終了時まで任期が続く。

(注2)　2006年3月2日より監査役会副会長

(注3)　ドイツ株式会社法第100条第5項に基づく独立専門家

(注4)　監査役としての2018事業年度中の行為について追認を受ける定時株主総会の終了時まで任期が続く。

(注5)　監査役としての2014事業年度中の行為について追認を受ける定時株主総会の終了時まで任期が続く。

(注6)　監査役としての2015事業年度中の行為について追認を受ける定時株主総会の終了時まで任期が続く。
 

(摘要)　取締役および監査役ならびにこれらの近親者は、バイエルの株式について1暦年中に総額5,000ユーロ以上の売買を

行った場合は、かかる取引をすべて開示することを法律により義務付けられている。バイエルはかかる取引の詳細

を直ちにウェブサイト上で公開し、またドイツ金融監督庁に適宜通知する。この情報は企業登記簿に対して提供さ

れ、保管される。

2014年中、および本書の提出日までの間に、バイエルに対して、以下の取引の報告があった。
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取締役および監査役から当社に提出された情報によれば、財務書類作成のための決算日現在、同人らが保有するバ

イエルAG株式および関連する金融商品が、発行済株式に占める比率は、合計で1％未満であった。

 

日付／取引所 氏名／役職 証券 ISIN番号
取引の
種類

価格／通貨 取引量 総額

2015年3月3日
Xetra

ヴェルナー・ヴェニング
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
132.73
ユーロ

678
89,992.16

ユーロ

2015年3月3日
Xetra

クラウス・シュテュラニー
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
132.73
ユーロ

452
59,994.77

ユーロ

2015年3月3日
Xetra

パウル・アクライトナー
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
132.73
ユーロ

339
44,996.08

ユーロ

2015年3月3日
Xetra

クレメンス・ボルジッヒ
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
132.73
ユーロ

226
29,997.39

ユーロ

2015年3月3日
Xetra

トーマス・エベリング
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
132.73
ユーロ

226
29,997.39

ユーロ

2015年3月3日
Xetra

ヘルムート・パンケ
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
132.73
ユーロ

291
38,624.95

ユーロ

2015年3月3日
Xetra

エルンスト-ルートヴィヒ・
ヴィナッカー
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
132.73
ユーロ

226
29,997.39

ユーロ

2015年3月3日
Xetra

トーマス・フィッシャー
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
132.73
ユーロ

339
44,996.08

ユーロ

2015年3月3日
Xetra

マイケル・シュミット
-キースリング
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
132.73
ユーロ

226
29,997.39

ユーロ

2015年3月3日
Xetra

ジモーネ・バジェル-トラー
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
132.73
ユーロ

152
20,175.23

ユーロ

2015年3月3日
店 頭 取 引 市 場
(OTC)

スー・H・ラタイ
監査役

バイエ
ルAG米
国預託
証券
(ADR)

US0727
303028

購入
148.57
米ドル

226
33,576.82

米ドル

2014年3月5日
Xetra

パウル・アクライトナー
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
100.68
ユーロ

447
45,003.96

ユーロ

2014年3月5日
Xetra

クレメンス・ボルジッヒ
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
100.68
ユーロ

298
30,002.64

ユーロ

2014年3月5日
Xetra

トーマス・エベリング
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
100.68
ユーロ

298
30,002.64

ユーロ

2014年3月5日
Xetra

トーマス・フィッシャー
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
100.68
ユーロ

447
45,003.96

ユーロ

2014年3月5日
Xetra

クラウス・クラインフェルト
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
100.68
ユーロ

298
30,002.64

ユーロ

2014年3月5日
Xetra

ヘルムート・パンケ
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
100.68
ユーロ

298
30,002.64

ユーロ

2014年3月5日
Xetra

マイケル・シュミット
-キースリング
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
100.68
ユーロ

298
30,002.64

ユーロ

2014年3月5日
Xetra

スー・H・ラタイ
監査役

バイエ
ルAG米
国預託
証券
(ADR)

US0727
303028

購入
137.69
米ドル

293
40,343.17

米ドル

2014年3月5日
Xetra

エッケハルト・シュルツ
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
101.00
ユーロ

450
45,450.00

ユーロ

2014年3月5日
Xetra

クラウス・シュテュラニー
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
100.68
ユーロ

596
60,005.28

ユーロ

2014年3月5日
Xetra

ヴェルナー・ヴェニング
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
100.68
ユーロ

894
90,007.92

ユーロ

2014年3月5日
Xetra

エルンスト-ルートヴィヒ・
ヴィナッカー
監査役

株式
DE000
BAY0017

購入
100.68
ユーロ

298
30,002.64

ユーロ

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

 79/455



(2) 取締役および監査役の報酬

以下の報酬報告書には、取締役会および監査役会構成員の報酬制度の基本的要素および個々の構成員の報酬額

が記載されている。この報告書は、ドイツ会計基準第17号（DRS 17）の原則を含むドイツ商法（HGB）の要件を

満たしており、またドイツ・コーポレート・ガバナンス規範の勧告および国際財務報告基準（IFRS）に準拠して

いる。

 

取締役の報酬

目標

バイエルAGの取締役報酬制度は、業績本位の企業統治および企業価値の長期の増大の確保を指向した構造と

なっている。この制度の中心的要素は、取締役の職務を考慮した固定報酬および企業の毎年の業績目標の達成度

に応じて支払われるインセンティブ報酬部分－短期インセンティブ報酬（STI）－を含む。毎年の役務に直接関

連する報酬の他に、バイエル社の株価の長期的推移に直接連動し、それによって会社への持続的コミットメント

へのインセンティブを生み出すよう意図された、2種類の長期的株式ベース報酬がある。当社の取締役報酬制度

はまた、有能な経営者の獲得競争に成功することに加え、法律および規制上のコンプライアンスを確保すること

を目標としている。取締役報酬は、バイエルグループの経営幹部の報酬制度の原則に沿ったものである。取締役

の報酬制度の妥当性と報酬水準は、監査役会により定期的に見直され、必要に応じて調整される。

 

報酬の構成

取締役は、業績と連動しない要素と業績に連動する要素を含む報酬を受ける。報酬構成は、平均年間総報酬お

よび100％の目標達成を基礎として、次の通り設定されている。

 

取締役会の報酬構成（ドイツ商法準拠）
（注）

 

 

(注)　付加給付および年金受給権を除く。

 

業績と連動しない報酬は、年間固定報酬および付加給付からなっている。業績に連動する報酬の一部は変動報

酬で構成されており、そのうち50％は現金による短期変動報酬、50％は長期現金報酬（3年間保有されるバイエ

ル社仮想株式で付与される。）である。さらにもう一つ、長期インセンティブ報酬の性質をもつ業績連動報酬の

要素として、保有期間4年の株式ベースの現金報酬プログラム、アスパイアがある。
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個々の業績連動報酬には、付与日において上限が設けられる。2013年度版ドイツ・コーポレート・ガバナンス

規範の新たな勧告に従うため、業績連動要素の支払いと、報酬額全体（年間固定報酬と変動要素の合計）にも上

限を設けることが合意されており、2014事業年度から実施される。報酬総額の上限は各自の目標報酬の1.8倍で

あり、毎年、固定報酬の設定時に決定される。

このほか、取締役は、取締役自身とその遺族に対する年金受給権を獲得する。

 

業績非連動型報酬

年間固定報酬

業績に連動しない年間固定報酬の水準は、取締役に課された職務と責任のほか、市場条件を考慮して決定され

る。監査役会は、消費者物価指数を考慮に入れて定期的に取締役の固定報酬を見直し、必要に応じて調整を行

う。固定報酬は12ヶ月の分割払いで支給する。

 

付加給付

付加給付の主な要素は、運転手つき社用車または会社駐車場の使用等の特典、防犯設備費用の支払い、および

年1回の健康診断費用の払戻しである。付加給付は実費または獲得された金銭利益の額で報告されている。

 

業績連動型報酬

短期変動現金報酬

短期変動報酬（短期インセンティブ報酬、すなわちSTI)は、年間固定報酬の一定割合（目標値）を基に決定さ

れる。この額は、バイエルグループ、事業グループおよび取締役個人の目標到達度によって調整される。

バイエルグループに関連する部分はグループの1株当たり中核利益との関連で決定され、事業グループに関連

する部分は、ヘルスケア事業グループ、農業関連事業グループおよび素材科学事業グループの加重平均目標達成

度に基づいて決定される。事業グループごとの毎年の目標は、それぞれの事業戦略および運営上の優先事項から

設定される。ヘルスケア事業グループおよび農業関連事業グループの目標達成度は主に特別項目計上前EBITDA利

益率と売上高増加率の目標値と実際値の比較により測定される。素材科学事業グループの目標達成度はキャッ

シュ・フロー投資収益率（CFROI）で測定される。目標達成度の測定においては、安全性、法令遵守および持続

可能性の状況等の定性的目標も考慮される。

変動報酬の個人に関する部分の目標達成度は、監査役会によって決定される。1事業年度の短期インセンティ

ブ報酬のうち50％は、翌事業年度の第2四半期に支払われる。残りの50％は、バイエル仮想株式の形式で付与さ

れる。
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バイエル仮想株式による長期変動現金報酬

付与された仮想株式の数と3年の保有期間末の支払額はともに、フランクフルト証券取引所のXetraシステムに

おける、当該年度の最終30取引日間のバイエル株式の公式平均終値に基づいて算出される。取締役が保有するバ

イエル仮想株式数に関する現金支払いは、3年の保有期間末に、その時点のバイエル社の市場価格に基づいて行

われる。さらに、取締役は、当該期間中に同等数の実株式に対して支払われた配当総額と同じ額を受領する。支

払いは、3年間の期間が終了した年の翌年の1月に行われる。この支払額の上限は、3年間の期間の開始時に仮想

株式に転換された額の200％である。取締役には保有期間の延長ないしは支払いの繰り延べの選択肢はない。取

締役が取締役会を退く時には、各トランシュの3分の2を対象とする保有期間は2年間に短縮される。当該取締役

が事業年度の途中で取締役を退く場合、すでに2年間を超えて保有されているトランシュの3分の2については直

ちに支払いが行われ、各トランシュの残り3分の1は引き続き3年間の保有期間の対象となる。

 

長期株式ベース報酬（アスパイアI）

取締役は、特定のガイドラインに従って各個人について定められた一定数のバイエル株式を個人的投資として

購入することを条件に、バイエルグループでの勤務を継続している限り、株式ベースの株式に基づく長期報酬プ

ログラムであるアスパイアI（「アスパイア」）の毎年のトランシェに参加する資格がある。本プログラムに基

づく支払額は、年間固定報酬に対する百分率として契約上合意された「アスパイア目標額」に基づいている。バ

イエル株式のパフォーマンス（絶対値およびベンチマーク指数であるEURO STOXX 50に対する相対値の両方で表

される。）に応じて、プログラム参加者には、各自のアスパイア目標額の0％から300％までのアワードが、各業

績期間末に付与される。バイエルの株価の絶対的および相対的動向に応じた支払い／パフォーマンスのマトリク

スについては、ウェブサイトHTTP://WWW.INVESTOR.BAYER.COM/EN/STOCK/STOCK-PROGRAMS/ASPIREで説明してい

る。

取締役の退職時には、進行中のトランシェが短縮され、したがってその価値が減少する場合がある。この場

合、2011年までに発行されたトランシェは、当該トランシェの期間中に実際に取締役に在任した期間に比例して

短縮される。2012年以降発行されるトランシェは、トランシェ最初の年に実際に取締役に在任した期間によって

短縮期間が決められる。

 

拡張株式所有ガイドライン

バイエル株式に個人的に投資するというアスパイア・プログラムの参加要件に付け加えて、取締役は、「拡張

株式保有ガイドライン」を遵守する義務を負う。同ガイドラインにより、取締役会会長は自らの年間固定報酬の

150％に相当する価額の、またその他の取締役は自らの年間固定報酬の100％に相当する価額のバイエル株式のポ

ジションを、4年以内に構築し、かつ取締役である限り保有し続けなくてはならない。短期インセンティブ報酬

の50％を仮想株式に転換することで獲得した仮想株式の半数は、このポジションに算入することができる。取締

役は、まず4年間のポジション構築期間末に、またその後は毎年、この義務の遵守状況を示す証拠書類を提供し

なければならない。年間固定報酬が著しく変動した場合は、保有すべき株式の価額も適宜調整しなければならな

い。
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年金受給権（退職年金および遺族年金）

2013年より前に任命された取締役は、原則としてバイエルグループを退職後、終身企業年金を受給する（ただ

し満60歳到達後）権利を有する。この年金は、原則として月払い終身年金の形で支給される。マライン・デッ

カーズには、年金ではなく一括受け取りの選択肢がある。

年間の認定年金受給額は、最終年間固定報酬の少なくとも15％相当額である。この比率は取締役としての勤続

年数に応じて最高60％まで上昇する可能性がある。遺族年金の取決めでは、基本的に、寡婦年金は取締役の年金

受給権の60％、また遺児年金は子1名につき取締役の年金受給権の15％に設定されている。

将来の年金給付額は毎年見直され、消費者物価の推移により調整される。年金受給権は、取締役が満65歳に達

する前に監査役会の事前の書面による同意を得ずにバイエルAGまたはその他のバイエルグループ会社と競合関係

にある企業に就職している期間中は、停止する。

2013年またはそれ以降に任命された取締役の毎年の年金受給権は、拠出額に基づいて決定される。バイエル

は、各人の各年の固定報酬の33％に相当する仮想拠出を行う。このパーセンテージの内訳は、基本的拠出が

6％、マッチング拠出が27％（当該取締役の9％の個人拠出の3倍）である。年間拠出総額は、ライニッシェ・ペ

ンシオンスカッセ（Rheinische Pensionskasse VVaG）年金基金の適用あるタリフの年金表に従って、年金モ

ジュールに転換される。退職時（最も早くて62歳時）の年間年金受給権は、投資賞与を含む累積年金モジュール

の総額である。投資賞与は、ライニッシェ・ペンシオンスカッセの資産に係る純収益から拠出額の最低収益（タ

リフに基づいて保証され、ドイツ金融監督庁によって承認される。）を差し引いた額に基づいて、毎年決定され

る。ケマル・マリクはこれに加えて、65歳の誕生日から年間80千ユーロの定額年金受給権を付与されている。こ

の金額は、同氏の任期が一定の条件下で65歳の誕生日より前に終了した場合は、比例して減額される。

最終的な年金受給権は、予め正確に決定することはできない。当該受給権は、当該取締役の報酬の推移、取締

役会での勤続年数およびライニッシェ・ペンシオンスカッセの資産に係る収益によって左右される。当社は現

在、ある取締役が達成可能な年金受給権総額は、当該取締役の退職直前の年間固定報酬の約45％（そのうちおよ

そ38％は当社から、7％は当該取締役から資金が提供される。）であると見積もっている。

一定の資産は契約信託制度（CTA）に基づいてバイエル年金基金により管理されており、ドイツにおける取締

役に関する直接約定から生じる年金債務に対して、多額の追加保証が提供されている。

 

取締役としての勤務の終了時点における給付

契約終了後競業禁止の合意

取締役とは、2年間の合意期間中、当社が補償金を支払うことを規定する契約終了後競業禁止の合意を行って

いる。2010年1月1日以降新たに任命された取締役に対する補償金は、退任前12ヶ月間の平均固定報酬の100％で

ある。マライン・デッカーズとの契約終了後競業禁止の合意は、同様の事例における従前の慣行に従って、2014

年6月に同氏の役務契約の期間が延長された時に無償で破棄された。
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支配権の変更

取締役との間には、会社の支配権変更の場合に、一定の状況下で離職手当を支払うことを定めた合意がある。

取締役が支配権の変更により早期退任した場合に支払われる可能性がある離職手当の額は、ドイツ・コーポレー

ト・ガバナンス規範第4.2.3条の勧告に基づき、報酬の最大3年分に制限されている。かかる金額は、役務契約の

残存期間に支払われる報酬の額を超えない。

 

就業不能

取締役は、一時的に就業不能に陥った場合、契約上合意した報酬額を引き続き受領する。取締役が少なくとも

18ヶ月間連続して就業不能に陥り、自己の職務を完全に遂行することが永続的に不可能である可能性が高い場合

（永続的就業不能）、バイエル社は役務契約を早期解除することができる。永続的就業不能のために60歳前に契

約が解除された場合には、就業不能年金が支払われる。2013年より前に任命された取締役については、就業不能

年金の額は、退職年金と同様、最終固定報酬の少なくとも15％とし、取締役としての勤続に応じて最大60％まで

増加する可能性がある。2013年またはそれ以降に任命された取締役については、役務契約に基づく就業不能年金

の額は、契約終了日において、契約終了日から当該取締役の55歳の誕生日（該当する場合）までの仮想上の勤務

期間を考慮して確定した受給権に相当する。

 

2014年の取締役報酬

2014年の取締役会構成員の報酬総額は15,648千ユーロ（2013年：13,563千ユーロ）であった。そのうち4,561

千ユーロ（2013年：3,956千ユーロ）は業績非連動部分、11,087千ユーロ（2013年：9,607千ユーロ）は業績連動

部分である。年金勤務費用は1,385千ユーロ（2013年：1,271千ユーロ）であった。

2014年中、取締役会の人員構成または取締役の任期に以下の変更があった。

取締役会会長マライン・デッカーズの契約期間は、同氏の当初5年間の任期満了時に、2年間（2016年12月31日

まで）延長された。

2014年2月1日付で、ケマル・マリクがバイエルAGの取締役に任命された。2014年4月30日、同氏はヴォルフガ

ング・プリシュケの後任となり、プリシュケは2014年4月29日午前零時をもって退任した。

監査役会決議により、最高財務責任者（CFO）であったヴェルナー・バウマンは、2014年10月1日付で最高戦

略・ポートフォリオ責任者（CSPO）に任命された。同氏の現行契約の期間は2017年12月31日までである。

上海を拠点とする中国バイエル代表およびCFOであったヨハネス・ディーチは、2014年9月1日付でバイエルAG

の取締役に任命された。同氏は2014年10月1日付でCFOの役職を引き継いだ。

2013年および／または2014年に在任した取締役各人の報酬総額（ドイツ商法準拠）は、次表の通りである。
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取締役報酬（ドイツ商法準拠）

 
固定

年次報酬 付加給付
短期変動
現金報酬

バイエル仮想株式に
基づく長期変動

現金報酬
(注1)

株式に基
づく長期
現金報酬
(アスパ

イア)
(注

2) 報酬総額

年金勤務

費用
(注3)

年 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2013 2014 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

 

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユー

ロ

千

ユー

ロ

千

ユーロ

千

ユーロ

株

千

ユーロ 株

千

ユーロ

千

ユー

ロ

千

ユー

ロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千ユー

ロ

千ユー

ロ

2014年12月31日時点の在任取締役

マライン・

デッカーズ

(会長) 1,347 1,363 39 42 1,532 1,828 15,802 1,532 15,809 1,828 382 414 4,832 5,475 677 722

ヴェル

ナー・バウ

マン 888 899 43 67 881 1,051 9,085 881 9,088 1,051 252 273 2,945 3,341 189 204

ヨハネス・

ディーチ ‒ 240 ‒ 22 ‒ 280 ‒ ‒ 2,424 280 ‒ ‒ ‒ 822 ‒ 65

ミヒャエ

ル・ケー

ニッヒ 533 719 51 222 529 841 5,451 529 7,271 841 ‒ 218 1,642 2,841 120 176

ケマル・

マリク ‒ 659 ‒ 72 ‒ 771 ‒ ‒ 6,665 771 ‒ ‒ ‒ 2,273 ‒ 216

元取締役

ヴォルフガ

ング・プリ

シュケ
(注4)

(注5)(注6) 710 238 35 18 1,476 280 7,631 740 2,485 287 201 73 3,162 896 6 2

リヒャル

ト・ポット

(注7) 296 ‒ 14 ‒ 294 ‒ 3,028 294 ‒ ‒ 84 ‒ 982 ‒ 279 ‒

合計 3,774 4,118 182 443 4,712 5,051 40,997 3,976 43,742 5,058 919 978 13,563 15,648 1,271 1,385

 

(注1)　転換日の公正価値

(注2)　付与日の公正価値

(注3)　バイエル・ペンシオンスカッセ（Bayer-Pensionskasse VVaG）またはライニッシェ・ペンシオンスカッセ

（Rheinische Pensionskasse VVaG）への当社拠出金を含む。

(注4)　プリシュケは2014年4月29日午前零時をもって取締役会を引退した。

(注5)　プリシュケの2013年の短期変動現金報酬には、同氏に付与された追加の一時的変動支払額771千ユーロが含まれてい

る。

(注6)　プリシュケは、2010年に行われた変動現金報酬制度の早期変更を受け入れる代わりに、短期インセンティブ報酬

（STI）の50％をバイエル仮想株式に転換して、バイエル仮想株式20株につきもう1株のバイエル仮想株式を受領し

た。

(注7)　ポットは2013年5月31日午前零時をもって取締役会を引退した。

 

年間固定報酬

取締役の固定報酬は2014年に調整された。全取締役の固定報酬総額は4,118千ユーロ（2013年：3,774千ユー

ロ）であった。

 

短期変動現金報酬

2014年に取締役全員に対して支払われた短期変動現金報酬（短期インセンティブ報酬の短期部分）の総額は、

連帯拠出金控除後で、5,051千ユーロ（2013年：4,712千ユーロ）であった。4,771千ユーロの引当金が、2014年

12月31日現在在任中の取締役に対するこの報酬要素の支払いのために設定された。労働者代表とのそれぞれの合
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意の適用を受ける当社の従業員は全員、ドイツ国内の拠点における雇用確保のため、連帯拠出金を支払う。2014

年の当該拠出金は、各取締役の短期インセンティブ報酬総額の0.27％（2013年：0.47％）に上った。
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バイエル仮想株式に基づく長期変動現金報酬

2014年の短期インセンティブ報酬の50％のバイエル仮想株式への転換は、平均株価115.66ユーロ（2013年：

96.96ユーロ）に基づいて行われた。

バイエル仮想株式に基づく長期変動現金報酬（ドイツ商法に従って報酬総額に算入される。）の価値は、

5,058千ユーロ（2013年：3,976千ユーロ）であった。IFRSに準拠する報酬総額には、既存の受給権の価値変動額

1,559千ユーロ（2013年：5,030千ユーロ）も含まれる。

各年度に付与されたバイエル仮想株式に基づいて当年度中の在任取締役に支払われる将来の現金支払額に関し

て、2014年12月31日現在、17,775千ユーロ（2013年：18,310千ユーロ）の引当金が設定されていた。この額には

過去の各年に起因する配当金も含まれている。

 

株式に基づく長期現金報酬（アスパイア）

アスパイア・プログラムに基づく株式に基づく長期現金報酬は、ドイツ商法に従い、各付与日現在の公正価値

978千ユーロ（2013年：919千ユーロ）で報酬総額に含まれている。

IFRSに準拠する場合は、各年度に獲得した部分的受給権の公正価値が報酬総額に含まれる。したがって、業績

期間4年で付与された株式に基づく報酬は、付与年度から4年間にわたり、各報酬の公正価値で費用計上される。

IFRSに準拠した報酬総額には、過年度に付与された現在進行中のアスパイアのトランシェに基づく既存の受給権

の価値変動額も含まれる。

 

取締役報酬 － アスパイア・プログラム（IFRS準拠）

 

2014年12月31日時点の在任取締役 元取締役

合計

マライン・

デッカーズ

(会長)
ヴェルナー・
バウマン

ヨハネ
ス・

ディーチ
(注3)

ミヒャエル・
ケーニッヒ

(注3)

ケマ
ル・
マリク
(注3)

ヴォルフ
ガング・
プリシュケ

リヒャ
ルト・
ポット

 年 千ユーロ 千ユーロ
千

ユーロ 千ユーロ
千

ユーロ 千ユーロ
千

ユーロ
千

ユーロ

各年に獲得した

株式に基づく報

酬の受給権
(注1)

2014 1,186 684 78 246 247 1,161 ‒ 3,602

2013 1,115 679 ‒ 141 ‒ 651 339 2,925

既存受給権の価

値変動額
(注2)

2014 272 154 18 43 56 144 ‒ 687

2013 703 444 ‒ 87 ‒ 444 634 2,312

合計 2014 1,458 838 96 289 303 1,305 ‒ 4,289

2013 1,818 1,123 ‒ 228 ‒ 1,095 973 5,237

 

(注1)　新規に獲得した受給権は、アスパイア・プログラムの2011年～2014年（2013年：2010年～2013年）のトランシュに由

来するものである（この報酬は、4年間にわたって獲得された（またはされている）ため）。2013年および2014年に

ついては、それぞれ案分比例の公正価値で記載されている。

(注2)　本欄は、2011年、2012年および2013年（2013年：2010年、2011年および2012年）にすでに獲得された受給権の価値変

動を示している。

(注3)　ヨハネス・ディーチ、ミヒャエル・ケーニッヒおよびケマル・マリクの2014年に獲得されたアスパイアの受給権およ

び価値の変動額は、取締役となる前に付与されたが、まだ完全に獲得されていないアスパイアのトランシュに関係す

るものである。これはミヒャエル・ケーニッヒの2013年のデータにも当てはまる。

 

2014年12月31日現在在任中の取締役のアスパイア受給権のために、7,155千ユーロ（2013年：6,813千ユーロ）

の引当金が設定された。
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年金受給権

ドイツ商法に従って2014年に認識された取締役の年金勤務費用は1,385千ユーロ（2013年：1,271千ユーロ）、

IFRSに従って認識された年金受給権の当期勤務費用は1,716千ユーロ（2013年：1,805千ユーロ）であった。

各取締役に帰属する勤務費用および年金債務の決済価額または現在価値は、次表の通りである。

 

年給受給権（ドイツ商法およびIFRS準拠）

 

ドイツ商法準拠 IFRS準拠

年金勤務費用
(注1)

12月31日現在の年金債
務の決済価額

年金受給権の
勤務費用

12月31日現在の
確定給付年金債務の

現在価値

2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年

千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ

2014年12月31日時点の在任取締役

マライン・

デッカーズ 677 722 5,451 8,256 960 877 6,684 12,812

ヴェルナー・

バウマン 189 204 4,936 5,738 291 259 6,354 10,701

ヨハネス・

ディーチ ‒ 65 ‒ 2,160 ‒ 85 ‒ 4,133

ミヒャエル・

ケーニッヒ 120 176 1,327 1,626 185 222 1,719 3,259

ケマル・マリク ‒ 216 ‒ 231 ‒ 273 ‒ 1,343

元取締役

ヴォルフガング・

プリシュケ
(注2)

6 2 7,621 ‒ ‒ ‒ 8,716 ‒

リヒャルト・

ポット
(注3)

279 ‒ ‒ ‒ 369 ‒ ‒ ‒

合計 1,271 1,385 19,335 18,011 1,805 1,716 23,473 32,248

 

(注1)　バイエル・ペンシオンスカッセ（Bayer-Pensionskasse VVaG）またはライニッシェ・ペンシオンスカッセ

（Rheinische Pensionskasse VVaG）への当社拠出金を含む。

(注2)　プリシュケは2014年4月29日午前零時をもって取締役会を引退した。

(注3)　ポットは2013年5月31日午前零時をもって取締役会を引退した。
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ドイツ商法に基づく年金勤務費用とIFRSに基づく年金受給権の勤務費用との差異は、ドイツ商法に基づく決済

価額とIFRSに基づく確定給付年金債務の現在価値の計算に使用される評価原則の差異に由来するものである。

IFRSによる報酬総額は、次表の通りである。

 

IFRSに準拠した取締役報酬

 2013年 2014年

 千ユーロ 千ユーロ

固定報酬 3,774 4,118

付加給付 182 443

短期の業績非連動型報酬の合計 3,956 4,561

短期の業績連動型現金報酬 4,712 5,051

短期報酬合計 8,668 9,612

各年に獲得した株式に基づく報酬(バイエル仮想株式) 3,976 5,058

株式に基づく報酬(バイエル仮想株式)に対する既存受給権の価値の変動 5,030 1,559

各年に獲得した株式に基づく報酬(アスパイア) 2,925 3,602

株式に基づく報酬(アスパイア)に対する既存受給権の価値の変動 2,312 687

株式に基づく報酬(長期インセンティブ報酬)合計 14,243 10,906

各年に獲得した年金受給権の勤務費用 1,805 1,716

長期報酬合計 16,048 12,622

報酬総額(IFRS準拠) 24,716 22,234
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ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範の勧告に基づく開示

以下の表は、2014年6月版ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範の勧告に従って、2014年に関して支払われ

た報酬および付加給付（変動報酬の達成可能な最高・最低額を含む。）ならびに2013年および2014年における報

酬の配分について示したものである。

 

2014年に関して付与された報酬および給付

 

2014年12月31日時点の在任取締役

マライン・デッカーズ
(会長)

ヴェルナー・バウマン
(戦略)

ヨハネス・ディーチ
(財務)

2010年1月1日就任 2010年1月1日就任 2014年9月1日就任

2013年
目標値

2014年
目標値

2014年
最低額

2014年
最高額
(注3)

2013年
目標値

2014年
目標値

2014年
最低額

2014年
最高額
(注3)

2013年
目標値

2014年
目標値

2014年
最低額

2014年
最高額
(注3)

千
ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

固定年間報酬 1,347 1,363 1,363 1,363 888 899 899 899 ‒ 240 240 240

付加給付 39 42 42 42 43 67 67 67 ‒ 22 22 22

年間固定報酬総額 1,386 1,405 1,405 1,405 931 966 966 966 ‒ 262 262 262

短期変動現金報酬(STIの50％) 1,448 1,466 0 2,931 833 843 0 1,685 ‒ 225 0 449

長期株式ベース報酬

(アスパイア)
(注4)

            

2013年(2013年1月1日～

2016年12月31日) 539 ‒ ‒ ‒ 355 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

2014年(2014年1月1日～

2017年12月31日) ‒ 545 0 1,636 ‒ 359 0 1,078 ‒ 107 0 321

長期変動現金報酬

(バイエル仮想株式)
(注5)

            

2013年(2014年1月1日～

2016年12月31日) 1,448 ‒ ‒ ‒ 833 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

2014年(2015年1月1日～

2017年12月31日) ‒ 1,466 0 5,862 ‒ 843 0 3,370 ‒ 225 0 899

ヘルスケア事業グループ
特別賞与 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

合計 4,821 4,882 1,405 11,834 2,952 3,011 966 7,099 ‒ 819 262 1,931

勤務費用 677 722 722 722 189 204 204 204 ‒ 65 65 65

報酬総額 5,498 5,604 2,127 12,556 3,141 3,215 1,170 7,303 ‒ 884 327 1,996
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 2014年12月31日時点の在任取締役

ミヒャエル・ケーニッヒ
(注2)

（人事）
ケマル・マリク

（イノベーション）

2013年4月1日就任 2014年2月1日就任

2013年
目標値

2014年
目標値

2014年
最低額

2014年
最高額
(注3)

2013年
目標値

2014年
目標値

2014年
最低額

2014年
最高額
(注3)

千
ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ
千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

固定年間報酬 533 719 719 719 ‒ 659 659 659

付加給付 51 222 222 222 ‒ 72 72 72

年間固定報酬総額 584 941 941 941 ‒ 731 731 731

短期変動現金報酬(STIの50％) 500 674 0 1,348 ‒ 618 0 1,236

長期株式ベース報酬(アスパイア)
(注4)

        

2013年(2013年1月1日～2016年12月31日) 93 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

2014年(2014年1月1日～2017年12月31日) ‒ 288 0 863 ‒ 135 0 405

長期変動現金報酬(バイエル仮想株式)
(注5)

        

2013年(2014年1月1日～2016年12月31日) 500 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

2014年(2015年1月1日～2017年12月31日) ‒ 674 0 2,696 ‒ 618 0 2,471

ヘルスケア事業グループ特別賞与 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

合計 1,677 2,577 941 5,848 ‒ 2,102 731 4,843

勤務費用 120 176 176 176 ‒ 216 216 216

報酬総額 1,797 2,753 1,117 6,024 ‒ 2,318 947 5,059

 
 元取締役

ヴォルフガング・

プリシュケ
(注1)

リヒャルト・ポット
(注1)

2014年4月29日退任 2013年6月1日退任

2013年
目標値

2014年
目標値

2014年
最低額

2014年
最高額
(注3)

2013年
目標値

2014年
目標値

2014年
最低額

2014年
最高額
(注3)

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

千

ユーロ

固定年間報酬 710 238 238 238 296 ‒ ‒ ‒

付加給付 35 18 18 18 14 ‒ ‒ ‒

年間固定報酬総額 745 256 256 256 310 ‒ ‒ ‒

短期変動現金報酬(STIの50％) 666 225 0 449 278 ‒ ‒ ‒

長期株式ベース報酬(アスパイア)
(注4)

        

2013年(2013年1月1日～2016年12月31日) 284 ‒ ‒ ‒ 118 ‒ ‒ ‒

2014年(2014年1月1日～2017年12月31日) ‒ 96 0 288 0 ‒ ‒ ‒

長期変動現金報酬(バイエル仮想株式)
(注5)

        

2013年(2014年1月1日～2016年12月31日) 699 ‒ ‒ ‒ 278 ‒ ‒ ‒

2014年(2015年1月1日～2017年12月31日) ‒ 230 0 921 ‒ ‒ ‒ ‒

ヘルスケア事業グループ特別賞与 500 0 0 0 0 ‒ ‒ ‒

合計 2,894 807 256 1,914 984 ‒ ‒ ‒

勤務費用 6 2 2 2 279 ‒ ‒ ‒

報酬総額 2,900 809 258 1,916 1,263 ‒ ‒ ‒

 

(注1)　仮想株式の付与に関連する契約上合意された無償株式を含む。

(注2)　2013年にミヒャエル・ケーニッヒに支払われた報酬および付加給付、ならびに2014年にヨハネス・ディーチ、ミヒャ

エル・ケーニッヒおよびケマル・マリクに支払われた報酬および付加給付は、専ら取締役としての役務に関するもの

である。2013年および2014年のアスパイアのトランシュは、取締役に任命される前に付与されたものである。これら

のトランシュの権利確定期間は、取締役に任命された日以降まで延長されている。

(注3)　2014年から適用される上限は、達成可能な変動報酬最高額においてはまだ考慮されていない。1年間の支払い。

(注4)　300％までに制限されている。

(注5)　短期変動現金報酬（STIの50％）の最高額の200％までに制限されている。
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2013年および2014年における報酬の配分

 

 

2014年12月31日時点の在任取締役

マライン・デッカーズ
(会長)

ヴェルナー・バウマン
(戦略)

ヨハネス・ディーチ
(財務)

2010年1月1日就任 2010年1月1日就任 2014年9月1日就任

2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年

千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ

固定年間報酬 1,347 1,363 888 899 ‒ 240

付加給付 39 42 43 67 ‒ 22

合計 1,386 1,405 931 966 ‒ 262

短期変動現金報酬       

2013年 1,532 ‒ 881 ‒ ‒ ‒

2014年 ‒ 1,828 ‒ 1,051 ‒ 280

長期株式ベース現金報酬(アスパイア)       

2010年(2010年1月1日～2012年12月31日) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

2010年(2010年1月1日～2013年12月31日)
(注1)

‒ 960 ‒ 759 ‒ ‒

長期現金報酬(バイエル仮想株式)

2010年(2011年1月1日～2013年12月31日) ‒ 1,594 ‒ 978 ‒ ‒

長期現金報酬の3分の2の前払(バイエル仮想株式)       

2010年(2011年1月1日～2013年12月31日) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

2011年(2012年1月1日～2014年12月31日) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

ヘルスケア事業グループ特別賞与 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

合計 2,918 5,787 1,812 3,754 ‒ 542

勤務費用／給付費用 677 722 189 204 ‒ 65

報酬総額 3,595 6,509 2,001 3,958 ‒ 607

 

 

 2014年12月31日時点の在任取締役

ミヒャエル・ケーニッヒ

(人事)

ケマル・マリク

(イノベーション)

2013年4月1日就任 2014年2月1日就任

2013年 2014年 2013年 2014年

千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ

固定年間報酬 533 719 ‒ 659

付加給付 51 222 ‒ 72

合計 584 941 ‒ 731

短期変動現金報酬     

2013年 529 ‒ ‒ ‒

2014年 ‒ 841 ‒ 771

長期株式ベース現金報酬(アスパイア)     

2010年(2010年1月1日～2012年12月31日) ‒ ‒ ‒ ‒

2010年(2010年1月1日～2013年12月31日)
(注1)

‒ 35 ‒ ‒

長期現金報酬(バイエル仮想株式)

2010年(2011年1月1日～2013年12月31日) ‒ ‒ ‒ ‒

長期現金報酬の3分の2の前払(バイエル仮想株式)     

2010年(2011年1月1日～2013年12月31日) ‒ ‒ ‒ ‒

2011年(2012年1月1日～2014年12月31日) ‒ ‒ ‒ ‒

ヘルスケア事業グループ特別賞与 ‒ ‒ ‒ ‒

合計 1,113 1,817 ‒ 1,502

勤務費用／給付費用 120 176 ‒ 216

報酬総額 1,233 1,993 ‒ 1,718
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 元取締役

ヴォルフガング・
プリシュケ リヒャルト・ポット

2014年4月29日退任 2013年6月1日退任

2013年 2014年 2013年 2014年

千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ

固定年間報酬 710 238 296 ‒

付加給付 35 18 14 ‒

合計 745 256 310 ‒

短期変動現金報酬     

2013年 705 ‒ 294 ‒

2014年 ‒ 280 ‒ ‒

長期株式ベース現金報酬(アスパイア)     

2010年(2010年1月1日～2012年12月31日) 253 ‒ 253 ‒

2010年(2010年1月1日～2013年12月31日)
(注1)

‒ 759 ‒ ‒

長期現金報酬(バイエル仮想株式)

2010年(2011年1月1日～2013年12月31日) ‒ 1,026 ‒ ‒

長期現金報酬の3分の2の前払(バイエル仮想株式)     

2010年(2011年1月1日～2013年12月31日) ‒ ‒ 587 ‒

2011年(2012年1月1日～2014年12月31日) ‒ 915 ‒ ‒

ヘルスケア事業グループ特別賞与 771 ‒ ‒ ‒

合計 2,474 3,236 1,444 ‒

勤務費用／給付費用 6 2 279 ‒

報酬総額 2,480 3,238 1,723 ‒

 

2014年6月24日版ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範に含まれる修正のために、過年度の数値は修正再表示されている。

現在、短期変動現金報酬は、支払われた年度ではなく付与された年度に配分されている。

(注1)　ミヒャエル・ケーニッヒに対する2010年アスパイアのトランシュからの支払額は、取締役就任前に始まった権利確定

期間に関するものである。当該トランシュは、同氏の取締役就任日時点でまだ完全には権利が確定していなかった。
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2013年の監査役の報酬

監査役の報酬は、2014年4月29日の定時株主総会の決議により2014年5月16日付をもって変更された定款の各規

定に従っている。

監査役は、120,000ユーロの年間固定報酬に加えて、経費の払戻しを受ける。

ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範の勧告に従い、監査役会の会長および副会長ならびに各委員会の委員

長および委員には、追加報酬が支払われる。監査役会会長は年間固定報酬360,000ユーロを、副会長は240,000

ユーロを受領する。この金額は委員会の委員および委員長としての報酬も含む。委員会のその他の委員は、追加

的な委員報酬を受領する。監査委員会の委員長は追加報酬として120,000ユーロを、また監査委員会のその他の

委員はそれぞれ60,000ユーロを受領する。その他の委員会の委員長はそれぞれ60,000ユーロを、その他の委員は

それぞれ30,000ユーロを受領する。指名委員会の委員には、追加報酬は支給されない。3つ以上の委員会の委員

である監査役は、最も報酬が高い2つの委員会の報酬のみを受領する。年度途中で監査役会およびその委員会に

変更があった場合は、各委員は期間に比例する報酬を受領する。監査役は、監査役会またはその委員会の会議に

本人が出席した場合、その都度1,000ユーロの会議出席費を受領する。会議出席費は1日当たり1,000ユーロを限

度とする。

監査役は、各自の固定報酬（委員報酬（税引前）を含む。）の25％を対価としてそれぞれバイエル株式を購入

し、監査役に在任する限りこれらの株式を保有することを自発的に誓約した。これは、ドイツ労働組合総同盟の

規則に従ってハンス・ベックラー財団に自己の固定報酬の少なくとも85％を移転するか、またはある会社との役

務契約もしくは雇用契約によりかかる報酬を当該会社に移転することを義務付けられる監査役には適用されな

い。固定報酬の85％未満が移転された場合には、自発的誓約は移転されなかった部分に対して適用される。バイ

エル株式への投資および保有の自発的誓約によって、監査役は、当社の長期的、持続的成功への関心を強固にす

る。
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2014年の監査役報酬

2014年における各監査役の報酬要素は、次表の通りである。

 

2014年バイエルAG　監査役報酬

固定報酬 会議出席費 合計

2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年

千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ

2014年12月31日時点の在任監査役

パウル・アクライトナー 180 180 4 5 184 185

ジモーネ・バジェル-トラー ‒ 81 ‒ 3 ‒ 84

クレメンス・ボルジッヒ 120 120 4 4 124 124

アンドレ・ヴァン・ブロイッヒ 120 120 4 5 124 125

トーマス・エベリング 120 120 4 4 124 124

トーマス・フィッシャー 180 180 8 9 188 189

ペーター・ハウスマン 150 150 4 4 154 154

ライナー・ホフマン 180 180 8 8 188 188

ユクセル・カラースラン 120 120 4 5 124 125

ぺトラ・クローネン 150 150 3 5 153 155

ヘルムート・パンケ 120 155 3 5 123 160

スー・H・ラタイ 120 120 3 4 123 124

ペトラ・ラインボールド-クナーペ 120 120 3 4 123 124

ミヒャエル・シュミット

　-キースリング
120 120 4 5 124 125

クラウス・シュトュラニー 240 240 8 8 248 248

ヴェルナー・ヴェニング(会長) 360 360 8 10 368 370

オトマー・D・ヴィーストラー
(注1) ‒ 0 ‒ 0 ‒ 0

トーマス・ド・ヴィン(副会長) 240 240 7 7 247 247

エルンスト-ルートヴィヒ・

　ヴィナッカー
120 120 4 5 124 125

オリバー・チュールケ 150 150 4 5 154 155

2014年中に退任した監査役

エッケハルト・D・シュルツ 180 59 8 3 188 62

クラウス・クラインフェルト 120 90 4 3 124 93

合計 3,210 3,175 99 111 3,309 3,286

 

(注1)　ヴィーストラー氏のドイツがん研究センター理事会会長としての職務により、監査役報酬を受領することはできな

い。

 
 

バイエルグループ企業の従業員である従業員代表者は、監査役としての報酬のほかに、監査役としての役務と

は関係のない報酬を受領している。2014年におけるかかる報酬の総額は、737千ユーロ（2013年：727千ユーロ）

であった。
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監査役が個人的に行った役務（コンサルティングや代理業務等）に対しては、いかなる報酬も支払われず、ま

たは給付も付与されなかった。当社は、監査役のために、監査役としての業務から生じる個人的責任を補償する

ための保険を購入している。

 

その他の情報

取締役または監査役に対する前払金または貸付金

2014年12月31日現在においても、また2014年または2013年のいかなる時点においても、取締役または監査役に

対する前払金および貸付金残高はなかった。

 

元取締役またはその遺族に対する年金の支払い

当社は現在、退任取締役に対し、退任直前に受領した固定報酬の最大80％に相当する金額の月払い年金を支

払っている。元取締役またはその遺族に対して支払われる年金額は、毎年再査定され、消費者物価の動向を考慮

して調整されている。2014年の元取締役またはその遺族への年金支払額は、合計13,457千ユーロ（2013年：

12,871千ユーロ）であった。これらの給付は、従前の従業員年金制度に基づいて受領する金額に加えて受領する

ものである。元取締役およびその遺族に対するIFRSに基づく確定給付年金債務の現在価値は187,759千ユーロ

（2013年：150,148千ユーロ）、ドイツ商法に基づく年金債務の決済価額は146,341千ユーロ（2013年：136,307

千ユーロ）であった。
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5 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンス規範

ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範の勧告の遵守

バイエルは常に責任あるコーポレート・ガバナンスを重要視しており、今後もこれを続けていく。当社は2014

年、過去において、ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範の勧告を完全に遵守しており、今後も遵守するとの

宣言を公表することができた。

2014年、取締役会および監査役会は再び、2014年6月24日付の変更を含むドイツ・コーポレート・ガバナンス

規範の遵守の問題に取り組んだ。その結果を踏まえて、2014年12月に上記宣言が公表され、以前の宣言とともに

バイエルのウェブサイトに掲載された。

 

取締役会の任務と活動

バイエルAGは、企業価値の持続的増加と明確な企業目的の達成を目標として、取締役会が自らの責任で運営す

る戦略的経営持株会社である。取締役会は、法律、定款および取締役会の手続規則に従ってその任務を遂行し、

信頼の精神に基づく当社の他の統治機関と協働する。

取締役会は、バイエルグループ、その事業グループおよびサービス会社に関する長期的な目標、戦略を決定

し、その結果生じる会社の方針のための原則および指令を定める。取締役会は最も重要な活動を調整、監視し、

ポートフォリオを定め、上級管理職を育成、配置し、資源を配分し、バイエルグループの財務の運営、報告に関

する決定を行う。

取締役は事業運営全体に対して共同で責任を負う。ただし、個々の取締役は、取締役会全体による決定の枠内

で、自己の責任において、各自に割り当てられた分野を管理する。各取締役の間での任務の配分は、文書化され

た一覧表に明示される。

取締役会は全体として、基本的に重要なすべての事項について、また取締役会全体で決定することが法律で規

定されまたはその他の方法で義務付けられている場合に、決定を行う。取締役会の手続規則には、定期的に開催

される取締役会の全体会議における取扱いと決議を必要とする事項の一覧が含まれている。

取締役会は、定期的に開催される。取締役会は、取締役会会長により招集される。取締役は誰でも会議の招集

を要求することができる。法律によって全会一致が要求される場合を除き、取締役会は、投票数の単純過半数を

もって決定を行う。可否同数の場合は、会長が決定投票を行う。

取締役会の手続原則および任務一覧表に従って、会長は取締役会の活動を指揮、調整する特別な任務を担う。

会長は、当社またはグループの一部に関連するにとどまらない問題について、第三者や従業員に対応する際に、

当社およびグループを代表する。会長はさらに、コーポレートセンターの特定の部門やその活動分野に対して特

別な責任を負っている。

2014年10月1日付で取締役の責任の再配分が行われた。同日付の任務一覧表では、各1名の者が、戦略・ポート

フォリオ管理、財務、人事・技術・持続可能性（労務責任者を兼務）およびイノベーションの責任を割り当られ

ている。加えて、取締役のうち3名は、それぞれ特定の地理的地域に対する責任も負っている。

取締役の数が少ないことと、戦略的経営持株会社というバイエルAGの役割の観点から、取締役会の委員会は設

置されていない。
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監査役会：　監督・管理機能

20名からなる監査役会の役割は、取締役会を監督し、助言することである。ドイツ共同決定法に基づき、監査

役の半数は株主によって、あとの半数は当社の従業員によって選出される。監査役会は、当社にとって基本的に

重要な事項の決定に直接関与し、会社の戦略との合致および事業戦略の実施状況について定期的に取締役会と討

議する。

監査役会会長は、監査役会の仕事を調整し、会議の議長を務める。取締役会との定期的な協議を通じて、監査

役会は常に、事業方針、経営企画および戦略についての情報を入手する。監査役会は、年間予算および財政の枠

組みを承認する。また、会計監査人の報告を考慮に入れて、バイエルAGの財務書類およびバイエルグループの連

結財務書類ならびに結合経営報告書を承認する。

 

監査役会の委員会

現在、監査役会には以下の委員会がある。

調停委員会：　調停委員会は監査役会会長および副会長に加え、株主代表1名および従業員代表1名で構成され

る。同委員会は主にドイツ共同決定法に基づく調停委員会としての業務を行う。取締役の選任について、監査役

会の全体会議における第一回投票において、必要とされる3分の2以上の賛成が得られなかった場合には、調停委

員会が監査役会に提案を行う任務を負っている。また資本政策に関する一定の意思決定権（定款を適宜修正する

権限を含む。）も同委員会に委託されている。

監査委員会：　監査委員会は、株主代表3名および従業員代表3名で構成される。2014年の監査委員会委員長ク

ラウス・シュテュラニーは、監査役および監査委員会委員に求められる、独立性および会計分野または監査分野

における専門的知識に関する法定要件を満たしている。監査委員会は毎年定期的に4回の会合を開く。その職責

には、バイエルAGの財務書類、バイエルグループの連結財務書類、結合経営報告書、バイエルAGの分配可能利益

の使途に関する提案、ならびにバイエルグループの中間財務書類および経営報告書（これらはすべて取締役会が

作成する。）とともに、当社の財務報告を調査することが含まれる。監査委員会は、バイエルAGの財務書類、バ

イエルグループの連結財務書類、および結合経営報告書の監査に関する会計監査人の報告に基づき、監査役会全

会によるこれらの書類の承認に関する提案を策定する。監査委員会はまた、当社と外部監査人との連絡を担当す

る。監査委員会は、監査役会全会に対して会計監査人の任命に関する提案を提出し、定時株主総会で任命された

会計事務所との監査契約を作成し、監査の重点事項を示し、監査報酬を決定する。さらに、監査委員会は、会計

監査人の独立性、資格、交代および効率性の監視も行う。

以上に加えて、監査委員会は、リスクの特定、追跡および管理のための手続きとともに、会社の内部統制シス

テムおよび内部監査システムを監督する。また法令遵守に関する問題にも取り組み、この分野における動向につ

いて各回の会合で討論する。

人事委員会：　人事委員会も、同人数の株主と従業員で構成されている。構成員は、監査役会会長とその他3

名である。人事委員会は、取締役の任命および解任を決議する監査役全会による人事上の決定事項を作成する。

人事委員会は、監査役会に代わって取締役との間の役務提供契約について決議する。ただし、各取締役の報酬総

額および各報酬要素について決議することと、人事委員会の勧告に基づいて報酬システムを定期的に見直すこと

については、監査役全会の職責である。人事委員会はまた、取締役会の後継者の長期育成についても議論する。
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指名委員会：　指名委員会は株主代表監査役の選挙が行われる場合の準備作業を行う。指名委員会は定時株主

総会での監査役選挙に向けて、株主代表の監査役選挙のための適切な候補者を推薦する。指名委員会は監査役会

会長および調停委員会のその他の株主代表1名により構成される。

 

監査役会の構成の目標

監査役会は、その構成員が全体として、監査役会の職務を適切に遂行するために必要な専門知識、技能および

職業経験を有するように構成しなければならない。バイエルAGのグローバルな事業展開を考慮して、監査役会

は、国際的な実務経験または国際的な経歴をもつ者数名を常に含むとの目標を自ら設定している。監査役会の構

成に関するその他の方針は、特別な事情がない限り、監査役が72歳の誕生日を迎えた後の定時株主総会終了時以

降在任しないことである。潜在的な利害対立を回避するという観点から、監査役会は、株主代表の半数以上を独

立監査役とし、さらに監査役会全体（株主代表と従業員代表）の少なくとも4分の3を独立監査役とするとの目標

を自ら設定している。監査役会は、ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範第5.4.2条の勧告に従って、その構

成員の独立性を評価する。独立性の評価に当たり、監査役会は、2005年2月15日付欧州委員会勧告で定められた

基準も考慮に入れる。

監査役会の構成については、将来の法律改正に従うことを条件として、女性の比率を中期的に最低でも20％に

維持すること、および女性監査役の比率を株主代表と従業員代表の間でできるだけ均等にすることをもう一つの

目標としている。

別段の決議がなされる場合を除き、当該目標は、監査役会全体に関する目標である。ただし、監査役会は、株

主代表については選任候補者の指名しかできないので、目標を考慮する対象は指名に限られる。

 

目標の実行状況

2014年における新たな任命を考慮した上で、監査役会は引き続き、国際的実務経験およびその他の国際的関係

をもつ数名の構成員を維持している。監査役は72歳の誕生日を迎えた直後の定時株主総会において退任するとい

う目標は達成されている。監査役の一人であるエルンスト-ルートヴィヒ・ヴィナッカーは2016年度定時株主総

会までを任期とする監査役に選任されたが、2014年度定時株主総会の時点ですでに72歳に達していた。しかしな

がら同氏については、監査役会が研究における特定の専門知識をもつ構成員を、同様の経験のある1名以上の構

成員が任命されるまで維持できるよう、同総会における再選が提案された。監査役の一人、ヴェルナー・ヴェニ

ングは、2010年まで当社の取締役会会長であった。もう一人の監査役であるエルンスト-ルートヴィヒ・ヴィ

ナッカーは、1997年以来監査役会に属し、在職期間は3期以上となっている。しかしながら、ヴェルナー・ヴェ

ニングもエルンスト-ルートヴィヒ・ヴィナッカーも、当社または当社の統治機関との間に、一時的でない重大

な利益相反を生じさせると監査役会が考えるような、個人的または業務上の結びつきをもたない。2014年、監査

役会の女性比率は、監査役会が自ら女性構成員の最低比率として設定した20％に達した。
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取締役または監査役による証券取引の開示

取締役および監査役ならびにこれらの近親者は、バイエル株式について1暦年中に総額5,000ユーロ以上の売買

を行った場合は、かかる取引をすべて開示することを法律により義務付けられている。バイエルはかかる取引の

詳細を直ちにウェブサイト上で公開し、またドイツ金融監督庁に適宜通知する。この情報は企業登記簿に提供さ

れて所定期間保存される。2013年中および本書の提出日までに、バイエルAGに対して報告された取引について

は、上記「4　役員の状況　(1)取締役および監査役の氏名、略歴等」を参照されたい。

 

共通の価値観とリーダーシップの原則

バイエルは、リーダーシップ（Leadership）、誠実さ（Integrity）、柔軟性（Flexibility）、効率

（Efficiency）（頭文字を連ねて、「LIFE」）の価値観の創出に取り組んでいる。これらの価値は、バイエルの

すべての従業員に対し、商取引と社内での共同作業との両方における指針を与えるものである。全従業員は自己

の業務をLIFEの価値観に合致させる義務を負っている。これは人材の育成や定期的な業績評価において考慮され

る。

 

体系的リスク管理

当社は、確立された内部統制システムにより、事業リスクや財務リスクを早い段階で特定し、これらを管理す

るための適切な措置をとることが可能となっている。当該統制システムは、リスクをタイムリーに監視し、全商

取引の適切な会計を行い、会社の財政状態に関する信頼できるデータを常に入手できるよう確保することを目的

として策定されている。

企業買収を行った場合には、買収した事業の内部統制システムをなるべく早くバイエルグループの基準に合わ

せることが目標となる。

しかしながら、統制・リスク管理システムによっても、事業リスクまたは詐欺的行為から生じる損失に対し

て、完全な防御を行うことはできない。

 

詳細な報告

最大限の透明性を確保するため、当社は定期的かつ適時に、グループの状況および事業活動の重大な変化に関

する情報を、株主、金融アナリスト、株主団体、メディアおよび一般の人々に提供している。バイエルは、事業

動向、財政状態、経営成績および関連するリスクについて年4回報告書を発行することによって、コーポレー

ト・ガバナンス規範の勧告を遵守している。

法定要件に従い、グループの取締役は、その知る限り、バイエルAGの財務書類、バイエルグループの連結財務

書類および結合経営報告書は真実かつ公正な見解を提供するものであるとの保証を行う。

バイエルAGの財務書類、バイエルグループの連結財務書類および結合経営報告書は、各事業年度の終了後90日

以内に公表される。事業年度中には、半期財務報告書および第1・3四半期中間報告書によって、株主およびその

他の利害関係者に事業の推移が報告される。半期財務報告書は自主的に会計監査人のレビューを受けており、定

時株主総会における当該会計監査人の任命は、特にこのレビューにも関連付けられている。
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バイエルは記者会見やアナリスト会議でも情報を提供している。さらに、情報の適時開示のプラットフォーム

として、インターネットを使用している。かかる情報には、年次報告書、四半期財務報告書（株主向けニュース

レター）または定時株主総会などの重要な公表およびイベントの詳細日程が含まれる。

公正な開示の原則に従い、当社は、株価評価関連情報の伝達において、すべての株主およびその他の主要な対

象グループを同等に取り扱う。すべての重要な新事実は直ちに一般に開示される。株主はまた、バイエルがそれ

ぞれの国の株式市場の規制に基づいて現地で発表する情報に直ちにアクセスすることができる。

定期的な報告に加えて、当社は、当社が特別に公表しなければ一般に知られないかもしれないが、バイエルの

株価に重大な影響を与える可能性がある事業動向について、特別な声明を発表している。

 

コンプライアンス

バイエルは責任を持って、また事業を行っている国々の法律上・規制上の要求に従って、事業を行っている。

当社は、全従業員が日常業務において法的、倫理的に完全な行動をとることを、コンプライアンスと定義して

いる。これは、従業員が業務を遂行する方法が、当社の評判に影響を与えるからである。バイエルは、適用ある

法律、関連する行動規範または内規へのいかなる違反も容認しない。

取締役会は無制限で企業のコンプライアンスに取り組んでおり、バイエルはコンプライアンスの原則に違反す

る一切の商取引を差し控える。この原則は当社のコーポレート・コンプライアンス・ポリシー（42の言語で入手

可能である。）に謳われている。この文書は、公正な競争、商取引における誠実さ（汚職行為を決して容認しな

いことを含む。）、持続可能性とプロダクト・スチュワードシップの原則、外国貿易法およびインサイダー取引

法の遵守、企業利益と個人の利益の区別、適切な記録保存と透明な財務報告、公正で相互を尊重する職場環境、

およびあらゆる形態の差別を回避すること、といった当社のコミットメントを詳細に記したものである。全ての

従業員は、コーポレート・コンプライアンス・ポリシーに違反した場合は直ちに報告するよう義務づけられてい

る（ただし、フランスでは国内法によりこの要件は適用されない。）。管理職従業員は、コーポレート・コンプ

ライアンス・ポリシーの実施において不可欠な役割を担っており、従業員の手本として、この重要な行動規範が

実際に確実に実行されるよう、促さなくてはならない。管理職者は、その責任の範囲内においてバイエルに損失

または損害をもたらすような組織的な適用法違反が発生し、同人が適切な対策を取っていればそれが避けられて

いた場合には、変動報酬の受給権を失ったり、懲戒処分を受けたりする可能性がある。法令に準拠した合法的な

行動を取ることは、全ての管理職従業員の業績評価の一部をなす。

バイエルの企業監査部は、コーポレート・コンプライアンス・ポリシーの遵守を定期的に検証している。2014

年中、潜在的な汚職行為やその他のリスクを考慮に入れたリスク重視の監査計画に基づいて、62件のコンプライ

アンス監査を含む219件の監査が実施された。かかる監査は予防的にまたは事件に関連して行われた。コーポ

レート・コンプライアンス・ポリシーの遵守は全ての定期監査の焦点でもある。企業監査部長は監査役会監査委

員会の会議に定期的に出席し、実施した監査とその成果のリストを、少なくとも年1回、監査委員会に提出す

る。
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バイエルグループのコンプライアンス部門のトップは、直接取締役会会長および監査役会の監査委員会に定期

的に報告を行うグループ・コンプライアンス・オフィサーである。中央コンプライアンス部門は、グループ・コ

ンプライアンス・オフィサーによるグループ全体のコンプライアンス活動の指揮と実行を支援する。各事業グ

ループとサービス会社にはそれぞれ独自のコンプライアンス・オフィサーがいて、グループ全体の基準および適

用される事業グループまたは業界独自の基準の確実な遵守に対する責任を負っている。事業に関連する状況にお

ける法的、倫理的に正しい行動について従業員に助言するため、それぞれの国とカントリー・グループに中央コ

ンプライアンス・オフィサーが配置され、必要に応じてそれ以外のコンプライアンス部門の支援を受けている。

コンプライアンス部門は、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関するOECD理事会勧告等の国

際基準に従って運営されている。

コンプライアンスは当社の事業の成功にとって不可欠である。バイエルは、コンプライアンスを全ての事業単

位とその業務プロセスにさらに密接に統合させるため、2013年、グループ全体のコンプライアンス憲章を採択し

た。

当社は、憲章の実施の一環として、コンプライアンス部門を積極的かつ予防的なビジネス・パートナーに変貌

させる目的で、グループ全体の統合コンプライアンス管理（ICM）プロジェクトを立ち上げた。ICMでは、事業関

連のリスク分野を特定し、既存のリスクを最小化するため、コンプライアンス専門家と事業運営責任者との間の

密接で組織的な協力を推進する。当社は、2015年末までに、全3事業グループにおいて包括的、予防的リスク評

価を実施する計画である。同プロジェクトには、適切な監査・調査手続に基づいて事業単位が行う定期的な自己

監視も含まれる。ICMは、反トラスト法、汚職対策、輸出管理、利益相反、インサイダー取引、差別禁止政策お

よび情報保護の各分野に重点を置いている。

要求および対象グループに適合するグループ全体の教育プログラムは、広範なコミュニケーション活動ととも

に、コンプライアンス問題やそれらに伴うリスクに対する従業員の認識を高めることに役立っている。

コンプライアンス違反の報告は、世界中に設置されているコンプライアンス・ホットラインを通じて、希望す

れば匿名で行うことができる。2014年、コンプライアンス部門は、中央のコンプライアンス・ホットラインと電

子メール・アドレス経由で70件の報告を登録した。このうち14件はドイツ、56件はその他の国々からの報告であ

り、60件は電子メール（そのうち17件は匿名）、10件は電話（8件は匿名）により受領した。コンプライアンス

違反の疑いは、コンプライアンス・オフィサーやバイエルの企業監査部に対して、または各国の組織が設置した

現地ホットライン経由でも報告が可能である。

グループにおける全てのコンプライアンス違反疑惑は、統一基準に従って記録され、「コンプライアンス事件

の管理に関する指令」に定める規則に従って処理される。
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会計監査人

バイエルAGの独立会計監査人は、ドイツ公認会計士協会（ベルリン）に所属する、ドイツ連邦共和国エッセン

45128、フリードリヒ・リスト・シュトラーセ20 所在のプライスウォーターハウスクーパース　アクチエンゲゼ

ルシャフト・ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト（以下「PwC」という。）である。PwCは2013年

12月31日および2014年12月31日に終了した事業年度のバイエルAGの連結財務書類を審査し、両年とも無限定適正

意見を提出している。

2014年に当該監査業務を実施した公認会計士の氏名は以下の通りである。

 

氏　名 初めてバイエルグループの監査業務を行った時期

ペーター・バルテルス 2012年12月31日

エックハルト・シュプリンクマイヤー 2014年12月31日

 

バイエルは、プライス・ウォーターハウス・ドイチェラントとクーパース・アンド・ライブランド・ドイ

チェ・レビジオンが1998年に合併したとき以来、PwCを使用している。またそれ以前は長年にわたって、その前

身会社であったクーパース・アンド・ライブランド・ドイチェ・レビジオンを使用していた。ドイツ商法第319

条aに基づき、会社の年次財務書類の監査に関する会計監査人の報告書に署名を行う会計監査人は、当該業務を

連続して7回以上行った後は交替しなければならない（途中で大きな中断期間がない場合）。この交替義務は、

会計監査人である会計事務所自体ではなく、会計事務所内の監査チームにのみ適用される。

当社の会計監査人およびその関連会社が当社に提供する役務には以下のものが含まれる。

・ 監査業務 ― 2014年の年間報酬総額の上限を10百万ユーロ（2013年：10百万ユーロ）とするバイエルグ

ループおよびバイエルAGに関する監査業務。バイエルおよびその関連会社の連結財務書類の監査；監査意

見の提供に必要な業務；バイエルの内部統制システムおよびバイエルの情報システムのレビューについて

作成された報告書の認証業務；年次監査に関連する会計上および開示上の助言；ならびに過年度の修正再

表示された数値（もしあれば）の監査に関する監査業務を含む。

・ 監査関連業務 ― 企業の買収／売却に関するデューディリジェンス；買収しまたは買収を予定している重

要な会社の、買収または売却対象部分の財務書類、売却終了時残高および従業員給付制度の監査；財務報

告、会計報告またはその他の規制上の報告の要件を満たすために必要な手続；内部統制システムに関する

助言；監査とは無関係のバイエル情報システムのレビュー；ならびにリスク・マネジメントの評価。

・ 税務相談業務 ― ただし、会計監査人およびその関連会社はバイエルの代理人としての行為を行わず、か

つ当該税務相談業務が関連する取引について推奨を行わなかったことを条件とする。税務計画および助

言、税法の遵守に関する支援、納税申告のレビュー、税務監査および税務上の不服申立の支援、ならびに

税務評価を含む。

・ その他の業務 ― リスク・マネジメントに関するその他の助言、PwC以外のアドバイザーが実施した評価結

果の監査、事業計画または計画プロセスの分析またはレビュー（ただし計画の策定または実施は行わな

い。）、および財務関連のその他の助言。
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監査業務、監査関連業務、税務相談業務およびその他の業務の事前承認は、監査委員会によって年初に行われ

る。会計監査人およびその関連会社に対する業務提供の依頼は、バイエルの会計部門を通して、必要であれば個

別に承認申請書を作成した上で、行わなければならない。また当該会計部門は、事前の承認を条件とする業務に

ついては監査委員会に報告し、事前承認を得る業務の予算を監視し、事前承認予算の限度に達したときは監査委

員会委員長に通知し、かつ会計監査人およびその関連会社により提供されたすべての業務の記録を保存する。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度
（2013年12月31日終了の会計年度）

当連結会計年度
（2014年12月31日終了の会計年度）

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円

提出会社 3.1 418 3.4 458 3.7 499 7.6 1,024

連結子会社 7.3 984 3.4 458 8.1 1,091 4.2 566

計 10.4 1,401 6.8 916 11.8 1,590 11.8 1,590

 

財務書類の監査に対する報酬（2014年：4百万ユーロ、2013年：3百万ユーロ）は、主にバイエルグループの連

結財務書類ならびにバイエルAGおよびそのドイツ国内の子会社の財務書類の監査に対する報酬である。

 

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項なし。

 

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

監査関連業務およびその他の監査作業 2.8 3.1

税務相談 0.0 0.3

バイエルAGまたは子会社に提供されたその他の業務 0.6 4.2

合計 3.4 7.6

 

非監査関連作業およびその他の監査作業は、主として事業の買収・売却に関連する監査作業、内部統制システ

ム（新システムの実施に関連するプロジェクト監査を含む。）の監査、および中間財務書類のレビューに関連す

るものである。
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④【監査報酬の決定方針】

監査委員会は、監査業務（バイエルAGの監査業務を含む。）の実施に関する年間予算を承認する。監査委員会

は、PwCによる監査業務および非監査業務の実施について、一般的事前承認という形で事前に承認する。非監査

業務に関する一般的事前承認は、事前承認予算の限度に達した場合は直ちに失効する。その時点以降、非監査業

務は監査委員会の個別承認を受けた場合にのみ実施することができる。
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第6 【経理の状況】
 

添付の2014年12月31日に終了した事業年度のバイエルグループの連結財務書類およびバイエル社の個別財務書類

は、本国において公表されている原文の年次報告書と同一内容のものである。バイエルグループの連結財務書類

は、ドイツ連邦共和国（以下「ドイツ」という。）の商法に従い、国際財務報告基準（IFRS）に基づいて作成され

ており、またバイエル社の個別財務書類は、ドイツの法規、および一般に公正妥当と認められている会計原則に基

づいて、それぞれ作成されている。国際財務報告基準を考慮に入れたドイツと日本の一般に公正妥当と認められて

いる会計原則の主要な相違については第6－4「ドイツと日本における会計原則の主要な相違」の節で説明してい

る。

添付の財務書類は、ドイツの独立監査人であり、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条

の3第7項に規定される外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパース　アクチエンゲゼル

シャフト監査法人により監査されており、「金融商品取引法」第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当

すると認められる証明に係る当該独立監査人の監査報告書が本有価証券報告書に添付されている。

この有価証券報告書に含まれる財務書類（日本語訳）は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和38年大蔵省令第59号）第131条第1項に準拠して原文の財務書類の英訳をさらに日本語に翻訳したものであ

る。

本報告書に含まれている連結財務書類および個別財務書類の原文は、ユーロで表示されている。以下の財務書類

においては2015年2月25日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場仲値1ユーロ＝134.73円の換

算レートで日本円の表示がなされている。金額は百万円単位（四捨五入）で表示されている。なお、円表示額は便

宜上の表示のためであり、ユーロの金額が前述のレートで円に換算され得るもの、または換算され得たものである

ということは意味していない。

日本円の金額ならびに第6－2「主な資産・負債及び収支の内容」から第6－4「ドイツと日本における会計原則の

主要な相違」に記載されている事項は原文の連結財務書類および個別財務書類には含まれておらず、また独立監査

人であるプライスウォーターハウスクーパース　アクチエンゲゼルシャフト監査法人の監査の対象となっていな

い。
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１ 【財務書類】

Ａ 2013年度および2014年度のバイエルグループの連結財務書類

 

バイエルグループ連結損益計算書

 

  2013年 2014年

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

純売上高 [7] 40,157 5,410,353 42,239 5,690,860

売上原価  (19,516) (2,629,391) (20,266) (2,730,438)

売上総利益  20,641 2,780,962 21,973 2,960,422

      

販売費 [8] (10,312) (1,389,336) (11,018) (1,484,455)

研究開発費 [9] (3,406) (458,890) (3,574) (481,525)

一般管理費  (1,712) (230,658) (1,741) (234,565)

その他の営業収益 [10] 887 119,506 716 96,467

その他の営業費用 [11] (1,164) (156,826) (850) (114,521)

EBIT
1

 4,934 664,758 5,506 741,823

      

持分法損失 [13.1] (16) (2,156) (13) (1,751)

財務収益  389 52,410 343 46,212

財務費用  (1,100) (148,203) (1,311) (176,631)

財務損益 [13] (727) (97,949) (981) (132,170)

      

税引前利益  4,207 566,809 4,525 609,653

      

法人税等 [14] (1,021) (137,559) (1,082) (145,778)

      

税引後利益  3,186 429,250 3,443 463,875

うち、非支配持分帰属分 [15] (3) (404) 17 2,290

うち、バイエル社株主帰属分(当期純利益)  3,189 429,654 3,426 461,585

      

１株当たり利益 [16]     

基本的  3.86ユーロ 520円 4.14ユーロ 558円

希薄化後  3.86ユーロ 520円 4.14ユーロ 558円

 

2013年度の数値は修正再表示されている。

1
　EBIT：財務損益および税金控除前損益
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バイエルグループ連結包括利益計算書

 

  2013年 2014年

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

税引後利益  3,186 429,250 3,443 463,875

うち、非支配持分帰属分 [15] (3) (404) 17 2,290

うち、バイエル社株主帰属分  3,189 429,654 3,426 461,585

      

退職後給付制度に係る正味確定給付負債の再

測定 [25] 1,946 262,185 (5,159) (695,072)

法人税等 [14] (604) (81,377) 1,621 218,398

退職後給付制度に係る正味確定給付負債の

再測定によるその他の包括利益  1,342 180,808 (3,538) (476,674)

      

後に損益に組み替えられないその他の包括

利益  1,342 180,808 (3,538) (476,674)

      

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定され

たデリバティブの公正価値の増減額 [30.3] 221 29,775 (146) (19,671)

損益への振替額  (156) (21,018) (46) (6,198)

法人税等 [14] (18) (2,425) 57 7,680

キャッシュ・フロー・ヘッジによるその他の包

括利益  47 6,332 (135) (18,189)

      

売却可能金融資産の公正価値の増減額 [20] 52 7,006 - -

損益への振替額  (76) (10,240) - -

法人税等 [14] 16 2,156 (2) (269)

売却可能金融資産によるその他の包括利益  (8) (1,078) (2) (269)

      

ユーロ圏外事業活動から認識された外貨換算

調整額の増減額  (737) (99,296) 1,384 186,466

損益への振替額  -  - -

外貨換算調整額によるその他の包括利益  (737) (99,296) 1,384 186,466

      

後に損益に組み替えられるその他の包括利益  (698) (94,042) 1,247 168,008

      

連結範囲の変更による影響  (1) (135) - -

      

その他の包括利益合計
1

 643 86,631 (2,291) (308,666)

うち、非支配持分帰属分  (14) (1,886) 11 1,482

うち、バイエル社株主帰属分  657 88,517 (2,302) (310,148)

      

包括利益合計  3,829 515,881 1,152 155,209

うち、非支配持分帰属分  (17) (2,290) 28 3,772

うち、バイエル社株主帰属分  3,846 518,171 1,124 151,437

 

1
　損益外で認識された増減額合計
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バイエルグループ連結財政状態計算書

 

  2013年12月31日現在 2014年12月31日現在

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

固定資産      

のれん [17] 9,862 1,328,707 16,168 2,178,315

その他の無形資産 [17] 8,914 1,200,984 15,653 2,108,929

有形固定資産 [18] 10,015 1,349,321 11,428 1,539,694

持分法適用投資 [19] 203 27,350 223 30,045

その他の金融資産 [20] 1,203 162,080 1,107 149,146

その他の受取債権 [23] 496 66,826 447 60,224

繰延税金 [14] 1,596 215,029 2,981 401,630

  32,289 4,350,297 48,007 6,467,983

流動資産      

棚卸資産 [21] 7,129 960,490 8,478 1,142,241

売掛金 [22] 7,569 1,019,771 9,097 1,225,639

その他の金融資産 [20] 779 104,955 723 97,410

その他の受取債権 [23] 1,476 198,861 1,488 200,478

未収還付法人税等  413 55,644 588 79,221

現金および現金等価物  1,662 223,921 1,853 249,655

  19,028 2,563,642 22,227 2,994,644

      

資産合計  51,317 6,913,939 70,234 9,462,627

      

資本 [24]     

バイエル社資本金  2,117 285,223 2,117 285,223

バイエル社資本剰余金  6,167 830,880 6,167 830,880

その他の剰余金  12,434 1,675,233 11,822 1,592,778

バイエル社株主帰属分  20,718 2,791,336 20,106 2,708,881

非支配持分帰属分  86 11,587 112 15,090

  20,804 2,802,923 20,218 2,723,971

      

固定負債      

退職年金およびその他の退職後給付引当金 [25] 7,368 992,690 12,236 1,648,557

その他の引当金 [26] 1,977 266,361 2,016 271,616

金融負債 [27] 5,590 753,141 18,484 2,490,349

その他の負債 [29] 362 48,772 1,088 146,586

繰延税金 [14] 1,193 160,733 689 92,829

  16,490 2,221,697 34,513 4,649,937

流動負債      

その他の引当金 [26] 4,727 636,869 4,912 661,794

金融負債 [27] 3,441 463,606 3,376 454,848

買掛金 [28] 4,473 602,647 5,363 722,557

未払法人税等 [26.1] 101 13,608 63 8,488

その他の負債 [29] 1,281 172,589 1,789 241,032

  14,023 1,889,319 15,503 2,088,719

      

資本および負債合計  51,317 6,913,939 70,234 9,462,627
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バイエルグループ連結キャッシュ・フロー計算書

 

  2013年 2014年

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

税引後利益  3,186 429,250 3,443 463,875

法人税等  1,021 137,559 1,082 145,778

財務損益  727 97,949 981 132,170

法人税等支払額または未払計上額  (1,644) (221,496) (1,315) (177,170)

減価償却費、償却費および減損  2,896 390,178 2,936 395,568

年金引当金増減額  (249) (33,548) (337) (45,404)

固定資産の除却損(益)  (105) (14,147) 30 4,042

キャッシュ・フロー総額  5,832 785,745 6,820 918,859

      

棚卸資産の(増)減額  (608) (81,916) (741) (99,835)

売掛金の(増)減額  (751) (101,182) (1,094) (147,395)

買掛金の増(減)額  389 52,410 518 69,790

その他の運転資本、その他の非現金項目の増減額  309 41,632 307 41,362

営業活動により獲得された(に使用した)

正味現金(キャッシュ・フロー純額) [33] 5,171 696,689 5,810 782,781

      

有形固定資産および無形資産の取得に伴う現金流出

額  (2,157) (290,613) (2,371) (319,444)

有形固定資産およびその他の資産の売却による現金

流入額  153 20,614 143 19,266

売却による現金流入額  79 10,644 304 40,958

長期金融資産による現金流入(流出)額  204 27,485 (10) (1,347)

取得による現金流出額(取得現金考慮後)  (1,082) (145,778) (13,545) (1,824,918)

利息受取額および配当金受領額  125 16,841 107 14,416

短期金融資産による現金流入(流出)額  97 13,069 (167) (22,500)

投資活動により獲得された(に使用した)

正味現金 [34] (2,581) (347,738) (15,539) (2,093,569)

      

配当金支払額  (1,574) (212,065) (1,739) (234,295)

社債の発行  9,078 1,223,079 27,584 3,716,392

社債の償還  (9,697) (1,306,477) (15,746) (2,121,459)

金利スワップを含む利息支払額  (550) (74,102) (541) (72,889)

金利スワップによる利息受領額  212 28,563 179 24,117

子会社持分の追加取得に関する現金流出額  (4) (539) (1) (135)

財務活動より獲得された(に使用した)

正味現金 [35] (2,535) (341,541) 9,736 1,311,731

      

事業活動による現金および現金等価物の増減額  55 7,410 7 943

      

現金および現金等価物－期首残高  1,698 228,772 1,662 223,921

      

連結範囲の変更による現金および現金等価物の増減

額  - - - -

為替レートの変動による現金および現金等価物の増

減額  (91) (12,261) 184 24,791

      

現金および現金等価物‐期末残高  1,662 223,921 1,853 249,655
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バイエルグループ連結資本変動計算書

 

    包括利益合計累積額    

(単位：百万ユー

ロ)

バイエル

社の

資本金

バイエル

社の

資本剰余

金

利益剰余金

(当期純利

益を含む)

外貨換算

調整額

有価証券

の

公正価値

測定

キャッ

シュ・フ

ロー・

ヘッジ

再評価剰

余金

バイエル社

株主帰属分

非支配持

分

帰属分 資本

2012年12月31日現

在 2,117 6,167 11,861 (1,822) 40 52 36 18,451 100 18,551

株主との資本取引           

　資本の増減額           

　配当金の支払   (1,571)     (1,571) (3) (1,574)

　その他の増減額   (3)    (5) (8) 6 (2)

その他の包括利益   1,341 (723) (8) 47  657 (14) 643

税引後利益   3,189     3,189 (3) 3,186

           

2013年12月31日現

在 2,117 6,167 14,817 (2,545) 32 99 31 20,718 86 20,804

株主との資本取引           

　資本の増減額           

　配当金の支払   (1,737)     (1,737) (2) (1,739)

　その他の増減額   6    (5) 1  1

その他の包括利益   (3,538) 1,373 (2) (135)  (2,302) 11 (2,291)

税引後利益   3,426     3,426 17 3,443

2014年12月31日現

在 2,117 6,167 12,974 (1,172) 30 (36) 26 20,106 112 20,218
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バイエルグループ連結資本変動計算書

 

    包括利益合計累積額    

(単位：百万

円)

バイエル

社の

資本金

バイエル

社の

資本剰余

金

利益剰余金

(当期純利益

を含む)

外貨換算

調整額

有価証券

の

公正価値

測定

キャッ

シュ・フ

ロー・

ヘッジ

再評価剰

余金

バイエル社

株主帰属分

非支配持

分

帰属分 資本

2012年12月31

日現在 285,223 830,880 1,598,033 (245,478) 5,389 7,006 4,850 2,485,903 13,473 2,499,376

株主との資本

取引           

　資本の増減

額           

　配当金の支

払   (211,661)     (211,661) (404) (212,065)

　その他の増

減額   (404)    (673) (1,077) 808 (269)

その他の包括

利益   180,672 (97,410) (1,078) 6,333  88,517 (1,886) 86,631

税引後利益   429,654     429,654 (404) 429,250

           

2013年12月31

日現在 285,223 830,880 1,996,294 (342,888) 4,311 13,339 4,177 2,791,336 11,587 2,802,923

株主との資本

取引           

　資本の増減

額           

　配当金の支

払   (234,026)     (234,026) (269) (234,295)

　その他の増

減額   809    (674) 135  135

その他の包括

利益   (476,675) 184,984 (269) (18,189)  (310,149) 1,482 (308,667)

税引後利益   461,585     461,585 2,290 463,875

2014年12月31

日現在 285,223 830,880 1,747,987 (157,904) 4,042 (4,850) 3,503 2,708,881 15,090 2,723,971
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バイエルグループ連結財務書類に対する注記

1．セグメント別および地域別の主要データ

 
セグメント

別主要

データ      

 ヘルスケア 農業関連 素材科学 調整  

 医療用医薬品

コンシューマー

ヘルス 農業関連 素材科学

その他の

セグメント

コーポレート

センターおよび

連結 グループ

 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

純売上高

(外部) 11,188 12,052 7,736 7,923 8,819 9,494 11,238 11,651 1,169 1,112 7 7 40,157 42,239

増減 +3.6% +7.7% ‒0.9% +2.4% +5.2% +7.7% ‒2.2% +3.7% ‒7.2% ‒4.9% +133.3% ‒ +1.0% +5.2%

為替調

整後の増

減 +10.1% +11.6% +3.7% +6.0% +9.9% +11.4% +0.2% +4.5% ‒6.6% ‒4.4% +133.3% ‒ +5.4% +8.0%

セグメン

ト間売上

高 70 99 7 9 34 49 56 59 2,196 2,243 (2,363)(2,459) ‒ ‒

純売上高

(合計) 11,258 12,151 7,743 7,932 8,853 9,543 11,294 11,710 3,365 3,355 (2,356)(2,452) 40,157 42,239

その他の

営業利益 154 184 81 156 167 208 112 81 57 16 316 71 887 716

EBIT 2,031 2,371 1,229 1,210 1,729 1,806 435 555 (11) (11) (479) (425) 4,934 5,506

特別項目

計上前

EBIT 2,552 2,657 1,421 1,255 1,801 1,838 429 598 49 21 (479) (425) 5,773 5,944

特別項目

計上前

EBITDA 3,490 3,699 1,844 1,785 2,248 2,360 1,072 1,187 222 200 (475) (419) 8,401 8,812

キャッ

シュ・フ

ロー総額 2,293 2,745 1,280 1,266 1,590 1,835 887 961 113 331 (331) (318) 5,832 6,820

投下資本 14,953 17,288 8,367 19,492 9,909 11,772 10,029 11,019 597 1,197 (107) (117) 43,748 60,651

CFROI 14.2% 15.3% 14.0% 10.6% 14.2% 15.3% 5.5% 6.0% ‒ ‒ ‒ ‒ 11.1% 11.9%

キャッ

シュ・フ

ロー純額 1,853 3,266 1,127 1,178 682 950 977 880 308 360 224 (824) 5,171 5,810

持分法利

益(損失) ‒ 1 ‒ ‒ ‒ ‒ (16) (14) ‒ ‒ ‒ ‒ (16) (13)

投資(持分

法) ‒ 2 ‒ 6 ‒ ‒ 203 215 ‒ ‒ ‒ ‒ 203 223

資産 16,585 19,393 8,515 20,192 10,826 12,676 8,429 9,347 1,981 2,253 4,981 6,373 51,317 70,234

資本的支

出 564 668 209 208 532 699 605 647 239 261 6 7 2,155 2,490

買収によ

る固定資

産の取得 1,121 2,661 419 10,958 97 166 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1,637 13,785

減価償却

費、償却

費および

減損 1,093 1,075 505 530 455 552 666 594 173 179 4 6 2,896 2,936

うち、

減損損

失 150 39 101 69 3 100 29 11 15 6 ‒ ‒ 298 225

うち、

減損損

失の戻

入 ‒ ‒ (13) ‒ ‒ ‒ ‒ (2) ‒ ‒ ‒ ‒ (13) (2)

負債 4,873 7,075 2,108 3,079 4,114 5,214 2,473 3,520 3,657 4,682 13,288 26,446 30,513 50,016

研究開発

費 1,771 1,878 458 423 861 974 231 210 21 29 64 60 3,406 3,574
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従業員数

(12月31日

現在) 37,788 39,069 17,924 21,647 22,143 23,060 14,205 14,122 19,561 20,256 745 734 112,366 118,888

 

2013年度の数値は修正再表示されている。
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地域別主要

データ       

 ヨーロッパ 北米 アジア/太平洋

ラテンアメリカ/

アフリカ/中東 調整 合計

 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

純売上高(外

部)－市場別 15,086 15,806 9,680 10,248 8,623 9,119 6,768 7,066 ‒ ‒ 40,157 42,239

増減 +2.5% +4.8% +1.1% +5.9% ‒1.6% +5.8% +1.3% +4.4% ‒ ‒ +1.0% +5.2%

為替調整後

の増減 +3.1% +5.9% +4.2% +7.3% +6.9% +8.8% +10.2% +12.8% ‒ ‒ +5.4% +8.0%

純売上高(外

部)－所在地別 16,649 17,531 9,556 10,081 8,442 8,872 5,510 5,755 ‒ ‒ 40,157 42,239

増減 +1.7% +5.3% +0.9% +5.5% ‒0.4% +5.1% +1.6% +4.4% ‒ ‒ +1.0% +5.2%

為替調整後

の増減 +2.3% +6.3% +4.2% +6.9% +8.3% +8.2% +12.6% +14.7% ‒ ‒ +5.4% +8.0%

地域間売上高 8,828 9,178 3,285 3,397 642 725 607 551 (13,362) (13,851) ‒ ‒

その他の営業

利益 567 329 102 147 85 70 133 170 ‒ ‒ 887 716

EBIT 3,965 3,571 83 829 612 592 753 939 (479) (425) 4,934 5,506

資産 27,359 29,378 11,178 23,856 6,694 8,540 4,490 5,479 1,596 2,981 51,317 70,234

資本的支出 1,136 1,289 531 641 363 403 125 157 ‒ ‒ 2,155 2,490

減価償却費、

償却費および

減損 1,758 1,798 672 667 373 381 89 84 4 6 2,896 2,936

負債 19,756 32,120 5,444 12,298 2,937 3,436 1,183 1,473 1,193 689 30,513 50,016

研究開発費 2,209 2,444 968 876 178 195 51 59 ‒ ‒ 3,406 3,574

従業員数(12月

31日現在) 53,274 55,207 15,196 16,317 27,684 30,436 16,212 16,928 ‒ ‒ 112,366 118,888

 

2013年度の数値は修正再表示されている。
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2. 概要

 

バイエルグループの2014年12月31日現在の連結財務書類は、欧州連合が承認した、報告期間末現在有効である、ロンドンの国

際会計基準審議会(以下「IASB」という。)が公表した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)およびIFRS解釈指針委員会(以

下「IFRS IC」という。)の解釈指針に準拠して、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(以下「バイエル社」という。)に

より作成された。ドイツ商法第315a条のその他適用ある要件も考慮されている。

 

バイエル社は、ドイツに本拠を置く世界的企業である。登記上の本社はKaiser-Wilhelm-Allee 1, 51368 Leverkusenである。

ヘルスケア、農業およびハイテクポリマー素材の各分野における実質的な事業活動は、それぞれヘルスケア事業グループ、農

業関連事業グループ、素材科学事業グループによって行われている。各セグメントの事業活動の概要は注記[5]に示されてい

る。

 

ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに関する宣言は、ドイツ株式会社法第161条に従って公表され、株主であれば入手

可能である。

 

バイエル社の取締役会は、バイエルグループの連結財務書類を2015年２月13日付で作成した。バイエル社の監査役会の監査委

員会は、2015年２月24日の監査委員会の会議でバイエルグループの連結財務書類について討議し、監査役会は2015年２月25日

の会議でこれを承認した。

 

損益計算書および包括利益計算書、財政状態計算書、キャッシュ・フロー計算書ならびに資本変動計算書においては、内容を

より明確にするために一部の項目が合算されている。その内容は注記に記載されている。損益計算書は、売上原価法を用いて

作成されている。資産と負債は期日によって分類されている。１年以内あるいは当社または当グループの通常のビジネス・サ

イクル内に期日が到来する場合、または売却目的で保有されている場合、これらは流動項目に分類される。ここで言う通常の

ビジネス・サイクルとは、製造過程に必要な資源の調達に始まり、その製造過程において製造された製品または提供された

サービスへの対価としての現金または現金等価物の受領をもって終了するサイクルを言う。棚卸資産ならびに売掛金および買

掛金は常に流動項目として表示される。繰延税金資産および負債ならびに年金引当金は常に固定項目として表示される。

 

バイエルグループの連結財務書類はユーロ建である。金額は、別途記載がない限り、百万ユーロ単位で表示されている。

 

各連結会社の財務書類は、当グループ財務書類の決算日時点で作成された。
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3. 新財務報告基準の影響

 

2014年度に初めて適用された財務報告基準

以下の修正された財務報告基準の初めての適用が当グループの財政状態や経営成績、あるいは１株当たり利益の表示に与えた

影響、または重要な影響はなかった。

 

2011年12月、IASBは、「金融資産および金融負債の相殺」というタイトルで、IAS第32号「金融商品：表示」の修正を公表し

た。当該修正は、「すべての状況下における相殺権」および「同時決済」の意味について明確化している。

 

2012年10月、IASBは「投資企業」というタイトルで、IFRS第10号「連結財務書類」、IFRS第12号「他の企業への関与の開示」

およびIAS第27号「個別財務書類」の修正を公表した。当該修正により投資企業は、IFRS第10号に従って一定の子会社の連結義

務を免除される代わりに、かかる子会社を、損益を通じて公正価値で認識しなければならない。IFRS第12号は、投資企業に関

する追加的開示要件を導入している。

 

2013年５月、IFRS ICはIFRIC解釈指針第21号「賦課金」を公表した。この解釈指針は、IAS第12号「法人所得税」の対象となる

法人所得税を除く、政府による賦課金に関する会計処理について扱っている。また、賦課金に関する負債の認識時期について

の指針も規定している。IFRSにおいて当該解釈指針は、2014年１月１日以降に開始する事業年度より適用される。欧州連合内

の企業では、当該解釈指針は2014年６月17日以降に開始する事業年度から強制適用される。当該解釈指針は、2014年１月１日

付で早期適用されている。

 

2013年11月、IASBは、「確定拠出制度：従業員拠出」というタイトルで、IAS第19号「従業員給付」の狭い範囲の修正を公表し

た。これらの修正は、従業員または第三者からの確定給付年金制度に対する拠出金について、拠出金が勤務に関連するかどう

かに応じた会計処理を扱っている。一定の条件の下、こうした拠出金は、関連する役務が提供された期間における現在勤務費

用の減少として会計処理することができる。これらの修正は2014年７月１日以降に開始する事業年度より適用される。早期適

用も認められている。当該修正は早期適用されている。
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公表されたが未だ適用されていない財務報告基準

IASBおよびIFRS解釈指針委員会は以下の基準、基準の修正および解釈指針を公表した。これらは2014年度に強制適用されるも

のではなく、欧州連合による承認を条件としている。

 

2009年11月、IASBは、IFRS第９号「金融商品」を公表した。当該基準は金融資産の分類および測定に関する規則を含む。2010

年10月、IASBは金融負債の分類および測定に関する新たな要件をIFRS第９号に組み入れて公表した。新基準では、金融資産の

測定カテゴリーをこれまでの４ではなく２と定義しており、一部は企業のビジネス・モデルに基づくもの、また一部は個々の

金融資産の契約上のキャッシュ・フローの性格に基づくものに分類される。売買目的以外で保有されている持分投資に関して

は、事業体がその初回認識時に、将来における公正価値の増減をその他の包括利益に損益外で認識することを取消不能な形で

選ぶことができる。2013年11月、IASBは、「ヘッジ会計ならびにIFRS第９号、IFRS第７号およびIAS第39号の修正」というタイ

トルで追加修正を公表した。これらの修正で焦点となっているのは、リスク管理活動をより適切に財務書類に反映させること

を目的とした、ヘッジ会計規則の徹底した見直しである。これには、注記における追加開示が含まれる。2014年７月、IASBは

金融商品の減損の開示に関する新たな規則を公表した。この新たな減損モデルは、予想損失に関する会計処理の原則に基づい

ている。IFRS第９号は2018年１月１日以降に開始する事業年度より適用される。欧州連合は当該基準を未だ承認していない。

バイエルグループは現在、当該基準が財政状態および経営成績の表示に及ぼす影響を評価中である。

 

2013年12月、IASBは５度目と６度目の改訂集「IFRSの年次改善」を公表した。当該修正は、事業取引の認識、測定および開示

について取り上げており、用語の標準化を図っている。当該修正は主に、既存の基準に対する編集上の修正からなる。これら

の修正は2014年７月１日以降に開始する事業年度より適用される。早期適用も認められている。バイエルグループは現在、こ

れらの変更が財政状態および経営成績の表示に及ぼす影響を評価中である。

 

2014年１月、IASBはIFRS第14号「規制繰延勘定」を公表した。この基準は、IFRSの初度適用企業による規制繰延勘定残高の会

計処理を取り扱っているため、既にIFRSに基づく財務書類を作成している企業には適用されない。IFRS第14号は2016年１月１

日以降に開始する事業年度から適用される。欧州連合は当該基準を未だ承認していない。IFRS第14号は、当グループの財政状

態または経営成績の表示に影響を及ぼさない見込みである。

 

2014年５月、IASBは「減価償却および償却の許容される方法の明確化」というタイトルで、IAS第16号「有形固定資産」および

IAS第38号「無形資産」の修正を公表した。これらの修正は、収益を基礎とした有形固定資産の減価償却または無形資産の減損

は適切でないことを明確化している。当該修正は2016年１月１日以降に開始する事業年度より適用される。早期適用も認めら

れている。初めての適用は将来に向かって行わなければならない。欧州連合は当該修正を未だ承認していない。バイエルグ

ループは現在、これらの変更が財政状態および経営成績の表示に及ぼす影響を評価中である。
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2014年５月、IASBは「共同支配事業に対する持分の取得」というタイトルで、IFRS第11号「共同支配の取決め」の修正を公表

した。当該修正は、共同支配事業の活動が事業を構成する場合の共同事業に対する持分の取得に関する会計処理を明確化して

いる。当該修正は2016年１月１日以降に開始する事業年度より将来に向かって適用される。早期適用も認められている。欧州

連合は当該修正を未だ承認していない。バイエルグループは現在、これらの変更が財政状態および経営成績の表示に及ぼす影

響を評価中である。

 

2014年５月、IASBはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を公表した。IFRS第15号は、新たな収益認識基準である。当

該基準は、財またはサービスを顧客に提供する際に財またはサービスの予想対価を収益として認識すべきであることを明確化

している。この原則は５つのステップで適用される。ステップ１で、顧客との契約を識別する。ステップ２で、契約における

別個の履行義務を識別する。ステップ３で、取引価格を算定する。ステップ４で、この取引価格を別個の履行義務に配分す

る。最後に、ステップ５で、識別した別個の履行義務が充足された際に、一定期間にわたり、または一時点で収益を認識す

る。IFRS第15号は、IAS第11号「工事契約」、IAS第18号「収益」、IFRIC第13号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」、

IFRIC第15号「不動産の建設に関する契約」、IFRIC第18号「顧客からの資産の移転」およびSIC第31号「収益－広告サービスを

伴うバーター取引」に置き換わるものである。当該新基準は2017年１月１日以降に開始する事業年度より適用される。早期適

用も認められている。初めての適用は遡及的に行わなければならない(修正後)。欧州連合は当該基準を未だ承認していない。

バイエルグループは現在、これらの基準が財政状態および経営成績の表示に及ぼす影響を評価中である。

 

2014年６月、IASBは「農業：果実生成型植物」というタイトルでIAS第16号「有形固定資産」およびIAS第41号「農業」の修正

を公表した。当該修正は、農産物の生産のためだけに使用される植物はIAS第16号「有形固定資産」に基づいて会計処理するこ

とを明確化している。当該修正は2016年１月１日以降に開始する事業年度より適用される。早期適用も認められている。欧州

連合は当該修正を未だ承認していない。これらの変更は、当グループの財政状態または経営成績の表示に重要な影響を及ぼさ

ない見込みである。

 

2014年９月、IASBは７度目の改訂集「IFRSの年次改善」を公表した。当該修正は、事業取引の認識、測定および開示について

取り上げており、用語の標準化を図っており、主に、既存の基準に対する編集上の修正からなる。当該修正は2016年７月１日

以降に開始する事業年度より適用される。早期適用も認められている。欧州連合は当該修正を未だ承認していない。これらの

変更は、当グループの財政状態または経営成績の表示に重要な影響を及ぼさない見込みである。

 

2014年９月、IASBは「投資者とその関連会社または共同支配企業の間での資産の売却または拠出」というタイトルで、IFRS第

10号「連結財務諸表」およびIAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」の修正を公表した。当該修正は、関連会

社または共同支配企業が関与する取引において、利得または損失を認識する範囲は、売却または拠出する資産が事業を構成し

ているかどうかに依拠することを明確化している。当該修正は2016年１月１日以降に開始する事業年度より適用される。早期

適用も認められている。欧州連合は当該修正を未だ承認していない。バイエルグループは現在、これらの変更が財政状態およ

び経営成績の表示に及ぼす影響を評価中である。
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2014年12月、「投資企業：連結の例外の適用」というタイトルで、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第12号「他の企業への

関与の開示」およびIAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」の更なる修正が公表された。当該修正は、投資企

業が連結しなければならない子会社および損益を通じて公正価値で認識しなければならない投資の大部分を明確化している。

当該修正は2016年１月１日以降に開始する事業年度より適用される。早期適用も認められている。欧州連合は当該修正を未だ

承認していない。これらの変更は、当グループの財政状態または経営成績の表示に重要な影響を及ぼさない見込みである。

 

機能コストおよび特別項目に関する報告の変更

機能コスト報告の比較可能性および透明性を高めるため、2014年度において、組織的な視点は、より機能を重視したアプロー

チに置き換えられた。この影響により、一般管理費が減少し、販売費および売上原価が増加する。さらに、一部の特別項目

は、当該項目と機能コストとの関係が即時に明白となるよう、その他の営業収益または費用ではなく各機能コストに反映され

る。

 

その結果、前年度の数値は修正再表示されている。

 

会計上の変更：2013年度連結損益計算書 2013年度

 会計上の

変更前

会計上の変更 会計上の

変更後 機能コスト 特別項目

売上原価 (19,347) (69) (100) (19,516)

売上総利益 20,810 (69) (100) 20,641

     

販売費 (10,080) (159) (73) (10,312)

研究開発費 (3,190) (4) (212) (3,406)

一般管理費 (1,883) 227 (56) (1,712)

その他の営業収益 897 5 (15) 887

その他の営業費用 (1,620) - 456 (1,164)

 

 

4. 基本原則と会計処理方法、および重要な会計処理上の見積

 

各連結会社の財務書類は、統一された会計方針および測定原則に基づいて作成されている。

 

当グループの連結財務書類は、取得、工事または製造に係る取得原価の原則に基づくものであるが、例外として売買目的保有

金融資産または売却可能金融資産やデリバティブといった項目は公正価値で財務書類に反映される。

 

連結財務書類の作成に際して、経営陣は当グループの財政状態および/または経営成績の表示に重大な影響を与える可能性のあ

る一定の見積および仮定を行わなければならない。
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こうした見積、仮定または裁量権の行使は、主に固定資産の耐用年数、減損テストおよび取得価格の配賦に使用される割引

キャッシュ・フロー、訴訟関連費用、年金およびその他の給付、税金、環境規制への対応および環境保全に係る費用、売上値

引、製造物責任ならびに保証などに関する引当金の認識に関連している。財務書類のさまざまな科目の報告に影響を及ぼす可

能性のある重要な見積および仮定は、この注記において後述している。見積は、過去の実績と、その状況下において妥当と見

なされるその他の仮定に基づいて行われる。これらは継続的に見直しが行われるが、実際の評価は見積とは異なる場合があ

る。

 

新基準または改訂基準による会計方針または測定原則の変更は、それぞれの基準で別途規定されている場合を除き、遡及的に

適用される。前年度の損益計算書およびその年度における期首現在の財政状態計算書は、これらの新しい会計方針および/また

は測定原則が既に適用されているものとして調整される。

 

連結

連結財務書類には、子会社、共同支配の取決めおよび関連会社が含まれている。

 

子会社とは、バイエル社が現在、現存する権利に基づきパワーを行使することができる会社である。パワーとは、ある会社の

収益性に重要な影響を与える活動を指図する能力を意味する。したがって、バイエル社が、ある会社との関わりから生じた変

動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有しており、その会社に対するパワーを利用してその会社のリターンの金

額に影響を及ぼすことができる場合にのみ、支配が存在しているとみなされる。他の会社を支配する能力は、通常、バイエル

社が議決権の過半数を直接的または間接的に所有していることから生じる。ただし、仕組事業体の場合、支配は契約上の取決

めに基づく。事業体の財務書類を連結財務書類に含めることは、バイエルグループが当該事業体に対して支配権が行使可能と

なった時点で開始し、支配権が行使可能でなくなった時点で終了する。

 

連結会社間取引により生じた売上収益、収益および費用ならびに損益は、当該会社間の債権債務とともに相殺消去されてい

る。連結時に繰延法人税等の影響が反映されている。

 

資本の連結は、子会社の帳簿価額をそれぞれの会社の対象持分と相殺して実施される。ある会社の持分の過半数を取得する場

合、取得日現在の比例按分による資本は取得法により測定される。識別可能な資産および負債(偶発債務を含む)は、帰属可能

な繰延税金資産および負債とともに公正価値で認識される。取得価格との差額は、のれんとして認識される。ユーロ圏外に拠

点を置く被取得会社の取得価格は、各取得日時点の実勢為替レートで換算される。

 

その他の株主からの株式の購入は資本取引として表示される。そのため、その他の株主から取得した資本とその取得価格の差

額は資本と直接相殺される。
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共同支配事業および共同支配企業は、共同支配の取決めに基づいている。共同支配の取決めは、バイエルグループが第三者と

ともに管理する活動を契約上の取決めを通して共同支配している場合に存在するとみなされる。共同支配は、関連する活動に

関する決定が、支配を共有している当事者の全会一致の合意を必要とする場合にのみ存在するとみなされる。

 

共同支配事業は、取決めを共同支配している両当事者が、かかる取決めに関連する資産に対する権利、および負債に関する義

務を有する共同支配の取決めである。バイエルグループは、共同支配事業の持分に関連する資産、負債、収益および費用の持

分を、その権利および義務に応じて認識している。

 

共同支配企業は、取決めを共同支配している両当事者が、かかる取決めの純資産に対する権利を有する共同支配の取決めであ

る。共同支配企業は、持分法を用いて会計処理されている。

 

バイエル社が重要な影響を及ぼしている関連会社(通常、持分は20％から50％)も、持分法を用いて会計処理されている。

 

持分法を用いて会計処理された会社の帳簿価額は、当該会社に対するバイエルの持分割合に応じた資本の増減によって毎年修

正される。持分法により初めて財務書類に含めた際に生じた差額は、完全連結の原則に従って会計処理される。これらの会社

の資本に占めるバイエルの持分の変動のうち、損益に認識されたもの(のれんに係る減損損失認識額を含む)は、持分法利益／

損失に反映される。これらの会社との取引により生じた内部損益は、2014年度または2013年度のいずれにおいても重要性がな

かった。

 

単独でも合計しても当グループの財政状態または経営成績に重要な影響を及ぼさない会社は、減損損失控除後の取得原価で会

計処理される。

 

外貨換算

連結財務書類へ組み入れられる個々の会社の財務書類は、それぞれの機能通貨で作成されている。会社の機能通貨とは、当該

会社が主として現金を生み出し、費やしている経済環境の機能通貨である。大半の連結会社は財務、経済、組織の面で独立し

て業務を行っているため、機能通貨はそれぞれの現地通貨である。

 

各連結会社の個別財務書類において、それぞれの機能通貨以外の通貨建の債権債務は、決算日レートで換算されている。関連

する外貨換算調整額は、その他の財務収益および費用に為替差損益として認識される。

 

連結財務書類において、ユーロ圏外の会社の資産と負債の期首および期末残高は、決算日レートでユーロに換算されている。

当期中のすべての変動、すべての収益項目と費用項目ならびにキャッシュ・フローは、月次平均為替レートでユーロに換算さ

れている。資本の各項目は、最初に当グループの資本に認識された日の実勢為替レートで換算される。
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実際に得られた金額と決算日レートによる換算の際に生じた外貨換算差額は、「ユーロ圏外事業活動の外貨換算調整額」(その

他の包括利益)、または「外貨換算調整額」(注記中の表)として損益外で認識される。ある会社が連結解除された場合、その外

貨換算調整額は資本から損益に組み替えられる。

 

主要通貨のユーロに対する為替レートの変動は以下の通りである。

 
主要通貨の為替レート   

 終値 平均

１ユーロ当たり 2013年 2014年 2013年 2014年

BRL ブラジル 3.26 3.22 2.85 3.12

CAD カナダ 1.47 1.41 1.37 1.47

CHF スイス 1.23 1.20 1.23 1.21

CNY 中国 8.35 7.54 8.16 8.17

GBP 英国 0.83 0.78 0.85 0.81

JPY 日本 144.72 145.23 129.20 140.32

MXN メキシコ 18.07 17.87 16.93 17.65

RUB ロシア 45.32 72.34 42.23 50.25

USD 米国 1.38 1.21 1.33 1.33

 

機能通貨の過去３年間の累積インフレ率が100％を超える子会社には、IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」の規

定が適用されている。非貨幣性資産および負債の帳簿価額のインフレに関する調整時に生じた損益は、その他の営業収益およ

び費用に認識される。

 

2014年度に、前年度同様にIAS第29号の規則が該当したのはベネズエラのバイエル社(Bayer S.A.)である。2013年度において換

算に使用した為替レートは、米ドル／ユーロのレートで換算した、ベネズエラ・ボリバル(以下「VEF」という。)の対米ドル公

式為替レート(１米ドル当たりVEF6.3のCADIVIレート)に基づいて計算された期末現在のレートである。2014年度には、複数の

大幅に異なる対米ドル公式為替レートが公表された。2014年現在、ベネズエラのバイエル社は、米ドルへの換算許可が下りた

場合に将来の資本移転に適用される可能性のある公式為替レート(SICAD 1)を使用して連結財務書類に含まれている。

 

ベネズエラの為替管理では直接的な通貨換算を禁止しているため、正確に外貨割当を見積ることは不可能であり、バイエルグ

ループは、損益にマイナス影響を及ぼしうる為替レート切り下げによる潜在的損失にさらされている。

 

2014年12月31日現在、ベネズエラのバイエル社は、他のグループ会社に対する米ドル建ての買掛金を150百万ユーロ相当有して

いた。2014年度に生じた59百万ユーロの為替差損は、主に、対米ドルのVEFの通貨切下げによるグループ内負債の再測定による

ものである。
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純売上高およびその他の営業収益

製品の販売またはサービスの提供、あるいはライセンス契約によるすべての収益は売上高として認識される。 その他の営業上

の収益はその他の営業収益として認識される。売上高は、以下の場合に損益に認識される。製品の所有に伴う重要なリスクと

経済価値が顧客に移転したこと、会社が通常保留する所有権に係る継続的管理権がなく、販売した商品を実際に管理していな

いこと、発生した、または発生が予測される収益および原価の金額を確実に測定できること、および取引に伴う経済的利益の

企業への流入が十分に予測できる場合。

 

売上高は、売上税、その他の税金および売上関連控除を除いた、受け取った対価または受け取るべき対価の公正価値で計上さ

れる。売上関連控除は、リベート、現金割引および製品返品に対する見積額である。これらは売上高が認識された時点で控除

され、適切な引当金が計上される。売上関連控除は、主に、過去の実績、特定の契約条件および売上予測に基づいて見積もら

れる。これら以外の要因が、バイエルグループの売上関連控除に重要な影響を及ぼす可能性は低い。リベート、現金割引ある

いは返品に関して過去の期間に設定された引当金の調整額は、報告年度の税引前利益にとって重要ではなかった。

 

2014年度におけるリベートに対する引当金は、純売上高合計の3.4％(2013年度：2.8％)であった。グループ各社は、リベート

に加え、いくつかの国においては即時払いに対する現金割引も行っている。2014年12月31日および2013年12月31日現在の現金

割引に対する引当金は、それぞれの事業年度の純売上高合計の0.1％未満であった。

 

契約上の取決めに基づいて返品可能な不良品または販売可能な製品の返品予想に対する引当金額が、売上高から控除される。

純売上高からは、販売当日あるいは将来における返品額を妥当な範囲で見積もることができる日に差し引かれる。2014年度の

製品返品引当金は、純売上高合計の0.5％(2013年度：0.3％)であった。将来における返品を妥当な範囲で予測できず、なおか

つそれが売買取引に重要な影響を及ぼす場合、収益とそれに関連する売上原価の認識は、合理的な見積が行われるまで、ある

いは返品可能期限が過ぎるまで延期される。

 

バイエルグループの収益の一部は、第三者に製品製造や技術使用を認めたライセンス契約に基づいて得ている。技術もしくは

技術的知識の売却またはアウトライセンスに関連して受け取った、あるいは受け取る予定の支払額は、技術に対するすべての

権利または技術に関係して生じるすべての義務が契約条件に基づいて放棄された場合、各契約の発効日現在で損益として認識

される。しかし、その技術に対する権利が継続して存在するか、もしくはその技術による義務がまだ履行されていない場合、

受け取った支払額は、状況に応じて繰り延べられる。これらの契約の下に行われた前払いおよびこれに類する返金不可の支払

の受領額は、その他の負債として計上され、その契約に規定された予想業務実施期間にわたり損益として認識される。

 

ライセンス契約や共同研究開発契約は、前払や目標達成による支払、あるいは類似の支払など、さまざまな対価の条件が付さ

れた、複数要素契約である場合がある。そのため、このような契約は、契約の個々の引渡物に配分される収益が、異なる時点

で認識されることから個別の会計単位を構成するかどうかを判断するための評価を行わなくてはならない。
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収益認識の会計処理上、個別の会計単位として認められるためには、１つの引渡物が単独でライセンシーに対する価値を有し

ていなければならない。そうでない場合は、単独で価値を有する契約全体または個々の引渡物の組み合わせが会計単位を構成

する。

 

会計単位にとって必要な製品の引渡しまたはサービスの提供を行わなければならず、かつ、このような引渡しまたは提供が実

施される可能性が高い場合、既に受領している返金不可(ロイヤルティ)の支払いは、これらの製品が引き渡される、またはこ

れらのサービスが提供される期間にわたり損益を通じて認識される。

 

その他の営業収益は、無形資産の交換によっても発生する場合がある。認識額は通常、譲渡する資産の公正価値に基づき、割

引キャッシュ・フロー法を使用して計算される。当該資産が内部創出資産である場合、交換による利益は通常、その公正価値

と同額である。

 

研究開発費

会計上、研究費は、新たな科学的知識や技術的知識、およびその理解を得ることを念頭に置いて、現在行われている、または

計画されている調査により生じる費用として定義される。開発費は、商業的な製造や使用を開始する前に、新たな、あるいは

大幅に改良した製品、サービスまたはプロセスの製造、供給または開発の計画や設計に、研究成果や専門的知識を応用するた

めに生じる費用として定義される。

 

研究開発費は、社内における研究開発業務および第三者との数多くの研究開発協力および提携に関して、バイエルグループ内

で発生する。

 

研究開発費は主に、有効成分の発見、臨床研究、および応用技術とエンジニアリング分野での研究開発業務、臨床試験、規制

当局の認可および承認延長に関する費用からなる。

 

研究費を資産計上することはできない。開発費の資産計上の条件は以下の通り厳密に定義されている。無形資産は、資産の帳

簿価額を満たす将来キャッシュ・フローの受取について合理的な確実性がある場合に限り、認識しなければならない。バイエ

ルの開発プロジェクトは規制当局の承認手続やその他の不確実性を伴うことが多いため、通常は、承認が得られる前に発生し

た費用を資産計上するための条件を満たすことはできない。

 

研究開発の協力においては、契約締結時の支払、前払、目標達成による支払と実施した作業に係る費用の支払とは通常、区別

される。無形資産(有効成分の使用権など)をこれらの支払債務のいずれかに関連して取得する場合、個々の支払は、たとえそ

の研究開発が最終的に販売可能な製品の製造につながるかどうかが不確実であっても資産計上される。研究開発費用の支払

は、損益として認識される。
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法人税等

法人税等は、各国における課税所得に課される税金ならびに損益に認識される繰延税金資産および負債の増減からなる。認識

された法人税等は、報告期間末現在で既に有効な法的規制、または将来の期間に関して既に効力を生じている法的規制に基づ

き支払うことになる可能性の高い金額で計上される。

 

IAS第12号「法人所得税」に従い、繰延税金は、IFRSに基づき作成された財政状態計算書の資産および負債の帳簿価額と税務上

の目的で作成されたものとの一時差異について認識される。繰延税金はまた、連結上の項目ならびに利用可能となる可能性の

高い税務上の繰越欠損金および税額控除についても認識される。

 

控除可能な一時差異、税額控除または税務上の繰越欠損金に関連する繰延税金資産は、将来それらを利用できるだけの課税所

得が十分見込める場合に認識される。繰延税金負債は、将来において課税対象となる一時差異に対して認識される。繰延税金

は、実現の時点でそれぞれの国において適用される予定の、決算日現在において既に有効な法的規制か、将来の期間に関して

既に効力を生じている税率で算定される。繰延税金資産と繰延税金負債が、同一の税務当局が徴税する法人税等と関連してお

り、バイエルに純額で決済する法的権利がある場合、両者は相殺される。繰延税金資産および負債における税率または税法の

変更による重要な影響は、通常、これらの変更が適用される期間に会計処理される。こうした影響は、損益に認識される。た

だし、これらが損益外で認識された繰延税金に関連するものである場合は、その他の包括利益に認識される。

 

繰延税金および当期税金は、その他の包括利益の損益外で認識される項目と関連する場合(この場合、繰延税金および当期税金

もその他の包括利益で認識される)を除き、損益として認識される。

 

一時差異または繰越欠損金から生じた繰延税金資産を将来において利用できるかどうかは、個々の連結会社による将来の損益

の状況やその他のパラメーターに関する予測によって異なる。

 

繰延税金負債は、子会社により計画されている配当金支払額に対して認識される。予見される将来に配当金の支払が計画され

ていない場合、子会社に対する投資の、IFRSに基づく純資産の比例持分と課税ベースの差異について、繰延税金負債は認識さ

れない。

 

のれん

企業結合において、のれんは、その取得日に資産計上される。のれんは、ある企業に対する持分の取得価格が取得した純資産

を上回る超過分である取得原価で測定される。純資産は、取得した識別可能資産および引受債務ならびに偶発債務の公正価値

の残高である。

 

のれんは償却せず、毎年減損テストが行われる。年に一度の減損テストの詳細は、「世界的規模での減損テストに利用される

手続およびその影響」の項に記載されている。のれんに係る減損損失を認識した場合、その後の期間に戻入は行わない。
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その他の無形資産

「その他の無形資産」は、物質的実体を伴わない、のれん(特許、商標または販売権など)以外の識別可能な非貨幣性資産であ

る。その他の無形資産は、資産に帰属する将来の経済的利益が会社に流入する可能性が高く、資産の取得原価または製造原価

が確実に測定できる場合に資産計上される。

 

その他の無形資産は取得原価または製造原価で認識される。耐用年数が決定可能なものは、実際の減耗により異なる償却パ

ターンが必要となる場合を除き、最長30年の耐用年数にわたって定額法で償却される。これらの資産の予想耐用年数と償却パ

ターンは、当該資産によりキャッシュ・フローが生じる期間の見積に基づいて決定される。減損の兆候がある場合、減損テス

トが実施される。

 

耐用年数が無期限であるその他の無形資産(「バイエル・クロス」の商標など)、および未だ使用可能でない無形資産(研究開発

プロジェクトなど)については償却せず、年に一度減損テストを行う。

 

すべての減損損失は損益として認識される。過年度に認識した減損損失の理由が該当しなくなった場合、減損損失の戻入が行

われるが、この戻入によって帳簿価額が(償却後の)取得原価または製造原価を超えてはならない。

 

有形固定資産

有形固定資産は、取得原価または工事原価で計上され、見積耐用年数にわたり減価償却される。資産の回収可能価額が帳簿価

額を下回った場合は、減損損失が認識される。

 

取得原価は、取得価格、付随費用、およびその後に発生する取得原価の合計から、取得価格に対する割引額を減じた額とな

る。自社製造の有形固定資産の原価は、直接材料費、直接加工費、ならびに間接材料費および間接加工費の適切な配賦額で構

成される。資産の耐用年数終了時に資産を取り外したり現場を原状に復帰したりする義務がある場合は、完了時に、取得原価

または工事原価とともに将来における関連支払額の現在価値が資産計上され、同額の負債が認識される。

 

有形固定資産の建設が長期間にわたる場合、借入資金に係る完成日までの利息は、IAS第23号「借入費用」に従い、取得原価ま

たは工事原価の一部として資産計上される。

 

定期的に実施される大規模メンテナンス(技術装置の全体的オーバーホールなど)に係る費用は、当該費用が認識基準を満たし

ていれば、個別要素として資産計上される。

 

実際の減耗に基づく償却の方が適切であると判断される場合を除き、有形固定資産は、資産の耐用年数にわたり定額法によっ

て減価償却される。
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以下は、当グループ全体に適用されている減価償却期間である。

 
有形固定資産の耐用年数  

  

建物 20～50年

屋外設備 10～20年

貯蔵タンクおよびパイプライン 10～20年

工場設備 ６～20年

機械装置 ６～12年

什器および備品 ４～10年

車両 ４～８年

コンピューター機器 ３～５年

研究開発施設 ３～５年

 

耐用年数が異なる重要な資産項目は、個々に会計処理され減価償却される。

 

有形固定資産の各項目が減損している兆候がある場合、回収可能価額と帳簿価額を比較する。回収可能価額が帳簿価額を下回

る場合、その差額について減損損失が認識される。過年度に認識した減損損失の理由が該当しなくなった場合、減損損失の戻

入が行われるが、この戻入によって帳簿価額が減価償却費控除後の取得原価または工事原価を超えてはならない。

 

資産が売却、閉鎖、または廃棄される場合、正味手取金と資産の正味帳簿価額との差額は、それぞれ、その他の営業収益また

は費用において損益として認識される。

 

投資目的で保有する不動産は、営業または管理目的で利用するもの以外の土地と建物で構成されている。当該不動産は、取得

原価モデルで測定される。注記中で報告されている投資不動産の公正価値は、割引キャッシュ・フロー法、類似する不動産の

最新市場価額との比較、または外部の専門家による報告書を用いて算定されている。

 

金融資産

金融資産は、貸付金および受取債権、取得した持分および債務証券、現金および現金等価物、ならびに正の公正価値を有する

デリバティブからなる。

 

これらの認識と測定は、IAS第39号「金融商品：認識および測定」に準拠して行われる。したがって、金融資産は、バイエルグ

ループが現金またはその他の金融資産を他の事業体から受け取る契約上の権利を有している場合に、連結財務書類上で認識さ

れる。金融資産の通常取引売買は決済日に計上される。金融資産は当初、公正価値に取引費用を加えた金額で認識される。損

益を通じて公正価値で測定する金融資産の購入に伴って発生した取引費用は、直ちに費用計上される。無利息または低利息の

受取債権は当初、将来予想されるキャッシュ・フローの現在価値で反映される。当初認識時に、各金融資産はIAS第39号で規定

されているカテゴリーの１つに割り当てられる。その後の測定は、各カテゴリーの測定規則に従って実施される。各カテゴ

リーの測定規則が以下に記載されている。
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損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、売買目的保有の金融資産で構成される。これらの金融資産は、主として流動性

管理のために短期間のうちに売却する目的で取得されたものである。ヘッジ会計を使用する場合を除き、その他の金融資産に

含まれている商品先渡契約による受取債権およびその他のデリバティブ金融商品による受取債権もこのカテゴリーに配分され

ている。この項目の金融資産の公正価値に増減が生じた場合、その変動は損益に認識される。

 

貸付金および受取債権は、活発な市場で相場が示されていない、固定額または決定可能な金額の支払を伴う、デリバティブ以

外の金融資産である。これらは、実効金利法を用いて償却原価で会計処理される。この項目は、売掛金、その他の金融資産に

含まれる貸付金および受取債権、その他の受取債権に反映される追加的金融受取債権、ならびに現金および現金等価物からな

る。この項目に配賦される受取利息は、実効金利法を用いて決定される。

 

満期保有金融資産は、バイエルグループが満期まで保有する意思と能力を有している、固定額または決定可能な金額の支払を

伴う、デリバティブ以外の金融資産である。これらは、実効金利法を用いて償却原価で会計処理される。満期保有金融商品に

対する投資は、その他の金融資産として認識される。

 

売却可能金融資産は、上のいずれの項目にも該当しない、デリバティブ以外の金融資産である。これらには主に、株式等の持

分証券および満期まで保有されない債務証券からなり、その他の金融資産に含まれる。最初の認識後、売却可能金融資産は公

正価値で測定され、未実現損益は損益外で資本に認識される。損益への組替えが行われるのは、当該資産が売却される、また

は減損の客観的な兆候がある場合に限られ、その場合は累積損失が損益に認識される。減損の客観的兆候とは、持分証券の公

正価値が下落し、その取得原価を大幅に、または長期にわたって下回ることをいう。減損の理由が該当しなくなった場合、過

年度に認識した減損損失は戻入れられる。持分証券の減損損失の戻入は損益外で認識されるが、債務証券の場合は損益に認識

される。可能な場合、持分証券および債務証券の公正価値は市場データから算出される。市場価格がなく、その公正価値を合

理的に見積もることのできない金融資産は、減損損失控除後の取得原価で認識される。

 

貸付金および受取債権、満期保有金融資産または売却可能金融資産の価値の下落の兆候が顕著かつ客観的に認められる場合

は、減損テストが実施される。減損の兆候には、支払不能の恐れが高いこと、信用度の大幅な低下、重大な契約不履行、会社

の数年間にわたる営業損失計上、市場価額の減少、債務者の財務上の再編、または当該資産の活況市場の消失が含まれる。

 

貸付金および受取債権、ならびに満期保有金融資産では、減損テストが実施され、帳簿価額を、当初の実効金利で割引後の予

想将来キャッシュ・フローの現在価値と比較する。帳簿価額が現在価値を上回る場合、２つの金額の差額について減損損失が

認識される。過年度に認識した減損損失の理由が該当しなくなった場合、減損損失は戻入れられるが、この戻入によって帳簿

価額が償却後の取得原価を超えてはならない。

 

金融資産からのキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利が消失した場合、またはすべての重要なリスクおよび便益ととも

に当該金融資産が譲渡された場合は、当該金融資産の認識は中止される。
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棚卸資産

IAS第２号「棚卸資産」に従い、棚卸資産は、製造過程またはサービス提供過程において消費される資産(原材料および貯蔵

品)、製造途中にある売却目的資産(仕掛品)、通常の事業における売却目的で保有する商品(完成品および販売目的の購入品)、

および棚卸資産に係る前払金を含んでいる。棚卸資産は、加重平均法により計算される取得原価または製造原価、または正味

実現可能価額のいずれか低い方の金額で認識される。正味実現可能価額は、通常の業務過程における見積販売価格から、完成

までに係る費用と販売費の見積額を差し引いた金額である。

 

現金および現金等価物

現金および現金等価物は、現金、受取小切手、銀行および会社に対する預入残高からなる。現金等価物は、価値の変動のリス

クが軽微で、非常に流動性が高い短期金融投資であり、容易に確定額の現金に転換でき、取得日または投資日から３ヵ月以内

で満期が到来するものをいう。

 

売却目的保有資産

売却目的保有資産は、固定資産または(すべての負債を伴う)処分グループからなり、その帳簿価額は、主に以後12ヵ月以内に

行われる可能性が非常に高い売却取引か、または契約上合意されている売却取引を通して実現するものであって継続的な使用

を通して実現するものではない。「売却目的保有」として分類された時点で、かかる資産は、帳簿価額と処分コスト控除後の

公正価値のいずれか低い方の金額で一括して測定され、減価償却または償却は中止される。

 

退職年金およびその他の退職後給付引当金

バイエルグループでは、確定拠出型と確定給付型、あるいはそのいずれかによる退職後給付を提供している。確定拠出制度で

は、当社は公的にまたは民間により運営されている年金制度に強制的に、あるいは契約に従って、もしくは自発的に、拠出金

を支払っている。拠出金が支払われれば、その後の支払債務は一切ない。支払期限年度の費用は定期的な拠出金によって賄わ

れており、それ自体が機能別原価項目に含まれているため、EBITの一部を構成している。その他の退職後給付制度はすべて確

定給付制度であり、引当金計上による非積立式あるいは年金基金による積立式がある。

 

確定給付制度に対する引当金の現在価値および発生した費用は、IAS第19号「従業員給付」に従い、予測単位積増方式を使用し

て計算されている。将来の給付債務は、保険数理計算法により、受益構造および経済環境に関する具体的な仮定に基づいて算

定され、全雇用期間にわたって配賦される。これらの仮定は主に、割引率、将来の給与および年金の伸び率、医療費の変動、

ならびに死亡率に関連している。

 

使用される割引率は、キャッシュ・フローが年金制度からの予想支出にほぼ相当する、特定通貨の優良社債ポートフォリオの

利回りから算出される。この金利構造によって計算される一律の割引率は、決算日の「AA」格社債のポートフォリオの利回り

に基づくものであり、その残存期間の加重平均値は、全体的な給付債務をカバーするために必要な期間にほぼ相当する。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

130/455



退職年金およびその他の退職後給付に係る確定給付債務の現在価値から制度資産の公正価値を減額して正味確定給付負債を算

定する。当該債務と制度資産については、３年以内の間隔で定期的に価値評価が行われる。すべての主要制度に関しては、12

月31日に包括的な保険数理上の評価が毎年行われる。給付債務を超過する制度資産はその他の受取債権に反映されるが、IAS第

19号「従業員給付」に明記された資産制限の対象となる。

 

確定給付制度に関連するすべての収益および費用の残高は、純負債に係る正味利息を除き、EBITに認識される。正味利息は、

その他の財務収益及び費用として財務損益に反映されている。

 

正味確定給付負債の再測定による影響は、包括利益計算書にその他の包括利益として反映されている。これは、保険数理上の

損益、制度資産の運用収益および資産計上額の上限の影響から、正味利息に含まれるそれぞれの金額を差し引いたものであ

る。再測定の影響に関連する繰延税金も、その他の包括利益に認識される。

 

その他の引当金

その他の引当金は、将来において資源の流出が生じる可能性が高い、過去の事象から生じた現在の法的債務および推定的債務

に関して認識されるが、債務額に関する信頼性の高い見積が可能であることが前提となる。

 

その他の引当金は、IAS第37号「引当金、偶発債務および偶発資産」に従って、また該当する場合にはIAS第19号「従業員給

付」に従って測定される。債務の返済のための現金流出が１年後に発生すると予想される場合、引当金は予想現金流出額の現

在価値で認識される。第三者から返還金が確実に見込まれる場合、その返還金は個別にその他の受取債権に反映される。

 

予測債務が見積変更の結果減少する場合、同額の引当金が戻入れられ、その結果、当初の費用が認識された営業費用項目にお

いて収益が認識される。

 

見積の情報内容を改善するために、当グループの財政状態や経営成績に重要な影響を及ぼすと思われる一定の引当金を選択

し、基礎となるパラメーターの変動に対する感応度についてテストを行う。また、仮定した事象が実際に発生するかどうかに

ついての不確実性を反映するために、それぞれのケースについて発生確率が５パーセント・ポイント変動した場合の影響につ

いて検証を行う。この分析で、その他の引当金の感応度が著しく高いという結果は出ていない。

 

複雑な税務規則の解釈と、将来における課税所得の金額とタイミングに関しては、不確実な要素が存在する。広範に及ぶ国際

的ビジネス関係と、既存契約の長期性と複雑さを考えると、実際の結果と仮定の間に生じる差異や、これらの仮定内容の将来

的な変化によって、将来における税務上の利益と税金費用に対する調整が必要になることが考えられる。当グループは、それ

ぞれの国の税務当局に対する、金額および発生確率が不明確である負債に対し、合理的な見積に基づく税金引当金を設定して

いる。これらの引当金の金額は、過去における税務監査における経験や、税務主体と税務当局間での税務規則に係る見解の相

違など、さまざまな要素に基づいて決定されたものである。
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環境保護引当金は、環境規制への対応の確保や環境保全活動の実施のために将来現金流出が必要になる可能性が高い場合に計

上される。当該費用は信頼性の高い見積が可能であり、これらの対策から将来の便益が生じることはないと予想される。

 

環境保全に係る将来の費用を見積もるにあたっては、多くの不確実性が伴う。特に、さまざまな国および個々の用地における

法令、規制および状況について入手可能な情報については不確実な要素が多い。費用を見積もるための重要な要素としては、

同様の事例における過去の実績、当グループの環境プログラムに関して得られた専門家の意見による結論、当期の費用と費用

に影響する新たな進展、環境に関する現行法令および規則に関する経営陣の理解、共同責任に基づいて何らかの環境保全費用

の負担が求められる第三者の数と財政状態、実施が予想される環境保全方法などがある。これらの仮定が変更された場合、将

来報告される損益に影響を与える可能性がある。

 

同様の環境問題に関して現在までに得られた経験を考慮に入れた場合、現在入手可能な情報に照らして、現在の引当金は十分

なものと考えられる。当グループが営業する分野において債務を見積もることは本来困難であり、環境破壊の恐れが比較的大

きい分野(農業関連および素材科学分野)については特に、未払計上額を超えて多額の追加費用が発生する可能性を払拭するこ

とはできない。環境保全活動中に、引当金を超過し、なおかつ合理的に見積もることのできない範囲の新たな支出が長期にわ

たって必要となることが明らかになる可能性もある。

 

リストラクチャリング引当金は、リストラクチャリング施策のために直接発生し、リストラクチャリングに必要であり、将来

の事業運営に関連しない費用のみをカバーする。こうした費用には、従業員の退職手当および使用されなくなった不動産の賃

借料が含まれる。

 

リストラクチャリング施策にはビジネス・ユニットの売却または終了、拠点の閉鎖、事業活動の移転、またはビジネス・ユ

ニットの抜本的な再編成を含むことがある。

 

詳細なリストラクチャリング計画が立案され、経営管理の責任ある意思決定レベルにより決定され、それが従業員および／ま

たはその代表者に伝達されたときに、それぞれの引当金が計上される。リストラクチャリング引当金は将来支出の現在価値に

より計上される。

 

販売関連引当金は、主に、リベートや値引きの承諾、返品、および既に提供を受けたがまだ請求を受けていない財やサービス

に関する債務に対して計上されている。

 

多角的な事業ポートフォリオを有する世界的規模の企業として、バイエルグループは、特に製造物責任、競争および反トラス

ト法、特許権侵害、税法ならびに環境保護の分野で多数の法的リスクにさらされているため、一定の条件の下で訴訟引当金を

計上する必要がある。
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訴訟その他の法的手続は複雑な問題を引き起こすことが多く、数多くの不確実性と複雑な要素を内包している。その例として

は、それぞれの事例に固有の事実と状況、各訴訟を進める上での司法管轄権、適用される法令の違いなどがあるが、これらだ

けに限られるものでもない。一般的に、現在係争中の訴訟や将来予想される訴訟の結果を見通すことはできない。特に、米国

における損害賠償を求める集団訴訟で起こりうる結果を評価することは困難であり、バイエルグループではこれによって重大

な財務リスクが発生する可能性がある。公判の判決、規制当局の判断または和解の締結の結果、合理的な見積が不可能である

ために会計上の対策をとっていない課徴金、あるいは現在用意している引当金や保険の補償範囲を超える課徴金がバイエルグ

ループに課せられる恐れもある。

 

バイエルグループは、法務部が入手可能な情報に基づき、かつ、バイエルグループの弁護士と緊密なコンサルテーションを図

りつつ、現在係争中の訴訟または将来の訴訟に関する会計上の対策の必要性ならびにかかる対策の程度について検討を行って

いる。

 

このような訴訟により資源の流出が生じる可能性が比較的高く、その金額の合理的な見積りが可能となった場合、予想キャッ

シュ・フローの現在価値の金額で訴訟引当金が計上される。かかる引当金は、原告、訴訟費用、弁護士費用および潜在的な和

解費用に対する予想支払額をカバーしている。

 

信頼性をもって現在の債務の存在を判断する、または現在係争中の訴訟または将来の訴訟によって資源の流出が生じる可能性

を合理的に見積ることが不可能であることは多い。重要な「法的リスク」の状況は、注記[32]に記載されている。これらの訴

訟の特殊性を踏まえ、引当金は、通常、当初の和解によって潜在的な和解額の見積りが可能となる、または決定が下されるま

で設定されない。法的防御に係る費用の引当金は、外部の弁護士が当社の法的立場を防御するために多額の費用が発生する可

能性が高い場合に設定される。

 

内部および外部の弁護士が、バイエルグループの各報告期間末現在の重要な法的リスクの現状の評価を行っている。引当金の

設定または調整の必要性ならびに引当金または調整の金額は、当該評価に基づき決定される。連結財務書類の作成時点までの

修正事象が反映されている。集団訴訟または大規模な補償請求の場合の引当金の測定は、主に、前年度中に至った和解ならび

に現在係争中の請求または将来において予想される請求に基づいている。

 

従業員関連引当金は、主に、年間賞与、変動一時金、個人報奨金、永年勤続報奨金、早期退職契約に関連する退職金、長期勘

定剰余金およびその他の従業員関連費用のために計上されている。現金で支払う報奨として規定される株式報酬プログラムに

よる債務も、これに含まれる。

 

金融負債

金融負債は、一次金融負債およびデリバティブの負の公正価値からなる。

 

一次金融負債は、バイエルグループが現金またはその他の金融資産を他者に移転させるべき契約上の義務を負っている場合

に、連結財務書類に公正価値で当初認識される。その後の期間における一次金融負債は、実効金利法を使用し、償却原価で測

定される。
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契約上の義務が履行された場合、契約が解除された場合、あるいは契約期限が過ぎた場合、金融負債の認識は中止される。

 

その他の受取債権と負債

未収または未払項目ならびにその他の非金融資産および負債は、償却原価で計上される。これらは、定額法を使用するか、基

礎となる取引の成果に応じて損益として計上される。

 

投資の促進を目的とした第三者からの補助金および助成金はその他の負債として財政状態計算書に反映され、それぞれの投資

の耐用年数にわたり償却される。

 

デリバティブ

バイエルグループでは、先渡為替予約および金利スワップなどのデリバティブを使用して、為替レート、金利および商品価格

の変動リスクを軽減している。デリバティブは取引日時点で認識される。

 

会社の自己目的のために、非金融商品を受け取るまたは引き渡すために締結する契約は、デリバティブとしては会計処理され

ず、保留取引として扱われる。保留取引から分離することを求められている組込デリバティブが認識された場合、当該デリバ

ティブは別途処理される。市場における機会を利用したり、ピーク需要を満たしたりするため、すぐに転売の可能性もあり得

る重要性の低い量の取引が行われることがある。かかる取引は、取得時に別のポートフォリオに配賦され、IAS第39号に基づい

てデリバティブとして会計処理される。

 

デリバティブは、公正価値で計上される。報告期間末現在で、正の公正価値は金融資産に、負の公正価値は金融負債に反映さ

れる。これらのデリバティブの公正価値の増減は、ヘッジ会計を利用しない場合に限り、損益に直接認識される。財政状態計

算書の項目にヘッジとして計上されている先渡為替予約および通貨オプションの公正価値の変動は、為替差損益としてその他

の財務収益および費用に反映され、金利スワップおよび金利オプションの価値の変動は受取利息または支払利息として認識さ

れる。商品先物取引およびオプション、ならびに外貨建て予定取引のヘッジ目的で使用される先渡為替予約の公正価値の変動

は、その他の営業収益または費用として認識される。

 

公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブの公正価値の変動および原因取引の帳簿価額における調整は、損益に認識され

る。

 

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブの有効部分の公正価値の変動は、当初はその他の包括利益累積額

に損益外で認識される。これらは、原因取引が実現された時点で損益に組み替えられる。デリバティブが売却された場合、あ

るいはヘッジ会計の要件を満たさなくなった場合は、その価値の変動が、予定取引が実現されるまで引続きその他の包括利益

累積額に認識される。予定取引実現の可能性がなくなった場合、その他の包括利益累積額に認識された額は損益に組み替えな

ければならない。キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブの損益の非有効部分は、原因取引の種類に応じ

て、その他の営業収益または費用あるいは財務損益のいずれかに認識される。
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デリバティブと原因取引に関する財務損益に反映された収益と費用は、個別に計上される。収益と費用を相殺することはな

い。

 

リース

リースとは、支払または連続する支払と引き換えに、合意された期間にわたって貸手が借手に資産を使用する権利を譲渡する

契約である。リースはファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースとして分類される。リース資産の所有に付随し

て生じるすべてのリスクと報酬を実質的に借手に対して移転するリース取引は、ファイナンス・リースとして扱われる。その

他のすべてのリース契約はオペレーティング・リースとして分類される。契約がリースであるか、あるいはリースを含んでい

るかは、リース開始時に判断される。

 

バイエルグループがファイナンス・リースにおける借手の場合、リース資産はリース期間の初めに、当該資産の公正価値と最

低リース支払額の現在価値のいずれか低い金額で資産計上され、同時に金融負債として認識される。最低リース支払額は、残

存債務の元本部分と金融費用に分けられる。これらは実効金利法を用いて決定される。リース資産は見積耐用年数あるいは

リース期間のいずれか短い期間にわたり、定額法で償却される。

 

バイエルグループがオペレーティング・リースにおける借手の場合、リース支払額は費用に計上される。バイエルグループが

貸手の場合、受取リース支払額は損益として認識される。リース資産はバイエルグループの財政状態計算書上で有形固定資産

として引続き認識される。

 

取得に関する会計処理

取得事業は、取得法を用いて会計処理される。この方法では、取得した資産と引き受けた負債を、それぞれバイエルが支配権

を獲得した日の公正価値で計上することが求められる。付随する取得費用は、その取得が生じた期間の費用として認識され

る。

 

取得法を適用するには、特に取得した無形資産、有形固定資産および引き受けた負債の取得日における公正価値、ならびに取

得した無形資産および有形固定資産の耐用年数に関して、一定の見積と仮定が必要となる。

 

測定の大部分は、キャッシュ・フローの予測に基づいている。実際のキャッシュ・フローが公正価値の計算に使われた金額と

異なる場合、当グループの将来の経営成績に重要な影響が及ぶ可能性がある。特に、開発中の無形資産、特許技術および非特

許技術ならびに商標による割引キャッシュ・フローの見積は、以下のような仮定に基づいている。

 

・　化合物の有効性に関する研究開発活動の成果、臨床試験の結果など。

・　各国の規制当局の承認を得られる可能性。

・　長期的な販売動向。

・　特許保護終了後の市場におけるジェネリック製品との競合による販売価格低下率の予想。

・　競合他社の動き(競合製品の発売、市場戦略など)。
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大規模な取得の場合の取得価格の配賦は、第三者的立場にある独立した評価専門家の支援を得て実施している。評価は、取得

日現在において入手可能な情報に基づいている。

 

段階取得の場合、取得した企業の資産および負債の公正価値は、IFRS第３号「企業結合」に準拠し、支配権を獲得した日現在

で測定される。この結果生じた既存の持分の公正価値の調整額は、損益に認識される。財政状態計算書に既に認識されている

資産および負債の帳簿価額は、これに応じて調整される。

 

世界的規模での減損テストに利用される手続およびその影響

減損テストは、無形資産、有形固定資産の個別項目だけではなく、現金生成単位または現金生成単位グループのレベルでも行

われる。現金生成単位は、現金流入を生み出す資産の識別可能な最も小さなグループであり、他の資産または資産グループに

ほとんど依拠することなく現金流入をもたらすものである。バイエルグループは、戦略事業単位または戦略事業単位グルー

プ、ならびに一部の製品群を現金生成単位と見なしており、世界的規模での減損テストの対象としている。戦略事業単位は、

セグメントの下に位置する第二の財務報告レベルとなっている。

 

現金生成単位および現金生成単位グループに減損の兆候がある場合、世界規模での減損テストが実施される。のれんが割り当

てられている場合は少なくとも年に一度減損テストが実施される。

 

減損テストには、各現金生成単位、現金生成単位グループあるいは無形資産または有形固定資産項目の帳簿価額をその回収可

能価額と比較することが含まれる。回収可能価額は、処分コストを差し引いた公正価値と使用価値のいずれか高い方の金額で

ある。帳簿価額が回収可能価額を超える場合は、その差額について減損損失を認識しなければならない。ある戦略事業単位ま

たは戦略事業単位グループが減損していると認識された場合は、まずその事業単位または事業単位グループに割り当てられた

のれんに係る減損損失が認識される。残りのすべての減損損失は、戦略事業単位または事業単位グループのその他の資産に、

それぞれの帳簿価額に比例して配賦される。その結果生じる費用は、各資産の減価償却費または償却費が認識される損益計算

書上の機能の項目に反映される。減損損失の戻入による収益にも同じ処理が適用される。

 

回収可能価額は、原則として処分コストを差し引いた公正価値に基づいて算定されるが、各単位の市場価格を入手できないこ

とが多いことから将来の正味キャッシュ・フローの現在価値を考慮に入れている。これらは、バイエルグループの現在の計画

に基づく予測であり、計画の期間は通常３年から５年である。予測には特に、将来の販売価格、販売量および原価に関する仮

定が含まれる。回収可能価額が処分コスト控除後の公正価値である場合、独立の市場参加者の観点から現金生成単位または現

金生成単位グループが測定される。回収可能価額が使用価値の場合、現金生成単位、現金生成単位グループまたは個別資産は

現在使用されているものとして測定される。いずれの場合も、当該計画期間を超える正味キャッシュ・フローは、それぞれの

市場情報から算出された個々の成長率を用い、長期の事業予測に基づいて決定される。処分コスト控除後の公正価値の測定

は、観察不能なインプットに基づいている(レベル３)。
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正味現金流入額は、資本および借入資本の加重平均コストに相当する率で割り引かれる。事業に伴うリスクと収益特性はバイ

エルグループの主要事業ごとに異なるため、税引後資本コストの計算は事業グループごとに個別に行われ、各事業グループ固

有の資本構造は、同じ産業分野の類似企業に対するベンチマーキングによって定義される。資本コストは株主が期待する収益

に相当し、負債コストは比較可能な企業の長期的資金調達の条件に基づく。いずれの要素も、資本市場の情報から導かれる。

 

2014年度および2013年度の減損テストに適用した成長率ならびに予想キャッシュ・フローの割引に使用した資本コスト要因は

以下の表の通りである。

 
減損テストのパラメーター   

 成長率 税引後資本コスト

 2013年 2014年 2013年 2014年

 ％ ％ ％ ％

医療用医薬品 0.0 0.0 6.5 6.5

コンシューマーケア 0.0 0.0 6.5 6.5

糖尿病ケア 0.0 0.0 6.5 6.5

放射線学およびインターベンショナル 0.0 0.0 6.5 6.5

アニマルヘルス 0.0 0.0 6.5 6.5

農業 2.0 2.0 7.3 6.7

種子 2.8 2.8 7.3 6.7

環境科学 1.3 1.3 7.3 6.7

ジフェニルメタンジイソニアネート(MDI) 1.0 1.5 7.4 6.0

ポリエーテル(PET) 0.0 0.0 7.4 6.0

ポリカーボネート(PCS) 1.0 1.5 7.4 6.0

基礎・変性イソシアネート(BMI) 1.5 2.0 7.4 6.0

樹脂(RES) 1.5 2.0 7.4 6.0

特殊フィルム(SF) 0.5 1.0 7.4 6.0

 

2014年度または2013年度において、現金生成単位および現金生成単位グループの世界的規模の年次減損テストでのれんの減損

損失は認識されなかった。2014年度には、売却により６百万ユーロののれんの減損損失が認識された(2013年度：０百万ユー

ロ)。２百万ユーロ(2013年度：13百万ユーロ)の減損損失の戻入を考慮し、のれん、その他の無形資産および有形固定資産の正

味減損損失は223百万ユーロ(2013年度：285百万ユーロ)であった。詳細については、注記[17]および[18]に示されている。

 

特定の資産の耐用年数の見積、バイエルグループが事業を行っている産業分野のマクロ経済環境および発展に関する仮定、な

らびに割引かれた将来キャッシュ・フローの見積は適切なものと考えているが、仮定や状況の変化によって分析内容の変更が

必要となる可能性はある。予測した傾向が覆った場合、将来における新たな減損損失や、過年度に認識した減損損失の戻入(の

れんの場合を除く)が生じる可能性がある。

 

のれんが割り当てられている現金生成単位および現金生成単位グループの感応度分析は、将来キャッシュ・フローの減少を

10％、加重平均資本コストの増加を10％、長期成長率の減少を１パーセント・ポイントとして行っている。バイエルは、これ

らの条件に基づき、いずれの現金生成単位または現金生成単位グループについてものれんの減損損失を認識する必要はないと

結論付けた。
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5．セグメント別報告

 

バイエルでは、取締役会が、最高執行意思決定者として、各資源を事業セグメントに割り当て、各セグメントの業績を査定す

る。報告セグメントおよび地域の識別ならびに開示内容の選択は、内部の財務報告システム(マネジメント・アプローチ)に従

い、注記[4]で概説されている当グループの会計方針に基づいて行われている。

 

2014年12月31日現在、バイエルグループは３つの事業グループで構成されており、これらの事業グループはさらに、部門(ヘル

スケア)、事業部門(農業関連)あるいは事業単位(素材科学)という戦略事業単位に分かれている。これら各単位の活動は、経済

的特性、製品、製造工程、顧客関係、流通方法および規制環境によって４つの報告セグメントにまとめられる。

 

セグメントの活動は以下の通りである。

 
セグメントの活動  

  

事業グループ/セグメント 活動

ヘルスケア  

医療用医薬品 抗凝固剤、血友病治療薬、多発性硬化症、癌、眼疾患、肺高血圧症、高血圧および

感染症の治療のための医療用医薬品ならびに避妊薬の開発、製造および販売

 

コンシューマーヘルス 一般用医薬品、皮膚科学製品、栄養補助剤、動物用医薬品および動物用グルーミン

グ製品、血糖値測定器等の診断システム、検査で使用する造影剤注入システムおよ

び造影剤等の医療用品の開発、製造および販売

 

農業関連  

農業関連 種子および植物形質、農薬、ならびにガーデン、グリーン産業および農業以外の害

虫駆除の分野における包括的製品ポートフォリオの開発、製造および販売

 

素材科学  

素材科学 ポリウレタン、ポリカーボネート、コーティングおよび接着剤原料ならびに特殊化

学の分野におけるハイテクポリマー素材の開発、製造および販売、ならびに無機基

礎化学品の製造および販売

 

 

他のどのセグメントにも割り当てられない事業活動は、「その他のセグメント」として報告している。これらの事業には主に

以下のサービス分野によるサービスが含まれる。ビジネス・サービシズ社、テクノロジー・サービシズ社およびカレンタ社。

 

持株会社の取引、セグメント間の売上高の相殺消去、ならびにバイエル株式のパフォーマンス変動によって生じるグループ全

体の長期株式報酬費用の増減は、当グループのセグメント報告において「コーポレートセンターおよび連結」として表示され

ている。

 

「地域別主要データ」の表の調整欄では地域間の項目と取引を消去し、特定の地域セグメントに配賦できない、特にコーポ

レートセンターに関連する収益、費用、資産および負債が反映されている。
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セグメント別データは以下の通り算定されている。

 

・　セグメント間売上高には、独立企業間取引に基づく移転価格で計上されたグループ内取引が反映されている。

・　特別項目計上前EBITおよび特別項目計上前EBITDAは国際財務報告基準では定義されていないが、これらはバイエルグルー

プの主要な業績指標である。特別項目は、経常的に発生しない、あるいは定期的に発生しない、または同程度にまで達し

ない影響からなる。EBITDAは損益計算書上のEBITの報告額に、無形資産の償却費および減損損失ならびに有形固定資産の

減価償却費および減損損失を加え、減損損失の戻入を控除したものである。

・　キャッシュ・フロー総額は、税引後利益に法人税等を加えて財務損益を加算し、法人税等支払額または未払法人税等を控

除して減価償却費、償却費および減損損失を加え、減損損失の戻入を控除し、年金引当金の増減と固定資産の除却による

損益を算入した上で、段階的取得によって既に保有している資産の再評価による利益を差し引いたものである。年金引当

金の増減には、EBITの非現金部分を除外した分が含まれる。また、当年度の給付金も含まれている。

・　キャッシュ・フロー純額は、IAS第７号「キャッシュ・フロー計算書」で定義された営業活動によるキャッシュ・フローで

ある。

・　投下資本およびセグメント資産は、取得原価で収益性を要求される資産であり、各セグメント活動に利用されている資産

すべてを含んでいる。また、セグメント資産は、その運用益が売上収入でカバーされる売却目的保有資産を含んでいる。

同様に、セグメント負債は、売却目的保有資産に直接関連する負債を含んでいる。また、投下資本およびセグメント資産

には、事業運営に直接関連性のある重要な参加持分が含まれている。無形資産および有形固定資産は当該資産の耐用年数

を通じて取得原価、製造原価または工事原価で投下資本に含まれている。無利息の負債は、12月31日現在で表示される投

下資本より控除される。

・　CFROIとは、使用資本収益率を測定するものであり、キャッシュ・フロー総額と減耗資産の再生費用との差額を年間平均投

資額で割って求められる。

・　資本項目には、持分法を用いて会計処理された会社の損益と帳簿価額が反映される。

・　グループ会社の財務管理はバイエル社により一元的に行われているため、金融負債は各セグメント間で直接配賦されな

い。よって、各セグメントで示されている負債は金融負債を含んでいない。これらは調整に含まれる。

・　無期または有期雇用契約の従業員数はフルタイム従業員に換算した形で報告されており、パートタイム従業員は、その契

約就業時間に比例した形で組み込まれている。当該数値に実習生は含まれていない。
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調整

特別項目計上前EBITDA、特別項目計上前EBIT、およびEBITから当グループの税引前利益への、ならびにセグメントの資産およ

び負債から当グループの資産および負債への調整は以下の表の通りである。

 
セグメント別の特別項目計上前EBITDAからグループ税引前利益への調整  

  

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

セグメントの特別項目計上前EBITDA 8,876 9,231

コーポレートセンターの特別項目計上前EBITDA (475) (419)

特別項目計上前EBITDA 8,401 8,812

セグメントの特別項目計上前の減価償却費、償却費およ

び減損損失／減損損失の戻入 (2,624) (2,862)

コーポレートセンターの特別項目計上前の減価償却費、

償却費および減損損失／減損損失の戻入 (4) (6)

特別項目計上前の減価償却費、償却費および

減損損失／減損損失の戻入 (2,628) (2,868)

セグメントの特別項目計上前EBIT 6,252 6,369

コーポレートセンターの特別項目計上前EBIT (479) (425)

特別項目計上前EBIT 5,773 5,944

セグメントの特別項目 (839) (438)

コーポレートセンターの特別項目 - -

特別項目 (839) (438)

セグメントのEBIT 5,413 5,931

コーポレートセンターのEBIT (479) (425)

EBIT 4,934 5,506

財務損益 (727) (981)

税引前利益 4,207 4,525

 

セグメント資産からグループ資産への調整   

   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

事業セグメントの資産 46,336 63,861

コーポレートセンターの資産 179 195

配賦されない資産 4,802 6,178

グループ資産 51,317 70,234

 

セグメント負債からグループ負債への調整   

   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

事業セグメントの負債 17,225 23,570

コーポレートセンターの負債 2,842 3,409

配賦されない負債 10,446 23,037

グループ負債 30,513 50,016

 

セグメントの売上高からグループの売上高への調整は、注記[1]のセグメント別主要データの表に示されている。
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地域別情報

以下の表は、外部の売上高と無形資産および有形固定資産の地域別内訳を示したものである。

 
地域別情報   

 純売上高(外部)－市場別

無形資産および

有形固定資産

 2013年 2014年 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

ドイツ 4,862 4,981 12,806 12,403

米国 8,351 8,908 6,836 18,307

中国 3,305 3,625 2,349 3,102

その他の国 23,639 24,725 6,800 9,437

合計 40,157 42,239 28,791 43,249

 

大口顧客の情報

2014年度または2013年度において、単一顧客との取引による収益がバイエルグループの収益の10％を超えたケースはない。

 

 

6. 連結の範囲－子会社および関係会社

 

6.1 連結範囲の変更

2014年度の連結範囲の変更は以下の通りである。

 
連結会社数の変更    

 ドイツ その他の国 合計

バイエル社および連結会社    

2013年12月31日 65 224 289

連結範囲の変更 1 5 6

取得 1 20 21

除却 - (14) (14)

2014年12月31日 67 235 302

 

2014年度における連結会社数の増加は、主に取得によるものである。認識の中止は、主にグループ会社間の合併によるもので

ある。

 

バイエルグループは、非支配株主との契約上の取決めに従い、完全連結子会社であるアラブ首長国連邦のバイエル・パール・

ポリウレタン・システムズ社(Bayer Pearl Polyurethane Systems LLC)における議決権を100％所有している。
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米国のピュア・ソルト・ベイタウン社(Pure Salt Baytown LLC)は、仕組事業体として完全連結されている。バイエルグループ

は、各銀行に対してピュア・ソルト・ベイタウン社の負債の保証を行っている。2014年12月31日現在、これらの負債20百万

ユーロ(2013年度：22百万ユーロ)は連結財政状態計算書に全額反映されている。

 

2014年12月31日現在、上記の表には、オランダのライオンデル・バイエル・マニュファクチャリング・マースフラクテ社

(Lyondell Bayer Manufacturing Maasvlakte VOF)という共同支配事業(2013年度：共同支配事業２社)が含まれている。IFRS第

11号に従い、これらの会社の資産、負債、収益および費用に対するバイエルの持分は、バイエルの権利および義務に応じて連

結財務書類に含まれている。ライオンデル・バイエル・マニュファクチャリング・マースフラクテ社の主たる事業目的は、バ

イエルとそのパートナーであるライオンデル向けに酸化プロピレン(以下「PO」という。)を共同で製造することである。

 

連結財務書類において、関連会社３社(2013年度：２社)と共同支配企業３社(2013年度：３社)が持分法を用いて会計処理され

ている。これらの会社の詳細は注記[19]に記載されている。

 

中国の南京白敬宇制药有限責任公司(Nanjing Baijingyu Pharmaceutical Co., Ltd.)は、バイエルが同社の執行委員会および

監査役会に参加していることを考慮し、新たに関連会社として分類された。これによりバイエルは、所有している同社の議決

権および資本がわずか15％であるにも関わらず、同社の財務および経営方針に係る意思決定に重要な影響力を行使することが

できる。

 

バイエルグループの財政状態および経営成績にとって総額でも重要性の低い、仕組事業体１社(2013年度：１社)を含む合計で

78社(2013年度：79社)の子会社並びに12社(2013年度：14社)の関連会社または共同支配企業は、連結されていないが償却原価

で認識されている。これらの重要性の低い子会社が占める割合は、当グループの売上高の0.2％未満、資本の0.3％未満、資産

合計の0.2％未満である。

 

ドイツ商法第313条に基づく子会社および関連会社の詳細は、WWW.GESCHAEFTSBERICHT2014.BAYER.DE/DE/ANTEILSBESITZ.PDFXか

ら閲覧できる。
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2014年度には、以下の国内子会社に対し、財務書類の作成、監査および発行に関して定めたドイツ商法第264条第３項および第

264b条によって認められている特定の免除規定を適用した。

 
ドイツ国内の免除規定適用子会社   

会社名 所在地

バイエル社

の持分

  ％

アドヴェリオGmbH(Adverio GmbH) シェーネフェルト 100

AgrEvoフェアヴァルトゥングスゲゼルシャフトmbH

(AgrEvo Verwaltungsgesellschaft mbH)

フランクフルト・アム・マ

イン

100

アルカフロイ・マネジメントGmbH & Co. KG

(Alcafleu Management GmbH & Co. KG)

シェーネフェルト 99.9

バイエル04インモビリエンGmbH(Bayer 04 Immobilien GmbH) レバクーゼン 100

バイエル04レバクーゼン・フスバールGmbH

(Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH)

レバクーゼン 100

バイエル・アルタースフェルゾーグングGmbH

(Bayer Altersversorgung GmbH)

レバクーゼン 100

バイエル・アニマル・ヘルスGmbH(Bayer Animal Health GmbH) レバクーゼン 100

バイエル・ベタイリグングスフェアヴァルトゥング・ゴスラーGmbH

(Bayer Beteiligungsverwaltung Goslar GmbH)

レバクーゼン 100

バイエル・ビジネス・サービシズGmbH

(Bayer Business Services GmbH)

レバクーゼン 100

バイエル・ケミカルズAG(Bayer Chemicals AG) レバクーゼン 100

バイエル・コンシューマー・ケア・ドイチュラントGmbH

(Bayer Consumer Care Deutschland GmbH)

ベルリン 100

バイエル・クロップサイエンスAG(Bayer CropScience AG) マンハイム・アム・ライン 100

バイエル・クロップサイエンス・ビオロジクスGmbH

(Bayer CropScience Biologics GmbH)

マルヒョー／ペール島 100

バイエル・クロップサイエンス・ドイチュラントGmbH

(Bayer CropScience Deutschland GmbH)

ラングフェルド 100

バイエル・ダイレクト・サービシズGmbH

(Bayer Direct Services GmbH)

レバクーゼン 100

バイエル・ガストロノミーGmbH(Bayer Gastronomie GmbH) レバクーゼン 100

バイエル・ゲゼルシャフト・フュア・ベタイリグンゲンmbH

(Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH)

レバクーゼン 100

バイエル・ヘルスケアAG(Bayer HealthCare AG) レバクーゼン 100

バイエル・イノベーションGmbH(Bayer Innovation GmbH) レバクーゼン 100

バイエル・インテレクチャル・プロパティーGmbH

(Bayer Intellectual Property GmbH)

マンハイム・アム・ライン 100

バイエル・マテリアルサイエンスAG(Bayer MaterialScience AG) レバクーゼン 100

バイエル・マテリアルサイエンス・カスタマー・サービシズGmbH

(Bayer MaterialScience Customer Services GmbH)

レバクーゼン 100

バイエル・マテリアルサイエンスGmbH(Bayer MaterialScience GmbH) ダルムシュタット 100

バイエル・マテリアルサイエンス・オルデンブルグGmbH & Co.KG

(Bayer MaterialScience Oldenburg GmbH & Co. KG)

オルデンブルグ 100

バイエル・リアル・エステートGmbH(Bayer Real Estate GmbH) レバクーゼン 100

バイエル・シエーリング・ファーマAG(Bayer Schering Pharma AG) ベルリン 100

バイエル・テクノロジー・サービシズGmbH

(Bayer Technology Services GmbH)

レバクーゼン 100
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会社名 所在地

バイエル社

の持分

  ％

バイエル・バイタルGmbH(Bayer Vital GmbH) レバクーゼン 100

バイエル・ワイマールGmbH und Co.KG

(Bayer Weimar GmbH und Co. KG)

ワイマール 100

バイエル・ハンデルスゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクター・

ハフトゥング

(Bayer-Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung)

レバクーゼン 100

BGIドイチュラントGmbH(BGI Deutschland GmbH) レバクーゼン 100

ケミオン・ロジスティックGmbH(Chemion Logistik GmbH) レバクーゼン 100

ドリッテ・バイエル・リアル・エステートVV GmbH & Co. KG

(Dritte Bayer Real Estate VV GmbH & Co. KG)

シェーネフェルト 100

ドリッテK-W-AベタイリグングスゲゼルシャフトmbH

(Dritte K-W-A Beteiligungsgesellschaft mbH)

レバクーゼン 100

エピュレックス・フィルムスGmbH & Co. KG

(Epurex Films GmbH & Co. KG)

ボムリッツ 100

エアステ・バイエル・リアル・エステートVV GmbH & Co. KG

(Erste Bayer Real Estate VV GmbH & Co. KG)

シェーネフェルト 100

エアステK-W-AベタイリグンクスゲゼルシャフトmbH

(Erste K-W-A Beteiligungsgesellschaft mbH)

レバクーゼン 100

ユーロサービシズ・バイエルGmbH(Euroservices Bayer GmbH) レバクーゼン 100

フュンフテ・バイエル・リアル・エステートVV GmbH & Co. KG

(Fünfte Bayer Real Estate VV GmbH & Co. KG)

シェーネフェルト 100

ジェネリックス・ホールディングGmbH(Generics Holding GmbH) レバクーゼン 100

GPグレンツァッハ・プロダクティオンズGmbH

(GP Grenzach Produktions GmbH)

グレンツァッハ－ヴィーレ

ン

100

ヒルド・ザーメンGmbH(Hild Samen GmbH) マルバッハ・アム・ネッ

カー

100

インテンディスGmbH(Intendis GmbH) ベルリン 100

イントラサーブGmbH & Co. KG(Intraserv GmbH & Co. KG) シェーネフェルト 100

イエナファームGmbH & Co. KG(Jenapharm GmbH & Co. KG) イェーナ 100

コジヌス・グルンドステュック－フェアヴァルトゥングスゲゼルシャ

フトmbH & Co. Gamma OHG

(KOSINUS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Gamma

OHG)

シェーネフェルト 100

KVPファーマ＋フェーテリネーア・プロダクテGmbH

(KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH)

キール 100

マロトラストGmbH(Marotrast GmbH) イェーナ 100

メナディエ・ハイルミッテルGmbH(MENADIER Heilmittel GmbH) ベルリン 100

シエーリング－カールバウム・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレン

クター・ハフトゥング

(Schering-Kahlbaum Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

ベルリン 100

ゼクステ・バイエル・リアル・エステートVV GmbH & Co. KG

(Sechste Bayer Real Estate VV GmbH & Co. KG)

シェーネフェルト 100

ジーブテ・バイエルVV GmbH(Siebte Bayer VV GmbH) レバクーゼン 100

シュタイガーヴァルト・アルツナイミッテルヴェルクGmbH

(Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH)

ダルムシュタット 100

テクトリオンGmbH(TECTRION GmbH) レバクーゼン 100

トラベルボードGmbH(TravelBoard GmbH) レバクーゼン 100

フィアテ・バイエル・リアル・エステートVV GmbH & Co. KG

(Vierte Bayer Real Estate VV GmbH & Co. KG)

シェーネフェルト 100

ツヴァイテ・バイエル・リアル・エステートVV GmbH & Co. KG

(Zweite Bayer Real Estate VV GmbH & Co. KG)

シェーネフェルト 100

ツヴァイテK-W-AベタイリグンクスゲゼルシャフトmbH

(Zweite K-W-A Beteiligungsgesellschaft mbH)

レバクーゼン 100
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6.2 企業結合およびその他の取得

2014年度に行われた取得

取得は取得法で会計処理されるため、取得事業の損益は、各取得日から連結財務書類に含まれている。ユーロ圏外に拠点を置

く取得した会社の取得価格は、各取得日現在の実勢為替レートで換算されている。

 

2014年度に行われた取得の取得価格合計は13,741百万ユーロ(2013年度：1,441百万ユーロ)であった。取得した会社や事業の取

得価格は、主に現金で決済された。これらの取得により、合計5,990百万ユーロ(2013年度：801百万ユーロ)ののれんが生じ

た。これは主に以下の取引に関連するものであった。

 

2014年３月６日、農業関連は、アルゼンチン、ブエノスアイレス州のヘネラル・ラス・ヘラスに本社を置く生物学的種子処理

ソリューションの生産販売業者であるビアグロ・グループ(Biagro Group)の全株式の取得を完了した。同社はアルゼンチンお

よびブラジルにおいて生産施設の運営を行っている。同社の確立された商標のポートフォリオには、種子に適用する接種材

料、植物の成長を促進する微生物、ならびにバクテリアおよび菌類をベースとした総合害虫管理に関するその他の製品が含ま

れる。この取得は、農業関連がラテンアメリカにおける大豆種子事業の成功を築く手助けとなるものである。この取得は、引

き続きアルゼンチンの反トラスト当局の承認の対象となっている。合計10百万ユーロの一度限りの支払および取得価格の調

整、ならびに目標達成による潜在的な支払(これは６百万ユーロで取得価格の配分に反映されている)が合意されている。目標

達成による支払は主として、特定の売上目標および製品認可の達成に依拠している。取得価格は、主に技術プラットフォーム

およびのれんに関するものであった。取得日以降、６百万ユーロの売上高が計上された。

 

2014年３月に、医療用医薬品は、ノルウェーのオスロにあるアルジェタ社(Algeta ASA)の株式公開買付けを完了し、100％の発

行済株式を取得した。バイエルは2014年１月20日に、アルジェタ社の全株式について１株当たり362ノルウェー・クローネの現

金による買付けの申入れを行った。申入れの期限到来時に、バイエルは、資本金の約98％に相当するアルジェタ社株主から承

諾の連絡を受けた。2014年３月14日に、残り２％の株式を、同じく１株当たり362ノルウェー・クローネの価格で入手するため

の補足的な取得手続が実施された。

 

アルジェタ社は、世界トップレベルの特許技術に基づく新たな癌療法の開発を行っている。同社が開発したアルファ放射性医

薬品は、アルファ線の優れた特性を利用して癌を標的とするように設計されている。ヘルスケアとアルジェタ社は、2009年か

ら塩化ラジウム223の開発と製品化を共同で進めてきた。塩化ラジウム223は、米国において2013年５月にXofigo
TM
の商標名で認

可された。この取得により医療用医薬品の癌事業は強化される。取得価格は1,974百万ユーロであり、アルジェタ社とバイエル

との既存の関係の清算に関する35百万ユーロが含まれている。清算に関する金額は、類似の提携関係に関する現在の市況と比

較して、当該取得の前に存在していた契約上の関係から取得者が得ていた利益の価値を表している。清算額はその他の営業収

益に反映され、それと同時に移転対価が増加する。
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この取得価格は、主に製品固有のラジウム223技術に関する無形資産およびのれんに関するものであった。のれんは主として、

販売、研究開発および一般管理機能におけるコスト削減を含む、管理プロセスとインフラの相乗効果によるものである。

 

2014年９月30日、農業関連は、パラグアイのエンカルナシオンに本社を置くグラナー社(Granar S.A.)の種子事業の取得を完了

した。グラナー社は、亜熱帯地域の生育条件に適した大豆種子などの改良種の育種、生産および販売を専門としている。同社

はパラグアイおよびウルグアイにおいて確固とした地位を築いており、また、ブラジルにおける存在感も増しつつある。グラ

ナー社は、2014年／15年の播種シーズンは引き続き自己勘定で種子の販売を行う予定である。バイエルは、2015年に販売を引

き継ぐ。当該事業取得のための15百万ユーロの合意された一度限りの支払の一部は、今後６年にわたる支払のために留保され

ており、取得価格の配分には２百万ユーロが反映されている。

 

2014年10月１日、ヘルスケアは、ニュージャージー州のホワイトハウス・ステーションにある米国メルク社(Merck & Co.,

Inc.)のコンシューマーケア事業の取得を完了した。取得した事業は主に、風邪、アレルギー、副鼻腔炎およびインフルエン

ザ、皮膚科学(紫外線ケアを含む)、フット・ヘルスおよび胃腸の分野における製品からなる。最も重要な商標は、クラリチン
TM

(アレルギー)、コパトーン
TM
(紫外線ケア)、ミララックス

TM
(胃腸)およびアフリン

TM
(風邪)、ならびに北米およびラテンアメリ

カにおけるドクター・ショールズ
TM
(フット・ヘルス)である。これらの製品は、バイエルの既存の非処方薬のラインアップを補

完するものである。

 

この取得により、バイエルの市販薬(OTC)事業は複数の治療分野および地域において大幅に強化される。これによってコン

シューマーヘルスは広範に分散した業界で世界第２位となり、市販薬の５大セグメントである皮膚科学、胃腸、副鼻腔炎およ

びインフルエンザ(風邪、アレルギー、副鼻腔炎、インフルエンザ)、ダイエット用サプリメントおよびペイン治療において確

固たる国際的地位を得た。

 

資産譲渡を通じてコンシューマーケア事業を取得した国では、販売許可がバイエルに移転する、またはバイエルが販売会社と

して事業を引き継ぐまでの移行期間において、メルク社が同社の名称で販売活動を継続することになる。この期間における経

済価値およびリスクは既にバイエルに帰属することとなるため、バイエルはメルク社から当該事業に係る営業利益を受け取る

ことになる。この移行期間は、大半の国で既に終了している。

 

株式譲渡を通じて事業を取得した場合、バイエルは各社の株式を100％取得している。

 

バイエルは、11,177百万ユーロの暫定取得価格から、大韓民国における反トラスト法の承認および更なる資産譲渡を待って留

保されている特定額を差し引いた金額を支払った。暫定取得価格の配分は、主に5,137百万ユーロののれんおよび評価額5,362

百万ユーロの取得した商標からなる。のれんの大半は、特に販売および製造におけるコストシナジー、ならびに販売能力の向

上およびグローバルのインフラ利用によるセールスシナジーに基づくものである。予定通り、3,761百万ユーロののれんは課税

控除の対象となる。取得事業により、コンシューマーヘルス・セグメントに289百万ユーロ、医療用医薬品セグメントに７百万

ユーロの売上高が取得日以降に計上された。
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この取得の完了により、可溶性グアニル酸シクラーゼ(以下「sGC」という。)モジュレーター領域においてバイエルとメルク社

の間で合意された医療用医薬品に関する戦略的提携の効力も生じた。既に反トラスト法の承認が下りている全世界での共同開

発・共同製品化の契約締結におけるバイエルの目的は、心臓血管治療分野における発展の可能性を高めることである。これに

関連して、メルク社は上限21億米ドルの支払を行う予定である。これは、前払金10億米ドル(793百万ユーロ)および肺高血圧症

の治療のためのアデムパス
TM
(リオシグアト)を含む特定の化合物を用いた将来の共同活動に関連する、販売目標達成に伴う上限

11億米ドルの支払からなる。この793百万ユーロの一度限りの支払は、13.5年の期間にわたり売上高および利益に認識されるこ

とになる。これには、2014年度第４四半期に認識された15百万ユーロが含まれる。

 

2014年11月１日、コンシューマーヘルスは中国雲南省昆明市にある滇虹薬業集団(Dihon Pharmaceutical Group Co. Ltd.)の全

株式を取得した。同社は市販薬(OTC)と中国の伝統的な漢方薬の製造販売を専門とする製薬会社である。取得価格調整のメカニ

ズムに基づき、401百万ユーロの暫定取得価格が支払われた。当該取得価格は主に、取得した商標およびのれんに関するもので

あった。取得日以降、３百万ユーロの売上高が計上された。

 

2014年12月１日、農業関連は、米国のE.I.デュポン社(E. I. DuPont de Nemours and Company)から米国、カナダ、メキシコ、

オーストラリアおよびニュージーランドにおける土地管理に係る資産の取得を完了した。当該取得により、農業関連は、成長

産業である北米の林業および放牧地・牧場の事業セグメントに参入することになる。バイエルは120百万ユーロの暫定取得価格

を支払った。また、登録に関して、目標達成に伴う潜在的な支払が合意されている。この支払は、取得価格の配分に18百万

ユーロで含まれた。当該取得価格は主に、製品関連の技術に関する無形資産およびのれんに関するものであった。

 

ビアグロ・グループ、メルク社のコンシューマーケア事業、滇虹薬業集団およびE.I.デュポン社の土地管理に係る資産に関す

る取得価格の配分は、関連する財務情報の調製とレビューが継続中であるため未だ完了していない。そのため、取得価格の

個々の資産および負債への配分額は、変更される可能性がある。

 

上述の取得事業は、2014年度のバイエルグループの売上高に305百万ユーロ貢献した。この金額のうち、296百万ユーロはメル

ク社から取得したコンシューマーケア事業に、３百万ユーロは滇虹に関するものであった。2014年度のこれらの総EBITはマイ

ナス132百万ユーロであり、メルク社から取得したコンシューマーケア事業はマイナス57百万ユーロ、アルジェタ社はマイナス

52百万ユーロ、滇虹はマイナス22百万ユーロであった。初めての連結日以降の税引後利益の合計額はマイナス194百万ユーロで

あり、そのうち、メルク社から取得したコンシューマーケア事業はマイナス108百万ユーロ、アルジェタ社はマイナス64百万

ユーロ、滇虹はマイナス20百万ユーロであった。これには、それぞれの取得日以降に生じた金融費用が含まれている。
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上記の取得が2014年１月１日現在で既に行われていた場合、バイエルグループの2014年度の売上高合計は43,639百万ユーロと

なり、1,525百万ユーロはメルク社から取得したコンシューマーケア事業に、112百万ユーロは滇虹に関するものであったと考

えられる。グループの税引後利益は3,292百万ユーロとなり、メルク社から取得したコンシューマーケア事業はマイナス214百

万ユーロ、アルジェタ社はマイナス86百万ユーロ、滇虹はマイナス46百万ユーロであったと考えられる。これは、仮定上の年

間金融費用の影響を考慮に入れている。2014年１月１日現在で上記の事業の取得が行われていた場合、１株当たり利益は0.18

ユーロ減少していたと考えられる。

 

2014年度に行われたこれらの取引およびその他の小規模な取引、ならびに過去の年度／四半期の取引に関連して2014年度に行

われた取得価格調整が、各取得日または調整日現在の当グループの資産および負債に与えた影響は、以下の表の通りである。

取得した現金および現金等価物を含め、これらの取引による現金流出額は以下の通りである。

 
取得資産および引受債務(各取得日現在の公正価値)

 2013年

うち、

コンセ

プタス社 2014年

うち、

メルク社

うち、

アルジェタ

社

うち、

滇虹

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

のれん 801 475 5,990 5,137 679 96

特許および技術 400 338 1,762 - 1,758 -

商標 281 45 5,672 5,362 - 295

製造権 - - 71 - - -

研究開発プロジェクト 64 28 16 - 2 -

その他の権利 35 15 30 - 21 6

有形固定資産 55 14 235 146 23 66

その他の固定資産 1 1 9 - - 9

繰延税金資産 101 78 443 401 39 3

棚卸資産 59 24 331 295 15 18

受取債権 38 26 222 106 39 70

その他の流動資産 7 7 - - - -

現金および現金等価物 74 58 105 3 90 12

退職年金およびその他の退職後給付引当金 (9) - - - - -

その他の引当金 (16) (10) (105) (101) - (3)

金融負債 (85) (83) (213) (20) (128) (65)

その他の負債 (93) (76) (292) (150) (79) (60)

繰延税金負債 (273) (160) (535) (2) (485) (46)

純資産 1,440 780 13,741 11,177 1,974 401

非支配持分の増減 1 - - - - -

取得価格 1,441 780 13,741 11,177 1,974 401

取得した現金および現金等価物 (74) (58) (105) (3) (90) (12)

既存の関係から得られる清算利益 - - (35) - (35) -

将来の支払に関する負債 (295) - (92) (65) - -

過去の年度／四半期の取得に関する支払 14 - 4 - - -

取得価格調整 - - 33 - - 33

取得に伴う正味現金流出額 1,086 722 13,546 11,109 1,849 422

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

148/455



2013年度に行われた取得

2013年度には、IFRS第３号に基づき以下の取得が会計処理された。

 

2013年１月２日、コンシューマーヘルスは、ミズーリ州セントジョセフにある米国企業であるテヴァ・アニマル・ヘルス社

(Teva Animal Health Inc.)を完全に取得した。この取得により、コンシューマーヘルスでは家畜向けの感染防止ソリューショ

ンの幅が広がり、生殖ホルモンが加わることで既存の製品群が拡大する。当該取引によって、当社のポートフォリオにはペッ

ト用の皮膚科用製品、動物用ウェルネス製品ならびに機能性食品が加わることにもなる。両当事者は、38百万ユーロの一度限

りの支払および目標達成に伴う潜在的な支払について合意し、45百万ユーロが取得価格の配分に含まれた。目標達成に伴う支

払は、主として、さまざまな売上目標に依拠する。取得価格は、主に製品の商標に関連するものであった。

 

2013年１月18日、農業関連は、ドイツのメクレンブルク－フォアポンメルン州マルヒョーに本社を置く生物農薬製品の先進的

サプライヤーであるPROPHYTAビオロギッシャー・プフランツェンシュッツ社(PROPHYTA Biologischer Pflanzenschutz GmbH)の

全株式を取得した。この取得には、研究開発設備の他、ヴィスマール市にある最新鋭の製造設備と製剤装置も含まれている。

主として、技術、研究開発プロジェクトならびにのれんに関連する25百万ユーロの取得価格が合意されている。また、関連す

る２件の販売権を５百万ユーロで取得した。

 

2013年３月15日、農業関連は大豆種子生産業者であるウェルテック・テクノロジア・アグリコラ社(Wehrtec Tecnologia

Agricola Ltda.)およびアグリコラ・ウェルマン社(Agricola Wehrmann Ltda.)の大豆事業を完全に取得した。いずれの会社

も、ブラジルのゴイアス州、クリスタリナに本社を置いている。この取引により、農業関連の大豆に関する研究開発活動が強

化され、ブラジルの大豆生産者の要望に合わせた品種開発が促進されることになる。34百万ユーロの取得価格と11百万ユーロ

を上限とする目標達成に伴う潜在的な支払を行うことが合意された。取得価格は主に、販売可能な作物、育種材料およびのれ

んに関連するものであった。

 

2013年６月、医療用医薬品は、現在米国カリフォルニア州のミルピタスに本社を置いているコンセプタス社(Conceptus, Inc.)

の株式公開買付を成功裏に完了し、100％の発行済株式を取得した。コンセプタス社は、米国およびその他の国で販売されてい

る、唯一の非外科的な持続性のある避妊法であるEssure
TM
の開発を行っている。この取得により、バイエルは短期的、長期的お

よび永久的な女性向けの避妊法について幅広い選択肢を提供できるようになる。主に技術および商標権に関連する780百万ユー

ロの取得価格が支払われた。取得価格配分後の残りののれんは、マーケティングおよび販売機能における大幅なコスト削減な

らびに一般管理業務とインフラのシナジー効果を含む、様々な要素に起因する。
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2013年４月、ベルリン地方裁判所は、バイエル・ファーマ社(Bayer Pharma AG)(旧バイエル・シエーリング・ファーマ社

(Bayer Schering Pharma AG))の以前の少数株主が、2006年の支配および損益移転契約に関連してバイエルが支払った補償金の

妥当性の見直しを求めて開始した訴訟手続において、バイエルによる当時の補償金を約40％増額すべきであるとの判決を下し

た。バイエルはこの判決を不服として控訴した。この潜在的な追加支払額は、取得日時点で適用されていたIFRS第３号の2004

年３月31日版に基づく取得価格の事後調整を表している。この訴訟および以前の少数株主のスクイーズ・アウトに関して並行

して進んでいる訴訟について、261百万ユーロの追加的なのれん(利息を除く)が資産計上されている。

 

2013年７月１日、コンシューマーヘルスは、ドイツのダルムシュタットにあるシュタイガーヴァルト・アルツナイミッテル

ヴェルク社(Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH)の全株式を取得した。シュタイガーヴァルト社は、薬局限定の植物薬に特化

し、ドイツの植物性医薬品市場において確固たる地位を有している。同社の製品ポートフォリオには、機能性胃腸障害の治療

薬であるIberogast™および軽度から中度のうつ病治療薬であるLaif™が含まれている。主に製品の商標、技術およびのれんに関

連する218百万ユーロの取得価格が合意されている。

 

2013年12月２日、農業関連は、FNセミラ社(FN Semillas S.A.)とその親会社であるホールディング・マネジャー社(Holding

Manager S.A.)を取得した。いずれも本社はアルゼンチンのブエノスアイレスにある。FNセミラ社は、アルゼンチンにおいて、

改良大豆種子の栽培、生産および販売を専門としている。主に市販品種、遺伝資源およびのれんに関連する25百万ユーロの取

得価格が合意されている。

 

6.3 事業売却

 

2014年度に行われた事業売却

2014年度および過年度に行われた事業売却が2014年度の連結財務書類に与えた影響の詳細は、以下の通りである。

 

2014年８月29日、コンシューマーヘルスは、米国マサチューセッツ州のナティックにあるボストン・サイエンティフィック社

(Boston Scientific Corporation)に介入装置事業を売却する契約を完了した。この売却には、血栓切除システムであるアンギ

オジェット
TM
およびアテローム切除システムであるジェットストリーム

TM
、ならびに心臓学、放射線学および末梢血管に関わる

手術で使用される吸引カテーテルであるフェッチ
TM
２が含まれる。ボストン・サイエンティフィック社に対する経過的なサービ

スの報酬を含め、運転資本調整前の取引価格は合計315百万ユーロであった。経過期間のサービスを除き、80百万ユーロの特別

利益および２百万ユーロの繰延収益が認識された。

 

2014年10月１日、可溶性グアニル酸シクラーゼ(以下「sGC」という。)モジュレーター領域においてバイエルとメルク社の間で

合意された医療用医薬品に関する戦略的提携の効力が生じた。医療用医薬品とメルク社はsGCモジュレーター事業の共同支配を

引き受けた。当該提携契約では、将来における正味キャッシュ・フローをバイエルとメルク社で均等に分割することが規定さ

れている。この提携の発効日現在、医療用医薬品セグメントに配分されたのれんのうち173百万ユーロは、損益を通じて認識が

中止された。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

150/455



2014年度に行われたこれらの売却およびその他の小規模な売却の影響は以下の通りである。

 
売却資産および負債

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

のれん - 286

特許および技術 - 62

その他の無形資産 - 17

有形固定資産 13 18

その他の固定資産 - 2

棚卸資産 - 10

その他の流動資産 4 -

その他の引当金 (2) -

その他の負債 (3) -

売却純資産 12 395

売却による正味現金流入額 79 304

将来受け取る現金の増減 (25) -

繰延収益 - 2

売却による純利益／(損失)(税引前) 42 (93)

 

これらの売却資産および負債のうち354百万ユーロは、過去の四半期において売却目的保有として計上されていた。

 

2014年12月、コンシューマーヘルスは、２つの馬用製品であるレジェンド／ハイオネートおよびMarquisをメリアル社(Merial,

Inc.)に売却する契約を締結した。135百万米ドルの売却価格が合意されている。当該取引は、反トラスト法の承認を含む様々

な条件の対象となっており、2015年度第１四半期に完了する見込みである。

 

2013年度に行われた事業売却

2013年６月１日、素材科学は、全世界のパウダー・ポリエステル樹脂事業および米国に拠点を置くリキッド・ポリエステル樹

脂の販売事業を、米国イリノイ州のノースフィールドにあるステパン社(Stepan Company)に売却した。45百万ユーロの取得価

格が合意されている。42百万ユーロの売却益が特別項目として計上された。

 

バイエルグループは、2009年５月における米国のジェンザイム社(Genzyme Corp.)への血液癌ポートフォリオの譲渡に関連して

2013年度に25百万ユーロの収益ベースの支払を受けた。

 

前へ　　　次へ
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損益計算書に対する注記

 

7. 純売上高

 

純売上高は、主に製品の販売によるものである。純売上高の報告総額は2013年度と比較して2,082百万ユーロ増加、すなわち前

年比で5.2％増加して42,239百万ユーロとなった。この増加は以下の要因に起因する。

 
販売増加の要因  

 2014年

 百万ユーロ ％

取引高 2,730 +6.8

価格 174 +0.4

通貨 (1,136) -2.8

ポートフォリオ 314 +0.8

合計 2,082 +5.2

 

セグメント別および地域別の純売上高の内訳は、注記[1]の表に示されている。

 

 

8. 販売費

 

販売費は、販売可能製品の販売／保管／輸送、広告、顧客への助言および市場調査のために報告期間中に発生したすべての費

用からなる。販売費は以下のもので構成される。

 
販売費  

 2013年12月31日 2014年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

内部および外部の販売員費用 4,547 4,611

広告および顧客相談費用 2,393 2,565

製品の物流および保管費用 1,071 1,157

手数料およびライセンス費用 877 1,084

その他の販売費 1,424 1,601

合計 10,312 11,018

 

2013年度の数値は修正再表示されている。

 

 

9. 研究開発費

 

研究開発費とその会計処理については、注記[4]に定義されている。セグメント別および地域別の研究開発費の内訳は、注記

[1]に示されている。
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10. その他の営業収益

 

その他の営業収益の内訳は以下の通りである。

 
その他の営業収益   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

固定資産の除却益 134 133

受取債権の減損損失の戻入 42 24

未使用引当金の戻入 29 44

デリバティブによる利益 365 149

他の営業収益 317 366

合計 887 716

うち、特別項目 49 118

 

2013年度の数値は修正再表示されている。

 

固定資産の売却益には、米国マサチューセッツ州のナティックにあるボストン・サイエンティフィック社への介入装置事業の

売却によるコンシューマーヘルス・セグメントにおける80百万ユーロの利益が含まれている。また、９百万ユーロの利益がバ

イエル04レバクーゼン・フスバール社(Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH)による譲渡権の売却によって生じた。コンシュー

マーヘルス・セグメントは、鎮痛薬のフレクターに関するライセンスおよび販売契約の終了による10百万ユーロの利益を計上

した。アルゼンチンのMonroeにある生産拠点およびメキシコのXochimilcoにある用地の売却により、医療用医薬品セグメント

にはそれぞれ９百万ユーロおよび６百万ユーロの利益が生じた。

 

他の営業収益には、ノルウェーにあるアルジェタ社とバイエルの、塩化ラジウム223を開発・製品化するための既存のパート

ナーシップによって生じた医療用医薬品セグメントの35百万ユーロの利益が含まれている。21百万ユーロの利益は、コン

シューマーヘルスの製品であるBronkaidおよびネオシネフリンの売却によって計上された。18百万ユーロの利益は、医療用医

薬品の製品であるBetapaceの売却によって生じた。また、この項目には保険会社から受領した64百万ユーロの支払が含まれて

いる。

 

2013年度における固定資産の売却益には、全世界のパウダー・ポリエステル樹脂事業および米国に拠点を置くリキッド・ポリ

エステル樹脂の販売事業を、米国イリノイ州のノースフィールドにあるステパン社に売却したことによる素材科学セグメント

の42百万ユーロの利益が含まれている。また、22百万ユーロの利益が、バイエル04レバクーゼン・フスバール社における譲渡

権の売却により生じた。11百万ユーロの利益は、インドのパウダイにあったバイエル・ハウス事務所の売却によって農業関連

セグメントに計上された。コンシューマーヘルス・セグメントでは、フランスの防虫剤、サンク・シュール・サンクの売却に

よって11百万ユーロの利益を受領した。
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2013年度の他の営業収益には、UV硬化コーティング・システムのデスモラックス製品ラインをルクセンブルグのオールネック

ス社(Allnex S.à r.l.)とベルギーのオールネックス・ベルギー社(Allnex Belgium SA)に売却したことによる素材科学セグメ

ントの17百万ユーロの利益、ならびに抗生物質のビノタールをカナダのパラディン・ラボ社(Paladin Labs Inc.)に売却したこ

とによる医療用医薬品セグメントの16百万ユーロの利益が含まれている。コンシューマーヘルス・セグメントは、ある特許に

ついて過年度に認識していた減損損失の戻入による13百万ユーロの利益を計上した。

 

 

11. その他の営業費用

 

その他の営業費用の内訳は以下の通りである。

 
その他の営業費用   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

固定資産の除却損 (28) (198)

受取債権の減損損失 (82) (87)

重要な法的リスクに関連する費用 (334) (168)

デリバティブによる損失 (253) (74)

他の営業費用 (467) (323)

合計 (1,164) (850)

　うち、特別項目 (431) (356)

 

2013年度の数値は修正再表示されている。

 

固定資産の除却損には、バイエルと米国のメルク社の医療用医薬品の提携に関連して医療用医薬品セグメントに配分されたの

れんの認識中止による173百万ユーロが含まれている。

 

168百万ユーロの重要な法的リスクに関連する費用は主に、予想される訴訟防御費用に関する会計上の対策を含んでいる。2013

年度のこの項目に計上されている334百万ユーロの費用は、主にヤスミン™/ヤーズ™、シプロ™およびミレーナ™の訴訟に関する

ものであった。

 

他の営業費用には、10百万ユーロのリストラクチャリング費用が含まれ、これはすべて素材科学で生じたものである(2013年

度：合計111百万ユーロ、そのうち31百万ユーロは医療用医薬品、35百万ユーロはコンシューマーヘルス、29百万ユーロは農業

関連、２百万ユーロは素材科学、14百万ユーロはサービス部門)。また、取得した事業の統合に関して、医療用医薬品およびコ

ンシューマーヘルスではそれぞれ12百万ユーロおよび71百万ユーロの費用が生じた(2013年度：合計52百万ユーロ、そのうち46

百万ユーロは医療用医薬品、６百万ユーロはコンシューマーヘルス)。

 

前年度と同様に、残りの他の営業費用は、子会社で生じた個々の重要性は低い多くの項目からなる。
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12. 人件費および従業員数

 

人件費は、2014年度に415百万ユーロ増加して9,845百万ユーロ(2013年度：9,430百万ユーロ)となった。変動報酬の増加と定期

給与の調整がこの増加の主な原因である。

 
人件費   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

給与 7,585 7,998

社会保険料、退職年金およびその他の給付費用 1,845 1,847

　うち、確定拠出年金制度分 487 491

　うち、確定給付年金制度およびその他の年金制度分 410 351

合計 9,430 9,845

 

この表で示されている人件費には、その他の財務費用として財務損益に含まれている、主に退職年金およびその他の退職後給

付引当金に関する、人件費関連の引当金の利息部分は含まれていない(注記[13.3])。

 

部門別平均従業員数は以下の表の通りである。

 
従業員数   

 2013年 2014年

製造 46,117 46,614

販売および流通 43,748 45,889

研究開発 13,286 13,967

一般管理 9,174 9,167

合計 112,325 115,637

実習生 2,277 2,349

 

2013年度の数値は修正再表示されている。

 

無期または有期雇用契約の従業員数はフルタイム従業員に換算した形で報告されており、パートタイム従業員は、その契約就

業時間に比例した形で組み込まれている。この数値に実習生は含まれていない。この増加は主に、米国ニュージャージー州の

ホワイトハウス・ステーションにあるメルク社のコンシューマーケア事業の取得および中国雲南省昆明市にある滇虹薬業集団

の取得によるものである。

 

 

13. 財務損益

 

2014年度の財務損益はマイナス981百万ユーロ(2013年度：マイナス727百万ユーロ)であり、その内訳は持分法損失が13百万

ユーロ(2013年度：16百万ユーロ)、財務費用が1,311百万ユーロ(2013年度：1,100百万ユーロ)、財務収益が343百万ユーロ

(2013年度：389百万ユーロ)であった。財務損益の構成要素に関する詳細は、以下の通りである。
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13.1 関係会社に対する投資による収益(損失)

 

関係会社に対する投資による純収益(損失)の内訳は以下の通りである。

 

関係会社に対する投資による収益(損失)   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

持分法適用投資による純損失(持分法損失) (16) (13)

費用   

関係会社に対する投資の減損損失 (2) -

利益   

関係会社に対する投資の減損損失の戻入 - 2

関係会社に対する投資および損益移転契約による収益／損失

(純額) - 1

関係会社に対する投資の売却益 77 -

合計 59 (10)

 

関連会社に対する投資による収益の主な構成要素は、関連会社である米国のPO JV社(PO JV, LP)による18百万ユーロ(2013年

度：20百万ユーロ)の持分法損失ならびに持分法で会計処理される他の共同支配企業および関連会社の総額５百万ユーロ(2013

年度：４百万ユーロ)の持分法損益であった。

 

持分法を用いて会計処理された会社の詳細は、注記[19]に示されている。

 

13.2 正味支払利息

 

正味支払利息の内訳は以下の通りである。

 
正味支払利息   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

費用   

支払利息および類似費用 (602) (618)

デリバティブ(売買目的保有)に係る支払利息 (54) (75)

収益   

受取利息および類似収益 257 283

デリバティブ(売買目的保有)に係る受取利息 44 54

合計 (355) (356)

 

支払利息および類似費用には、非金融負債に関連する55百万ユーロ(2013年度：43百万ユーロ)の支払利息が含まれている。受

取利息および類似収益には、非金融資産による48百万ユーロ(2013年度：26百万ユーロ)の受取利息が含まれている。
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2013年４月末、ベルリン地方裁判所は、バイエル・ファーマ社 (旧バイエル・シエーリング・ファーマ社)の以前の少数株主

が、2006年の支配および損益移転契約に関連してバイエルが支払った補償金の妥当性の見直しを求めて開始した訴訟手続にお

いて、バイエルが当時支払った補償金を約40％増額すべきであるとの判決を下した。バイエルはこの判決を不服として控訴し

た。潜在的な追加支払額に関連して、2014年度に10百万ユーロ(2013年度：63百万ユーロ)の支払利息が認識された。

 

償還可能な非支配持分に関する負債の増減は受取利息または支払利息に反映されている。2014年度において、この負債の46百

万ユーロの減少(2013年度：31百万ユーロの増加)は、受取利息(2013年度：支払利息)として認識された。

 

13.3 その他の財務収益および費用

 

その他の財務収益および費用の内訳は以下の通りである。

 
その他の財務収益および費用   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

費用   

有利子引当金の利息部分 (297) (322)

為替差損失 (120) (248)

他の財務費用 (25) (48)

収益   

他の財務収益 11 3

合計 (431) (615)

 

長期引当金の利息部分は、退職年金およびその他の退職後給付引当金に係る支払利息275百万ユーロ(2013年度：302百万ユー

ロ)に、その他の引当金に係る支払利息および金利の変動ならびにこれによる積立超過額による47百万ユーロの影響額を加算し

た(2013年度：５百万ユーロの影響額を差し引いた)もので構成されている。退職年金およびその他の退職後給付引当金に係る

支払利息には、確定給付債務の現在価値の割引の戻しに関する828百万ユーロ(2013年度：763百万ユーロ)および制度資産によ

る受取利息553百万ユーロ(2013年度：461百万ユーロ)が含まれている。

 

為替差損失が増加した一因は、ベネズエラ・ボリバルの通貨切り下げである。
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14. 税金

 

所在地別の税金費用の内訳は以下の通りである。

 
所在地別の税金費用     

 2013年 2014年

  うち、法人税等  うち、法人税等

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

税金支払額または未払計上額     

法人税等     

ドイツ (795)  (566)  

その他の国 (849)  (749)  

その他の税金     

ドイツ (43)  (48)  

その他の国 (188)  (189)  

 (1,875) (1,644) (1,552) (1,315)

繰延税金     

一時差異によるもの 569  163  

税務上の繰越欠損金および税額控除によるもの 54  70  

 623 623 233 233

     

合計 (1,252) (1,021) (1,319) (1,082)

 

その他の税金には、主に土地税、自動車税およびその他の間接税が含まれる。これらは、それぞれの機能別費用項目に反映さ

れている。

 

繰延税金資産および負債は財政状態計算書の以下の項目に配賦可能である。

 
繰延税金資産および負債   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 繰延税金資産 繰延税金負債 繰延税金資産 繰延税金負債

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

無形資産 328 2,217 765 2,520

有形固定資産 86 639 86 672

金融資産 181 185 57 207

棚卸資産 628 37 652 50

受取債権 207 538 286 627

その他の資産 19 13 24 13

退職年金およびその他の退職後給付引当金 2,044 1,075 3,508 1,037

その他の引当金 933 288 976 129

負債 587 57 674 71

税務上の繰越欠損金 313 - 446 -

税額控除 126 - 144 -

 5,452 5,049 7,618 5,326

うち、固定分 4,142 4,692 6,361 4,912

相殺 (3,856) (3,856) (4,637) (4,637)

合計 1,596 1,193 2,981 689
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損益外で認識される、確定給付年金およびその他の退職後給付に係る正味負債の再測定に係る繰延税金によって、資本が1,621

百万ユーロ増加(2013年度：資本が604百万ユーロ減少)した。損益外で認識される、売却可能金融資産およびキャッシュ・フ

ロー・ヘッジとして指定されたデリバティブの公正価値の変動に係る繰延税金によって、資本が55百万ユーロ増加した(2013年

度：資本が２百万ユーロ減少した)。資本に係るこれらの影響は包括利益計算書に計上されている。

 

税務上の繰越欠損金の利用により、2014年度における法人税等支払額または未払計上額が24百万ユーロ(2013年度：62百万ユー

ロ)減少した。税額控除の利用により、法人税等支払額または未払計上額が10百万ユーロ(2013年度：18百万ユーロ)減少した。

 

2014年度の税務上の繰越欠損金4,535百万ユーロ(2013年度：3,071百万ユーロ)のうち、1,737百万ユーロ(2013年度：2,127百万

ユーロ)は妥当な期間内に利用可能となる見込みである。税務上の繰越欠損金の増加は主に、2014年度に新たに発生した損失お

よび過年度の税金再評価によるものである。利用可能となる見込みの税務上の繰越欠損金の金額について、446百万ユーロ

(2013年度：313百万ユーロ)の繰延税金資産が認識された。この繰延税金資産には、取得価格の配賦によって生じた、損益外で

認識される39百万ユーロ(2013年度：98百万ユーロ)が含まれている。

 

税務上の繰越欠損金2,798百万ユーロ(2013年度：944百万ユーロ)の利用には、法的または経済的制限が課されていた。そのた

め、この金額に関して繰延税金資産は認識されていない。これらの税務上の繰越欠損金が全額利用可能となっていた場合、繰

延税金資産138百万ユーロ(2013年度：117百万ユーロ)を認識していたと考えられる。

 

2014年度において、損益外の０百万ユーロ(2013年度：２百万ユーロ)を含む、144百万ユーロ(2013年度：126百万ユーロ)の税

額控除が繰延税金資産として認識された。45百万ユーロ(2013年度：29百万ユーロ)の税額控除の利用には法的または経済的制

限が課されていた。そのため、この金額に関して繰延税金資産は認識されていない。

 

利用できない税額控除および税務上の繰越欠損金の失効までの期間は以下の通りである。

 
利用できない税額控除および税務上の繰越欠損金の失効までの期間  

 税額控除 税務上の繰越欠損金

 

2013年

12月31日

2014年

12月31日

2013年

12月31日

2014年

12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

１年以内 - 4 43 14

２年以内 3 - - 9

３年以内 - 3 3 3

４年以内 2 - 7 24

５年以内 1 23 24 82

その後 23 15 867 2,666

合計 29 45 944 2,798
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2014年度において、2014年度または2013年度に損失を計上した子会社が一時差異および税務上の繰越欠損金から生じた合計

1,296百万ユーロ(2013年度：757百万ユーロ)の正味繰延税金資産を認識した。これらの資産は、該当する子会社が将来課税所

得を生むものと見込まれたため、減損していないと見なされた。

 

子会社により計画されている配当金の支払に関して、2014年度に繰延税金負債６百万ユーロ(2013年度：10百万ユーロ)が認識

された。2014年度には、素材科学の事業分離による子会社持分の売却計画に関して48百万ユーロの繰延税金負債(2013年度：０

百万ユーロ)が認識された。子会社の利益剰余金の8,648百万ユーロ(2013年度：10,583百万ユーロ)の一時差異に関しては、バ

イエルグループが当該差異が解消される時期をコントロールでき、かつ、予見しうる将来においてこの一時差異は解消されな

いため、繰延税金負債が認識されなかった。

 

2014年度に計上された税金費用1,082百万ユーロ(2013年度：1,021百万ユーロ)と見積税金費用1,140百万ユーロ(2013年度：

1,053百万ユーロ)には58百万ユーロ(2013年度：32百万ユーロ)の差異がある。この見積税金費用は当グループの税引前利益に

予想加重平均税率を適用して算定されたものである。この平均税率は個々のグループ会社の予想税率から算出されており、

2014年度は25.2％(2013年度：25.0％)であった。実効税率は23.9％(2013年度：24.3％)であった。

 

当グループの見積税金費用から税金費用計上額への調整および予想税率から実効税率への調整は、以下の通りである。

 
見積税金費用から実際の税金費用への調整   

 2013年 2014年

 百万ユーロ ％ 百万ユーロ ％

見積税金費用および予想税率 1,053 25.0 1,140 25.2

     

非課税利益による税金の減額     

営業活動に関連する収益 (123) (2.9) (92) (2.0)

関係会社からの収益および売却収入 (39) (0.9) (2) -

     

過年度に認識されていなかった税務上の繰越欠損金に係る繰延税

金資産の初回認識 (6) (0.1) (15) (0.3)

過年度に繰延税金資産が認識されていなかった税務上の繰越欠損

金の利用 - - (1) -

     

損金不算入費用による税金の増額     

営業活動に関連する費用 173 4.1 149 3.3

関係会社に対する投資の減損損失 1 - 2 -

     

利用できる可能性が低い新規の税務上の繰越欠損金 10 0.2 57 1.3

過年度に繰延税金資産が認識されていたが、利用できる可能性が

低い既存の税務上の繰越欠損金 1 - 7 0.2

     

その他の期間に係る税務上の利益(-)および税金費用(+) 42 1.0 (119) (2.6)

税率の変更による税効果 (55) (1.3) (10) (0.2)

その他の税効果 (36) (0.8) (34) (1.0)

     

実際の税金費用および実効税率 1,021 24.3 1,082 23.9
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15. 非支配持分に帰属する利益／損失

 

非支配持分に帰属する利益は19百万ユーロ(2013年度：１百万ユーロ)であった。非支配持分に帰属する損失は２百万ユーロ

(2013年度：４百万ユーロ)であった。

 

 

16.１株当たり利益

 

１株当たり利益は、IAS第33号「１株当たり利益」に基づき、当期純利益を期中における加重平均発行済普通株式数で除して算

定される。

 
１株当たり利益   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

税引後利益 3,186 3,443

うち、非支配持分帰属分 (3) 17

うち、バイエル社株主帰属分(当期純利益) 3,189 3,426

   

 株数 株数

加重平均発行済普通株式数 826,947,808 826,947,808

   

 ユーロ ユーロ

基本的１株当たり利益 3.86 4.14

希薄化後１株当たり利益 3.86 4.14

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

161/455



財政状態計算書に対する注記

 

17. のれんおよびその他の無形資産

 

2014年度の無形資産の増減は、以下の通りである。

 

無形資産の増減  

 

取得した

のれん

特許およ

び技術 商標

販売およ

び流通権 製造権

研究開発

プロジェ

クト

その他の

権利およ

び前払金 合計

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

取得原価または製造原価         

2013年12月31日現在 9,862 11,021 4,282 1,598 2,062 775 2,994 32,594

連結範囲の変更 - - - - - - 2 2

取得 5,990 1,762 5,672 - 71 16 30 13,541

資本的支出 - 39 18 124 - 115 127 423

除却 (38) (33) (21) (21) (6) (61) (143) (323)

振替 - 9 - 18 34 (17) (44) -

振替(IFRS第５号) (254) (126) (27) - - - - (407)

インフレ調整(IAS第29号) 6 - - - - - - 6

再測定(IFRS第３号) - - - - - - - -

外貨換算調整額 602 155 318 89 7 54 223 1,448

2014年12月31日現在 16,168 12,827 10,242 1,808 2,168 882 3,189 47,284

         

償却および減損損失累計額         

2013年12月31日現在 - 6,653 2,262 834 1,773 131 2,165 13,818

連結範囲の変更 - - - - - - 2 2

除却 (6) (22) (2) (20) (6) (4) (135) (195)

2014年度の償却および減損損失 6 803 269 188 104 15 182 1,567

償却 - 800 228 135 104 - 171 1,438

減損損失 6 3 41 53 - 15 11 129

減損損失の戻入 - (2) - - - - - (2)

振替 - - - 1 34 - (35) -

振替(IFRS第５号) - (67) (11) - - - - (78)

外貨換算調整額 - 63 70 36 6 11 165 351

2014年12月31日現在 - 7,428 2,588 1,039 1,911 153 2,344 15,463

帳簿価額、2014年12月31日現在 16,168 5,399 7,654 769 257 729 845 31,821

帳簿価額、2013年12月31日現在 9,862 4,368 2,020 764 289 644 829 18,776

 

資産計上された特許および技術には、多発性硬化症治療の有効成分アレムツズマブ(製品名：Lemtrada)関連の金額が含まれて

いる。バイエルは、アレムツズマブの全世界における販売の権利を2009年に米国のジェンザイム社に返還し、これと引き換え

に全世界の共同販売促進権ならびにロイヤリティおよび収益ベースの目標達成による支払を受ける権利を獲得した。ジェンザ

イム社は、2013年にヨーロッパにおいて、2014年には米国において、アレムツズマブの販売許可を獲得した。バイエルは、共

同販売促進権を行使しないことを決定した。
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無形資産について、127百万ユーロの減損損失(２百万ユーロの減損損失の戻入控除後)が認識された。医療用医薬品報告セグメ

ントでは、競争環境の激化により、心臓血管リスク管理のセグメントにおけるマーケティングおよび販売の権利について29百

万ユーロの減損損失が認識された。コンシューマーヘルス報告セグメントでは、ジェネリックに関する厳しい競争により、ア

ニマルヘルスの商標について22百万ユーロの減損損失が認識された。

 

この他に無形資産の減損損失が認識されたのは、コンシューマーヘルスセグメント(40百万ユーロ)、農業関連セグメント(24百

万ユーロ)、素材科学セグメント(５百万ユーロ)、医療用医薬品セグメント(４百万ユーロ)およびその他のセグメント(３百万

ユーロ)である。

 

取得および売却の詳細は、注記[6.2]および[6.3]に示されている。のれんおよびその他の無形資産の減損テストの手続の説明

は、注記[4]に示されている。

 

2013年度の無形資産の増減は、以下の通りである。

 
無形資産の増減(前年度)        

 

取得した

のれん

特許およ

び技術 商標

販売およ

び流通権 製造権

研究開発

プロジェ

クト

その他の

権利およ

び前払金 合計

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

取得原価または製造原価         

2012年12月31日現在 9,293 10,743 4,048 1,440 2,079 899 2,968 31,470

連結範囲の変更 - - - 1 - - 3 4

取得 801 400 281 - - 64 35 1,581

資本的支出 - 35 - 117 - 69 162 383

除却 - (185) (4) (44) (13) (55) (32) (333)

振替 - 87 - 126 - (180) (33) -

振替(IFRS第５号) - - - - - - - -

インフレ調整(IAS第29号) 6 - - - - - - 6

再測定(IFRS第３号) - - - - - - - -

外貨換算調整額 (238) (59) (43) (42) (4) (22) (109) (517)

2013年12月31日現在 9,862 11,021 4,282 1,598 2,062 775 2,994 32,594

         

償却および減損損失累計額         

2012年12月31日現在 - 6,082 2,107 760 1,661 6 2,097 12,713

連結範囲の変更 - - - - - - 2 2

除却 - (158) (2) (44) (13) (55) (32) (304)

2013年度の償却および減損損失 - 766 180 135 128 186 177 1,572

償却 - 737 176 131 114 - 164 1,322

減損損失 - 29 4 4 14 186 13 250

減損損失の戻入 - (13) - - - - - (13)

振替 - - - - - - - -

振替(IFRS第５号) - - - - - - - -

外貨換算調整額 - (24) (23) (17) (3) (6) (79) (152)

2013年12月31日現在 - 6,653 2,262 834 1,773 131 2,165 13,818

帳簿価額、2013年12月31日現在 9,862 4,368 2,020 764 289 644 829 18,776

帳簿価額、2012年12月31日現在 9,293 4,661 1,941 680 418 893 871 18,757

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

163/455



2014年度および2013年度における報告セグメント別ののれんの帳簿価額の増減は以下の通りであった。

 
報告セグメント別のれん       

 

医療用

医薬品

コンシュー

マーヘルス ヘルスケア 農業関連 素材科学

バイエル

グループ

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

帳簿価額、2013年１月１日現在 4,648 2,420 7,068 1,983 242 9,293

連結範囲の変更 - - - - - -

取得 680 95 775 26 - 801

除却 - - - - - -

2013年度の減損損失 - - - - - -

振替 - - - - - -

振替(IFRS第５号) - - - - - -

インフレ調整(IAS第29号) - 6 6 - - 6

再測定(IFRS第３号) - - - - - -

外貨換算調整額 (90) (86) (176) (58) (4) (238)

帳簿価額、2013年12月31日現在 5,238 2,435 7,673 1,951 238 9,862

連結範囲の変更 - - - - - -

取得 767 5,154 5,921 69 - 5,990

除却 (30) (2) (32) - - (32)

2014年度の減損損失 - - - - (6) (6)

振替 - - - - - -

振替(IFRS第５号) (143) (111) (254) - - (254)

インフレ調整(IAS第29号) - 6 6 - - 6

再測定(IFRS第３号) - - - - - -

外貨換算調整額 185 289 474 117 11 602

帳簿価額、2014年12月31日現在 6,017 7,771 13,788 2,137 243 16,168

 

バイエルグループにとって重要性の高い、のれんおよび耐用年数が無期限であるその他の無形資産は、報告期間末現在で以下

の現金生成単位または現金生成単位グループに配賦される。

 
耐用年数が無期限である無形資産   

報告セグメント

現金生成単位／

現金生成単位グループ のれん

耐用年数が無期限である

重要な無形資産

  百万ユーロ 百万ユーロ

医療用医薬品 医療用医薬品 6,017 459

コンシューマーヘルス コンシューマーケア 6,467 23

農業関連 農薬 1,259 88

農業関連 種子 427 149

 

研究開発プロジェクトの場合、資産計上された資産が企業に経済的利益を生み出すことが見込まれる時期を判断することはで

きない。そのため、こうした資産は耐用年数が無期限として分類される。2014年度末現在、総額729百万ユーロの開発プロジェ

クト費が資産計上された(2013年度：644百万ユーロ)。

 

上記の他に耐用年数が無期限として分類される無形資産には、第一次世界大戦の終戦時の賠償協定により米国およびカナダに

与えられ、1994年に北米地域に関して再取得されたバイエル・クロスがある。バイエルはこの名称を継続して使用する意図が

あるため、バイエルグループがこの名称から経済的利益を得られる期間を算定することはできない。バイエル・クロスは107百

万ユーロで資産計上されている。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

164/455



特許

バイエルグループは、グループの製品および技術に関して主要市場における特許権保護の獲得に努めている。

 

以下の表は、アデムパス™、アバロックス™/アベロックス™、ベタフェロン™/ベタセロン™、Eylea™/Eylia™、コージネート™、

レビトラ™、マグネビスト™、ミレーナ™、ネクサバール™、Stivarga™、イグザレルト™、Xofigo™、ヤーズ™、ヤスミン™およ

びYasminelle™を対象とした主要市場における最も重要な特許類の期限を示したものである。

 
最も重要な特許権の期限

 市場

 ドイツ フランス 英国 イタリア スペイン 日本 中国 米国 カナダ

製品          

アデムパス™          

有効成分 2023年a 2023年a 2023年a 2023年a 2023年a 2023年a 2023年 2023年a 2023年

アバロックス™ /ア

ベロックス™          

有効成分 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 2013年 2014年 2015年

有効成分一水和物 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年

錠剤用 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年

ベタフェロン™ / 

ベタセロン™          

有効成分 - - - - - - - - 2016年

Eylea™/Eylia
TM

         

有効成分 2020年a 2025年 2020年a 2025年 2025年2020年a/f 2020年 - 2020年

コージネート™          

有効成分 - - - - - - - 2014年 2021年

製剤 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2020年c 2017年 2016年c 2017年

レビトラ™          

有効成分 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2020年 2018年 2018年 2018年

ミレーナ™          

挿入器 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 - 2015年 2015年 2015年

挿入器(改良版) 2029年d 2029年d 2029年d 2029年d 2029年d 2029年 2029年 2029年b 2029年b

ネクサバール™          

有効成分 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2020年h 2020年 2020年/ 2020年

        2027年g  

Stivarga™          

有効成分 2024年a 2028年i 2024年a 2028年i 2028年i 2024年j 2024年2029年c/e 2024年

イグザレルト™          

有効成分 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2024年 2020年 2021年a 2020年

Xofigo™          

使用 2019年a 2019年a 2019年a 2019年a 2019年a 2019年 2019年 2020年a 2019年

製造プロセス 2031年k 2031年k 2031年k 2031年k 2031年k 2031年b 2031年b 2031年 2031年b

ヤーズ™          

製剤 - - - - - 2021年 2020年 - 2020年

用法・用量 - - - - - 2014年b - - 2014年

製造プロセス 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 2026年 2026年 2025年 2026年

ヤスミン™          

製剤 - - - - - 2020年 2020年 - 2020年

製造プロセス 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 2026年 2026年 2025年 2026年

Yasminelle™          

製剤 - - - - - 2020年 2020年 - 2020年

製造プロセス 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 2026年 2026年 2025年 2026年
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a 現在の特許の期限。延長申請書が提出されている。

b 特許出願中。

c 特許期限が更新された。

d 欧州特許に対する異議申し立てが係属中である。

e 特許期間の調整について算定中。

f 適応症ごとに、AMDについては2021年まで、CRVOについては2022年まで期間延長。

g 化合物に関する特許は2020年に失効、多形体に関する特許は2027年に失効。

h 腎臓がんに関しては2021年まで、肝臓がんについては2022年まで特許期間の延長が承認されており、甲状腺がんに関して

は特許期間の延長を申請中である。

i 特許期間の延長が承認された。

j 結腸がんに関しては2026年までの特許期間の延長が承認されており、GISTに関しては特許期間の延長を申請中である。

k 特許査定通知書を受領済。

 

 

18. 有形固定資産

 

2014年度の有形固定資産の増減は以下の通りである。

 
有形固定資産の増減      

 

土地および

建物

工場設備

および機械

什器、備品

および

その他の装置

建設仮勘定お

よび前払金 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

取得原価または工事原価      

2013年12月31日現在 8,375 16,556 1,853 1,671 28,455

連結範囲の変更 5 3 - - 8

取得 74 85 27 49 235

資本的支出 248 468 216 1,135 2,067

除却 (165) (351) (176) (6) (698)

振替 233 611 34 (878) -

振替(IFRS第５号) (11) (6) (5) (1) (23)

インフレ調整(IAS第29号) 5 1 - 2 8

再測定(IFRS第３号) - - - - -

外貨換算調整額 324 777 60 106 1,267

2014年12月31日現在 9,088 18,144 2,009 2,078 31,319

      

減価償却および減損損失累計額      

2013年12月31日現在 4,630 12,414 1,390 6 18,440

連結範囲の変更 4 3 - - 7

除却 (122) (329) (156) (3) (610)

2014年度の減価償却および減損損失 282 819 205 39 1,345

減価償却 258 786 205 - 1,249

減損損失 24 33 - 39 96

減損損失の戻入 - - - - -

振替 1 - (1) - -

振替(IFRS第５号) (1) (3) (2) - (6)

外貨換算調整額 146 522 46 1 715

2014年12月31日現在 4,940 13,426 1,482 43 19,891

帳簿価額、2014年12月31日現在 4,148 4,718 527 2,035 11,428

帳簿価額、2013年12月31日現在 3,745 4,142 463 1,665 10,015
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有形固定資産に係る減損損失認識額は合計96百万ユーロであり、そのうちの76百万ユーロは農業関連セグメントで、７百万

ユーロはコンシューマーヘルスセグメントで、６百万ユーロは医療用医薬品セグメントで、４百万ユーロは素材科学セグメン

トで、３百万ユーロはその他のセグメントで認識された。

 

2014年度において、32百万ユーロ(2013年度：34百万ユーロ)の借入費用が、適格資産の取得原価または工事原価の構成要素と

して資産計上された。この際に適用された平均金利は3.1％(2013年度：3.8％)である。

 

資産計上された有形固定資産には、ファイナンス・リースに基づく純額合計504百万ユーロ(2013年度：439百万ユーロ)の資産

が含まれていた。決算日現在におけるこれら資産の取得原価または工事原価は合計827百万ユーロ(2013年度：695百万ユーロ)

であった。これらの資産は帳簿価額233百万ユーロ(2013年度：201百万ユーロ)の工場設備および機械、帳簿価額132百万ユーロ

(2013年度：126百万ユーロ)の建物、および帳簿価額139百万ユーロ(2013年度：112百万ユーロ)のその他の有形固定資産からな

る。ファイナンス・リースから生じる負債に関する情報については、注記[27]を参照のこと。

 

2014年度には、IAS第17号「リース」に定義されているオペレーティング・リースに基づくリース資産に関して、219百万ユー

ロ(2013年度：215百万ユーロ)のリース料が支払われた。

 

2015年度には、IAS第17号「リース」に定義されているオペレーティング・リースにより、有形固定資産に関して２百万ユーロ

のリース料を受領する見込みである。2016年度から2019年度には合計７百万ユーロのリース料を、2019年度以降には合計２百

万ユーロのリース料を受領する見込みである。

 

投資不動産

投資不動産の公正価値は、主に、建物および開発済の用地については内部評価に基づくインカム・アプローチを、未開発の用

地については市場比較アプローチを用いて算定されている。

 

2014年12月31日現在、投資不動産の帳簿価額は合計175百万ユーロ(2013年12月31日現在：173百万ユーロ)であった。この不動

産の公正価値は501百万ユーロ(2013年度：540百万ユーロ)であった。投資不動産による賃貸収入は14百万ユーロ(2013年度：20

百万ユーロ)であり、この不動産に直接配賦可能な営業費用は９百万ユーロ(2013年度：12百万ユーロ)であった。この他に、２

百万ユーロ(2013年度：４百万ユーロ)の営業費用が投資不動産に直接配賦可能であるが、当該不動産から生じた賃貸収入はな

い。
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2013年度の有形固定資産の増減は以下の通りである。

 
有形固定資産の増減(前年度)      

 

土地および

建物

工場設備

および機械

什器、備品

および

その他の装置

建設仮勘定お

よび前払金 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

取得原価または工事原価      

2012年12月31日現在 8,273 16,555 1,854 1,343 28,025

連結範囲の変更 10 11 5 - 26

取得 21 15 3 16 55

資本的支出 196 406 190 980 1,772

除却 (119) (387) (162) (8) (676)

振替 217 360 32 (609) -

振替(IFRS第５号) - - - - -

インフレ調整(IAS第29号) 5 2 - 1 8

再測定(IFRS第３号) - - - - -

外貨換算調整額 (228) (406) (69) (52) (755)

2013年12月31日現在 8,375 16,556 1,853 1,671 28,455

      

減価償却および減損損失累計額      

2012年12月31日現在 4,539 12,214 1,370 4 18,127

連結範囲の変更 12 8 3 - 23

除却 (82) (363) (144) (7) (596)

2013年度の減価償却および減損損失 276 844 208 9 1,337

減価償却 264 826 199 - 1,289

減損損失 12 18 9 9 48

減損損失の戻入 - - - - -

振替 2 (1) (1) - -

振替(IFRS第５号) - - - - -

外貨換算調整額 (117) (288) (46) - (451)

2013年12月31日現在 4,630 12,414 1,390 6 18,440

帳簿価額、2013年12月31日現在 3,745 4,142 463 1,665 10,015

帳簿価額、2012年12月31日現在 3,734 4,341 484 1,339 9,898
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19. 持分法適用投資

 

関連会社３社(2013年度：２社)および共同支配企業３社(2013年度：３社)は、持分法を用いて会計処理された。

 
持分法適用関連会社および共同支配企業  

会社名 所在地

バイエル

の持分

  ％

関連会社   

南京白敬宇制药有限責任公司 中国、南京 15

パルトー・インダストリーズ(1998)社

(Paltough Industries (1998) Ltd.)

イスラエル、キブツ・ラマ・ヨ

ハナン

25

PO JV社 米国、ウィルミントン 39.4

共同支配企業   

バイエルIMSA社 メキシコ、ヌエボ・レオン 50

バイエル・ザイダス・ファーマ社

(Bayer Zydus Pharma Private Limited)

インド、ムンバイ 50

ディーアイシー バイエル ポリマー株式会社

(DIC Bayer Polymer Ltd.)

日本、東京 50

 

2000年に、バイエルは、特許技術の使用と酸化プロピレン(以下「PO」という。)の長期的供給を確保し、ポリウレタンの生産

を開始することを目的として、ライオンデル・ケミカルズ社(Lyondell Chemicals)のポリオール事業と、PO製造事業の一部を

取得した。この戦略の一環として、PO生産のためにある会社(バイエルが持分の39.4％を保有している米国のPO JV社)が設立さ

れた。バイエルにとっては、この会社が生産することによってPOの長期的な固定供給割り当て/供給量を確保できるという利点

がある。以下の２つの表は、持分法適用関連会社である米国のPO JV社の損益計算書および財政状態計算書の要約データを含ん

でおり、バイエルグループの連結財務書類におけるそれぞれの認識額を示している。

 
持分法適用会社であるPO JV社の損益計算書データ   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

純売上高 2,217 2,414

税引後純損失 (46) (44)

税引後純損失に対する持分 (18) (17)

税引後包括利益合計に対する持分 (18) (17)

その他の持分の減損／認識中止による税引後利益(損失) (2) (1)

持分法適用会社であるPO JV社の税引後損失認識額 (20) (18)

 

持分法適用会社であるPO JV社の財政状態計算書データ   

 

2013年

12月31日

2014年

12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

固定資産 441 462

資本 441 462

資本に対する持分 175 182

その他 (1) 2

持分法適用会社であるPO JV社の帳簿価額 174 184
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「その他」の項目は、主にバイエルの統一された会計方針に沿ったデータの調整、取得価格の配賦とその損益における償却に

よる差異からなる。

 

以下の表は、単独では重要性が低い持分法適用関連会社の合計損益計算書データおよび総帳簿価額の要約を示している。

 
持分法適用関連会社の損益計算書データおよび帳簿価額   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

税引後利益 4 4

税引後利益に対する持分 1 1

税引後包括利益合計に対する持分 1 1

持分法適用関連会社の帳簿価額 20 27

 

以下の表は、単独では重要性が低い持分法適用共同支配企業の合計損益計算書データおよび総帳簿価額の要約を示している。

 
持分法適用共同支配企業の損益計算書データおよび帳簿価額   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

税引後利益 6 8

税引後利益に対する持分 4 4

税引後包括利益合計に対する持分 4 4

その他の持分の減損／認識中止による税引後利益(損失) (1) -

持分法適用共同支配企業の税引後利益認識額 3 4

持分法適用共同支配企業の帳簿価額 9 12

 

 

20. その他の金融資産

 

その他の金融資産の内訳は以下の通りである。

 
その他の金融資産   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 合計 うち、流動部分 合計 うち、流動部分

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

貸付金および受取債権 815 38 915 177

売却可能金融資産 298 133 354 143

うち、債務証券 238 133 261 136

うち、持分証券 60 - 93 7

満期保有金融投資等 96 34 69 11

デリバティブによる受取債権 765 574 484 392

リース契約による受取債権 8 - 8 -

合計 1,982 779 1,830 723
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貸付金および受取債権は、主に有効初期資金のためにバイエル・ペンシオンスカッセ(Bayer-Pensionskasse VVaG)に供与され

た名目価額595百万ユーロ(2013年度：595百万ユーロ)の貸付資本およびバイエル・ペンシオンスカッセに供与された名目価額

150百万ユーロ(2013年度：150百万ユーロ)の利益参加型資本(Genussrechtskapital)からなる。

 

売却可能金融資産として計上された債務証券は、ドイツ財務省証券125百万ユーロ(2013年度：125百万ユーロ)からなる。銀行

に貸し付けられたこれらの財務省証券は、関連するリスクと便益はバイエルに留まるため引き続き売却可能金融資産として認

識される。財務省証券の満期または償還時に、バイエルはそれらをドイツ国債と2016年までに交換する義務がある。

 

売却可能金融資産として計上された持分証券には、株式市場やその他の市場価格を用いたり、信頼性の高い方法で決定された

将来キャッシュ・フローを割り引いたりすることによって公正価値を決定することができない29百万ユーロ(2013年度：22百万

ユーロ)の証券が含まれていた。これらの持分証券は取得原価で認識された。

 

2014年度において、売却可能金融資産に係る合計２百万ユーロの減損損失の戻入(2013年度：合計２百万ユーロの減損損失)が

損益に認識された。

 

決算日現在、８百万ユーロ(2013年度：８百万ユーロ)のその他の金融資産は、減損処理されていないものの支払期限を過ぎて

いた。

 

デリバティブによる受取債権の会計処理に関する詳細は、注記[30]に示されている。

 

リース契約による受取債権は、バイエルが貸手であり、そのリース資産の経済的所有者が借手である場合のファイナンス・

リースに関連している。これらの受取債権は予想支払リース料46百万ユーロ(2013年度：48百万ユーロ)からなり、これには利

息部分37百万ユーロ(2013年度：40百万ユーロ)が含まれている。予想支払リース料のうち、１百万ユーロ(2013年度：１百万

ユーロ)は１年以内の支払予定額であり、２百万ユーロ(2013年度：４百万ユーロ)はその後４年以内の支払予定額、43百万ユー

ロ(2013年度：43百万ユーロ)はそれより後の支払予定額である。

 

 

21. 棚卸資産

 

棚卸資産の内訳は以下の通りである。

 
棚卸資産   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

原材料および貯蔵品 1,369 1,603

仕掛品、完成品および再販予定の購入商品 5,745 6,781

前払金 15 94

合計 7,129 8,478
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棚卸資産の減損損失認識額は売上原価に反映されている。その内訳は以下の通りである。

 
棚卸資産の減損   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

減損損失累計額、１月１日現在 (384) (423)

連結範囲の変更 2 -

報告期間における減損損失 (214) (214)

減損損失の戻入または取崩 149 176

外貨換算調整額 24 (16)

減損損失累計額、12月31日現在 (423) (477)

 

 

22. 売掛金

 

決算日現在、減損損失を差引いた売掛金は9,097百万ユーロ(2013年度：7,569百万ユーロ)であり、その内訳は以下の通りであ

る。

 
売掛金   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

売掛金(減損考慮前) 7,769 9,330

減損損失累計額 (200) (233)

帳簿価額、12月31日現在 7,569 9,097

　うち、固定部分 18 32

 

売掛金の減損損失の変動は以下の通りである。

 
売掛金の減損   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

減損損失累計額、１月１日現在 (240) (200)

報告期間における減損損失 (66) (73)

減損損失の戻入または取崩 85 39

外貨換算調整額 21 1

減損損失累計額、12月31日現在 (200) (233)

 

9,029百万ユーロ(2013年度：7,499百万ユーロ)の売掛金は個別に減損していなかった。この金額のうち、1,105百万ユーロ

(2013年度：1,222百万ユーロ)は決算日時点で支払期限を過ぎているか、まもなく支払期限を迎えるものであった。
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減損した売掛金および支払期限を過ぎた売掛金の金額が以下の表に要約されている。

 
減損した売掛金および支払期限を過ぎた売掛金  

  

うち、決算日現在

で減損しておら

ず、支払期限も過

ぎていないもの

うち、決算日現在で減損していないが

支払期限を過ぎているもの

うち、決算

日現在で減

損している

もの

 帳簿価額  ３ヵ月まで ３～６ヵ月 ６～12ヵ月 12ヵ月超  

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

2014年12月31日現在 9,097 7,924 738 165 85 117 68

2013年12月31日現在 7,569 6,277 848 130 104 140 70

 

個別に減損した売掛金の帳簿価額の総額は217百万ユーロ(2013年度：193百万ユーロ)であった。これらの資産について認識さ

れた減損損失は合計149百万ユーロ(2013年度：123百万ユーロ)であり、正味帳簿価額は68百万ユーロ(2013年度：70百万ユー

ロ)となった。

 

減損していない売掛債権は、既存の信用管理プロセスおよび顧客リスクの個別評価に基づいて回収可能と見なされている。減

損損失認識額には報告期間末現在の債務不履行リスクに対する妥当な引当金が含まれている。

 

特にギリシア、イタリア、ポルトガルおよびスペインにおける政府系保健機関からの受取債権は、政府債務危機を考慮して特

別監視下にある。2014年度または2013年度においてかかる債権に重大な不履行はなかったが、これらの国の将来の動向によっ

ては、支払の遅延および／または不履行が生じる可能性がある。新たな事象の発生によって、減損損失の認識が必要となる可

能性がある。2014年度末現在、上記の国における政府系保健機関に対する売掛金は、合計183百万ユーロ(2013年度：231百万

ユーロ)であった。

 

ヘルスケア事業グループでは、グローバルの信用保険プログラムの一部に超過損害保険契約がある。ヘルスケア事業グループ

の受取債権の80％以上には、年間最高補償総額100百万ユーロ(2013年度：100百万ユーロ)を上限とする保険がかけられてい

る。

 

さらに、受取債権のうち459百万ユーロ(2013年度：438百万ユーロ)には、前払金、信用状または保証による担保、あるいは土

地、建物または収穫高による担保が付されていた。

 

前へ　　　次へ
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23. その他の受取債権

 

３百万ユーロ(2013年度：４百万ユーロ)の減損損失控除後のその他の受取債権の内訳は、以下の通りである。

 
その他の受取債権   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 合計 うち、流動部分 合計 うち、流動部分

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

その他の未収還付税金 577 504 612 528

繰延費用 269 240 297 273

補償請求 321 321 127 113

正味確定給付資産 117 - 41 -

従業員からの未収金 41 41 48 44

他の受取債権 647 370 810 530

合計 1,972 1,476 1,935 1,488

 

127百万ユーロ(2013年度：321百万ユーロ)の補償請求は主に、製造物責任に関連する保険会社からの未収金からなる。

 

他の受取債権には、米国のメルク社が、バイエルに最終的に譲渡するまでの間に引き続き運営している事業によって生じた57

百万ユーロの受取債権が含まれている。この経過期間中に稼得した営業利益はバイエルに移転される。

 

その他の受取債権に含まれる金融受取債権678百万ユーロ(2013年度：526百万ユーロ)のうち、675百万ユーロ(2013年度：524百

万ユーロ)は減損していなかった。この金額のうち、313百万ユーロ(2013年度：204百万ユーロ)は決算日時点で支払期限を過ぎ

ているか、まもなく支払期限を迎えるものであった。個別に減損したその他の受取債権の帳簿価額総額は６百万ユーロ(2013年

度：６百万ユーロ)であった。これらの資産について認識された減損損失は合計３百万ユーロ(2013年度：４百万ユーロ)であ

り、正味帳簿価額は３百万ユーロ(2013年度：２百万ユーロ)となった)。

 

その他の受取債権に含まれる、減損した金融受取債権および支払期限を過ぎた金融受取債権の金額が以下の表に要約されてい

る。

 
減損したその他の金融受取債権および支払期限を過ぎたその他の金融受取債権  

  

うち、決算日現在

で減損しておら

ず、支払期限も過

ぎていないもの

うち、決算日現在で減損していないが

支払期限を過ぎているもの

うち、決算

日現在で減

損している

もの

 帳簿価額  ３ヵ月まで ３～６ヵ月 ６～12ヵ月 12ヵ月超  

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

2014年12月31日現在 678 362 259 17 9 28 3

2013年12月31日現在 526 320 148 12 18 26 2
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24. 資本

 

財務管理における最も重要な目標は、すべてのステークホルダーの利益のため、バイエルグループの価値の持続的成長を実現

し、グループの信用度および流動性を確保する一助となることである。これらの目標を追求するということは、資本コストの

削減、資本構造の最適化、財務活動によるキャッシュ・フローの改善および効果的なリスク管理を意味する。

 

バイエルが委託している格付機関は、バイエルグループの信用度を以下の通り評価している。

 

格付

 

 長期格付 展望 短期格付

スタンダード＆プアーズ(Standard & Poor's) A- 安定的 A-2

ムーディーズ(Moody's) A3 安定的 P-2

 

これらの投資レベルの格付は、会社の信用度が高いことを示しており、資金調達目的で幅広い投資家にアクセスできることを

確保している。バイエルの資本管理方針は格付機関が発行したさまざまな負債比率が基礎となっており、少し異なる方式では

あるが、一定の期間内における負債関連のキャッシュ・フローが重視されている。バイエルグループの財務戦略は、カテゴ

リーＡの格付の獲得と財務上のフレキシビリティの維持に重点を置いている。バイエルは、純金融負債を減少させるために営

業活動による現金流入額を活用するばかりではなく、2005年７月および2014年７月発行の劣後ハイブリッド債、年次株主総会

の決議により設定された授権資本および条件付資本、ならびに潜在的な株式買戻しプログラムといった手段により、財務戦略

を実行している。バイエルの定款は資本比率を定めていない。

 

2013年度および2014年度における資本の構成要素の変動は、バイエルグループ株主持分等変動計算書に表示されている。

 

資本金

2014年12月31日におけるバイエル社の資本金は2,117百万ユーロ(2013年度：2,117百万ユーロ)であり、記名式株826,947,808株

(2013年度：826,947,808株)に分割され、全額払込済みである。１株につき１議決権が付されている。

 

授権資本

530百万ユーロの授権資本Ⅰは、2015年度年次株主総会の予定日前の2015年４月29日に失効予定であったため消却された。
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これと同額の新しい授権資本Ⅰが2014年４月29日の年次株主総会で承認された。その期限は2019年４月28日である。これは、

現金払込および／または現物出資に対して記名式無額面株式を新たに発行することにより増資に使用できるが、現物出資に対

する増資は合計で423百万ユーロを超えてはならない(以下「授権資本Ⅰ」という。)。株主に対しては、通常、新株引受権を付

与しなければならない。ただし、取締役会には、監査役会の同意のもと、現金払込および／または現物出資に対する増資につ

いて新株引受権比率により端数部分が生じる場合に、また、当社またはそのグループ会社が発行したワラントまたは転換権・

転換義務が付された社債の保有者に、かかる保有者がワラントまたは転換権の行使、あるいは行使や転換義務の履行によって

得るであろう権利の範囲の新株を引き受ける権利を付与するために必要な範囲において、株主の新株引受権を排除する権限が

与えられている。取締役会は、監査役会の同意のもと、株式が国外の証券取引所への株式上場に関連して発行されるものであ

り、新株引受権を排除した新株に帰属する資本金の合計持分が商業登記の承認日時点で存在する資本金の10％を超えないか、

当該額がこれより低い場合には当該新株の発行日時点で存在する資本金の10％を超えない場合に、株主の新株引受権を排除す

る権限を与えられている。さらに、取締役会は、監査役会の同意のもと、企業、企業の一部、企業の持分、またはその他の資

産を取得する目的か、授権資本Ⅰからの新株発行に対する現物拠出として配当金(全部または一部)の権利を当社に寄与する選

択肢が株主に与えられている場合に株式配当を実施する目的で、現物出資による増資が行われた場合にも、株主の新株引受権

を排除する権限を与えられている。株主に新株引受権を付与せずに現金払込および／または現物出資に対して発行した株式で

表される資本金の金額は、その授権資本が年次株主総会で承認された日に存在する資本金合計の20％を超えてはならない。

 

212百万ユーロの授権資本Ⅱは、2015年度年次株主総会の予定日前の2015年４月29日に失効予定であったため消却された。

 

これと同額の新しい授権資本Ⅱが2014年４月29日の年次株主総会で承認された。その期限は2019年４月28日である。取締役会

には、監査役会の同意のもと、現金払込に対して記名式無額面株を新たに発行することにより総額212百万ユーロまで増資する

権限が与えられている(以下「授権資本Ⅱ」という。)。株主に対しては、通常、新株引受権を付与しなければならない。ただ

し、取締役会には、監査役会の同意のもと、新株引受権比率により端数部分が生じる場合と、現金払込に対して株式が発行さ

れ、新株引受権を排除した新株に帰属する資本金の合計持分が商業登記の承認日時点で存在する資本金の10％を超えないか、

当該額がこれより低い場合には当該新株の発行日時点で存在する資本金の10％を超えておらず、新株の発行価格がドイツ株式

会社法第203条第１項および第２項ならびに第186条第３項第４号の意義の範囲内で取締役会が発行価格を確定した時点で既に

上場している同クラスの当社株式の市場価格を大幅に下回っている場合に、株主の新株引受権を排除する権限を与えられてい

る。2014年４月29日以降に売却された、ドイツ株式会社法第71条第１項８番第５号および同法第186条第３項第４号に基づいて

株主の新株引受権を排除した自社株は、この10％超の制限に含まれる。ワラントまたは転換権・転換義務が付された社債の利

子を支払うための発行株式または発行予定株式も、これらの社債が2014年４月29日以降に発行され、ドイツ株式会社法第186条

第３項第４号の類推適用によって株主の新株引受権を排除した場合は、この制限に含まれる。

 

これまで、これらの授権資本額のいずれも使用されていない。
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条件付資本

2010年４月30日の年次株主総会によって設定された条件付資本2010は、2015年度年次株主総会の予定日より前に失効予定で

あったため消却された。

 

2014年４月29日の年次株主総会で条件付資本2014の設定が承認され、82,694,750株までの記名式無額面株式発行により212百万

ユーロまでの条件付資本の増加が再び認められた。条件付資本の増加は、2014年４月29日の年次株主総会で決議された承認に

基づき、バイエル社またはドイツ株式会社法第18条の意義の範囲内であるバイエル社が議決権または資本の90％以上の直接的

または間接的持分を所有するバイエル社のグループ会社によって2019年４月28日までに発行可能な、オプションまたは転換

権・転換義務が付されたワラント付社債または転換社債、利益参加権、またはインカム・ボンド(もしくはこれら証券の組合

せ)(以下総称して「債務証券」という。)の所有者に記名式無額面株式を供与するために使用できる。かかる新株は、オプショ

ン・プレミアムまたは上記の承認決議に従って決定される転換価格で発行される。このような証券発行の権限は、名目価額合

計60億ユーロに制限されている。原則として株主は、これら証券の引受権が与えられる制定法上の権利を有する。しかし取締

役会は、監査役会の同意のもと、新株引受権比率により端数部分が生じる場合に、また、ワラントまたは転換権・転換義務が

付された社債の保有者に、かかる保有者がワラントまたは転換権の行使、あるいは行使や転換義務の履行によって得るであろ

う範囲の新株を引き受ける権利を付与するために必要な範囲において、株主の新株引受権を排除する権限が与えられている。

さらに、取締役会が、十分な検討の上で、当該債務証券の発行価格は、評価技法等の容認された方法に従って決定された仮定

上の公正価値を大きく下回るものではないという意見である場合、取締役会は、監査役会の同意のもと、現金払込に対して発

行されるオプションまたは転換権・転換義務が付された債務証券に対する株主の引受権を完全に排除する権限が与えられてい

る。引受権を排除するこの権限は、当該決議が採択された日時点の資本金合計の10％、あるいは当該額がこれより低い場合に

はこの権限が行使される日時点の資本金合計の10％を超えない資本金に対する比例持分を伴う株式に関するワラントまたは転

換権、あるいは行使や転換義務の付された社債に適用される。ドイツ株式会社法第203条第１項および第２項ならびに第186条

第３項第４号に基づいて新株引受権を排除した2014年４月29日以降に発行された新株と、ドイツ株式会社法第71条第１項８番

第５号ならびに第186条第３項４号に基づいて株主の新株引受権を排除した2014年４月29日以降に売却される自社株もこの10％

の制限に含まれる。

 

株主の新株引受権の排除に関して、年次株主総会でさらなる決議がない場合、取締役会は、現行の権限のみを行使し、株主の

新株引受権を排除して、それぞれの決議が2014年４月29日の年次株主総会で採択された時点で存在する資本金総額の20％まで

授権資本または条件付資本から増資を行うことになる。株主の新株引受権を排除した、株式の、あるいはワラントまたは転換

権・転換義務が付された社債のすべての発行または売却もこの20％の制限に含まれる。
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包括利益累積額

包括利益累積額は、利益剰余金およびその他の包括利益累積額からなる。利益剰余金には、連結会社の過年度の未分配利益な

らびに損益外で認識される確定給付退職年金およびその他の退職後給付制度に係る純負債のすべての再測定が含まれる。その

他の包括利益累積額は、外貨換算調整額、キャッシュ・フロー・ヘッジおよび売却可能金融資産の公正価値の増減額ならびに

再評価剰余金からなる。再評価剰余金は、1996年にロシュ社(Roche)と設立した米国のOTC共同支配企業の残存持分50％を2005

年に取得したこと、また2008年にドイツ、オルデンブルグのバイエル・マテリアルサイエンス・オルデンブルグ社(Bayer

MaterialScience Oldenburg GmbH & co. KG)の残存持分50％を取得したことによって生じたものである。2014年度において、

個々の資産の年間償却費/減価償却費に相当する５百万ユーロ(2013年度：５百万ユーロ)が再評価剰余金から利益剰余金に振り

替えられた。外貨換算調整額には、持分法適用関連会社および共同支配企業に帰属するマイナス28百万ユーロ(2013年：12百万

ユーロ)が含まれていた。

 

配当金

ドイツ株式会社法(AktG)に基づき、配当金の支払は、ドイツ商法に準拠して作成されたバイエル社の年次財務書類に計上され

ている分配可能利益により決定される。2013年度に関する１株当たり2.10ユーロの配当金支払により、利益剰余金が減少し

た。2014年度について提案された配当金は１株当たり2.25ユーロであり、配当金の支払合計金額は1,861百万ユーロとなる。提

案された配当金の支払は年次株主総会での株主の承認を前提としているため、連結財務書類上の負債として認識されていな

い。

 

非支配持分

2013年度および2014年度における当グループの資本における非支配持分の増減は、以下の表の通りである。

 
資本における非支配持分の要素   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

１月１日現在 100 86

損益に認識されていない資本の増減   

ユーロ圏外事業活動の外貨換算調整額 (14) 11

その他の資本の増減 6 -

配当金支払額 (3) (2)

   

損益に認識された資本増減額 (3) 17

   

12月31日現在 86 112

 

非支配持分は主に、以下の株式に存在する。インドのバイエル・クロップサイエンス社(Bayer CropScience Limited)、中国の

バイエル南京ポリウレタン社(Bayer Jinling Polyurethane Co. Ltd.)、アラブ首長国連邦のバイエル・パール・ポリウレンタ

ン・システムズ社(Bayer Pearl Polyurethane Systems FZCO)、ケニアのバイエル・イースト・アフリカ社(Bayer East Africa

Ltd.)、ペルーのバイエル社(Bayer S.A.)。
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25. 退職年金およびその他の退職後給付引当金

 

退職年金およびその他の退職後給付関連の確定給付債務に対して設定された引当金は、以下の通りである。純負債の会計処理

は以下の通りである。

 
財政状態計算書に反映された正味確定給付負債

 退職年金 その他の退職後給付 合計

 

2013年

12月31日

2014年

12月31日

2013年

12月31日

2014年

12月31日

2013年

12月31日

2014年

12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

退職年金およびその他の

退職後給付(純負債) 7,037 11,796 331 440 7,368 12,236

うち、ドイツ 6,230 10,336 - - 6,230 10,336

うち、その他の国 807 1,460 331 440 1,138 1,900

正味確定給付資産 114 38 3 3 117 41

うち、ドイツ 95 22 - - 95 22

うち、その他の国 19 16 3 3 22 19

正味確定給付負債 6,923 11,758 328 437 7,251 12,195

うち、ドイツ 6,135 10,314 - - 6,135 10,314

うち、その他の国 788 1,444 328 437 1,116 1,881

 

退職年金およびその他の退職後給付に関する確定給付制度に係る費用の内訳は以下の通りである。

 
確定給付制度に係る費用   

 年金制度

その他の退職後

給付制度

 ドイツ その他の国 合計 その他の国

 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

当期勤務費用 287 236 71 66 358 302 22 28

過去勤務費用 30 23 2 (25) 32 (2) (1) 2

　うち、制度縮小 - - 1 (15) 1 (15) (1) -

制度清算 - - (1) 21 (1) 21 - -

正味利息 233 223 48 34 281 257 21 18

合計 550 482 120 96 670 578 42 48

 

また、2014年度において、正味確定給付負債の再測定による影響額合計マイナス5,159百万ユーロ(2013年度：1,946百万ユー

ロ)が損益外で認識された。この金額のうち、マイナス5,098百万ユーロ(2013年度：1,810百万ユーロ)は年金債務に、マイナス

61百万ユーロ(2013年度：135百万ユーロ)はその他の退職後給付債務に関連するものであった。
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正味確定給付負債の増減は以下の通りである。

 
正味確定給付負債の増減

 確定給付債務 制度資産の公正価値

資産計上額の

上限の影響 正味確定給付負債

 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

ドイツ         

１月１日現在 16,049 14,870 8,640 8,735 - - (7,409) (6,135)

取得 9 - - - - - (9) -

売却/連結範囲の変更 25 - 21 - - - (4) -

当期勤務費用 287 236     (287) (236)

過去勤務費用 30 23     (30) (23)

制度清算による利益/損失 - -     - -

正味利息 509 553 276 330 - - (233) (223)

保険数理上の純(利益)損失 (1,453) 5,254     1,453 (5,254)

　うち、財務上の仮定の変更によるもの (1,485) 5,208     1,485 (5,208)

　うち、人口統計学上の仮定の変更によるもの - -     - -

　うち、実績による修正によるもの 32 46     (32) (46)

制度資産の運用収益(受取利息として認識された

金額を除く)   (114) 802   (114) 802

資産計上額の上限の再測定     - - - -

雇用主拠出額   86 331   86 331

従業員拠出額 35 38 35 38   - -

制度清算による支払 - - - -   - -

制度資産からの給付支払額 (209) (211) (209) (211)   - -

会社による給付支払額 (412) (424)     412 424

12月31日現在 14,870 20,339 8,735 10,025 - - (6,135) (10,314)

         

その他の国         

１月１日現在 6,539 5,812 4,742 4,705 (13) (9) (1,810) (1,116)

取得 - - - - - - - -

売却/連結範囲の変更 (1) - - - - - 1 -

当期勤務費用 93 94     (93) (94)

過去勤務費用 1 (23)     (1) 23

制度清算による利益/損失 1 21     (1) (21)

正味利息 254 275 185 223 - - (69) (52)

保険数理上の純(利益)損失 (473) 1,094     473 (1,094)

　うち、財務上の仮定の変更によるもの (451) 815     451 (815)

　うち、人口統計学上の仮定の変更によるもの 7 264     (7) (264)

　うち、実績による修正によるもの (29) 15     29 (15)

制度資産の運用収益(受取利息として認識された

金額を除く)   133 387   133 387

資産計上額の上限の再測定     1 - 1 -

雇用主拠出額   120 130   120 130

従業員拠出額 6 9 6 9   - -

制度清算による支払 (1) (64) (1) (64)   - -

制度資産からの給付支払額 (261) (254) (261) (254)   - -

会社による給付支払額 (43) (53)     43 53

制度資産から支払われる制度管理費用   - (1)   - (1)

外貨換算調整額 (303) 521 (219) 425 3 - 87 (96)

12月31日現在 5,812 7,432 4,705 5,560 (9) (9) (1,116) (1,881)

　うち、その他の退職後給付 721 918 393 481 - - (328) (437)

         

12月31日現在合計 20,682 27,771 13,440 15,585 (9) (9) (7,251) (12,195)
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退職年金債務は主に、ドイツ(73％、2013年度：72％)、米国(14％、2013年度：14％)および英国(６％、2013年度：７％)に関

連するものであった。ドイツでは、確定給付制度に基づく権利の約45％(2013年度：39％)を現職従業員が、約47％(2013年度：

54％)を定年退職者またはその遺族である扶養家族が、約８％(2013年度：７％)を権利確定済の年金受給権を有する元従業員が

占めている。米国では、確定給付制度に基づく権利の約26％(2013年度：28％)を現職従業員が、約61％(2013年度：60％)を定

年退職者またはその遺族である扶養家族が、約13％(2013年度：12％)を権利確定済の年金受給権を有する元従業員が占めてい

る。

 

ブラジルでは、従業員に確定給付制度から確定拠出制度に変更する選択肢を与えている。従業員の約34％がこのオファーに応

じている。これにより、21百万ユーロの制度清算損失および11百万ユーロの制度縮小利益が生じた。確定給付債務は合計で55

百万ユーロ、制度資産は65百万ユーロ減少した。

 

退職年金またはその他の退職後給付の確定給付制度資産に対する実際の運用収益は、それぞれ1,691百万ユーロ(2013年度：414

百万ユーロ)および51百万ユーロ(2013年度：66百万ユーロ)であった。

 

以下の表は、退職年金およびその他の退職後給付の確定給付債務ならびに積立式債務の積立状況を示している。

 
確定給付債務および積立状況       

 退職年金債務 その他の退職後給付債務 合計

 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

確定給付債務 19,961 26,853 721 918 20,682 27,771

うち、非積立式 794 1,117 95 104 889 1,221

うち、積立式 19,167 25,736 626 814 19,793 26,550

       

積立式債務の積立状況       

積立超過額 124 47 3 3 127 50

積立不足額 6,244 10,679 236 336 6,480 11,015

 

退職年金およびその他の退職後給付債務

グループ各社はほとんどの従業員に対して退職給付を提供しているが、これは各社が直接給付するか、公的管理あるいは民間

管理の年金基金に拠出することによって行われている。この給付の提供方法は、各国の法律、財政および経済状況によって異

なり、給付額は通常、従業員の報酬および勤続年数に基づき決定される。当該債務は、現在の退職者に対する年金および将来

の退職者に対する年金受給資格の両方に係るものである。
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バイエルグループでは、多くの国で従業員向けの積立式年金制度を設定している。各確定給付年金制度では、債務のリスク構

造(特に、人口統計学、現在の積立状況、予想される将来キャッシュ・フローの構造、金利感応度、バイオメトリック・リスク

等)、規制環境ならびに現在のリスク許容度またはリスク受容能力に基づいて最も適切な投資戦略が決定される。その上で、資

本市場の要素を考慮に入れ、制度のリスク構造に合わせた戦略目標投資ポートフォリオを開発している。その他の決定要因

は、将来における全給付の支払確保に重点を置いたリスク分散、ポートフォリオ効率ならびに国別とグローバル両方のリス

ク／リターン分析である。各年金制度の資本投資戦略は上記の各制度特有の条件に照らして個別に策定されるため、年金制度

の投資戦略はそれぞれ大きく異なる場合がある。たとえば、株式に投資する制度資産の割合は、ドイツ以外の年金制度の方が

ドイツ国内の制度よりも高い。投資戦略は通常、絶対収益の最大化よりも、年金契約の長期にわたる資金調達の合理的な確実

性を目指す方向で調整される。制度資産については、リスク管理システムを利用してストレスシナリオのシミュレーションや

他のリスク分析(バリュー・アット・リスクなど)が行われている。

 

ドイツのレバクーゼンにあるバイエル・ペンシオンスカッセは、最大規模の年金制度である。当該制度は2005年１月１日以

降、新規加入者を受け入れていない。法的に独立したこの年金基金は生命保険会社として見なされるため、ドイツの保険監督

法が適用される。バイエル・ペンシオンスカッセによってカバーされる給付債務は、退職年金、遺族年金および障害年金から

なる。これは複数事業者型制度であり、現行の加入者とその雇用主が拠出する。会社の拠出額は、従業員拠出額の一定の割合

である。この割合は、バイエルグループ以外の加入者を含む、制度に加入するすべての従業員について同じであり、担当する

保険数理士からの提案に基づき、当該制度の執行委員会と監査役会の間の合意によって設定される。この割合には、負債およ

び拠出金の算定に使用した要素に関する保険数理上の見積りと実際の価値との差異が考慮されている。バイエルは、担当する

保険数理士からの提案に基づき、当該制度の執行委員会および監査役会に従って会社の拠出金を修正する場合もある。当該制

度の負債は、ドイツの企業年金改善法(Law on the Improvement of Occupational Pensions)第１条第１項第３号に準拠してい

る。これは、当該年金制度が定款に基づく権利を行使して給付を引き下げた場合、結果として生じる差額を制度に参加してい

る各雇用主が補償しなければならないことを意味する。バイエルは、制度に参加しているバイエルグループ以外の雇用主の債

務について、これらの者が当該制度への参加を取りやめる場合であっても、責任を負わない。

 

2005年１月１日以降にバイエルに入社したドイツの加入者に関する年金受給権は、レバクーゼンにあるライニッシェ・ペンシ

オンスカッセ(Rheinische Pensionskasse VVaG)を通じて付与されている。この制度による将来の年金の支払いは、保証金利を

考慮した上で、掛金と制度資産に係る運用収益に基づいて実施される。

 

もう一つの重要な年金供給手段はバイエル年金基金(Bayer Pension Trust e.V.、以下「BPT」という。)である。これは、バイ

エル・グループのその他の退職年金給付契約、繰延報酬、かつてシエーリング養老年金信託協会(Schering Altersversorgung

Treuhand e.V.)が管理していた年金債務および他の直接約定の一部をカバーしている。
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米国における確定給付年金制度はここ数年凍結されており、これらの制度の下で重要性の高い新たな給付金制度を創設するこ

とはできない。米国のすべての退職年金制度は、効率性のために単一のマスター・トラストが保有している。適用される規制

上の枠組みは、給付の制限を回避するための80％の法定最低積立要件を含む従業員退職所得保障法(以下「ERISA」という。)に

基づいている。会社は引き続き、投資リスク、金利リスクおよび長寿リスク等の保険数理上のリスクを負う。

 

英国における確定給付年金制度は、新規加入者を受け入れていない。英国の制度資産は、受益人の利益のためにのみ行動する

法的義務を負っている、独立した受託者によって管理されている。英国の規定に従い、技術評価が３年ごとに実施される。こ

の評価は、すべての潜在的積立要件をカバーする制度開発のための基礎となっている。この場合も、会社は引き続き、保険数

理上のリスクを負う。

 

ドイツ以外のその他の退職後給付債務は主に、米国における退職者の医療給付金に関連するものであった。

 

退職年金およびその他の退職後給付債務をカバーする制度資産の公正価値は以下の通りであった。

 
制度資産の公正価値　12月31日現在   

 年金債務
その他の

退職後給付債務

 ドイツ その他の国 その他の国

 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年

 
百万
ユーロ

百万
ユーロ

百万
ユーロ

百万
ユーロ

百万
ユーロ

百万
ユーロ

活発な市場で公表された市場価格に
基づく制度資産       
不動産および特別不動産ファンド - - 168 205 16 18
株式および株式ファンド 1,724 1,941 1,490 1,669 110 125
繰上償還条項付債務証券 - - 146 162 - -
満期償還債務証券 - - 952 690 155 110
債券ファンド 2,911 3,345 755 1,509 6 90
デリバティブ 8 28 89 86 1 -
現金および現金等価物 369 409 115 98 14 14
その他 - - 236 236 - -

 5,012 5,723 3,951 4,655 302 357
       
活発な市場で公表された市場価格のない
制度資産       
不動産および特別不動産ファンド 532 544 36 41 - -
株式および株式ファンド 51 70 52 59 - -
繰上償還条項付債務証券 1,213 1,493 8 6 - -
満期償還債務証券 1,678 1,931 - - - -
債券ファンド - - 50 60 - -
デリバティブ - (4) - - - -
その他 249 268 215 258 91 124

 3,723 4,302 361 424 91 124

制度資産合計 8,735 10,025 4,312 5,079 393 481

 

ドイツ国内の制度資産の公正価値には、グループ会社からリースされた不動産が含まれ、これは公正価値65百万ユーロ(2013年

度：67百万ユーロ)で認識された。また、投資ファンドを通じて所有しているバイエル社の株式および社債も含まれており、そ

れぞれの公正価値である58百万ユーロ(2013年度：49百万ユーロ)および６百万ユーロ(2013年度：０百万ユーロ)で認識され

た。その他の制度資産は、担保付貸付金、その他の受取債権および適格な保険証券からなる。
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リスク

確定給付制度によるリスクの一部は確定給付債務から生じ、一部は制度資産への投資から生じる。これらのリスクは、受益人

に対して高額の直接的な年金の支払いが必要となる可能性および／または現在および将来の退職年金債務を満たすために制度

資産への追加拠出が必要となる可能性がある。

 

人口統計学／バイオメトリック・リスク

確定給付債務の大部分は終身年金または遺族年金からなるため、請求期間の長期化や請求の早期化によって、それまでの予測

よりも高い給付債務、給付費用および／または年金の支払いが生じる可能性がある。

 

投資リスク

制度資産の実際の運用収益が割引率に基づいて予想された運用収益を下回った場合、他のパラメーターの変動はないと仮定す

ると、正味確定給付負債は増加すると考えられる。これは、たとえば、株価の下落、市場金利の上昇、個々の借手による債務

不履行または低リスク低金利の社債購入の結果として生じる可能性がある。

 

金利リスク

特に、高格付社債の資本市場金利が下落すると、確定給付債務が増加すると考えられる。この効果は、保有する債務証券の市

場価額の上昇を確保することにより、少なくとも一部は相殺されることになる。

 

測定パラメーターとその感応度

12月31日現在の退職年金債務と各事業年度の退職年金およびその他の退職後給付の費用の測定には、以下の加重パラメーター

が使われた。

 
給付債務のパラメーター    

 ドイツ その他の国 合計

 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年

 ％ ％ ％ ％ ％ ％

退職年金債務       

割引率 3.80 2.00 4.70 3.70 4.05 2.40

　米国の割引率   4.50 3.70 4.50 3.70

　英国の割引率   4.60 3.60 4.60 3.60

予想される将来の昇給率 3.00 3.00 3.95 3.65 3.25 3.15

予想される将来の給付増加率 1.75 1.75 3.60 3.30 2.20 2.10

その他の退職後給付債務       

割引率 - - 4.90 3.95 4.90 3.95
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ドイツではホイベックの2005G死亡率表が使用され、米国ではRP-2004(2013年度：RP-2000)健康と死亡の結合表(Combined

Healthy Mortality Tables)、英国ではS1NXAの95％が使用されている。米国における死亡率表の修正により、約224百万ユーロ

の保険数理上の損失が生じた。

 
給付費用のパラメーター    

 ドイツ その他の国 合計

 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年

 ％ ％ ％ ％ ％ ％

退職年金債務       

割引率 3.20 3.80 4.05 4.70 3.45 4.05

予想される将来の昇給率 3.00 3.00 3.85 3.95 3.20 3.25

予想される将来の給付増加率 1.75 1.75 3.20 3.60 2.15 2.20

その他の退職後給付債務       

割引率 - - 4.15 4.90 4.15 4.90

 

パラメーターの感応度は、上記の「正味確定給付負債の増減」の表に表示のデータを取得するために実施した評価と類似する

詳細評価に基づき、専門の保険数理士が計算したものである。他のパラメーターを固定したまま個々のパラメーターを0.5パー

セント・ポイント(死亡率は受益人１人当たり10％)変更すると、2014年度末現在の退職年金およびその他の退職後給付債務に

は、以下のような影響が生じる。

 
給付債務の感応度    

 ドイツ その他の国 合計

 増加 減少 増加 減少 増加 減少

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

退職年金債務       

割引率を0.5パーセント・ポイント変更 (1,712) 1,969 (441) 494 (2,153) 2,463

予想される将来の昇給率を0.5パーセン

ト・ポイント変更 145 (135) 44 (41) 189 (176)

予想される将来の給付増加率を0.5パーセ

ント・ポイント変更 1,119 (1,020) 106 (76) 1,225 (1,096)

死亡率を10％変更 (657) 737 (168) 179 (825) 916

その他の退職後給付債務       

割引率を0.5パーセント・ポイント変更 - - (51) 56 (51) 56

死亡率を10％変更 - - (22) 24 (22) 24

 

引当金は、退職者に対する医療費の支払の形で退職後給付を提供するために、主に米国内の子会社の債務に対しても設定され

る。医療費の評価は7.0％の率で増加し(2013年度の仮定：7.5％)、2018年までに5.0％(2013年度：5.0％)まで徐々に減少する

という仮定に基づいて行われた。以下の表は、仮定した費用増加率が１パーセント・ポイント変動した場合のその他の退職後

給付債務および給付費用合計への影響を示している。

 
医療費増加率に対する感応度   

 

１パーセント・ポイント

増加の場合

１パーセント・ポイント

減少の場合

 百万ユーロ 百万ユーロ

その他の退職後給付債務への影響 86 (72)

給付費用への影響 4 (4)
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支払額および将来の支払予測額

以下に示す雇用主拠出額は、積立式給付制度に供されるまたは供される予定の金額である。

 
雇用主拠出額または拠出予測額   

 ドイツ その他の国

 2013年 2014年 2015年予測 2013年 2014年 2015年予測

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

退職年金債務 86 331 71 117 112 111

その他の退職後給付債務 - - - 3 18 10

合計 86 331 71 120 130 121

 

バイエルは現在、2016年までに英国の年金制度のために21百万英ポンドの年間不足額の拠出を行うことを確約しており、ま

た、これと同じ期間に米国の年金制度に関して50百万米ドルの年間支払額を支払う必要が生じる可能性が高い。

 

積立型および非積立型の制度から将来支払われる退職年金およびその他の退職後給付の見積は以下の通りである。

 
将来の給付債務     

 制度資産から 会社から

 退職年金

その他の

退職後給付  退職年金

その他の

退職後給付  

 ドイツ その他の国その他の国 合計 ドイツ その他の国その他の国 合計

 百万ユーロ百万ユーロ百万ユーロ百万ユーロ百万ユーロ百万ユーロ百万ユーロ百万ユーロ

2015年 214 266 12 492 437 57 36 530

2016年 217 280 13 510 445 55 34 534

2017年 219 292 13 524 451 58 36 545

2018年 223 304 15 542 458 63 38 559

2019年 227 315 15 557 465 65 40 570

2020年～2024年 1,216 1,659 82 2,957 2,404 403 222 3,029

 

退職年金債務の加重平均期間は、ドイツが18.0年、その他の国が13.9年である。その他の国の、その他の退職後給付債務の加

重平均期間は12.1年である。

 

前へ　　　次へ
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26. その他の引当金

 

2014年度におけるさまざまな引当金項目の増減は以下の通りである。

 
その他の引当金の増減         

 税金 環境保全

リストラ

クチャリ

ング

営業

契約債務 訴訟

従業員

契約債務 その他 合計

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

2013年12月31日現在 1,148 250 242 1,530 934 2,325 275 6,704

取得／売却 1 - - 100 - 4 1 106

追加 1,341 41 60 3,729 209 2,287 263 7,930

利用 (1,557) (31) (116) (3,196) (401) (1,775) (249) (7,325)

戻入 (87) (6) (22) (468) (59) (208) (67) (917)

利息費用 - 17 - - - 49 1 67

外貨換算調整額 24 12 9 156 87 69 6 363

2014年12月31日現在 870 283 173 1,851 770 2,751 230 6,928

 

2014年12月31日現在の財政状態計算書で認識された引当金の利用予想額は以下の通りである。

 
その他の引当金の利用予想額  

 税金 環境保全

リストラ

クチャリ

ング

営業

契約債務 訴訟

従業員

契約債務 その他 合計

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

2015年 393 39 124 1,768 603 1,834 151 4,912

2016年 34 29 18 58 70 242 11 462

2017年 1 22 12 12 37 168 - 252

2018年 278 19 8 11 - 120 5 441

2019年 2 6 4 2 3 67 - 84

2020年以降 162 168 7 - 57 320 63 777

合計 870 283 173 1,851 770 2,751 230 6,928

 

引当金は124百万ユーロ(2013年度：318百万ユーロ)の払戻請求により一部相殺されており、これは受取債権として認識され

た。これらの請求は主に、製造物責任と環境対策に関連するものである。

 

26.1 税金

 

税金引当金は、805百万ユーロ(2013年度：1,079百万ユーロ)の法人税等引当金および65百万ユーロ(2013年度：69百万ユーロ)

のその他の税金引当金からなる。

 

IAS第12号「法人所得税」による追加所得税債務は、事業年度末現在63百万ユーロ(2013年度：101百万ユーロ)であり、財政状

態計算書に未払法人税等として認識されている。
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26.2 環境保全

 

環境保全引当金は主に、土壌の汚染除去、埋立ゴミの再処理、再開発および水質保護対策に関するものである。

 

26.3 リストラクチャリング

 

リストラクチャリング引当金には、離職手当126百万ユーロ(2013年度：189百万ユーロ)および主に製造施設の閉鎖に関連する

その他の費用からなるその他のリストラクチャリング費用47百万ユーロ(2013年度：53百万ユーロ)が含まれている。

 

ヘルスケアにおける重要な焦点は、メディカルケア部門(コンシューマーヘルス報告セグメント)で2013年度に開始したリスト

ラクチャリングを、このために設定した引当金を利用して継続することであった。新規取得事業の統合に関する引当金も設定

された。ヘルスケアにおける上記およびその他のリストラクチャリング施策に対する引当金は、2014年12月31日現在で71百万

ユーロである。そのうち、離職手当は62百万ユーロ、その他のリストラクチャリング費用は９百万ユーロであった。

 

農業関連では、2011年に米国からスタートした、いくつかのカルバメート製造設備と製薬工場１つの閉鎖を含むリストラク

チャリングが、このために設定された引当金を利用して2014年度にも継続された。2014年12月31日現在、農業関連における上

記の施策およびその他のリストラクチャリング施策に対する引当金は70百万ユーロであり、その内訳は離職手当が35百万ユー

ロ、その他のリストラクチャリング費用が35百万ユーロであった。

 

素材科学におけるリストラクチャリング施策の引当金の大半は、ドイツのダルムシュタットの用地閉鎖を含む、ポリカーボ

ネート事業単位における世界の生産施設の統合に関連するものであった。2014年12月31日現在、素材科学におけるリストラク

チャリング引当金は18百万ユーロであり、その内訳は離職手当が17百万ユーロ、その他のリストラクチャリング費用が１百万

ユーロであった。

 

さらに、中枢機能への効果的なフローを目的として、国別プラットホームの導入やさらなる効率性の向上に焦点を当てたリス

トラクチャリング施策がグループ全体で実施された。2014年12月31日現在、これらの施策に関連するリストラクチャリング引

当金は、離職手当12百万ユーロおよびその他のリストラクチャリング費用２百万ユーロからなる14百万ユーロであった。

 

26.4 営業契約債務

 

営業契約債務引当金は、リベート、割引、その他の価格調整、返品、未払請求書、未決済損失および有償契約のための引当金

から構成されている。
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26.5 訴訟

 

現時点で重要と思われる法的リスクおよびそれらの進捗状況は注記［32］に示されている。

 

26.6 従業員契約債務

 

従業員契約債務引当金は主に、短期インセンティブ・プログラムに基づく変動性の一時金、長期勘定余剰金残高、永年勤続報

奨金、早期退職、退職前パートタイム勤務契約およびその他の従業員関連費用に対する引当金からなる。さらに、株式報酬プ

ログラムに係る債務も反映されている。リストラクチャリングに起因する退職手当引当金は、リストラクチャリング引当金に

反映されている。

 

株式報酬プログラム

バイエルグループは、異なる従業員グループに株式報酬プログラムをまとめて提供している。現金決済を伴う報酬制度に関す

るIFRS第２号「株式報酬」の要件に従い、株式報酬プログラムに基づき支払われる報酬は、それぞれの従業員グループに対

し、決算日現在存在する債務の公正価値に相当する引当金によって賄われる。発生した評価額の修正はすべて損益に認識され

る。

 

以下の表は、さまざまなプログラムに対する引当金の増減を示したものである。

 
株式報酬プログラム引当金の増減

 

ストック・イン

センティブ・プ

ログラム

ストック・パー

ティシペーショ

ン・プログラム

アスパイアⅠ

４年プログラム

アスパイアⅡ

４年プログラム 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

2013年12月31日現在 0 5 134 230 369

追加 - 1 80 182 263

利用 - (5) (49) (83) (137)

戻入 - - (26) (40) (66)

外貨換算調整額 - (1) 3 22 24

2014年12月31日現在 0 0 142 311 453

 

2014年度末に全額稼得され、2015年度の初めに支払われたアスパイア・プログラムの価値は、151百万ユーロ(2013年度：136百

万ユーロ)であった。

 

2014年度のすべての株式報酬プログラムの費用は合計278百万ユーロ(2013年度：275百万ユーロ)であり、これには、バイシェ

アー・ストック・パーティシペーション・プログラムに関する５百万ユーロ(2013年度：４百万ユーロ)および長期報酬の構成

要素を構成する仮想上のバイエル株式の付与に関する10百万ユーロ(2013年度：12百万ユーロ)が含まれている。
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標準株式報酬プログラムにおける債務の公正価値は、以下の主要パラメーターに基づき、モンテカルロ・シミュレーション法

によって計算された。

 
モンテカルロ・シミュレーション法のパラメーター   

 2013年 2014年

配当利回り 2.14％ 1.89％

４年プログラムのリスク・フリー金利 0.644％ (0.079)％

バイエル株式のボラティリティ 27.06％ 23.39％

EURO STOXX 50のボラティリティ 22.54％ 18.11％

バイエル株式の株価とEURO STOXX 50との相関関係 0.77 0.76

 

取締役会のメンバーおよびその他の上級執行役員向け長期インセンティブ・プログラム(アスパイアI)

2005年より、取締役会のメンバーおよびその他の上級執行役員には、特定のガイドラインに従って各個人にあらかじめ定めら

れた一定数のバイエル株式を購入してプログラムの全期間中保有していることを条件に、アスパイアIに参加する権利が与えら

れている。当該執行役員の年間基本給のうち、その職階に基づく一定比率が変動支払額の目標(「アスパイア目標額」)として

決定される。絶対条件と、４年のパフォーマンス期間にわたるEURO STOXX 50ベンチマーク指数に対する相対条件の両方を基準

としたバイエル株式のパフォーマンスに応じて、プログラム参加者には、個々のアスパイア目標額の最大300％までの報酬が付

与される。2010年に発行された４年トランシェは2013年度末に終了し、2014年度の初めに最高額(300％)が支払われた。

 

中間管理職向け長期インセンティブ・プログラム(アスパイアⅡ)

また2005年より、他の上級管理職および中間管理職には、アスパイアⅠに類似しているもののバイエル株式への個人的な投資

を必要としないアスパイアⅡが提供されている。このプログラムは2012年度にその他の管理職にも拡大された。報酬額はバイ

エル株式の４年間の絶対的パフォーマンスのみに基づいて決定される。最大報酬額は、各管理職のアスパイア目標額の250％で

ある。2010年に発行された４年トランシェは2013年度末に終了し、2014年度の初めに最高額(250％)が支払われた。

 

バイシェアー2014

すべての管理職と管理職以外の従業員には、「バイシェアー」という年間ストック・パーティシペーション・プログラムが提

供される。バイエルは、当該プログラムの下で、これらの従業員のバイエル株式の購入に助成金を支給している。このプログ

ラムに基づく割引率は毎年個別に設定される。2014年度において、割引率は購入額の20％(2013年度：20％)であった。従業員

は、株式への投資を希望する固定額を提示した。ドイツ国内の最大購入額は、従業員の職階に応じて、2,500ユーロ(2013年

度：2,500ユーロ)または5,000ユーロ(2013年度：5,000ユーロ)であった。このようにして取得した株式は、バイエルグループ

での雇用関係が継続しているかどうかに関わらず、購入の翌年の12月31日まで保有しなければならない。

 

2014年度に、従業員はバイシェアー・プログラムに基づき、合計約225,000株(2013年度：242,600株)を購入した。
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2004年度までの株式報酬プログラム

2004年度にさまざまな従業員グループに対して提供された株式報酬プログラムの基本構造は同様である。これらのプログラム

における債務の増減は、損益を通じて公正価値で財務書類に反映される。これらのプログラムの下で報酬を受けるには、バイ

エル株式を一定期間保有することが条件となる。2004年に発行されたトランシェは2014年に満期となった。

 

ストック・インセンティブ・プログラム

ストック・インセンティブ・プログラムは2004年度まで中間管理職に提供されていた。参加者は、10年間のプログラム期間中

の一定の日に、定められた数のバイエル株式に相当する額の現金を受け取ることになる。参加者は、特別勘定(個人投資)に保

有されている株式10株ごとに、２年後に２株を、さらに６年後と10年後にそれぞれ４株を受け取る。これらの支払を受けるに

は、参加者はインセンティブ支払日に当該個人投資を引き続き保有していなければならず、支払日までのバイエル株式の株価

の上昇率が、プログラム開始時以来のEURO STOXX 50のパフォーマンスを上回っていなければならない。参加者はこのプログラ

ムの期間中に株式を売却することができる。しかし、売却された株式については、その後の分配日におけるインセンティブの

支払を受けることはできない。各従業員がこのプログラムに移転できる株式数は、前年度の業績連動賞与の半分に相当する分

であった。

 

ストック・パーティシペーション・プログラム

その他の従業員グループに2004年度まで提供されていたこのプログラムの構成は、ストック・インセンティブ・プログラムと

類似している。しかし、インセンティブの支払は、従業員の個人投資によるバイエル株式の保有期間のみに基づいて行われ

る。インセンティブの支払は、ストック・インセンティブ・プログラムに基づき割り当てられたものの半分である。保有株式

10株につき、参加者は２年後に１株に相当するものを、さらに６年後と10年後にそれぞれ２株に相当するものを受け取る。

 

26.7その他

 

その他の引当金には、その他の負債、企業結合による偶発債務、資産除却債務(環境保全引当金に含まれるものを除く)および

保証に対する引当金が含まれる。
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27. 金融負債

 

金融負債の内訳は以下の通りである。

 
金融負債   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 合計 うち、流動分 合計 うち、流動分

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

社債／約束手形 4,520 1,560 14,964 169

銀行に対する負債 2,302 549 3,835 1,221

ファイナンス・リースに基づく負債 382 51 441 53

デリバティブによる負債 311 117 644 296

その他の金融負債 1,516 1,164 1,976 1,637

合計 9,031 3,441 21,860 3,376

 

満期別の金融負債の内訳は以下の通りである。

 
金融負債の満期     

満期 2013年12月31日  満期 2014年12月31日

 百万ユーロ   百万ユーロ

2014年 3,441  2015年 3,376

2015年 1,208  2016年 2,191

2016年 713  2017年 2,075

2017年 491  2018年 3,359

2018年 1,165  2019年 1,857

2019年以降 2,013  2020年以降 9,002

合計 9,031  合計 21,860

 

バイエルグループの金融負債は主に無担保であり(名目価額が1,500百万ユーロ、1,750百万ユーロおよび1,300百万ユーロであ

る３つの劣後ハイブリッド債を除く)、優先弁済権のあるものはない。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

192/455



バイエルグループは、120百万ユーロ(2013年度：370百万ユーロ)の約束手形の他に、以下の社債を発行している。

 
社債     

実効金利 表面利率  名目価額

2013年

12月31日

2014年

12月31日

    百万ユーロ 百万ユーロ

     

  バイエル社    

変動金利
1

変動金利
1

EMTN債2014/2016 500百万ユーロ - 500

1.206％ 1.125％ EMTN債2014/2018 750百万ユーロ - 747

5.774％ 5.625％ EMTN債2006/2018 250百万英ポンド 298 319

5.541％ 5.625％ EMTN債2006/2018(延長) 100百万英ポンド 120 129

2.042％ 1.875％ EMTN債2014/2021 750百万ユーロ - 753

3.742％ 3.750％ ハイブリッド債2014/2074 1,500百万ユーロ - 1,493

2.995％ 3.000％ ハイブリッド債2014/2075 1,750百万ユーロ - 1,742

5.155％ 5.000％ ハイブリッド債2005/2105 1,300百万ユーロ 1,344 1,317

  

バイエル・キャピタル社

(Bayer Capital Corporation B.V.)   

4.750％ 4.625％ EMTN債2009/2014 1,300百万ユーロ 1,310 -

1.310％ 1.250％ EMTN債2014/2023 500百万ユーロ - 497

  

バイエル・コーポレーション

(Bayer Corporation)    

7.180％ 7.125％ ノート1995/2015 200百万米ドル 145 169

6.670％ 6.650％ ノート1998/2028 350百万米ドル 284 308

  

バイエル・ホールディング社

(Bayer Holding Ltd.)    

0.858％ 0.816％ EMTN債2012/2017 300億円 207 206

1.493％ 1.459％ EMTN債2010/2017 100億円 69 69

3.654％ 3.575％ EMTN債2008/2018 150億円 104 103

0.629％ 0.594％ EMTN債2013/2019 100億円 69 69

  

バイエル・ノルディク社

(Bayer Nordic SE)    

変動金利
2

変動金利
2

EMTN債2013/2016 200百万ユーロ 200 200

変動金利
3

変動金利
3

EMTN債2014/2017 500百万ユーロ - 499

  

バイエルU.S.ファイナンス社(Bayer

U.S. Finance LLC)    

変動金利
4

変動金利
4

ノート2014/2016 500百万米ドル - 411

変動金利
5

変動金利
5

ノート2014/2017 400百万米ドル - 329

1.611％ 1.500％ ノート2014/2017 850百万米ドル - 698

2.468％ 2.375％ ノート2014/2019 2,000百万米ドル - 1,635

3.001％ 3.000％ ノート2014/2021 1,500百万米ドル - 1,230

3.484％ 3.375％ ノート2014/2024 1,750百万米ドル - 1,421

  合計  4,150 14,844

 

1
　変動金利は３ヵ月EURIBORプラス22ベーシス・ポイント

2
　変動金利は３ヵ月EURIBORプラス35ベーシス・ポイント

3
　変動金利は３ヵ月EURIBORプラス22ベーシス・ポイント

4
　変動金利は３ヵ月USD LIBORプラス25ベーシス・ポイント

5
　変動金利は３ヵ月USD LIBORプラス28ベーシス・ポイント
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多通貨欧州ミディアム・ターム・ノート・プログラム

多通貨欧州ミディアム・ターム・ノート(以下「EMTN」という)プログラムに基づいて発行される社債は、外部からの重要な資

金調達手段である。2014年度および2013年度において、以下の取引が行われた。

2014年１月、バイエル社は、名目価額総額20億ユーロのEMTN債を３回のトランシェで発行した。これらのトランシェの１つは

名目価額が500百万ユーロであり、他の２つの名目価額はそれぞれ750百万ユーロである。2014年３月、バイエル・ノルディク

社は名目価額500百万ユーロのEMTN債を発行した。2014年11月、バイエル・キャピタル社は名目価額500百万ユーロのEMTN債を

発行した。2014年９月、同社は、2009年３月に発行した名目価額13億ユーロのEMTN債を満期償還した。

 

2013年４月、バイエル・ノルディク社は名目価額200百万ユーロのEMTN債を発行した。2013年５月、バイエル社は、2006年５月

に発行した名目価額1,000百万ユーロのEMTN債を満期償還した。2013年５月、バイエル・ホールディング社は名目価額100億円

のEMTN債を発行した。2013年７月、バイエル・ホールディング社は、2008年６月に発行した名目価額100億円のEMTN債を満期償

還した。

 

その他の社債

2014年10月、バイエルU.S.ファイナンス社は、144A／レギュレーションＳの様式で総額7,000百万米ドルの社債を６回のトラン

シェで発行した。この６回のトランシェの名目価額は、500百万米ドル、400百万米ドル、850百万米ドル、2,000百万米ドル、

1,500百万米ドルおよび1,750百万米ドルであった。

 

劣後債

2014年７月、バイエル社は、名目価額総額3,250百万ユーロの劣後ハイブリッド債を２回で発行した。第１回目の1,750百万

ユーロのトランシェの満期は61年、クーポンは3.0％である。バイエルは、2020年が初回となる額面での早期償還オプションを

有している。第２回目の1,500百万ユーロのトランシェの満期は60年、クーポンは3.75％である。このトランシェについて、バ

イエルは、2024年が初回となる額面での早期償還オプションを有している。それぞれ2020年と2024年以降、これらのクーポン

は、５年のスワップレートに基づいて５年ごとに更改される。ムーディーズおよびスタンダード＆プアーズは、これらの社債

の50％を株式として取り扱っている。そのため、当グループの格付関連の対外債務指標が受ける影響は従来型の借入金よりも

限定的である。

 

2005年７月、バイエル社は名目価額1,300百万ユーロの100年満期劣後ハイブリッド債を発行した。この社債は2105年に満期を

迎え、最初の10年間の確定利率は5.0％である。その後、利息は四半期ごとに変動金利で計算される。最初の10年経過後、バイ

エル社は額面で社債を償還する四半期ごとのオプションを用意している。注記[30.2]において、100年満期ハイブリッド債は、

最も早い返済日となりうる2015年に反映されている。ムーディーズはこのハイブリッド債を75％株式として、スタンダード＆

プアーズは50％株式として取り扱っている。

 

バイエル社は、その子会社が発行するすべての社債を保証している。
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リース負債

支払リース料は、162百万ユーロ(2013年度：156百万ユーロ)の利息を含め、合計603百万ユーロ(2013年度：538百万ユーロ)で

あり、ファイナンス・リースに基づき、将来にわたってそれぞれの貸手に支払われる。

 

ファイナンス・リースに基づく負債の満期別内訳は以下の通りである。

 
リース負債     

 2013年12月31日   2014年12月31日

満期

支払

リース料 利息部分

ファイナ

ンス・

リースに

基づく負

債  満期

支払

リース料 利息部分

ファイナ

ンス・

リースに

基づく負

債

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ   

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

2014年 71 20 51

 

2015年 76 23 53

2015年 63 19 44 2016年 70 21 49

2016年 54 18 36 2017年 63 19 44

2017年 44 16 28 2018年 53 16 37

2018年 41 14 27 2019年 47 14 33

2019年以降 265 69 196 2020年以降 294 69 225

合計 538 156 382 合計 603 162 441

 

その他の金融負債

2014年12月31日現在、その他の金融負債には1,433百万ユーロ(2013年度：943百万ユーロ)のコマーシャル・ペーパーが含まれ

ていた。

 

その他の情報

2014年12月31日現在、当グループは、使用可能な信用枠を合計73億ユーロ(2013年度：58億ユーロ)有していた。うち38億ユー

ロ(2013年度：23億ユーロ)が使用済み、未使用分は35億ユーロ(2013年度：35億ユーロ)であり、未使用分は無担保で借用可能

である。

 

デリバティブによる負債の会計処理に関する詳細は、注記[30]に示されている。

 

 

28. 買掛金

 

買掛金は、１年以内に支払期日を迎える5,357百万ユーロ(2013年度：4,467百万ユーロ)および１年超で支払期日を迎える６百

万ユーロ(2013年度：６百万ユーロ)からなる。

 

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

195/455



29. その他の負債

 

その他の負債の内訳は以下の通りである。

 
その他の負債   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 合計 うち、流動分 合計 うち、流動分

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

その他の税金負債 409 378 477 433

繰延収益 319 122 1,136 207

従業員に対する負債 183 168 196 185

社会保険料に関する負債 150 137 154 140

負債に係る未払利息 105 99 201 192

非支配持分に対する負債 49 - - -

他の負債 428 377 713 632

合計 1,643 1,281 2,877 1,789

 

繰延収益には、可溶性グアニル酸シクラーゼ(以下「sGC」という。)モジュレーター領域においてバイエルと米国のメルク社の

間で合意された医療用医薬品に関する戦略的提携に関連する10億米ドルの前払金が含まれている。当該繰延収益は13.5年の期

間にわたり償却される予定であり、2014年度における15百万ユーロの償却額を含んでいる。2014年度末現在、残りの繰延額は

778百万ユーロであった。

 

繰延収益には、政府から受け取った70百万ユーロ(2013年度：61百万ユーロ)の補助金および助成金が含まれている。そのうち

８百万ユーロ(2013年度：９百万ユーロ)が戻入れられ、損益に認識された。

 

非支配持分に対する負債は、他の株主による解散に係る法的権利が随時行使可能であることを背景とした、カレンタ社

(Currenta GmbH & Co. OHG)の資産合計に関して存在する比例按分による請求額に関連するものである。

 

他の負債は、デリバティブによる204百万ユーロ(2013年度：73百万ユーロ)を含んでいる。この他、54百万ユーロの負債は、米

国のメルク社のコンシューマーケア事業の取得の一部として引き受けた棚卸資産に関するものである。

 

 

30. 金融商品

 

信用リスク、流動性リスク、およびさまざまなタイプの市場リスク(金利リスク、為替リスクおよびその他の価格リスク)を管

理するためにバイエルグループが使用しているシステムと、その目的、方法および手順については、結合経営報告書の一部を

構成するリスク報告に概要が示されている。
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30.1 項目別金融商品

以下の表は、金融資産と負債の帳簿価額および公正価値を、金融商品の項目ごとに、対応する財政状態計算書の項目に対する

調整値によって示したものである。項目「その他の受取債権」、「買掛金」および「その他の負債」には、金融商品および非

金融資産または負債(未収還付税や将来受けるサービスに対する前払金など)の両方が含まれているため、調整値は「非金融資

産/負債」の列に示されている。

 
金融商品の帳簿価額および公正価値  

 2013年12月31日

 償却原価で計上 公正価値で計上

非金融資産

/負債  

   

活発な市場

で公表され

た市場価格

に基づく

(レベル１)

観察可能な

市場由来

データに

基づく

(レベル２)

個別の

観察不能

インプット

に基づく

(レベル３)   

 

2013年

12月31日

現在の

帳簿価額

公正価値

(参考情報) 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額

財政状態

計算書上の

帳簿価額

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

売掛金 7,569      7,569

貸付金および受取債権 7,569 7,569     7,569

その他の金融資産 941  276 737 28  1,982

貸付金および受取債権 823 823     823

売却可能金融資産 22  276    298

満期保有金融資産 96 97     96

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ    335   335

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ    402 28  430

その他の受取債権 526     1,446 1,972

貸付金および受取債権 526 526     526

非金融資産      1,446 1,446

現金および現金等価物 1,662      1,662

貸付金および受取債権 1,662 1,662     1,662

金融資産合計 10,698  276 737 28  11,739

うち、貸付金および受取債権 10,580      10,580

        

金融負債 8,720   311   9,031

償却原価で計上 8,720 8,967     8,720

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ    200   200

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ    111   111

買掛金 4,276     197 4,473

償却原価で計上 4,276 4,276     4,276

非金融負債      197 197

その他の負債 620   38 35 950 1,643

償却原価で計上 620 620     620

公正価値で計上(デリバティブ以外)        

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ    15   15

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ    23 35  58

非金融負債      950 950

金融負債合計 13,616   349 35  14,000

うち、償却原価で計上 13,616      13,616

うち、ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ    215   215

うち、ヘッジ会計の要件を満たさないデリバ

ティブ    134 35  169
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 2014年12月31日

 償却原価で計上 公正価値で計上

非金融資産

/負債  

   

活発な市場

で公表され

た市場価格

に基づく

(レベル１)

観察可能な

市場由来

データに

基づく

(レベル２)

個別の

観察不能

インプット

に基づく

(レベル３)   

 

2014年

12月31日

現在の

帳簿価額

公正価値

(参考情報) 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額

財政状態

計算書上の

帳簿価額

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

売掛金 9,097      9,097

貸付金および受取債権 9,097 9,093     9,097

その他の金融資産 1,021  325 450 34  1,830

貸付金および受取債権 923 923     923

売却可能金融資産 29  325    354

満期保有金融資産 69 70     69

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ    189   189

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ    261 34  295

その他の受取債権 678     1,257 1,935

貸付金および受取債権 678 678     678

非金融資産      1,257 1,257

現金および現金等価物 1,853      1,853

貸付金および受取債権 1,853 1,853     1,853

金融資産合計 12,649  325 450 34  13,458

うち、貸付金および受取債権 12,551      12,551

        

金融負債 21,216   644   21,860

償却原価で計上 21,216 22,835     21,216

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ    284   284

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ    360   360

買掛金 5,113     250 5,363

償却原価で計上 5,113 5,113     5,113

非金融負債      250 250

その他の負債 790   176 59 1,852 2,877

償却原価で計上 790 790     790

公正価値で計上(デリバティブ以外)     31  31

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ    156   156

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ    20 28  48

非金融負債      1,852 1,852

金融負債合計 27,119   820 59  27,998

うち、償却原価で計上 27,119      27,119

うち、ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ    440   440

うち、ヘッジ会計の要件を満たさないデリバ

ティブ    380 28  408

 

その他の金融資産および金融負債に反映されている、償却原価で測定される貸付金および受取債権には、バイエルが貸主また

は借主であるためにIAS第17号に従って測定される、ファイナンス・リースに基づく受取債権および負債も含まれている。

 

ほとんどの売掛金および買掛金、その他の受取債権および負債、現金および現金等価物は満期までの期間が短いため、決算日

現在の帳簿価額と公正価値の間に大きな差異はなかった。
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長期受取債権、貸付金、満期保有金融投資等、およびデリバティブ以外の金融負債について表示されている公正価値は、それ

ぞれの将来キャッシュ・フローの現在価値である。これは、資産または負債の期間および取引相手の信用度を考慮した決算日

現在の利率でキャッシュ・フローを割り引いて算出された。ただし、市場価格が入手可能な場合は、当該価格が公正価値とみ

なされている。

 

売却可能金融資産の公正価値は、同一資産に関する活発な市場で公表された市場価格に相当する(レベル１)。

 

活発な市場における公表された市場価格(レベル１)が存在しないデリバティブの公正価値は、報告期間末現在の観察可能な市

場由来データに基づき、評価手法を用いて算定された(レベル２)。評価手法の適用にあたっては、取引相手の信用リスクを考

慮に入れるため、信用価値調整が算定されている。

 

各通貨および商品先渡契約は、決済日の先渡レートまたは先渡価格で個別に測定された。これらは、タイムスプレッドを含む

スポットレートまたはスポット価格に左右される。金利ヘッジ商品およびクロス・カレンシー金利スワップの公正価値は、決

済日現在の外貨換算調整額を考慮に入れ、商品の残存期間にわたり市場金利で将来キャッシュ・フローを割り引くことによっ

て算定される。

 

観察不能なインプットを用いて測定された公正価値は、公正価値ヒエラルキーのレベル３に区分される。これは、組込デリバ

ティブの公正価値または企業結合の偶発的対価に関する債務に一部適用されている。

 

組込デリバティブは、それぞれの主契約と分離されている。かかる主契約は通常、オペレーション・ビジネスに関連する売買

契約である。組込デリバティブでは、当該契約からのキャッシュ・フローが、例えば為替レート、コモディティ価格またはそ

の他の価格の変動に応じて変動する。組込デリバティブは、主として、割引キャッシュ・フロー法を用い、観察不能なイン

プット(レベル３)に基づいて内部で測定される。これには、予定取引高および市場データから算出された価格が含まれる。四

半期報告の一環として、これらの公正価値に基づく定期的なモニタリングが実施されている。
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金融商品に係る収益、費用、利益および損失は、以下の項目に配賦可能である。

 
金融商品に係る収益、費用、利益および損失  

 2014年

 

貸付金および

受取債権

満期保有

金融投資等

売却可能

金融資産 売買目的保有

償却原価で

計上した

負債 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

受取利息 111 1 1 54 122 289

支払利息 - - - (75) (563) (638)

関係会社からの収益／費用 - - 1 - - 1

公正価値の増減 - - - 32 - 32

減損損失 (87) - - - - (87)

減損損失の戻入 24 - 2 - - 26

為替差損益 590 - - (245) (552) (207)

除却損益 - - - - - -

その他の財務収益／費用 - - - - (44) (44)

純損益 638 1 4 (234) (1,037) (628)

 

金融商品に係る収益、費用、利益および損失(前年度)  

 2013年

 

貸付金および

受取債権

満期保有

金融投資等

売却可能

金融資産 売買目的保有

償却原価で

計上した

負債 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

受取利息 77 1 2 44 151 275

支払利息 - - - (54) (559) (613)

関係会社からの収益／費用 - - - - - -

公正価値の増減 - - - (10) - (10)

減損損失 (82) - (2) - - (84)

減損損失の戻入 42 - - - - 42

為替差損益 (506) - - 372 (21) (155)

除却損益 - - 77 - - 77

その他の財務収益／費用 (1) - (3) - 6 2

純損益 (470) 1 74 352 (423) (466)

 

デリバティブ以外の金融負債からの支払利息563百万ユーロ(2013年度：559百万ユーロ)には、ヘッジ会計の要件を満たす金利

スワップによる収益および費用も含まれている。損益を通じて公正価値で測定されない金融資産からの受取利息は67百万ユー

ロ(2013年度：80百万ユーロ)であった。ヘッジ会計の要件を満たす金利デリバティブによる受取利息は122百万ユーロ(2013年

度：151百万ユーロ)であった。売買目的保有金融資産の公正価値の増減は、主に商品先渡契約および組込デリバティブに関連

するものであった。
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観察不能なインプット(レベル３)に基づき公正価値で認識された金融資産および負債の正味金額の増減は、以下の通りであ

る。

 
観察不能なインプットに基づき公正価値で認識された金融資産および負債の正味金額の増減

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

純資産／(純負債)の帳簿価額、１月１日現在 22 (7)

損益として認識された利益(損失) (29) (8)

　うち、財政状態計算書で認識された資産/負債に関連する増減 (29) (8)

損益外で認識された利益(損失) - -

資産／(負債)の取得 - (31)

(資産)／負債の清算 - 21

組替 - -

純資産／(純負債)の帳簿価額、12月31日現在 (7) (25)

 

損益として認識された金額の増減額はその他の営業収益または費用に含まれている。

 

金融資産であり、マスター・ネッティング契約の一部を形成しているものの相殺基準を満たしていない、あるいは部分的にし

か満たしておらず、契約当事者の一方が契約を違反する、あるいは破綻した場合にのみ法的強制力をもつデリバティブは360百

万ユーロ(2013年度：685百万ユーロ)であり、これに関連する金融負債(デリバティブ)は242百万ユーロ(2013年度：140百万

ユーロ)であった。金融負債として分類される、マスター・ネッティング契約の一部を形成しているデリバティブは773百万

ユーロ(2013年度：299百万ユーロ)であり、これに関連する金融資産(デリバティブ)は242百万ユーロ(2013年度：140百万ユー

ロ)であった。

 

30.2 満期分析

報告期間末現在、バイエルグループが抱える金融商品関連の流動性リスクは、注記［30.3］の表に示されているように、金融

負債の将来金利および分割支払額に関連する債務と、デリバティブにより生じる流動性リスクからなる。

 

バイエル・ペンシオンスカッセの有効初期資金のうち未だ支払われていない1,005百万ユーロ(2013年度：1,005百万ユーロ)に

よる流動性リスクもあった。当該リスクにより、バイエル社では将来さらなる支払が生じる可能性がある。この金額はロー

ン・コミットメントに計上された。
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金融商品の満期分析  

 

2014年

12月31日

キャッシュ

・フロー

2015年

キャッシュ

・フロー

2016年

キャッシュ

・フロー

2017年

キャッシュ

・フロー

2018年

キャッシュ

・フロー

2019年

キャッシュ

・フロー

2020年以降

 帳簿価額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

金融負債        

社債/約束手形
1

14,964 1,690 1,521 2,131 1,612 2,037 8,353

銀行に対する負債 3,835 1,281 475 277 1,921 65 18

残存負債 2,417 1,714 405 65 55 48 294

        

買掛金 5,113 5,114 6 3 1 - -

        

その他の負債        

負債に係る未払利息 201 192 2 1 1 1 4

残存負債 620 582 6 9 4 1 21

        

デリバティブによる負債        

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ 440 169 131 11 109 24 -

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバ

ティブ 408 311 80 13 1 1 3

        

デリバティブによる受取債権        

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ 189 144 21 21 2 2 3

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバ

ティブ 295 257 2 23 2 1 14

        

ローン・コミットメント - 1,006 - - - - -

金融保証 - 25 - - - - 2

 

1
　100年満期ハイブリッド債1,300百万ユーロの返済は、最も早い返済日となりうる2015年に反映されている。

 

  

 

2013年

12月31日

キャッシュ

・フロー

2014年

キャッシュ

・フロー

2015年

キャッシュ

・フロー

2016年

キャッシュ

・フロー

2017年

キャッシュ

・フロー

2018年

キャッシュ

・フロー

2019年以降

 帳簿価額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

金融負債        

社債/約束手形
1

4,520 1,664 1,575 330 325 570 531

銀行に対する負債 2,302 629 722 386 207 522 70

残存負債 1,898 1,236 408 55 47 42 269

        

買掛金 4,276 4,273 4 2 - - -

        

その他の負債        

負債に係る未払利息 105 99 1 1 1 1 3

残存負債 515 441 8 6 2 4 66

        

デリバティブによる負債        

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ 215 45 1 55 2 114 -

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバ

ティブ 169 140 26 1 1 1 2

        

デリバティブによる受取債権        

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ 335 215 67 36 14 2 2

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバ

ティブ 430 359 32 25 - 2 16

        

ローン・コミットメント - 1,006 - - - - -

金融保証 - 25 - - - - -

 

1
　100年満期ハイブリッド債1,300百万ユーロの返済は、最も早い返済日となりうる2015年に反映されている。
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30.3 デリバティブに関する情報

資産および負債の公正価値および将来キャッシュ・フローは、為替リスク、金利リスクおよび商品価格リスクにさらされてい

る。デリバティブはこのリスクを軽減するため使用される。デリバティブが会計上のヘッジ関係におけるヘッジ手段として指

定されているケースもある。

 

為替リスク

外貨建の受取債権および負債は、会計上のヘッジ関係のない外国為替デリバティブを使用してヘッジされている。英ポンド建

てのバイエル社の社債は、クロスカレンシー金利スワップによって発行日に固定金利ユーロ債にスワップされた。この金利ス

ワップは、キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されている。グループ内の貸付をヘッジするために使用される一部の先渡

為替予約およびクロスカレンシー金利スワップもキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されている。

 

予定される外貨取引および調達活動に起因する将来キャッシュ・フローの変動は、デリバティブ契約によって部分的に回避さ

れ、そのほとんどがキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されている。

 

金利リスク

固定利付の借入金による金利リスクは、金利スワップを使用してある程度管理されている。該当する借入元本は、1995年に発

行された200百万米ドルの社債、2005年に発行された13億ユーロの社債、および2014年に発行され2021年に満期が到来する750

百万ユーロの社債の一部である。ヘッジ会計は個々の借入およびヘッジ商品(公正価値ヘッジ)に適用されている。

 

2014年度において、公正価値ヘッジ商品に係る47百万ユーロ(2013年度：65百万ユーロ)の損失が計上された。また、ヘッジ対

象項目に係る47百万ユーロの利益(2013年度：65百万ユーロ)が計上された。

 

商品価格リスク

調達市場における価格変動に起因する将来キャッシュ・フローの変動による影響を部分的に軽減するためにヘッジ契約も使わ

れている。

 

従業員株式報酬プログラムに基づく債務のヘッジ

株式報酬プログラム(Aspire)に基づいて従業員に変動額の支払を行うための債務の一部は、キャッシュ・フロー・ヘッジとし

て指定されたデリバティブ契約を用い、株価変動に対してヘッジされる。
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キャッシュ・フロー・ヘッジに関するその他の情報

2014年度におけるキャッシュ・フロー・ヘッジによるその他の包括利益累積額は、デリバティブの公正価値の増減により税引

後で102百万ユーロ減少(2013年度：157百万ユーロ増加)した。当初、その他の包括利益累積額に認識されていた、キャッ

シュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブの公正価値の変動による46百万ユーロ(2013年度：156百万ユーロ)の利益

は損益に組替えられた。同様に、比例配分された13百万ユーロ(2013年度：46百万ユーロ)の繰延税金費用は、損益に組替えら

れた。

 

2014年度または2013年度において、損益に認識する必要のある重要なヘッジの非有効部分はなかった。

 

その他の包括利益累積額に認識されているキャッシュ・フロー・ヘッジの収益および費用は主に、外貨建て予定取引のヘッジ

による115百万ユーロ(2013年度：186百万ユーロ)の利益および156百万ユーロ(2013年度：15百万ユーロ)の損失からなる。これ

らの利益および損失のうち、81百万ユーロ(2013年度：135百万ユーロ)の利益および152百万ユーロ(2013年度：15百万ユーロ)

の損失は１年以内に、34百万ユーロ(2013年度：51百万ユーロ)の利益および４百万ユーロ(2013年度：０百万ユーロ)の損失は

その後に、損益に組替えられることになる。
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報告期間末現在、主要項目における既存の契約の公正価値とこれに含まれるキャッシュ・フロー・ヘッジの取引高が以下の表

に示されている。

 
デリバティブの公正価値   

 2013年12月31日 2014年12月31日

  公正価値  公正価値

 名目価額
1

正の

公正価値

負の

公正価値 名目価額
1

正の

公正価値

負の

公正価値

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

計上取引の為替ヘッジ 14,535 348 (260) 14,023 176 (618)

先物為替予約 10,519 286 (58) 11,754 176 (334)

うち、キャッシュ・フロー・ヘッジ - - - - - -

通貨オプション 1,752 23 - - - -

クロスカレンシー金利スワップ 2,264 39 (202) 2,269 - (284)

うち、キャッシュ・フロー・ヘッジ 2,132 38 (200) 2,269 - (284)

       

予定取引の為替ヘッジ 3,925 194 (19) 3,743 117 (159)

先物為替予約 3,191 153 (17) 3,230 83 (151)

うち、キャッシュ・フロー・ヘッジ 3,000 150 (15) 3,158 82 (150)

通貨オプション 734 41 (2) 513 34 (8)

うち、キャッシュ・フロー・ヘッジ 407 40 - 430 33 (6)

       

計上取引の金利ヘッジ 3,851 146 (47) 2,771 83 (24)

金利スワップ 3,851 146 (47) 2,771 83 (24)

うち、キャッシュ・フロー・ヘッジ 2,745 107 - 1,665 62 -

       

商品先渡価格ヘッジ 16 2 (1) 27 3 (2)

商品先渡契約 10 1 (1) 5 1 -

商品先渡オプション契約 6 1 - 22 2 (2)

       

従業員株式報酬プログラムのヘッジ - - - 14 12 -

株価オプション - - - 14 12 -

うち、キャッシュ・フロー・ヘッジ - - - 14 12 -

       

合計 22,327 690 (327) 20,578 391 (803)

うち、短期デリバティブ 17,091 533 (106) 17,092 329 (455)

為替ヘッジ 15,785 446 (81) 14,494 251 (429)

金利ヘッジ
2

1,300 85 (24) 2,571 75 (24)

商品先渡価格ヘッジ 6 2 (1) 27 3 (2)

従業員株式報酬プログラムのヘッジ - - - - - -

 

1
　名目価額は総額で計上され、経済的見地からクローズされたポジションも含まれている。

2
　現在の支払利息による長期金利スワップの公正価値は短期として分類された。
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31. 偶発債務およびその他の財務コミットメント

 

偶発債務

報告期間末現在、以下の保証契約、補償およびその他の偶発債務が存在した。

 
偶発債務   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

保証 107 95

補償 140 144

その他の偶発債務 467 339

合計 714 578

 

補償は主に、英国の年金制度の受託者に対してバイエル社が発行した、バイエル・パブリック・リミテッド・カンパニー

(Bayer Public Limited Company)およびバイエル・クロップサイエンス社(Bayer CropScience Limited)の年金債務を補償する

宣言書からなる。この宣言書に基づき、バイエル社はかかる２社に加えて、受託者から支払要請を受けた場合に、当該年金制

度にさらなる支払を行う責務を負う。2014年12月31日現在、これらの確定給付制度に関する純負債は144百万ユーロ(2013年

度：100百万ユーロ)であった。

 

2013年度のその他の偶発債務に含まれていたドイツ再生可能エネルギー法に基づいて課される賦課金の一部免除に係る潜在的

な支払請求は、EUの国庫補助に係る訴訟の結果を受けて、2014年度には存在しなくなった(2013年度：172百万ユーロ)。

 

その他の財務コミットメント

その他の財務コミットメントは以下の通りである。

 
その他の財務コミットメント   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

オペレーティング・リース 596 671

購入契約に基づく発注済のオーダー 365 476

有効初期資金の未払部分 1,005 1,005

共同研究開発契約に基づく潜在的な支払債務 2,106 2,427

収益ベースの目標達成による支払コミットメント 2,191 2,169

合計 6,263 6,748
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オペレーティング・リースに関する将来の割引前の最低支払リース料は、合計671百万ユーロ(2013年度：596百万ユーロ)で

あった。各支払債務の満期は以下の通りである。

 
オペレーティング・リース    

満期 2013年12月31日  満期 2014年12月31日

 百万ユーロ   百万ユーロ

2014年 174  2015年 174

2015年 144  2016年 125

2016年 81  2017年 98

2017年 66  2018年 70

2018年 42  2019年 59

2019年以降 89  2020年以降 145

合計 596  合計 671

 

予定されている、または現在進行中の資本的支出計画に関する購入契約に基づき発注済のオーダーによる財務コミットメント

は、合計476百万ユーロ(2013年度：365百万ユーロ)であった。

 

有効初期資金としてバイエル・ペンシオンスカッセに提供された未払込資本は1,005百万ユーロ(2013年度：1,005百万ユーロ)

であった。

 

バイエルグループは、複数の第三者と提携契約を締結しており、当該契約の下で特定の目標達成またはその他の一定の条件に

基づきさまざまな研究開発プロジェクトへの資金提供に同意している、またはその他の支払債務を引き受けている。これらす

べての支払が行なわれると仮定した場合、2014年12月31日現在の満期日の分布は以下の表に示されている通りになる見込みで

ある。表示されている金額は、最大の支払額を表しており、それらがすべて支払われる可能性は低い。支払い条件が達成され

るかどうかは不確実性が非常に高いため、実際の支払金額および支払日は表中に示されているものとは大幅に異なる可能性が

ある。

 
共同研究開発契約に基づく潜在的な支払債務

 

  

満期 2013年12月31日 満期 2014年12月31日

 百万ユーロ  百万ユーロ

2014年 155 2015年 155

2015年 181 2016年 198

2016年 144 2017年 164

2017年 113 2018年 130

2018年 95 2019年 203

2019年以降 1,418 2020年以降 1,577

合計 2,106 合計 2,427

 

上記のコミットメントに加えて、総額2,169百万ユーロ(2013年度：2,191百万ユーロ)の収益ベースの目標達成による支払コ

ミットメントがあり、そのうち2,157百万ユーロ(2013年度：2,090百万ユーロ)は2020年(2013年度：2019年)以降まで支払が行

われない見込みである。これらのコミットメントも不確実性が非常に高い。
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目標または一定条件が達成される可能性が十分高くなった場合、引当金またはその他の負債が財政状態計算書に認識され、こ

れによって同額の無形資産が認識されることもある。上記の表には、当期の収益ベースのロイヤリティーの支払いも、発生す

る可能性が高いために既に財政状態計算書に反映されている将来の支払いのどちらも含まれていない。

 

 

32. 法的リスク

 

多角的な事業ポートフォリオを有する世界的規模の企業として、バイエルグループは、特に製造物責任、競争および反トラス

ト法、特許権侵害、税務調査、ならびに環境問題の分野で多数の法的リスクにさらされている。現在または将来における訴訟

手続の結果は、通常は予測することができない。そのため、法律上または規制上の判断または将来の和解によって、保険会社

の補償金支払の対象とならない、または全額補償の対象とならない費用が発生し、当社の収益および利益に重大な影響を及ぼ

す恐れもある。

 

重要なリスクがあると現在考えられている訴訟手続の概要を以下に示す。これらの訴訟手続は必ずしもすべてを網羅したもの

ではない。

 

ヘルスケア：

製品関連訴訟

ヤスミン
TM
／ヤーズ

TM
：2015年１月31日現在、米国で係属中の訴訟および請求における権利主張者の数は、合計約5,000名で

あった(既に和解に至った請求を除く。)。権利主張者は、バイエルの「ヤスミン
TM
」および／または「ヤーズ

TM
」のようなドロ

スピレノン含有経口避妊薬製品の使用、またはバー・ラボラトリーズ社(Barr Laboratories,Inc.)が米国で販売している

「Ocella
TM
」および／または「Gianvi

TM
」(それぞれ「ヤスミン

TM
」および「ヤーズ

TM
」のジェネリック版)の使用により、人身

被害(一部は致死的なもの)を受けたと主張している。権利主張者は、特に、バイエルが当該主張されたリスクを知っていたか

または知っているべきであったこと、および当該リスクの開示または使用者に対する適切な警告を怠ったことへの責任を負う

と判示されるべきであることを主張して、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。米国連邦裁判所で係属中のすべての案

件は併合され、共通の正式事実審理前手続きを行う広域係属訴訟となっている。

 

米国では、「ヤスミン
TM
」および「ヤーズ

TM
」について承認適応症外の販促活動があったとの主張に関して、また血栓を生じる

リスクが増大するとの疑いについて消費者保護法に反して警告を怠ったとの主張に関して、数名の州司法長官が調査を実施し

ており、これまでに１名の司法長官がバイエルに対して訴訟を提起した。

 

バイエルは、2015年１月31日現在、カナダで13件、イスラエルで２件の集団訴訟について送達を受けていた。
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バイエルは、2015年１月31日現在、静脈血凝固障害(深部静脈血栓症または肺塞栓症)に関する米国における約9,500件の請求に

ついて、法的責任を認めることなく、総額約19億米ドルで和解することで合意に達していた。バイエルは、案件毎に医療記録

の分析を行った上で、かかる請求に関する和解の可能性を引き続き検討していく。現在、約2,000件の請求について検討が行わ

れている。

 

バイエルは、米国における胆嚢損傷に関する約7,200件の請求について、法的責任を認めることなく、総額21.5百万米ドルで和

解した。2015年１月31日現在、かかる損傷について係属中の請求は少数にとどまっている。

 

また新たな訴訟の提起も予想されている。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、和解が検討されていないすべ

ての請求に対して積極的な防御を続けていく予定である。バイエルは、現在入手可能な情報に基づいて、また静脈血凝固障害

を主張する係属中の請求および推定される将来の請求の件数に基づいて、予想される防御費用ならびに合意済みおよび将来予

想される和解に対する適切な会計上の対策を講じている。

 

ミレーナ
TM
：2015年１月31日現在、長期の避妊を可能とするレボノルゲストレル放出子宮内避妊システム「ミレーナ

TM
」の使用

者約3,000名による訴訟が米国内でバイエルに送達されていた。連邦裁判所で係属中のほとんどの案件は併合され、共通の正式

事実審理前手続きを行う広域係属訴訟となっている。新たな訴訟の提起も予想されている。原告は、「ミレーナ
TM
」を用いた結

果、子宮穿孔、子宮外妊娠または特発性頭蓋内圧亢進症を含む人身被害を受けたと主張し、補償的および懲罰的損害賠償を求

めている。原告は、特に、「ミレーナ
TM
」には欠陥があること、およびバイエルは「ミレーナ

TM
」に関するリスクを知っていた

かまたは知っているべきであったところ、使用者への適切な警告を怠ったと主張している。2015年１月31日現在、「ミレーナ

TM
」に関する４件の集団訴訟がカナダでバイエルに送達されていた。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極

的に防御していく意向である。バイエルは、現在入手可能な情報に基づき、予想される防御費用に対して適切な会計上の対策

を講じている。

 

イグザレルト
TM
：2015年１月31日現在、血栓を治療、予防する経口抗凝固剤「イグザレルト

TM
」の服用者約200名による訴訟が

米国内でバイエルに送達されていた。原告は、「イグザレルト
TM
」の使用により、脳、消化管またはその他の出血および死亡を

含む人身被害を受けたと主張し、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。原告は、特に、「イグザレルト
TM
」には欠陥があ

ること、およびバイエルは「イグザレルト
TM
」の使用に伴うリスクを知っていたかまたは知っているべきであったところ、使用

者への適切な警告を怠ったと主張している。新たな訴訟の提起も予想されている。米国連邦裁判所で係属中の案件は併合さ

れ、共通の正式事実審理前手続きを行う広域係属訴訟となっている。2015年２月８日現在、「イグザレルト
TM
」に関する集団訴

訟１件がカナダで提起されていた。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

バイエルは、現在入手可能な情報に基づき、予想される防御費用に対して適切な会計上の対策を講じている。

 

バイエルは、「ヤスミン
TM
」／「ヤーズ

TM
」、「ミレーナ

TM
」および「イグザレルト

TM
」に関する上記の訴訟に関連して、製薬

業界における通常の範囲内で、製造物責任上のリスクに対して保険契約を締結している。しかしながら、「ヤスミン
TM
」／

「ヤーズ
TM
」の訴訟に関して講じられた会計上の対策は適用可能な保険の保障範囲を超えている。
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競争法関連訴訟

フィリップス・コロン・ヘルス／司法省：2014年９月、米国連邦取引委員会を代理する米国司法省は、バイエルがプロバイオ

ティクス製品フィリップス・コロン・ヘルスについて根拠のない効能説明を行っており、その結果、バイエルは自社の栄養補

助食品に関する効能説明を実証するために証拠能力がありかつ信頼性のある科学的証拠を持たなければならないとする2007年

同意判決に違反しているとして、ニュージャージー州連邦裁判所に申立てを行った。当該訴訟は金銭賠償の形式による救済お

よびバイエルに根拠のない効能説明の停止を命じる命令を求めている。2014年12月、両当事者は裁判所の命令による調停に臨

んだが、解決には至らず、開示手続が続いている。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御してい

く意向である。

 

特許権に関する争い

Beyaz
TM
／Safyral

TM
：2013年、バイエルは、ワトソン・ラボラトリーズ社(Watson Laboratories, Inc.)から、バイエルの葉酸

含有経口避妊薬「Beyaz
TM
」および「Safyral

TM
」のジェネリック版の米国における承認を求めて、パラグラフIV証明を含む医薬

品簡略承認申請(以下「ANDA Ⅳ」という。)を行ったとの２件の通知を受けた。これに対してバイエルは、ワトソン社を相手取

り、米国連邦裁判所に２件の特許権侵害訴訟を提起した。２件の訴訟は併合された。

 

ベタフェロン
TM
／ベタセロン

TM
：2010年、バイエルは、バイオジェン・アイデックMA社(Biogen Idec MA Inc.)を相手取り、バ

イオジェン社が2009年に取得した特許は無効であり、バイエルによる「ベタセロン
TM
」(バイエルの多発性硬化症の治療薬)の製

造販売によって侵害されていないとの裁判所の宣言を求めて、米国連邦裁判所に訴訟を提起した。バイオジェン社は、バイエ

ルが「ベタセロン
TM
」および「Extavia

TM
」の製造販売によって特許を侵害していると主張して、バイエルを訴えた。バイエル

は「ベタセロン
TM
」を製造し、米国内で販売している。「Extavia

TM
」も多発性硬化症の治療用医薬品であり、バイエルにより

製造されているが、本件のもう１名の被告であるノバルティスファーマシューティカルズ社(Novartis Pharmaceuticals

Corporation)により米国で販売されている。

 

フィナセア
TM
：2013年、バイエルは、グレンマーク・ジェネリックス社(Glenmark Generics Ltd.)を相手取って、米国連邦裁判

所に特許権侵害訴訟を提起した。同年のこれより早い時期に、バイエルは、グレンマーク社から、バイエルの局所用ジェル

「フィナセア
TM
」のジェネリック版の米国における承認を求めて、ANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受けていた。

 

ダモクトコグアルファペゴル(BAY 94-9027、長時間作用型rFⅧ)：2013年、バイエルは、ネクター・セラピューティクス社

(Nektar Therapeutics)を相手取り、ドイツのミュンヘン地方裁判所に訴訟を提起した。本訴訟においてバイエルは、血友病の

分野におけるバイエルとネクター社との過去の共同研究に基づいて行われた一定の欧州特許出願に対する権利を主張してい

る。「高分子第Ⅷ因子部分抱合体」と題する欧州特許出願は、ネクター社名義で登録された対応特許(その他の特許出願および

米国を含むその他の国々の特許で構成されている。)の一部である。しかしながら、バイエルは、当該対応特許は、バイエルの

血友病Ａ治療のための新薬候補BAY 94-9027に関わる有効な特許請求を含まないと信じている。
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ネクサバール
TM
：2015年１月、バイエルは、マイラン・ファーマシューティカルズ社(Mylan Pharmaceuticals Inc.)およびマイ

ラン・インク(Mylan Inc.)(以下総称して「マイラン社」という。)を相手取り、米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起し

た。2014年12月、バイエルは、マイラン社が米国において抗悪性腫瘍剤「ネクサバール
TM
」のジェネリック版の承認を求めて

ANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受け取っていた。

 

スタキシン
TM
：2012年、バイエルはワトソン・ラボラトリーズ社を相手取り米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。2013

年、バイエルはパー・ファーマシューティカル・インク(Par Pharmaceutical, Inc.)およびパー・ファーマシューティカル・

カンパニー・インク(Par Pharmaceutical Companies, Inc.)(以下総称して「パー・ファーマシューティカル社」という。)に

対して同様の訴訟を提起した。2012年のこれより早い時期に、バイエルは、ワトソン社がバイエルのED治療薬「スタキシン
TM
」

のジェネリック版を特許期間終了前に米国において販売するための承認を求めてANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受け取ってい

た。2013年の初め頃、バイエルは、パー・ファーマシューティカル社から同様の通知を受け取っていた。2014年、パー・

ファーマシューティカル社は、自社に対する訴訟が再訴可能な訴え却下となるとすぐに、それ以上特許期間終了前の販売承認

を求めないようにANDA Ⅳ申請を修正した。「スタキシン
TM
」は「レビトラ

TM
」の口腔内崩壊製剤である。両薬剤は、米国にお

いて2018年に失効する二つの特許で保護されているものと同じ有効成分を含んでいる。

 

バイエルは上記の特許権紛争について実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

 

その他の訴訟手続

トラジロール
TM
／アベロックス

TM
：１名のバイエル元従業員により申し立てがあった「トラジロール

TM
」(アプロチニン)および

「アベロックス
TM
」(モキシフロキサシン)の販売手法に関係する刑事的民事訴訟は、ニュージャージー州の連邦地方裁判所で係

属中である。米国政府は現時点では訴訟参加を拒否している。

 

バイエル・ファーマ社(Bayer Pharma AG)の以前の株主との訴訟：2008年、ドイツ、ベルリンのバイエル・ファーマ社(旧バイ

エル・シエーリング・ファーマ社)の以前の少数株主のスクイーズ・アウトが有効となった。このようなケースではよくあるこ

とだが、数名の株主は、バイエルがスクイーズ・アウトにおける株式譲渡の対価として支払った補償金の妥当性の見直しを求

めて、特別訴訟の手続きを開始した。バイエル・ファーマ社(旧バイエル・シエーリング・ファーマ社)の旧少数株主が、2006

年支配および損益移転契約に関連してバイエルが支払った補償金の妥当性の再検討を求めて開始したもう一つの訴訟手続きに

おいて、ベルリン地方裁判所は、2013年、当時バイエルが支払った補償金を約40％引き上げるべきであると決定した。バイエ

ルはこの決定に同意せず、控訴した。本訴訟および旧少数株主のスクイーズ・アウトに関して同時進行中の訴訟については、

適切な会計上の対策が講じられている。

 

ニューアーク湾環境事件：バイエルは米国において、連邦および州の環境保護当局による一連の請求に係わる多くの当事者の

１人となっている。これらの請求は、昔からニューアーク湾近辺または周辺水域で行われていたか、またはこれらの水路や近

隣の土地に有害廃棄物を排出したとされる事業活動に起因するものである。バイエルおよびその他の潜在的な責任当事者は、

環境を改善し、過去および将来の環境改善・修復費用および損害賠償金を拠出するよう求められている。
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パセーイク河下流域事件において、バイエルを含む60社以上から成るグループは、米国環境保護庁(以下「EPA」という。)およ

びその他政府機関の監督の下、河床の汚染堆積物を調査している。将来の修復作業には、何らかの形の浚渫(その性質や範囲

は未定である。)および潜在的にその他の作業が含まれるだろう。最終的救済に大規模な浚渫や影響を受けた堆積物の処

分が含まれることとなれば、調査および修復作業の費用が多額に上る可能性がある。ニューアーク湾事件では、非関連

当事者１名が、現在、EPAの監督の下にニューアーク湾の堆積物調査を実施している。当該調査は予備段階にある。バイエルは

過去に調査費用の一部を拠出しており、ニューアーク湾における将来の調査・修復活動のための費用を負担する可能性があ

る。

 

バイエルはさらに、自然資源受託者としての政府機関から、パセーイク河下流域、ニューアーク湾および周辺水域の汚染によ

る自然資源の損傷について、バイエルが法的責任を負う可能性があると通知されている。バイエルは現時点で法的責任の程度

を判断することはできない。

 

農業関連：

アスベスト：米国においては、アスベスト訴訟によりさらなるリスクが生じる可能性がある。これらの訴訟の多くでは、原告

は、バイエルおよび共同被告がアスベストの危険を知りながら十分な警告や保護を提供せずに、その用地で過去数十年にわた

り第三者を雇用したと申し立てている。さらに、米国におけるバイエルの関連会社１社は、1976年までアスベスト製品を販売

していた会社の法的な継承者である。ユニオン・カーバイド社はこの負債についてバイエルに補償することに同意した。バイ

エルは本件について実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

 

素材科学：

再生可能エネルギー法に基づく賦課金の一部免除：2012年ドイツ再生可能エネルギー法(以下「2012年EEG」という。)に基づ

き、すべての電力消費者は、通常、ドイツにおける再生可能エネルギーの開発促進に使用される賦課金(以下「EEG賦課金」と

いう。)を支払わなければならないが、エネルギー多消費型企業の一部はこの賦課金を部分的に免除されている。2013年、 欧

州委員会は、この部分的免除に対する正式な調査を開始した。調査は2014年11月に終了し、欧州委員会は、再生可能エネル

ギーに関するこのドイツの国庫補助規則(2012年EEG)を原則として承認した。バイエルが上訴している残りの追加支払金請求額

は、百万ユーロ台前半の範囲内である。バイエルは、本件についてはもはや重要なリスクは残存していないと信じている。

 

税金関連訴訟

ギリシャの印紙税：2014年２月、ギリシャの第一審行政裁判所は、バイエルが、ギリシャの子会社への一定のグループ間貸付

について課された印紙税および付随課徴金の査定額(合計約23百万ユーロ)に対して行った控訴を棄却した。バイエルはこの決

定が誤りであると確信しており、控訴した。同裁判所における第２回第一審公判において、バイエルは、印紙税および付随課

徴金の査定額(合計約90百万ユーロ)に対して控訴した。さらに、バイエルは2014年末に、行政レベルで上訴された印紙税およ

び付随課徴金(合計約16百万ユーロ)の新たな査定を受けた。バイエルは自身の法的立場を裏付ける実体上の主張を有している

と信じており、積極的に防御していく意向である。
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キャッシュ・フロー計算書に対する注記

 

キャッシュ・フロー計算書とは、期中における現金流入額および流出額が、バイエルグループの現金および現金等価物にどの

ような影響を与えたかを示すものである。キャッシュ・フローは、IAS第７号「キャッシュ・フロー計算書」に準拠して、営業

活動、投資活動および財務活動に分類される。連結範囲の変更による影響額は個別に表示される。

 

現金および現金等価物のうち、72百万ユーロ(2013年度：119百万ユーロ)は、為替制限により利用が限定されている。過去の経

験により、かかる制限は短期的なものとなることが示されている。上記の金額には、ベネズエラにおける為替制限のある現金

64百万ユーロ(2013年度：96百万ユーロ)が含まれている。ベネズエラ・ボリバルから米ドルへの現金の換算には政府の認可手

続が必要となる。ボリバルの切り下げが行われた場合、現金および現金等価物の帳簿価額はこれに応じて減少することにな

る。

 

ユーロ圏外の連結会社が計上したキャッシュ・フローは、月間平均為替レートで換算される。ただし、現金および現金等価物

については、決算日レートで換算される。「為替レートの変動による現金および現金等価物の増減額」は、個別項目として表

示されている。

 

 

33. 営業活動により獲得された(に使用した)正味現金

 

2014年度のキャッシュ・フロー総額は6,820百万ユーロ(2013年度：5,832百万ユーロ)であり、これは、運転資本の増減を考慮

する前の営業活動による現金増加額である。セグメント別キャッシュ・フローは、注記[1]に示されている。

 

営業活動により獲得された正味現金(キャッシュ・フロー純額)5,810百万ユーロ(2013年度：5,171百万ユーロ)には、運転資本

およびその他の非現金取引の変動も考慮されている。

 

2014年度のキャッシュ・フロー純額には、所得税関連の正味現金流出額1,835百万ユーロ(2013年度：1,281百万ユーロ)が含ま

れている。所得税債務、所得税引当金および所得税還付請求等の変動は「その他の運転資本、非現金項目の増減額」の行に示

されている。

 

前年度における総額250百万ユーロの債券の年金基金への振替は、非現金取引であったため営業活動による現金流出は生じな

かった。

 

2013年度のキャッシュ・フロー純額には、IAS第７号に従って営業活動の下に反映する必要のある売買目的保有有価証券の売却

による200百万ユーロの受領額が含まれていた。
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34. 投資活動により獲得された(に使用した)正味現金

 

2014年度の投資活動に伴う正味現金流出額は15,539百万ユーロ(2013年度：2,581百万ユーロ)であった。

 

2014年度における有形固定資産と無形資産の取得により、2,371百万ユーロ(2013年度：2,157百万ユーロ)の現金流出が生じ

た。有形固定資産およびその他の資産の売却による現金流入額は143百万ユーロ(2013年度：153百万ユーロ)であった。

 

13,545百万ユーロ(2013年度：1,082百万ユーロ)の現金流出は、主に、米国のメルク社のコンシューマーケア事業およびノル

ウェーのアルジェタ社に関するものであった。前年度の数値は主に、米国のコンセプタス社、米国のテヴァ・アニマル・ヘル

ス社、ブラジルの大豆種子生産業者であるウェルテック・テクノロジア・アグリコラ社、ブラジルのアグリコラ・ウェルマン

社の大豆事業、アルゼンチンの大豆種子生産業者であるFNセミラ社、ドイツのPROPHYTAビオロギッシャー・プフランツェン

シュッツ社およびドイツのシュタイガーヴァルト・アルツナイミッテルヴェルク社を含む取得に関連するものであった。取得

および売却の詳細は注記[6.2]および[6.3]にそれぞれ示されている。

 

長期金融資産および短期金融資産に関する正味現金流出は177百万ユーロ(2013年度：301百万ユーロの現金流入)であった。

 

前年度における総額250百万ユーロの債券の年金基金への振替は、非現金取引であったため投資活動による現金流入は生じな

かった。

 

 

35．財務活動より獲得された(に使用した)正味現金

 

2014年度における財務活動による正味現金流入額は9,736百万ユーロ(2013年度：2,535百万ユーロの現金流出)であった。正味

借入金は11,838百万ユーロ(2013年度：619百万ユーロの正味借入金返済額)であった。

 

配当金支払による現金流出額は1,739百万ユーロ(2013年度：1,574百万ユーロ)であった。金利スワップに係る支払額および受

取額を含む正味支払利息は、362百万ユーロ(2013年度：338百万ユーロ)に増加した。
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その他の情報

 

36．監査報酬

 

プライスウォーターハウスクーパース　アクチエンゲゼルシャフト監査法人(以下「PwC AG WPG」という。)を含むプライス

ウォーターハウスクーパースのグローバルネットワーク(以下「PwC」という。)が行った業務に関して、以下の報酬が費用とし

て認識された。

 
監査報酬     

 PwC うち、PwC AG WPG

 2013年 2014年 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

財務書類監査 10 12 3 4

監査関連業務およびその他の監査作業 4 4 3 3

タックス・アドバイザリー業務 2 2 - -

その他の業務 1 6 1 -

合計 17 24 7 7

 

財務書類監査報酬は、主に、バイエルグループの連結財務書類、およびバイエル社ならびにその子会社の財務書類の監査報酬

からなる。監査関連業務およびその他の監査作業の報酬は、内部統制システムの監査(新しいITシステムの導入に関連するプロ

ジェクト監査を含む)ならびに中間財務書類のレビューおよびその他の保証業務に関する報酬からなる。その他の業務における

増加は、2014年４月１日付でPwCがStrategy&(旧ブーズ・アンド・カンパニー)を取得したことによるものである。

 

 

37．関連当事者

 

IAS第24号「関連当事者の開示」で定義される関連当事者とは、バイエル社およびその子会社に対して影響力を有する、または

それとは反対に、バイエル社もしくはその子会社が支配または共同支配を行う、または重要な影響力を有する法人および自然

人である。関連当事者には特に、取得原価で、あるいは持分法を用いて連結財務書類に含まれている非連結子会社、共同支配

企業および関連会社、ならびに退職後給付制度、報酬が注記[38]および報酬報告書に示されているバイエル社の役員などが含

まれる。報酬報告書は結合経営報告書の一部である。

 

非連結子会社、取得原価で、あるいは持分法を用いて連結財務書類に含まれている共同支配企業および関連会社、ならびに退

職後給付制度との取引は、独立企業間取引として実行されている。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

215/455



以下の表は、バイエルグループの連結財務書類に償却原価で、または持分法を用いて計上されている関連当事者、ならびに退

職後給付制度との取引量を示している。

 
関連当事者   

 2013年 2014年

 

商品およ

びサービ

スの販売

商品およ

びサービ

スの購入 受取債権 負債

商品およ

びサービ

スの販売

商品およ

びサービ

スの購入 受取債権 負債

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

非連結子会社 24 9 6 28 21 4 8 18

共同支配企業 25 - 5 2 29 - 4 -

関連会社 8 703 3 1 33 758 5 5

退職後給付制度 - - 825 66 - - 803 64

 

関連会社から購入した商品およびサービス737百万ユーロ(2013年度：703百万ユーロ)は、米国ウィルミントンのPO JV社から、

主として通常の業務の一環として購入したものである。

 

バイエル社は、バイエル・ペンシオンスカッセに対する名目価額150百万ユーロの利益参加型資本(Genussrechtskapital)の提

供を、有利子貸付金の形で行っている。2014年12月31日現在、全額が利用されていた。貸付資本は当初、2008年度に有効初期

資金としてバイエル・ペンシオンスカッセに提供された。この資本は2014年12月31日現在、595百万ユーロ(2013年度：595百万

ユーロ)であった。異なるトランシェからなる未収受取債権は、複数年の金利調整メカニズムの対象となる。バイエル社は、

2014年度に22百万ユーロ、2013年度に32百万ユーロの利息を認識した。

 

関連当事者からの受取債権について2014年度に認識された減損損失はない(2013年度：２百万ユーロ)。
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38. 取締役会および監査役会に対する報酬総額、前渡金ならびに貸付金

 

取締役会に対する報酬は、短期報酬、株式報酬および退職後給付からなる。

 

以下の表は、IFRSに基づく取締役会の報酬の各構成要素を示している。

 
IFRSに基づく取締役会の報酬   

 2013年 2014年

 千ユーロ 千ユーロ

年間固定給 3,774 4,118

フリンジ・ベネフィット 182 443

業績に連動しない短期報酬合計 3,956 4,561

業績に連動する短期報酬 4,712 5,051

短期報酬合計 8,668 9,612

各年度に獲得された年間株式報酬(仮想上のバイエル株式) 3,976 5,058

株式報酬(仮想上のバイエル株式)に対する既存権利の価値の増減 5,030 1,559

各年度に獲得された株式報酬(アスパイア) 2,925 3,602

株式報酬(アスパイア)に対する既存の受給権の価値の増減 2,312 687

株式報酬合計(長期インセンティブ) 14,243 10,906

各年度に獲得された年金受給権に関する勤務費用 1,805 1,716

長期報酬合計 16,048 12,622

報酬総額(IFRS) 24,716 22,234

 

上記報酬に加えて、現役の取締役会メンバーに対する年金債務に関連して生じた保険数理上の損失11,311千ユーロ(2013年度：

1,437千ユーロの利益)が損益外で認識された。これらの変動は、主に金利の急落(2013年度：金利の上昇)によって生じたもの

である。

 

詳細については、結合経営報告書の一部を構成する報酬報告書に示されている。

 

短期変動現金報酬に対する4,771千ユーロ(2013年度：4,712千ユーロ)の引当金に加えて、2014年12月31日時点で在職中の取締

役会メンバーに、仮想上の株式に基づいて将来支払われる株式報酬に関する17,775千ユーロ(2013年度：18,310千ユーロ)が財

政状態計算書に認識されている。

 

2014年12月31日時点で在職中の取締役会メンバーに、アスパイア・プログラムに基づいて将来支払われる株式報酬7,155千ユー

ロ(2013年度：6,813千ユーロ)が、財政状態計算書に認識されている。

 

2014年12月31日現在、取締役会メンバー向けの確定給付年金債務の現在価値は、32,248千ユーロ(2013年度：23,473千ユーロ)

であった。
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取締役会の前メンバーおよびその遺族である扶養家族に支払われた年金は、13,457千ユーロ(2013年度：12,871千ユーロ)で

あった。取締役会の前メンバーおよびその遺族である扶養家族に対する確定給付債務は、187,759千ユーロ(2013年度：150,148

千ユーロ)であった。

 

監査役会に対する報酬は、3,286千ユーロ(2013年度：3,309千ユーロ)である。

 

監査役会メンバーとしての報酬に加えて、バイエルグループの従業員である従業員代表は、監査役会での役務に関係しない報

酬を受け取っている。2014年度において、かかる報酬の合計額は737千ユーロ(2013年度：727千ユーロ)であった。

 

監査役会に所属する従業員代表向けの年金債務は3,623千ユーロ(2013年度：2,218千ユーロ)であった。

 

2014年12月31日現在、あるいは2014年度または2013年度のどの時点においても、取締役会あるいは監査役会のメンバーに対す

る前渡金または貸付残高はない。

 

 

レバクーゼン、2015年２月13日

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト

 

取締役会
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Ｂ 2013年度および2014年度のバイエル社の個別財務書類

 

損益計算書

 

  2013年 2014年

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

関係会社に対する投資による収益－純額 [1] 3,542 477,214 3,213 432,887

支払利息－純額 [2] (315) (42,440) (341) (45,943)

その他の財務収益(費用)－純額 [3] 110 14,820 129 17,380

      

その他の営業収益 [4] 118 15,898 128 17,246

一般管理費  (266) (35,838) (272) (36,647)

その他の営業費用 [5] (148) (19,940) (147) (19,805)

      

税引前利益  3,041 409,714 2,710 365,118

      

法人税等 [6] (543) (73,158) (256) (34,491)

      

当期純利益  2,498 336,556 2,454 330,627

      

その他の利益剰余金への配分  (761) (102,530) (593) (79,894)

      

分配可能利益  1,737 234,026 1,861 250,733

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

323/455



財政状態計算書

 

  2013年12月31日現在 2014年12月31日現在

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

資産      

固定資産      

無形資産 [11] 11 1,482 8 1,078

有形固定資産 [12] 10 1,347 10 1,347

投資等 [13] 35,300 4,755,969 40,919 5,513,017

  35,321 4,758,798 40,937 5,515,442

      

流動資産      

受取債権およびその他の資産      

売掛金 [14] 35 4,716 25 3,368

子会社からの受取債権 [15] 1,712 230,658 2,729 367,678

その他の資産 [16] 254 34,221 243 32,740

 [17] 2,001 269,595 2,997 403,786

市場性のある有価証券 [18] 125 16,841 125 16,841

現金および現金等価物 [19] 847 114,117 1,118 150,628

      

  2,973 400,553 4,240 571,255

      

繰延費用 [20] 29 3,907 34 4,581

      

相殺による利益 [21] 137 18,458 158 21,287

      

  38,460 5,181,716 45,369 6,112,565

      

資本および負債      

資本 [22]     

資本金  2,117 285,223 2,117 285,223

資本剰余金  6,176 832,092 6,176 832,092

その他の利益剰余金  4,785 644,683 5,378 724,578

分配可能利益  1,737 234,027 1,861 250,733

  14,815 1,996,025 15,532 2,092,626

      

引当金      

退職年金引当金 [23] 2,162 291,286 1,868 251,676

その他の引当金 [24] 814 109,670 538 72,484

  2,976 400,956 2,406 324,160

      

その他の負債      

債券および約束手形 [25] 2,187 294,655 7,187 968,305

銀行に対する負債  42 5,659 23 3,099

買掛金 [26] 32 4,311 41 5,524

子会社への債務 [27] 16,983 2,288,120 18,204 2,452,625

他の負債 [28] 1,425 191,990 1,976 266,226

 [29] 20,669 2,784,735 27,431 3,695,779

      

  38,460 5,181,716 45,369 6,112,565
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個別財務書類に対する注記

 

会計方針

 

バイエル社の財務書類は、ドイツ商法(HGB)およびドイツ株式会社法(AktG)に準拠して作成されている。

 

一部の損益計算書項目および財政状態計算書項目は、より明確にするために合算されている。その内容は注記に記載されてい

る。開示が要求される項目ではない財務収益および費用は、その他の財務収益または費用に計上されている。

 

損益計算書は、売上原価法を用いて作成されている。持株会社としてのバイエル社の役割に従って、合算された財務損益項目

が先に表示されている。

 

ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの遵守宣言は、ドイツ商法第289a条に従ったコーポレート・ガバナンス宣言の一

部として、ドイツ株式会社法第161条に従って公表されており、株主はインターネット上でいつでも入手可能である。これは

http://www.bayer.de/de/Corporate-Governance.aspxからダウンロードできる。

 

前年同様に、バイエル社の経営報告書はドイツ商法第298条第３項に従い第315条第３項を適用してバイエルグループの経営報

告書と結合されている。

 

認識および評価原則

 

取得した無形資産は、取得原価で認識され、見積耐用年数にわたって定額法により償却されている。自社で作成した無形資産

については、資産計上されない。

 

有形固定資産はその取得原価または工事原価から、減耗の対象となる資産の場合は減価償却費を差引いた金額で計上されてい

る。減価償却は通常は定額法によりなされる。2007年12月31日現在で既に認識されている可動資産については、税務上認容さ

れる範囲内における最高の償却率に基づき定率法で行われ、定額法による償却額の方が多額となった段階で切り換えられる。

減価償却は、有形固定資産の以下の耐用年数に基づく。

 
有形固定資産の耐用年数  

商業用建物 25～40年

車両(2014年６月30日以前に購入) ５年

車両(2014年７月１日以降に購入) ６年

コンピューター機器 ３～４年
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取得原価または工事原価が410ユーロ以内であり、単独で使用され、減耗する資産は取得した年度に全額償却される。2009年に

取得されたまたは建設された資産には異なる規則が適用される。取得原価または工事原価が150ユーロ以内であるこれらの資産

は、取得した年度に全額償却された。取得原価または工事原価が150ユーロから1,000ユーロである資産は、１つの項目にまと

めて５年間で償却される。

 

価値の下落が減価償却費に反映されている分を超過し、それが永久的であると見込まれる場合は、評価減が行われる。

 

自社製造の有形固定資産の工事原価には、直接材料費、直接加工費、間接材料費および間接加工費の適切な配賦額ならびに自

社製造に要した資産の減価償却費の適切な割合が含まれている。

 

子会社および関係会社に対する投資は、価値の回復可能性が永久にないと見込まれるすべての価値の下落に関する評価減を控

除後の取得原価で計上されている。過年度に行った評価減の理由が該当しなくなったか部分的にしか該当しない場合、それぞ

れの項目について戻入れられるが、この戻入によって帳簿価額が取得原価を超えてはならない。

 

無利息または低金利の貸付金は現在価値で、その他の貸付金は名目価額で計上されている。この貸付金にはドイツのレバクー

ゼンにあるバイエル・ペンシオンスカッセ(Bayer Pensionskasse VVaG)に付与した利益参加権およびバイエル社が提供したそ

の有効初期資金に対する遡及拠出金としてのペンシオンスカッセによる引き出し金を含む。

 

受取債権およびその他の資産は、名目価額から、回収の可能性が低い金額に関して必要な評価減の金額を控除して表示されて

いる。無利息の受取債権または低金利の受取債権で支払期限到来が１年超のものは割引価値で認識されている。

 

市場性のある有価証券は決算日現在の取得原価と正味売却価額のいずれか低い方の金額で表示されている。

 

財政状態計算書の繰延費用には、その後の特定期間に費用を生じさせることになる、決算日より前の支出が含まれている。ま

た、バイエル社が発行した社債に係る発行額と決済額との差額も含まれている。これらの金額は社債の満期までの期間にわ

たって償却される。
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従業員の永年勤続勘定の残高および特定の退職年金債務を満たすために必要な金額は、SICAV(変動資本の投資会社(Société d

’investissement à capital variable))として営業活動を行っているベルギーの投資会社を通じて、中間投資ビークル経由で

間接的に投資されている。これらは一般的に流動性の高い国際債券、株式、不動産および代替投資に投資されている。この資

産はバイエル社に代わって、ドイツのレバクーゼンにあるバイエル年金基金(Bayer Pension Trust e.V.)(以下「BPT」とい

う。)により管理され、雇用主が破産を申請した場合に他の債権者から保護されている。この投資は株価および市場金利に由来

する公正価値で測定される。BPTが保有する信託資産は、その基礎となる各債務と相殺される。債務が資産を超過する場合、引

当金が計上される。有価証券の価値が債務を超過する場合、相殺による剰余金として財政状態計算書に計上される。したがっ

て、損益計算書上、信託資産から生じた収益は該当する引当金の金利部分および割引率の変更から生じる費用と相殺されてい

る。

 

繰延税金は財務書類上の資産、負債および繰延収益および費用と、税務上の目的で作成したこれらの勘定との一時差異として

計算されている。バイエル社の財政状態計算書に反映されている項目に加えて、バイエル社が税制目的で会計上の事業体を共

に構成する子会社に関連する項目およびバイエル社が持分を保有するパートナーシップに関連する項目も含まれている。一時

差異に加え、税務上の繰越欠損金も考慮されている。繰延税金はバイエル社に率いられた会計上の事業体に対して、総合した

所得税率に基づき計算されており、その率は現在31.38％である。この総合所得税率は法人所得税、営業税および連帯税より構

成されている。しかし、バートナーシップでは財政状態計算書の一時差異に関する繰延税金は、法人所得税および連帯税のみ

を含む総合所得税率を用いて計算される。現在の所得税率は15.83％である。その結果生じる税金負債はすべて繰延税金負債と

して財政状態計算書に認識される。未収税金の場合には、繰延税金資産を認識するための対応するオプションは使用されな

い。その結果、2014年度においては、財政状態計算書で認識されていない繰延税金資産があった。

 

バイエル社資本金は記名式無額面株式826,947,808株に分割され、各株式は資本金合計2,116,986,388.48ユーロに対する理論上

の比例持分を有する。

 

退職年金引当金は、ホイベックの2005G基準表を使用した寿命見通しに基づく予測単位年金積増方式を使用して計算されてい

る。将来予想される給与および年金の増額が考慮されている。当社は、前年度と同じく年3.00％の給与の増額を見込んでお

り、年金については変わらず年1.75％の額増を見込んでいる。これとは別に、2000年1月1日以降に付与された退職年金コミッ

トメントについては従業員に対する確定約定である年1.00％の年金増額で計算されている。年金引当金に関して使用された割

引率は2014年12月31日現在の4.54％(2013年度：4.89％)である。これは、従業員関連引当金が計算された2014年12月時点で予

想される、満期までの残存期間が15年である商品の過去７年間の平均市場金利である。
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その他の引当金は、将来の決済金額の合理的な見積に基づくすべての予見可能なリスクおよび不確定債務をカバーするために

設定されたものである。将来の価格および原価の上昇は、そのような上昇が起こる可能性が高いことが客観的に十分認められ

る場合に考慮される。満期まで１年超の引当金は、満期までの残存期間に基づく過去７年間の平均市場金利を用いて現在価値

まで割り引かれる。永年勤続報奨金のための引当金等の長期の従業員関連引当金については、利用までの想定期間15年にわた

り4.54％(2013年度：4.89％)の割引率が使用される。早期退職および高齢従業員のパートタイム勤務契約による債務等の短期

の従業員関連引当金については、それぞれの期間(2014年度においては３年間)に応じた率を用いて割り引かれる。かかる割引

率は3.08％(2013年度：3.62％)であった。これらは、従業員関連引当金が計算された2014年12月時点で予想される金利であ

る。

 

負債は決算日現在の決済金額で認識される。利息部分を含む固定負債は、満期までの期間に応じて過去７年間の平均市場金利

を用いて割り引かれる。

 

外貨建の受取債権および負債、先渡為替予約およびその他の通貨デリバティブは、時価評価法を使用して認識されている。こ

のために、外貨建の受取債権と支払債務はスポットレートで評価され、その上で対応する決算日の通貨デリバティブの公正価

値が決定される。未実現損益は、その後に純ヘッジの表示方法を用いて各通貨で相殺されている。正味未実現損失に対しては

引当金が設定されているが、正味未実現利益は残りの満期が１年以下の受取債権および負債に関連する場合のみ認識される。

 

ユーロ建てで保有している現金および現金等価物ならびに銀行預金残高はそれぞれの名目価額で認識され、外貨建てで保有し

ているこれらの資産は財務書類決算日のスポットレートで換算される。

 

抵当および債務保証から生じる偶発債務は、決算日現在における借入残高あるいは契約債務上の金額と同額を計上している。
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損益計算書に対する注記

 

(1) 関係会社に対する投資による収益-純額

 
関係会社に対する投資による収益-純額   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

配当金および類似収益 386 301

・うち、子会社からのもの301百万ユーロ(2013年度：386百万ユーロ)   

子会社との損益移転契約による収益 3,541 3,253

子会社との損益移転契約による費用 (392) (372)

関係会社に対する投資の評価減 (5) -

関係会社に対する投資の売却益 12 31

 3,542 3,213

 

関係会社に対する投資による収益および損失の詳細は、バイエル社およびバイエルグループの結合経営報告書に含まれてい

る。

 

2013年度の５百万ユーロの評価減は、イランのバイエル・パルシアン社(Bayer Parsian AG)への投資に関するものである。

 

2014年度の関係会社に対する投資の売却益31百万ユーロは、インドのバイエル・クロップサイエンス社(Bayer CropScience

Ltd.)持分のグループ内での売却から発生したものある。前年度に報告されている利益12百万ユーロもインドのバイエル・ク

ロップサイエンス社に関連しており、同社による自社株の買戻しによって発生したものである。

 

 

(2) 支払利息-純額

 
支払利息-純額   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

その他の受取利息および類似収益 281 305

・うち、子会社からのもの91百万ユーロ(2013年度：63百万ユーロ)   

支払利息および類似費用 (463) (512)

・うち、子会社に対するもの(177)百万ユーロ(2013年度：(160)百万

ユーロ)   

退職年金およびその他の非流動の従業員関連引当金の利息部分(純額) (133) (134)

 (315) (341)
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支払利息純額の詳細は、バイエル社およびバイエルグループの結合経営報告書に記載されている。

 

退職年金およびその他の非流動の従業員関連引当金の利息部分に関する費用は、ドイツ、レバクーゼンのバイエル年金基金が

保有している資産からの収益を相殺した後の正味費用および割引率の変更による影響からなる。バイエル年金基金が保有する

資産は、退職年金および従業員の永年勤続勘定の貸方残高に関連する債務を満たす目的にのみ使用される。これらは、他の債

権者から保護されている。

 

これらの資産への投資による収益は以下の通り、対応する引当金の利息部分に対して相殺された。

 
制度資産からの収益による退職年金および従業員関連引当金の利息部分の相殺

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

退職年金およびその他の非流動の従業員関連引当金の利息部分ならびに

割引率の変更による影響額(総額) (177) (221)

バイエル年金基金が保有する資産による収益 44 87

 (133) (134)

 

 

(3) その他の財務収益(費用)-純額

 
その他の財務収益(費用)-純額   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

退職年金およびその他の非流動の従業員関連引当金の増減(利息部分を

除く) (26) (19)

子会社に割り当てられた年金引当金繰入額 162 180

外貨換算による費用   

- 実現為替差損 (1,368) (1,666)

- 評価による未実現費用 (3) (5)

外貨換算による収益   

- 実現為替差益 1,355 1,647

- 評価による未実現収益 2 4

他の財務費用 (28) (27)

他の財務収益 16 15

 110 129

 

割り当てられた退職年金およびその他の非流動の従業員関連引当金繰入額の利息部分は支払利息に含まれている。他の財務収

益および費用には、事業分野およびサービス分野の分離前(分離日：2002年７月１日)に退職したバイエル社の元従業員、ある

いは当該日より前に会社を退職し、年金の権利が確定した元従業員に関する、利息部分に関連しない年金引当金の増減も含ま

れている。これらの変動は保険数理計算上の評価パラメーターの変更に際して生じる。
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2002年７月１日より前に会社を退職または辞職した従業員の上記引当金繰入額は、それぞれの分割契約に基づき比例按分で子

会社により払い戻される。

 

2014年度の他の財務費用は、銀行費用６百万ユーロ(2013年度：７百万ユーロ)および社債の発行に係る手数料20百万ユーロか

らなる。2013年度のこの項目には、バイエル・ファーマ社(Bayer Pharma AG)(旧バイエル・シエーリング・ファーマ社(Bayer

Schering Pharma AG))の2006年および2007年に関するかつての非支配持分の最低配当金に対する引当金の配分21百万ユーロも

含まれている。他の財務収益には、保証料８百万ユーロ(2013年度：６百万ユーロ)、過年度に評価減した、スウェーデンのバ

イエル社(Bayer AB)への貸付金からの受領額２百万ユーロ(2013年度：９百万ユーロ)および株式オプションの売却による４百

万ユーロ(2013年度：１百万ユーロ)が含まれている。これらは終了した株式報酬プログラムの債務保証としての役割を果たす

ものであった。

 

 

(4) その他の営業収益

 

その他の営業収益の内訳は以下の通りである。

 
その他の営業収益   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

サービス提供による収益 114 122

未使用引当金の戻入 2 3

他の収益 2 3

 118 128

 

サービス提供による収益はバイエル社のコーポレートセンターの各部門が主に各子会社に提供したサービスによる収益からな

る。これらのサービスの提供により発生した費用はその他の営業費用に反映されている。

 

 

(5) その他の営業費用

 

その他の営業費用の内訳は以下の通りである。

 
その他の営業費用   

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

サービス提供に関する費用 116 117

企業広告に関する費用 26 24

他の費用 6 6

 148 147
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(6) 法人税等

 

本財務書類に反映されている税金は、法人所得税、貿易税、連帯税および国外で支払われた法人税等である。

 

繰延税金はこの項目に含まれていない。2014年12月31日現在、バイエル社は、自社の財務書類と、バイエル社と共に会計上の

事業体を構成する会社およびパートナーシップの財務書類との一時差異による414百万ユーロの将来の税還付を見込んでいる。

これは前年度と同様に、総合所得税率31.38％(バイエル社およびバイエル社と共に会計上の事業体を構成する会社)、または

15.83％(パートナーシップにおける株式持分で、ここでの税率は法人所得税および連帯税のみを含む)を用いて計算されてい

る。

 

繰延税金負債は主に、固定資産およびドイツ、レバクーゼンのバイエル年金基金に投資した資産(これは退職年金コミットメン

トをカバーしている)の評価額が商業目的で作成された財務書類上と税務目的で作成された財務書類上で異なることから生じて

いる。繰延税金資産は主に、商業目的の財務書類における年金債務の評価額が税務目的で算定されたものよりも高いことに関

連するものである。その他の繰延税金資産は、近い将来の損失や早期退職に対する引当金などの税務上控除されない引当金、

および高齢従業員によるパートタイム勤務および永年勤続記念に対する引当金などの評価時の差異から生じる。未利用の税務

上の繰越欠損金に関連する繰延税金資産もある。全体として、繰延税金資産は繰延税金負債に比べてはるかに高額である。ド

イツ商法第274条第１項第２号のオプションで容認されている通り、繰延税金資産と負債の差異に関する繰延税金資産は認識さ

れない。

 

 

(7) その他の税金

 

一般管理費に計上できるその他の税金は、それぞれの部門別原価項目に割り当てられる。それ以外の場合は、その他の営業費

用に配賦されている。その他の税金は合計１百万ユーロ(2013年度：１百万ユーロ)であった。
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(8) 人件費 /従業員数

 
人件費    

 2013年 2014年

 百万ユーロ 百万ユーロ

賃金および給与 136 139

社会保険料 9 9

退職年金費用 17 11

 162 159

 

この表で示されている人件費には、支払利息純額に含まれている、特に退職年金引当金といった従業員関連引当金繰入額の利

息部分は含まれていない。

 

2014年度のバイエル社の平均従業員数は728名であり、その内訳は以下の通りである。

 

従業員数 2014年

 女性 男性

上級執行役員および上級管理職 87 255

下級管理職および管理職以外の従業員 226 160

 313 415

 

パートタイム従業員はそれぞれ比例配分でこの数値に含まれている。

 

 

(9) 株式報酬

 

バイエル社はその従業員に対し、追加的な報酬要素として長期株式報酬プログラムを提供している。さまざまな従業員グルー

プに対してさまざまな総合プログラムが提供されている。

 

取締役会のメンバー、その他の上級執行役員および中間管理職向けの「アスパイア」(Aspire)プログラムには２種類ある。加

えて、すべての管理職と管理職以外の従業員には、取締役会により毎年設定される「バイシェアー」ストック・パーティシ

ペーション・プログラムが提供される。

 

中間管理職向けのストック・インセンティブ・プログラムならびに下級管理職および管理職以外の従業員向けのストック・

パーティシペーション・プログラムの最終トランシェはいずれも2014年に発行され、2014年度に支払われた。これらプログラ

ムは終了しており、2014年12月31日現在、関連する債務はない。

 

決算日時点で存在している株式報酬プログラムに係るすべての債務について、引当金が計上されている。これらの引当金の金

額は、債務の公正価値と、各プログラム導入以来の期間合計に対する経過時間の割合に基づいている。引当金への繰入額は費

用計上される。
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株式報酬プログラムにおける債務の公正価値は、以下の主要パラメーターを使用し、モンテカルロ・シミュレーション法に

よって計算されている。

 
公正価値の決定に使用されたパラメーター   

 2013年 2014年

配当利回り 2.14% 1.89%

リスク・フリー金利(期間４年) 0.64% (0.08)%

バイエル株式のボラティリティ 27.06% 23.39%

ダウ・ジョーンズEURO STOXX 50のボラティリティ 22.54% 18.11%

バイエル株式の株価とダウ・ジョーンズEURO STOXX 50との相関関係 0.77 0.76

 

アスパイアＩ

アスパイアＩに参加する取締役会のメンバーおよびその他の上級執行役員は、特定のガイドラインに定められた一定数のバイ

エル株式を購入してプログラムの全期間中保有していなければならない。役員の年間基本給のうち、その職階に基づく一定比

率が変動支払額の目標(以下「アスパイア目標額」という。)として決定される。このプログラムのそれぞれのトランシェの最

後に、プログラム参加者は金銭的価値で表現された目標額の一定割合を受け取ることになる。その金額は、絶対条件とダウ・

ジョーンズEURO STOXX 50の相対条件の両方を基準としたバイエルの株価のパフォーマンスによって決まる。上限は300％であ

り、それぞれのトランシェの期間は４年である。

 

2010年度に発行されたアスパイアのトランシェは、2014年１月１日に終了した。最大報酬額である300％が支払われた。2011年

度に発行されたトランシェは、2014年度末に終了した。このトランシェでも、300％の最大報酬が実現し、2015年度の始めに支

払われた。

 

アスパイアⅡ

他の上級管理職には、バイエル株式への個人的な投資を必要としないアスパイアⅠの変形型であるアスパイアⅡが提供され

る。この場合、報酬額はバイエル株式の絶対的パフォーマンスのみに基づいて決定される。最大報酬額は、各管理職のアスパ

イア目標額の250％である。

 

2010年度のトランシェの目標額は250％であり、2014年度の初めに支払われた。2011年度に発行されたトランシェでも、この場

合の最大報酬である250％が実現した。これは2015年度の始めに支払われた。
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バイシェアー

バイシェアー・プログラムの下で、バイエルは有資格従業員のバイエル株式への個人的投資に助成を行う。このプログラムの

下での割引率は毎年個別に設定される。2014年度および2013年度のいずれも、購入額の20％であった。2013年度の最大購入額

は、従業員の職階に応じて、2,500ユーロまたは5,000ユーロであった。研修生に関する最大購入額は1,800ユーロであった。こ

のプログラムに基づいて取得した株式は特別預託勘定に預託され、購入の翌年の12月31日まで保有しなければならない。

 

2014度において、バイエルは株式報酬プログラムに13百万ユーロ(2013度：19百万ユーロ)を費やした。この金額は人件費に反

映されている。これらのプログラムに対する引当金は、2014年12月31日現在31百万ユーロ(2013度：28百万ユーロ)であった。

 

 

(10) 評価減

 

2014年度における評価減はない。2013年度において、子会社に対する持分の一時的でないと見込まれる価値の低下を反映する

ため、５百万ユーロの評価減が行われた。
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財政状態計算書に対する注記

 

(11) 無形資産

 
無形資産  

 

取得したコンセッション、産業用

不動産所有権、類似の権利および

資産、ならびにこれらのライセンス

 百万ユーロ

帳簿価額総額、2013年12月31日現在 44

取得 1

帳簿価額総額、2014年12月31日現在 45

償却および評価減累計額、2013年12月31日現在 33

2014年度の償却および評価減 4

償却および評価減累計額、2014年12月31日現在 37

正味帳簿価額、2014年12月31日現在 8

正味帳簿価額、2013年12月31日現在 11

 

 

(12) 有形固定資産

 
有形固定資産    

 土地および建物

什器、備品

および

その他の設備 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

帳簿価額総額、

2013年12月31日現在 60 16 76

取得 - 1 1

帳簿価額総額、

2014年12月31日現在 60 17 77

減価償却および評価減累計額、

2013年12月31日現在 59 7 66

2014年度の減価償却および評価減 - 1 1

減価償却および評価減累計額、

2014年12月31日現在 59 8 67

正味帳簿価額、

2014年12月31日現在 1 9 10

正味帳簿価額、

2013年12月31日現在 1 9 10
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(13) 投資等

 
投資等      

 

子会社に

対する投資

子会社に対する

貸付金

その他の関係会

社に対する投資

その他の

貸付金 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

帳簿価額総額、

2013年12月31日現在 34,645 65 69 748 35,527

取得 5,591 49 - - 5,640

除売却 (21) - - - (21)

帳簿価額総額、

2014年12月31日現在 40,215 114 69 748 41,146

評価減累計額、

2013年12月31日現在 146 12 68 1 227

評価減累計額、

2014年12月31日現在 146 12 68 1 227

正味帳簿価額、

2014年12月31日現在 40,069 102 1 747 40,919

正味帳簿価額、

2013年12月31日現在 34,499 53 1 747 35,300

 

2014年度における子会社に対する投資の取得、合計5,591百万ユーロには主に、増資による5,562百万ユーロが含まれており、

その内訳はオランダのバイエル・ワールド・インベストメンツ社(Bayer World Investments B.V.)が4,109百万ユーロ、ツヴァ

イテK-W-Aベタイリグングスゲゼルシャフト社(Zweite K-W-A Beteiligungsgesellschaft mbH)が1,147百万ユーロ、ベルギーの

バイエル・アントワープ社(Bayer Antwerpen NV)が271百万ユーロ、ルクセンブルグのパンディアス・レ社(Pandias Re AG)が

18百万ユーロおよびインドのバイエル・マテリアルサイエンス社(Bayer MaterialScience Private Limited)が17百万ユーロで

あった。その他、合計29百万ユーロの追加投資は米国のバウレ社(Baulé Inc)(10百万ユーロ)およびルクセンブルグのインデュ

リスク・リュックフェルジャッヒャルング社(Indurisk Rückversicherung AG)(18百万ユーロ)の持分のグループ内での取得か

ら生じた。その他、１百万ユーロはメキシコのアグラクエスト・デ・メヒコ社(AgraQuest de México S.A. de C.V.)のバイエ

ル・デ・メヒコ社(Bayer de México S.A.de C.V.)への合併に関連するものであった。

 

21百万ユーロの除売却はインデュリスク・リュックフェルジャッヒャルング社のパンディアス・レ社への譲渡(18百万ユー

ロ)、アグラクエスト・デ・メヒコ社の合併(２百万ユーロ)およびインドのバイエル・クロップサイエンス社のグループ内での

持分の売却(１百万ユーロ)に関連するものであった。

 

バイエル社が直接的あるいは間接的に保有している会社のリストは注記36に記載されており、当該リストはこれら注記の一部

を構成している。
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2008年度に、バイエル社はバイエル・ペンシオンスカッセ向けに800百万ユーロの返済可能な「有効初期資金」を設定した。こ

れは2012年度に1,600百万ユーロまで増加した。現在、そのうちの595百万ユーロが年金基金に支払われている。有効初期資金

による貸付金は利付きであるが、利息は契約上合意された条件が発効した場合にのみ支払われる。利息によって当該年金基金

の報告額が純損失となる場合、利息は繰り延べられる。有効初期資金に付与された貸付金は、その他の貸付金に含まれてい

る。

 

 

(14) 売掛金

 
売掛金   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

子会社に対する債権 33 19

その他の顧客に対する債権 2 6

 35 25

 

 

(15) 子会社からの受取債権

 

子会社からの受取債権は主に、例えば貸付金または翌日物資金に関連する金融受取債権、ならびにバイエル社と共に会計上の

事業体を構成する子会社からの利益移転に関連する受取債権からなる。

 

 

(16) その他の資産

 

その他の資産は、期末後に法的観点からのみ発生した資産に関する59百万ユーロ(2013年度：55百万ユーロ)を含んでいる。そ

のほとんどは、合計58百万ユーロ(2013年度：54百万ユーロ)の未収利息であった。さらに、その他の資産は、税金還付請求に

よる133百万ユーロ(2013年度：130百万ユーロ)、オプション取引決済のためのプレミアム19百万ユーロ(2013年度：39百万ユー

ロ)、給与関連未収金13百万ユーロ(2013年度：11百万ユーロ)、貸付金に対する短期債権８百万ユーロ(2013年度：８百万ユー

ロ)および他の多くの項目からなる。

 

 

(17) １年を超えて期日が到来する受取債権およびその他の資産

 

合計2,997百万ユーロ(2013年度：2,001百万ユーロ)の受取債権およびその他の資産には、支払期限が１年超の未収金30百万

ユーロ(2013年度：77百万ユーロ)が含まれている。この合計額のうち、７百万ユーロ(2013年度：62百万ユーロ)は子会社から

の受取債権であり、23百万ユーロ(2013年度：15百万ユーロ)はその他の資産である。
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(18) 有価証券

 

前年度同様に、2014年12月31日現在で認識されている有価証券は、短期間で満期が到来するドイツ連邦発行のゼロボンドから

なる。

 

 

(19) 現金および現金等価物

 

現金および現金等価物には、カナダにおけるゴム、ポリエステルポリオールおよびウレタン分野の反トラスト法違反に関連す

る民事賠償請求を解決するための１百万ユーロ(2013年度：１百万ユーロ)が含まれている。バイエルはこの金額を、提示され

る和解案の受諾または裁判所の和解確認を待つ間、カナダにおいて管理されているエスクロー口座に預託している。

 

 

(20) 繰延費用

 

繰延費用には、2014年12月31日までにバイエル社により発行された社債に関する総額11百万ユーロの未償却割引が含まれてい

る。期首に認識された４百万ユーロは、期中の新たな社債発行に関する割引によって11百万ユーロ増加し、償却によって４百

万ユーロ減少した。

 

残りの繰延費用は、クレジットラインの手数料、事業保険の前払保険料およびその他の繰延費用である。

 

 

(21) 相殺による利益

 

従業員の永年勤続勘定の貸方残高および退職年金コミットメントに関連する債務は、数件の契約上の委託協定(CTA)の下で、ド

イツのレバクーゼンにあるバイエル年金基金が運用する資産によって保証されている。これらの資産は、雇用主が破産に陥っ

た場合にこれらの債務に充てる目的でのみ使用可能であり、他の債権者から保護されている。これらの資産はそれぞれ基礎と

なる債務と相殺されている。相殺によりプラスの差異が生じる場合は相殺による利益として資産に計上され、マイナスの差異

が生じる場合は負債として表示される。2014年度には相殺により157.5百万ユーロ(2013年度：136.7百万ユーロ)のプラスの差

異が生じ、そのうちの1.7百万ユーロ(2013年度：1.3百万ユーロ)は永年勤続勘定から生じる債務に、155.8百万ユーロ(2013年

度：135.4百万ユーロ)は退職年金コミットメントに関連するものである。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

339/455



 

相殺による利益   

 

2013年

12月31日

2014年

12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

従業員の永年勤続勘定の貸方残高に関連する債務の決済価額 2.0 2.7

バイエル年金基金が運用する資産の公正価値 3.3 4.4

永年勤続勘定に関連する資産と債務の差額(相殺による利益) 1.3 1.7

   

バイエル年金基金が運用する資産の取得原価 3.2 4.0

 

   

 

2013年

12月31日

2014年

12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

退職年金コミットメントの決済価額 422.5 467.3

バイエル年金基金が運用する資産の公正価値 557.9 623.1

退職年金コミットメントに関連する資産と債務の差額

(相殺による利益) 135.4 155.8

   

バイエル年金基金が運用する資産の取得原価 552.0 554.7

 

2014年度におけるこれらの担保資産は主に、SICAV(変動資本の投資会社(Société d’investissement à capital variable))と

して営業活動を行っているベルギーの投資会社が中間投資ビークルを通じて投資している、流動性の高い国際債券、株式、不

動産および代替投資からなる。SICAVの投資証券は証券取引所の営業日であればいつでも売却可能である。

 

SICAVを通じて投資した資産は公正価値で測定されている。2014年12月31日現在、これは1,101.8百万ユーロであった。これら

資産の合計627.5百万ユーロを対応する債務と相殺したことによりプラスの差額が生じ、相殺による利益として計上された。残

りの474.3百万ユーロと債務との相殺は負債として退職年金引当金に計上された。2014年度にSICAVが行った分配はない。
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(22) 資本

 

2014年度における資本の変動が以下の表に示されている。

 
資本     

 

2013年

12月31日

2013年度の

配当金 当期純利益

2014年

12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

資本金 2,117 - - 2,117

資本剰余金 6,176 - - 6,176

その他の利益剰余金 4,785 - 593 5,378

分配可能利益 1,737 (1,737) 1,861 1,861

 14,815 (1,737) 2,454 15,532

 

バイエル社の資本金は前年度と同じく2,116,986,388.48ユーロであり、これは記名式株式826,947,808株で構成され、全額払込

済である。１株につき１議決権が付されている。

 

530,000,000ユーロの授権資本Ⅰは、2015年度年次株主総会の予定日前の2015年４月29日に失効予定であったため消却された。

 

これと同額の新しい授権資本Ⅰが2014年４月29日の年次株主総会で承認された。その期限は2019年４月28日である。これは、

現金払込および／または現物出資に対して記名式無額面株式を新たに発行することにより増資に使用できるが、現物出資に対

する増資は合計で423,397,120ユーロを超えてはならない(以下「授権資本Ⅰ」という。)。株主に対しては、通常、新株引受権

を付与しなければならない。ただし、取締役会には、監査役会の同意のもと、現金払込および／または現物出資に対する増資

について新株引受権比率により端数部分が生じる場合に、また、当社またはそのグループ会社が発行したワラントまたは転換

権・転換義務が付された社債の保有者に、かかる保有者がワラントまたは転換権の行使、あるいは行使や転換義務の履行に

よって得るであろう権利の範囲の新株を引き受ける権利を付与するために必要な範囲において、株主の新株引受権を排除する

権限が与えられている。取締役会は、監査役会の同意のもと、株式が国外の証券取引所への株式上場に関連して発行されるも

のであり、新株引受権を排除した新株に帰属する資本金の合計持分が商業登記の承認日時点で存在する資本金の10％を超えな

いか、当該額がこれより低い場合には当該新株の発行日時点で存在する資本金の10％を超えない場合に、株主の新株引受権を

排除する権限を与えられている。さらに、取締役会は、監査役会の同意のもと、企業、企業の一部、企業の持分、またはその

他の資産を取得する目的か、授権資本Ⅰからの新株発行に対する現物拠出として配当金(全部または一部)の権利を当社に寄与

する選択肢が株主に与えられている場合に株式配当を実施する目的で、現物出資による増資が行われた場合にも、株主の新株

引受権を排除する権限を与えられている。株主に新株引受権を付与せずに現金払込および／または現物出資に対して発行した

株式で表される資本金の金額は、その授権資本が年次株主総会で承認された日に存在する資本金合計の20％を超えてはならな

い。
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211,698,560ユーロの授権資本Ⅱは、2015年度年次株主総会の予定日前の2015年４月29日に失効予定であったため消却された。

 

これと同額の新しい授権資本Ⅱが2014年４月29日の年次株主総会で承認された。その期限は2019年４月28日である。取締役会

には、監査役会の同意のもと、現金払込に対して記名式無額面株を新たに発行することにより総額211,698,560ユーロまで増資

する権限が与えられている(以下「授権資本Ⅱ」という。)。年次株主総会で採択された決議に基づき、株主に対しては、通

常、新株引受権を付与しなければならない。ただし、取締役会には、監査役会の同意のもと、新株引受権比率により端数部分

が生じる場合と、現金払込に対して株式が発行され、新株引受権を排除した新株に帰属する資本金の合計持分が商業登記の承

認日時点で存在する資本金の10％を超えないか、当該額がこれより低い場合には当該新株の発行日時点で存在する資本金の

10％を超えておらず、新株の発行価格がドイツ株式会社法第203条第１項および第２項ならびに第186条第３項第４号の意義の

範囲内で取締役会が発行価格を確定した時点で既に上場している同クラスの当社株式の市場価格を大幅に下回っている場合

に、株主の新株引受権を排除する権限を与えられている。2014年４月29日以降に売却された、ドイツ株式会社法第71条第１項

８番第５号および同法第186条第３項第４号に基づいて株主の新株引受権を排除した自社株は、この10％超の制限に含まれる。

ワラントまたは転換権・転換義務が付された社債の利子を支払うための発行株式または発行予定株式も、これらの社債が2014

年４月29日以降に発行され、ドイツ株式会社法第186条第３項第４号の類推適用によって株主の新株引受権を排除した場合は、

この制限に含まれる。

 

これまで、これらの授権資本額のいずれも使用されていない。

 

2010年４月30日の年次株主総会によって設定された条件付資本2010は、2015年度年次株主総会の予定日より前に失効予定で

あったため消却された。
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2014年４月29日の年次株主総会で条件付資本2014の設定が承認され、１株当たり2.56ユーロの資本金に対する比例持分を伴う

82,694,750株までの記名式無額面株式発行により211,698,560ユーロまでの条件付資本の増加が再び認められた。条件付資本の

増加は、2014年４月29日の年次株主総会で決議された承認に基づき、バイエル社またはドイツ株式会社法第18条の意義の範囲

内であるバイエル社が議決権または資本の90％以上の直接的または間接的持分を所有するバイエル社のグループ会社によって

2019年４月28日までに発行可能な、オプションまたは転換権・転換義務が付されたワラント付社債または転換社債、利益参加

権、またはインカム・ボンド(もしくはこれら証券の組合せ)(以下総称して「債務証券」という。)の所有者に記名式無額面株

式を供与するために使用できる。かかる新株は、オプション・プレミアムまたは上記の承認決議に従って決定される転換価格

で発行される。このような証券発行の権限は、名目価額合計60億ユーロに制限されている。原則として株主は、これら証券の

引受権が与えられる制定法上の権利を有する。しかし取締役会は、監査役会の同意のもと、新株引受権比率により端数部分が

生じる場合に、また、ワラントまたは転換権・転換義務が付された社債の保有者に、かかる保有者がワラントまたは転換権の

行使、あるいは行使や転換義務の履行によって得るであろう範囲の新株を引き受ける権利を付与するために必要な範囲におい

て、株主の新株引受権を排除する権限が与えられている。さらに、取締役会が、十分な検討の上で、当該債務証券の発行価格

は、評価技法等の容認された方法に従って決定された仮定上の公正価値を大きく下回るものではないという意見である場合、

取締役会は、監査役会の同意のもと、現金払込に対して発行されるオプションまたは転換権・転換義務が付された債務証券に

対する株主の引受権を完全に排除する権限が与えられている。引受権を排除するこの権限は、当該決議が採択された日時点の

資本金合計の10％、あるいは当該額がこれより低い場合にはこの権限が行使される日時点の資本金合計の10％を超えない資本

金に対する比例持分を伴う株式に関するワラントまたは転換権、あるいは行使や転換義務の付された社債に適用される。ドイ

ツ株式会社法第203条第１項および第２項ならびに第186条第３項第４号に基づいて新株引受権を排除した2014年４月29日以降

に発行された新株と、ドイツ株式会社法第71条第１項８番第５号ならびに第186条第３項４号に基づいて株主の新株引受権を排

除した2014年４月29日以降に売却される自社株もこの10％の制限に含まれる。

 

これまでに利用された条件付資本はない。

 

株主の新株引受権の排除に関して、年次株主総会でさらなる決議がない場合、取締役会は、現行の権限のみを行使し、株主の

新株引受権を排除して、それぞれの決議が2014年４月29日の年次株主総会で採択された時点で存在する資本金総額の20％まで

授権資本または条件付資本から増資を行うことになる。株主の新株引受権を排除した、株式の、あるいはワラントまたは転換

権・転換義務が付された社債のすべての発行または売却もこの20％の制限に含まれる。
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ドイツ商法第268条第８項に基づき、分配が禁止されている金額についての情報

 

退職年金債務および従業員の永続勤務勘定の貸方残高を保証するため、数件の契約上の委託協定の下でドイツのレバクーゼン

にあるバイエル年金基金に基金が移管された。これらの基金は特定の目的でのみ使用可能であり、雇用主が支払不能となった

場合には他の債権者から保護される。これらの基金は公正価値で測定される。決算日時点の公正価値は1,102百万ユーロであ

り、取得原価1,006百万ユーロを96百万ユーロ上回っていた。この96百万ユーロの超過分に対して、バイエル社は自由に利用で

きる5,378百万ユーロの利益剰余金を有しているため、分配可能利益1,861百万ユーロの使用に係る制限はない。

 

ドイツ証券取引法(WPHG)第21条第１項に基づく直接的および間接的株式保有の通知

 

事業年度の開始時と決算日の間に、当社はドイツ証券取引法第21条第１項に基づくバイエル社の株式保有に関する以下の通知

を受け取った。株式保有が複数回にわたってこの法律で規定された基準値に達するか、これを超えるか、あるいは下回るかし

た場合は最新の通知のみを表示している。

 

・　2014年10月21日、カナダ、トロントのサン・ライフ・ファイナンシャル社(Sun Life Financial Inc.)は、ドイツ証券取引

法第21条第１項に基づき、同社が保有するドイツ、レバクーゼンのバイエル社の議決権が、2014年10月20日に３％の基準値

を上回り、同日時点で3.001％(24,819,545個の議決権)となったことを当社に通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第

１号第６番および第２号に基づき、3.0003％(24,810,514個)の議決権は当該会社に帰属する。ドイツ証券取引法第22条第１

項第１号第１番に基づき、0.001％(9,031個)の議決権は当該会社に帰属する。

 

・　2014年10月21日、米国、ボストンのマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービシズ社(Massachusetts Financial

Services Company)(MFS)は、ドイツ証券取引法第21条第１項に基づき、同社が保有するドイツ、レバクーゼンのバイエル社

の議決権が、2014年10月20日に３％の基準値を上回り、同日時点で3.0003％(24,810,514個の議決権)となったことを当社に

通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６番に基づき、1.6370％(13,536,854個)の議決権は当該会社に帰属す

る。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６番および第２号に基づき、1.3633％(11,273,660個)の議決権は当該会社に帰

属する。

 

・　2014年10月21日、米国、ボストンのサン・ライフ・オブ・カナダ(U.S.)ファイナンシャル・サービシズ・ホールディング

ス社(Sun Life of Canada (U.S.) Financial Services Holdings, Inc.)は、ドイツ証券取引法第21条第１項に基づき、同

社が保有するドイツ、レバクーゼンのバイエル社の議決権が、2014年10月20日に３％の基準値を上回り、同日時点で

3.0003％(24,810,514個の議決権)となったことを当社に通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６番および第２

号に基づき、3.0003％(24,810,514個)の議決権は当該会社に帰属する。
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・　2014年10月21日、米国、ウェルズリー・ヒルズのサン・ライフ・ファイナンシャル(U.S.)インベストメンツ社(Sun Life

Financial (U.S.) Investments LLC)は、ドイツ証券取引法第21条第１項に基づき、同社が保有するドイツ、レバクーゼン

のバイエル社の議決権が、2014年10月20日に３％の基準値を上回り、同日時点で3.0003％(24,810,514個の議決権)となった

ことを当社に通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６番および第２号に基づき、3.0003％(24,810,514個)の議

決権は当該会社に帰属する。

 

・　2014年10月21日、米国、ウェルズリー・ヒルズのサン・ライフ・ファイナンシャル(U.S.)ホールディングス社(Sun Life

Financial (U.S.) Holdings Inc.)は、ドイツ証券取引法第21条第１項に基づき、同社が保有するドイツ、レバクーゼンの

バイエル社の議決権が、2014年10月20日に３％の基準値を上回り、同日時点で3.0003％(24,810,514個の議決権)となったこ

とを当社に通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６番および第２号に基づき、3.0003％(24,810,514個)の議決

権は当該会社に帰属する。

 

・　2014年10月21日、米国、ウェルズリー・ヒルズのサン・ライフ・アシュアランス・カンパニー・オブ・カナダ－U.S.オペ

レーションズ・ホールディングス社(Sun Life Assurance Company of Canada - U.S. Operations Holdings, Inc.)は、ド

イツ証券取引法第21条第１項に基づき、同社が保有するドイツ、レバクーゼンのバイエル社の議決権が、2014年10月20日に

３％の基準値を上回り、同日時点で3.0003％(24,810,514個の議決権)となったことを当社に通知した。ドイツ証券取引法第

22条第１項第１号第６番および第２号に基づき、3.0003％(24,810,514個)の議決権は当該会社に帰属する。

 

・　2014年10月21日、カナダ、トロントのサン・ライフ・グローバル・インベストメンツ社(Sun Life Global Investments

Inc.)は、ドイツ証券取引法第21条第１項に基づき、同社が保有するドイツ、レバクーゼンのバイエル社の議決権が、2014

年10月20日に３％の基準値を上回り、同日時点で3.0003％(24,810,514個の議決権)となったことを当社に通知した。ドイツ

証券取引法第22条第１項第１号第６番および第２号に基づき、3.0003％(24,810,514個)の議決権は当該会社に帰属する。

 

・　2014年10月10日、英国、ロンドンのブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)社(BlackRock Investment

Management (UK) Limited)は、ドイツ証券取引法第21条第１項に基づき、同社が保有するドイツ、レバクーゼンのバイエル

社の議決権が、2014年10月８日に３％の基準値を下回り、同日時点で2.99％(24,704,155個の議決権)となったことを当社に

通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第１番に基づき、1.91％(15,813,643個)の議決権は当該会社に帰属する。

ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６番に基づき、1.13％(9,312,035個)の議決権は当該会社に帰属する。ドイツ証券

取引法第22条第１項第１号第６番および第２号に基づき、0.28％(2,313,127個)の議決権は当該会社に帰属する。この合計

数は、議決権の細かな配分から計算される合計数と必ずしも相関するものではないことに留意すべきである。これはブラッ

クロックの企業構造における議決権の複合的な配分に起因する。
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・　2014年９月25日、米国、ニューヨーク州ニューヨークのブラックロック・アドバイザーズ・ホールディングス社

(BlackRock Advisors Holdings, Inc.)は、ドイツ証券取引法第21条第１項に基づき、同社が保有するドイツ、レバクーゼ

ンのバイエル社の議決権が、2014年９月23日に５％の基準値を下回り、同日時点で4.86％(40,213,277個の議決権)となった

ことを当社に通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６番および第２号に基づき、4.86％(40,213,277個)の議決

権は当該会社に帰属する。

 

・　2014年９月24日、米国、ニューヨーク州ニューヨークのブラックロック・インターナショナル・ホールディングス社

(BlackRock International Holdings, Inc.)は、ドイツ証券取引法第21条第１項に基づき、同社が保有するドイツ、レバ

クーゼンのバイエル社の議決権が、2014年９月22日に５％の基準値を下回り、同日時点で4.99％(41,248,330個の議決権)と

なったことを当社に通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６番および第２号に基づき、4.99％(41,248,330個)

の議決権は当該会社に帰属する。

 

・　2014年９月24日、チャネル諸島ジャージー、セントヘリアのBRジャージー・インターナショナル・ホールディングス社(BR

Jersey International Holdings, L.P.)は、ドイツ証券取引法第21条第１項に基づき、同社が保有するドイツ、レバクーゼ

ンのバイエル社の議決権が、2014年９月22日に５％の基準値を下回り、同日時点で4.99％(41,248,330個の議決権)となった

ことを当社に通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６番および第２号に基づき、4.99％(41,248,330個)の議決

権は当該会社に帰属する。

 

・　2014年９月11日、英国、ロンドンのブラックロック・グループ社(BlackRock Group Limited)は、ドイツ証券取引法第21条

第１項に基づき、同社が保有するドイツ、レバクーゼンのバイエル社の議決権が、2014年９月９日に５％の基準値を下回

り、同日時点で4.99％(41,278,957個の議決権)となったことを当社に通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６

番および第２号に基づき、4.99％(41,278,957個)の議決権は当該会社に帰属する。

 

上記の通知の他に、前年度において当社は、ドイツ証券取引法第21条第１項に基づき、バイエル社の議決権に占める保有割合

が３％以上となる件に関する他の通知を受け取っているが、決算日までにいかなる変更通知も受け取っていない。

 

・　2012年10月15日、米国、ニューヨークのブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント社(BlackRock Financial

Management, Inc.)は、同社が保有するバイエル社の議決権が、2010年11月18日に５％の基準値を上回り、同日時点で

5.0003％(41,350,004個の議決権)となったことを当社に通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６番および第２

号に基づき、これらの議決権はすべてブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント社に帰属している。

 

・　2012年10月15日、米国、ウィルミントンのブラックロック・ホールドコ２社(BlackRock Holdco 2, Inc.)は、

同社が保有するバイエル社の議決権が、2010年11月18日に５％の基準値を上回り、同日時点で5.0003％(41,350,004個の議

決権)となったことを当社に通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６番および第２号に基づき、これらの議決

権はすべてブラックロック・ホールドコ２社に帰属している。
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・　2012年９月６日、米国、ロサンゼルスのキャピタル・グループ・カンパニーズ社(The Capital Group Companies, Inc.)

は、バイエル社が保有する議決権が2012年９月１日に、３％および５％の各基準値を上回り、同日時点で6.48％

(53,584,902個の議決権)となったことを当社に通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６番および第２号に基づ

き、これらの議決権はすべてキャピタル・グループ・カンパニーズ社に帰属する。

 

キャピタル・グループ・カンパニーズ社からの議決権の通知は、キャピタル・グループ・カンパニーズ社およびそのグルー

プ会社の内部的な再編成のみに起因するものである。キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント社(Capital Research

and Management Company)による議決権の通知がこの通知によって影響を受けることはなかった。

 

・　2010年９月10日、米国、ニューヨークのブラックロック社(BlackRock Inc.)は、同社が保有するバイエル社の議決権が

2010年９月６日に５％の基準値を上回り、同日時点で5.03％(41,569,101個の議決権)となったことを当社に通知した。ド

イツ証券取引法第22条第１項第１号第６番および第２号に基づき、これらの議決権はすべてブラックロック社に帰属して

いる。

 

・　2009年12月１日、米国、ロサンゼルスのキャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント社(Capital Research and

Management Company)は、同社の議決権が2009年11月26日に10％の基準値を下回り、同日時点で9.97％(82,483,440個の議決

権)となったことを当社に通知した。ドイツ証券取引法第22条第１項第１号第６番に基づき、これらの議決権はキャピタ

ル・リサーチ・アンド・マネジメント社に帰属する。かかる9.97％の議決権のうち、4.16％(34,400,827個の議決権に相当

する)は米国、ロサンゼルスのユーロパシフィック・グロース・ファンド(EuroPacific Growth Fund)が保有していたため、

同社はバイエル社の議決権を３％以上保有する株主であった。

 

 

(23) 退職年金引当金

 

この項目には、現在および将来の年金受給権に対する引当金が含まれている。

 

この項目には、別の法人に分離した事業分野およびサービス会社で、2002年７月１日より前に退職した元従業員、あるいは当

該日より前に会社を退職し、年金の権利が確定した元従業員に対するコミットメントも含まれている。各社はこれらの費用を

バイエル社に払戻している。

 

退職年金コミットメントによる債務の一部は、数件の契約上の委託協定(以下「CTA」という。)の下でドイツ、レバクーゼンの

バイエル年金基金が運用する資産によって保証されている。これらの資産は、当該債務に充てる目的でのみ使用可能であり、

雇用主が支払不能となった場合には他の債権者から保護される。これらの資産はその基礎となる各債務と相殺されている。相

殺によりプラスの差異が生じる場合は相殺による利益として資産に計上され、マイナスの差異が生じる場合は負債として表示

される。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

347/455



CTAに関する他の情報については注記21を参照のこと。これらの投資は公正価値で測定されている。

 
退職年金引当金   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

退職年金コミットメントの決済価額 2,362 2,342

バイエル年金基金が運用する資産の公正価値 200 474

退職年金コミットメントの正味価値 (2,162) (1,868)

   

バイエル年金基金が運用する資産の取得原価 198 448

 

 

(24) その他の引当金

 
その他の引当金   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

税金引当金 682 399

他の引当金 132 139

 814 538

 

他の引当金には、環境保護措置、早期退職の取決め、休暇、高齢従業員によるパートタイム勤務、年次賞与、従業員に対する

永年勤続報奨金、監査役会の報酬、年次財務書類の作成および監査に係る費用、およびその他の不確定債務に対する金額が含

まれている。他の引当金には、例えば為替デリバティブに係る近い将来の損失に対する引当金も含まれている。

 

2014年12月31日現在、ゴム、ポリエステルポリオールおよびウレタン分野の反トラスト法違反関連の賠償請求に起因するコ

ミットメントについて、１百万ユーロ(2013年度：１百万ユーロ)の引当金が存在した。
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(25) 社債および約束手形

 

2014年12月31日現在、合計120百万ユーロ(2013年度：370百万ユーロ)の約束手形の他に、名目価額7,067百万ユーロ(2013年

度：1,817百万ユーロ)の社債が発行済であった。これらの内訳は以下の通りである。

 
社債      

 名目価額 表面利率 有効利率

2013年

12月31日

2014年

12月31日

  ％ ％ 百万ユーロ 百万ユーロ

EMTN債 2006年/2018年 250百万英ポンド 5.625 5.774 369 369

EMTN債 2006年/2018年(増額) 100百万英ポンド 5.625 5.541 148 148

EMTN債 2014年/2016年 500百万ユーロ 変動 変動 - 500

EMTN債 2014年/2018年 750百万ユーロ 1.125 1.206 - 750

EMTN債 2014年/2021年 750百万ユーロ 1.875 2.042 - 750

ハイブリッド債2005年/2105年
１

1,300百万ユーロ 5.000
4

5.155 1,300 1,300

ハイブリッド債2014年/2074年
２

1,500百万ユーロ 3.750
5

3.742 - 1,500

ハイブリッド債2014年/2075年
３

1,750百万ユーロ 3.000
6

2.995 - 1,750

    1,817 7,067

 

１
　2015年から３ヵ月前通知で償還可能

２
　2024年から12ヵ月前通知で償還可能

３
　2020年から12ヵ月前通知で償還可能

４
　2015年まで固定金利、その後は３ヵ月Euriborプラス280ベーシスポイントに基づく変動金利

５
　2024年まで固定金利、その後は５年スワップ・レートに基づく変動金利

６
　2020年まで固定金利、その後は５年スワップ・レートに基づく変動金利

 

 

(26) 買掛金

 
買掛金   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

子会社に対する買掛金 23 25

その他の仕入業者に対する買掛金 9 16

 32 41

 

 

(27) 子会社への債務

 

子会社への債務は主に、バイエル社が利用可能な子会社による貸付金および翌日物資金などの金融債務からなる。
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(28) 他の負債

 

他の負債は第三者に対するもののみであり、コマシャル・ペーパーの発行による1,433百万ユーロ(2013年度：945百万ユー

ロ)、未払利息179百万ユーロ(2013年度：101百万ユーロ)、第三者への短期投資３百万ユーロ(2013年度：23百万ユーロ)および

オプション取引により受け取ったプレミアム９百万ユーロ(2013年度：16百万ユーロ)からなる。税金負債は５百万ユーロ(2013

年度：４百万ユーロ)であり、当局に支払う未払給与所得税および教会税からなる。

 

さらに、他の負債にはバイエル・ファーマ社(旧バイエル・シエーリング・ファーマ社)への投資に関する購入額の遡及修正に

関連する債務および関連利息が含まれる。合計334百万ユーロ(2013年度：324百万ユーロ)の負債は、バイエル・ファーマ社の

以前の少数株主が開始した、裁判所による再審によるものである。

 

(29)負債の詳細情報

 

その他の負債の支払期限は、以下の通りである。

 
その負債の支払期限   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 2014年満期

2015～2017年

満期

2018年以降

満期 2015年満期

2016～2018年

満期

2019年以降

満期

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

社債および約束手形 250 1,892 45 - 1,887 5,300

銀行に対する負債 42 - - 23 - -

買掛金 32 - - 41 - -

子会社への債務 16,828 155 - 17,546 161 497

他の負債 1,095 330 - 1,637 339 -

 18,247 2,377 45 19,247 2,387 5,797

 

2014年12月31日現在の他の負債は、年度末後に法的観点からのみ発生した182百万ユーロ(2013年度：103百万ユーロ)の負債を

含んでいる。そのほとんどは179百万ユーロ(2013年度：101百万ユーロ)の未払利息に係る負債からなる。
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その他の情報

 

(30) 偶発債務

 

債務保証および抵当に係る負債は11,438百万ユーロ(2013年度：4,400百万ユーロ)である。わずかに例外はあるものの、これら

は子会社の利益のために発行されたものである。当社が認識している限り、これらのすべての子会社は該当する負債の履行能

力があるため、これらの利用はない見込みである。

 
債務保証および抵当   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 名目価額 百万ユーロ 名目価額 百万ユーロ

グループ会社に対する債務保証     

ベルギーのバイエル・アントワープ社     

-2016年に満期となるインテル・インターナ

シ ョ ナ ル ・ フ ァ イ ナ ン ス 社 (Intel

International Finance CVBA)に対する変動

金利付貸付 202百万米ドル 146 202百万米ドル 166

オランダのバイエル・キャピタル社(Bayer

Capital Corporation B.V.)     

-2014年に満期となる4.625％EMTNノート 1,300百万ユーロ 1,300 - -

-2023年に満期となる1.250％EMTNノート - - 500百万ユーロ 500

-銀行に対する負債 950百万ユーロ 950 1,078百万ユーロ 1,078

オランダのバイエル・ワールド・インベス

トメンツ社     

-2018年に満期となる変動金利付ターム・

ローン - - 1,700百万米ドル 1,400

米国のバイエル・コーポレーション(Bayer

Corporation)     

-2015年に満期となる7.125％ノート 200百万米ドル 145 200百万米ドル 165

-2028年に満期となる6.650％ノート 350百万米ドル 254 350百万米ドル 288

-コマーシャル・ペーパー ５百万米ドル 4 7百万米ドル 6

-銀行に対する負債 83百万米ドル 60 67百万米ドル 55

-セールアンドリースバック契約

　パススルー信託 17百万米ドル 12 - -

米国のバイエルUSファイナンス社(Bayer US

Finance LLC)     

-2016年に満期となる変動金利付ノート - - 500百万米ドル 412

-2017年に満期となる変動金利付ノート - - 400百万米ドル 330

-2017年に満期となる1.500％ノート - - 850百万米ドル 700

-2019年に満期となる2.375％ノート - - 2,000百万米ドル 1,647

-2021年に満期となる3.000％ノート - - 1,500百万米ドル 1,236

-2024年に満期となる3.375％ノート - - 1,750百万米ドル 1,441

日本のバイエル・ホールディング株式会社

(Bayer Holding Ltd)     

-2017年に満期となる1.459％EMTN債 100億円 69 100億円 69

-2017年に満期となる0.816％EMTN債 300億円 207 300億円 207

-2018年に満期となる3.575％EMTN債 150億円 104 150億円 103

-2019年に満期となる0.594％EMTN債 100億円 69 100億円 69
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債務保証および抵当(続き)   

 2013年12月31日 2014年12月31日

 名目価額 百万ユーロ 名目価額 百万ユーロ

グループ会社に対する債務保証(続き)     

中国のバイエル・マテリアルサイエンス(中

国 ) 社 (Bayer MaterialScience (China)

Company Limited)     

-銀行に対する負債 4,568百万人民元 547 3,511百万人民元 466

インドのバイエル・マテリアルサイエンス

社     

-銀行に対する負債

3,500百万インドル

ピー 41 - -

-インドのバイエル・クロップサイエンス社

に対する負債 - -

3,500百万インドル

ピー 46

フィンランドのバイエル・ノルディク社

(Bayer Nordic SE)     

-2016年に満期となる変動金利EMTN債 200百万ユーロ 200 200百万ユーロ 200

-2017年に満期となる変動金利EMTN債 - - 500百万ユーロ 500

英国のシルバー・バーチ・トラスティーズ

社(Silver Birch Trustees Ltd.)     

-年金債務 - - 157百万英ポンド 201

ドイツのバイエル・リアル・エステート社

(Bayer Real Estate GmbH)     

-バイエル・ペンシオンスカッセに対する契

約債務 - - 85百万ユーロ 85

ドイツのカレンタ社(Currenta GmbH & Co.

OHG)     

-ノルトライン・ヴェストファーレン州に対

する負債 50百万ユーロ 50 53百万ユーロ 53

他のグループ会社に対する債務保証  4  4

第三者に対する債務保証     

英国のシルバー・バーチ・トラスティーズ

社 116百万英ポンド 139 - -

その他の第三者に対する債務保証  9  4

グループ会社に対する抵当  89  -

第三者に対する抵当  1  7

  4,400  11,438
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(31) その他の財務コミットメント

 

引当金、その他の債務および偶発債務に加えて、その他の財務コミットメントも存在する。

 

オペレーティング・リースに関する将来の割引前の支払リース料は、合計８百万ユーロ(2013年度：８百万ユーロ)であり、こ

れらは、バイエル社の完全子会社であるバイエル・リアル・エステート社との間に締結されたリースおよびレンタル契約に関

するものである。これらの支払いは2015年に満期となる。

 

2008年度には、合計800百万ユーロの「有効初期資金」の設立をバイエル・ペンシオンスカッセと合意した。これは、この年金

基金によって保証される従業員の現在および将来の平均寿命が延びていることによるものである。この有効初期基金は、バイ

エル・ペンシオンスカッセ向けの返済可能な、利付の貸付金の適宜供与を伴うものである。2012年度において、有効初期資金

は800百万ユーロ増加して1,600百万ユーロとなった。合計595百万ユーロの支払の他、未払のコミットメント1,005百万ユーロ

がある。

 

 

(32) 法的リスク

 

多角的な事業ポートフォリオを有する世界的規模の企業として、バイエル社は、特に製造物責任、競争および独占禁止法、特

許権侵害、税法ならびに環境問題の分野で多数のリスクにさらされている。現在または将来の訴訟の結果を確実に予測するこ

とはできない。そのため、法律上または規制上の判断によって、保険会社の補償金支払対象とならない費用、あるいは保険に

よって全額補償できないような費用が発生し、当社の収益および利益に重大な影響を及ぼす恐れもある。

 

重要なリスクがあると現在考えられている訴訟手続の概要を以下に示す。これらの訴訟手続は必ずしもすべてを網羅したもの

ではない。記載されているリスクは、バイエル社が直接的に、あるいはバイエル社が損益移転契約を締結している子会社を通

じて間接的にさらされているリスクである。バイエルグループの他の法的リスクについては、バイエルグループの連結財務書

類に対する注記に記載されている。
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ヘルスケア

製品関連訴訟

ヤスミン
TM
／ヤーズ

TM
：2015年１月31日現在、米国で係属中の訴訟および請求における権利主張者の数は、合計約5,000名で

あった(既に和解に至った請求を除く。)。権利主張者は、バイエルの「ヤスミン
TM
」および／または「ヤーズ

TM
」のようなドロ

スピレノン含有経口避妊薬製品の使用、またはバー・ラボラトリーズ社(Barr Laboratories,Inc.)が米国で販売している

「Ocella
TM
」および／または「Gianvi

TM
」(それぞれ「ヤスミン

TM
」および「ヤーズ

TM
」のジェネリック版)の使用により、人身

被害(一部は致死的なもの)を受けたと主張している。権利主張者は、特に、バイエルが当該主張されたリスクを知っていたか

または知っているべきであったこと、および当該リスクの開示または使用者に対する適切な警告を怠ったことへの責任を負う

と判示されるべきであることを主張して、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。米国連邦裁判所で係属中のすべての案

件は併合され、共通の正式事実審理前手続きを行う広域係属訴訟となっている。

 

米国では、「ヤスミン
TM
」および「ヤーズ

TM
」について承認適応症外の販促活動があったとの主張に関して、また血栓を生じる

リスクが増大するとの疑いについて消費者保護法に反して警告を怠ったとの主張に関して、数名の州司法長官が調査を実施し

ており、これまでに１名の司法長官がバイエルに対して訴訟を提起した。

 

バイエルは、2015年１月31日現在、カナダで13件、イスラエルで２件の集団訴訟について送達を受けていた。

 

バイエルは、2015年１月31日現在、静脈血凝固障害(深部静脈血栓症または肺塞栓症)に関する米国における約9,500件の請求に

ついて、法的責任を認めることなく、総額約19億米ドルで和解することで合意に達していた。バイエルは、案件毎に医療記録

の分析を行った上で、かかる請求に関する和解の可能性を引き続き検討していく。現在、約2,000件の請求について検討が行わ

れている。

 

バイエルは、米国における胆嚢損傷に関する約7,200件の請求について、法的責任を認めることなく、総額21.5百万米ドルで和

解した。2015年１月31日現在、かかる損傷について係属中の請求は少数にとどまっている。

 

また新たな訴訟の提起も予想されている。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、和解が検討されていないすべ

ての請求に対して積極的な防御を続けていく予定である。バイエルは、現在入手可能な情報に基づいて、また静脈血凝固障害

を主張する係属中の請求および推定される将来の請求の件数に基づいて、予想される防御費用ならびに合意済みおよび将来予

想される和解に対してバイエルグループ内で適切な会計上の対策を講じている。
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ミレーナ
TM
：2015年１月31日現在、長期の避妊を可能とするレボノルゲストレル放出子宮内避妊システム「ミレーナ

TM
」の使用

者約3,000名による訴訟が米国内でバイエルに送達されていた。連邦裁判所で係属中のほとんどの案件は併合され、共通の正式

事実審理前手続きを行う広域係属訴訟となっている。新たな訴訟の提起も予想されている。原告は、「ミレーナ
TM
」を用いた結

果、子宮穿孔、子宮外妊娠または特発性頭蓋内圧亢進症を含む人身被害を受けたと主張し、補償的および懲罰的損害賠償を求

めている。原告は、特に、「ミレーナ
TM
」には欠陥があること、およびバイエルは「ミレーナ

TM
」に関するリスクを知っていた

かまたは知っているべきであったところ、使用者への適切な警告を怠ったと主張している。2015年１月31日現在、「ミレーナ

TM
」に関する４件の集団訴訟がカナダでバイエルに送達されていた。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極

的に防御していく意向である。バイエルは、現在入手可能な情報に基づき、予想される防御費用に対してバイエルグループ内

で適切な会計上の対策を講じている。

 

イグザレルト
TM

：2015年１月31日現在、血栓を治療、予防する経口抗凝固剤「イグザレルト
TM
」の服用者約200名による訴訟が

米国内でバイエルに送達されていた。原告は、「イグザレルト
TM
」の使用により、脳、消化管またはその他の出血および死亡を

含む人身被害を受けたと主張し、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。原告は、特に、「イグザレルト
TM
」には欠陥があ

ること、およびバイエルは「イグザレルト
TM
」の使用に伴うリスクを知っていたかまたは知っているべきであったところ、使用

者への適切な警告を怠ったと主張している。新たな訴訟の提起も予想されている。米国連邦裁判所で係属中の案件は併合さ

れ、共通の正式事実審理前手続きを行う広域係属訴訟となっている。2015年２月８日現在、「イグザレルト」に関する集団訴

訟１件がカナダで提起されていた。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

バイエルは、現在入手可能な情報に基づき、予想される防御費用に対してバイエルグループ内で適切な会計上の対策を講じて

いる。

 

バイエルは、「ヤスミン
TM

」／「ヤーズ
TM

」、「ミレーナ
TM

」および「イグザレルト
TM

」に関する上記の訴訟に関連して、製

薬業界における通常の範囲内で、製造物責任上のリスクに対して保険契約を締結している。しかしながら、「ヤスミン
TM

」／

「ヤーズ
TM
」の訴訟に関して講じられた会計上の対策は適用可能な保険の保障範囲を超えている。

 

特許権に関する争い

Beyaz
TM
／Safyral

TM
：2013年、バイエルは、ワトソン・ラボラトリーズ社(Watson Laboratories, Inc.)から、バイエルの葉酸

含有経口避妊薬「Beyaz
TM
」および「Safyral

TM
」のジェネリック版の米国における承認を求めて、パラグラフIV証明を含む医薬

品簡略承認申請(以下「ANDA Ⅳ」という。)を行ったとの２件の通知を受けた。これに対してバイエルは、ワトソン社を相手取

り、米国連邦裁判所に２件の特許権侵害訴訟を提起した。２件の訴訟は併合された。
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フィナセア
TM
：2013年、バイエルは、グレンマーク・ジェネリックス社(Glenmark Generics Ltd.)を相手取って、米国連邦裁

判所に特許権侵害訴訟を提起した。同年のこれより早い時期に、バイエルは、グレンマーク社から、バイエルの局所用ジェル

「フィナセア
TM
」のジェネリック版の米国における承認を求めて、ANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受けていた。

 

スタキシン
TM
：2012年、バイエルはワトソン・ラボラトリーズ社を相手取り米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。

2013年、バイエルはパー・ファーマシューティカル・インク(Par Pharmaceutical, Inc.)およびパー・ファーマシューティカ

ル・カンパニー・インク(Par Pharmaceutical Companies, Inc.)(以下総称して「パー・ファーマシューティカル社」とい

う。)に対して同様の訴訟を提起した。2012年のこれより早い時期に、バイエルは、ワトソン社がバイエルのED治療薬「スタキ

シン
TM

」のジェネリック版を特許期間終了前に米国において販売するための承認を求めてANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受け

取っていた。2013年の初め頃、バイエルは、パー・ファーマシューティカル社から同様の通知を受け取っていた。2014年、

パー・ファーマシューティカル社は、自社に対する訴訟が再訴可能な訴え却下となるとすぐに、それ以上特許期間終了前の販

売承認を求めないようにANDA Ⅳ申請を修正した。「スタキシン
TM

」は「レビトラ
TM

」の口腔内崩壊製剤である。両薬剤は、米

国において2018年に失効する二つの特許で保護されているものと同じ有効成分を含んでいる。

 

バイエルは上記の特許権紛争について実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

 

その他の訴訟手続

バイエル・ファーマ社(Bayer Pharma AG)の以前の株主との訴訟：2008年、ドイツ、ベルリンのバイエル・ファーマ社(旧バイ

エル・シエーリング・ファーマ社)の以前の少数株主のスクイーズ・アウトが有効となった。このようなケースではよくあるこ

とだが、数名の株主は、バイエルがスクイーズ・アウトにおける株式譲渡の対価として支払った補償金の妥当性の見直しを求

めて、特別訴訟の手続きを開始した。バイエル・ファーマ社(旧バイエル・シエーリング・ファーマ社)の旧少数株主が、2006

年支配および損益移転契約に関連してバイエルが支払った補償金の妥当性の再検討を求めて開始したもう一つの訴訟手続きに

おいて、ベルリン地方裁判所は、2013年、当時バイエルが支払った補償金を約40％引き上げるべきであると決定した。バイエ

ルはこの決定に同意せず、控訴した。本訴訟および旧少数株主のスクイーズ・アウトに関して同時進行中の訴訟については、

適切な会計上の対策が講じられている。

 

素材科学

再生可能エネルギー法に基づく賦課金の一部免除：2012年ドイツ再生可能エネルギー法(以下「2012年EEG」という。)に基づ

き、すべての電力消費者は、通常、ドイツにおける再生可能エネルギーの開発促進に使用される賦課金(以下「EEG賦課金」と

いう。)を支払わなければならないが、エネルギー多消費型企業の一部はこの賦課金を部分的に免除されている。2013年、 欧

州委員会は、この部分的免除に対する正式な調査を開始した。調査は2014年11月に終了し、欧州委員会は、再生可能エネル

ギーに関するこのドイツの国庫補助規則(2012年EEG)を原則として承認した。バイエルが上訴している残りの追加支払金請求額

は、百万ユーロ台前半の範囲内である。バイエルは、本件についてはもはや重要なリスクは残存していないと信じている。

 

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

356/455



(33) デリバティブ／ミクロ・ヘッジ

 

その事業活動の過程において、バイエル社およびグループ会社は外国為替、金利および価格リスクにさらされており、これら

は主にデリバティブを使用することによってヘッジされている。これらの大半は店頭取引(OTC)商品である。デリバティブ金融

商品は統一された指針に基づいて利用されており、厳格な内部統制の対象となっている。小額のわずかな例外を除いて、デリ

バティブの使用は、バイエルグループの営業活動のヘッジならびに関連する投資および資金調達取引のヘッジに制限される。

為替ヘッジでは、先渡為替予約、通貨オプションおよびクロスカレンシー金利スワップが主に使用される。金利のヘッジに

は、金利スワップおよび金利先物も使用される。株式オプションは、株式報酬プログラムの下で従業員へのコミットメントの

価値の変動をヘッジするために使用されている。グループ会社が事業活動を行うために必要な原材料およびエネルギーの価格

をヘッジするために、バイエル社は商品市場において外部の契約相手とデリバティブ契約を結んでいるが、僅少である。

 

デリバティブを使用する主な目的は、金利、為替レート、株価および市場価格の変動に伴うキャッシュ・フローおよび損益の

変動を軽減することである。

 

為替レート、金利、株価や市場価格といった基礎となるパラメーターの変動によりデリバティブの価値が変動するリスクがあ

る。デリバティブをヘッジとして指定することで、デリバティブの価値が低下した場合でも、ヘッジ契約の価値がそれに対応

して増加することで相殺される。

 

デリバティブが正の公正価値を有する場合は、取引相手の債務不履行の可能性から生じる信用リスクやデフォルトリスクが存

在する。このリスクを軽減するため、バイエルは個々の銀行に対してその信用度に応じた限度額を設定している。
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外部の取引相手と締結した金融デリバティブ契約の名目価額は、2014年12月31日現在147億ユーロ(2013年度：180億ユーロ)で

あった。名目価額105億ユーロ(2013年度：138億ユーロ)のバック・トゥ・バック・デリバティブ契約がグループ会社と締結さ

れた。デリバティブの名目価額は、合計252億ユーロ(2013年度：318億ユーロ)であった。この金額にはヘッジ項目を含んでい

る。デリバティブの内訳は以下の通りである。

 
金融デリバティブ    

 名目価額 公正価値 帳簿価額

 

2013年

12月31日

2014年

12月31日

2013年

12月31日

2014年

12月31日

2013年

12月31日

2014年

12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

先渡為替予約       

- 正の公正価値 8,320 9,344 373 455   

- 負の公正価値 9,191 8,172 (356) (396)   

 17,511 17,516 17 59 (2) (16)

通貨オプション       

- 正の公正価値 2,584 529 69 43   

- 負の公正価値 2,706 536 (67) (43)   

 5,290 1,065 2 - 2 -

クロスカレンシー

金利スワップ       

- 正の公正価値 1,726 1,626 114 196   

- 負の公正価値 2,243 2,340 (235) (283)   

 3,969 3,966 (121) (87) - -

金利スワップ       

- 正の公正価値 3,153 2,053 133 76   

- 負の公正価値 1,853 553 (63) (24)   

 5,006 2,606 70 52 (6) (2)

株式オプション       

- 正の公正価値 1 14 3 12   

- 負の公正価値 - 13 - (11)   

 1 27 3 1 1 1

 31,777 25,180 (29) 25 (5) (17)

 

為替リスクのヘッジに使用される金融デリバティブ

為替リスクをヘッジするために、バイエル社は、為替契約(先渡為替予約および通貨オプション)およびクロスカレンシー金利

スワップを使用した。

 

ヘッジは、財務上のリスクに焦点を置いたものである。バイエル社およびグループ会社の受取債権および負債に起因する為替

リスクをヘッジするために、バイエル社は外部の取引相手との間に名目価額60億ユーロ(2013年度：77億ユーロ)の為替契約を

締結した。これらは正の公正価値38百万ユーロ(2013年度：正の公正価値109百万ユーロ)であった。これらの契約の一部はグ

ループ会社に譲渡された。これらの相互内部取引の名目価額は42億ユーロ(2013年度：61億ユーロ)であり、21百万ユーロ(2013

年度：負の公正価値92百万ユーロ)であった。
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グループ会社の外貨建て債権および負債をヘッジするために締結した為替契約は通常、これに対応する内部取引を通じて関連

するグループ会社に譲渡される。これらの内部および外部取引による影響は、これらの取引が終了する時点で互いに相殺され

る。可能な限り、通貨ベースのポートフォリオ・ヘッジが形成される。対応する取引の期日は2015年であるため、財政状態計

算書に認識されていない。ポートフォリオ・ヘッジに含まれない契約の正の公正価値は37百万ユーロ(2013年度：23百万ユー

ロ)であった。この金額には、16百万ユーロの負の公正価値(2013年度：２百万ユーロの負の公正価値)を有する為替契約が含ま

れていた。この金額は近い将来の損失に対する他の引当金に認識される。2014年度において、53百万ユーロ(2013年度：25百万

ユーロ)の正の公正価値を有する為替契約は、財政状態計算書に計上されていない。

 

為替契約は、グループ会社からバイエル社への外貨建て貸付金をヘッジする目的でも使用されている。この貸付金と為替契約

は組み合わされ、ミクロ・ヘッジが形成される。ヘッジされた貸付金の「負の」帳簿価額は、決算日時点で585百万ユーロ

(2013年度：811百万ユーロ)であった。当該貸付金の公正価値は22百万ユーロ高い607百万ユーロ(2013年度：６百万ユーロ低い

805百万ユーロ)であった。これに対応する外部為替契約の正の公正価値は22百万ユーロ(2013年度：負の正味公正価値６百万

ユーロ)であった。これらの大部分は2015年に満期となり、それより少ない額が2016年および2017年に満期となる。これらは財

政状態計算書には計上されていない。

 

外貨取引を行う可能性が非常に高いと考えられるグループ会社の予想外貨取引をヘッジするために、名目価額37億ユーロ(2013

年度：39億ユーロ)の外部為替契約が締結された。当該契約の負の公正価値は42百万ユーロ(2013年度：正の公正価値175百万

ユーロ)であった。当該契約は、期末現在の名目価額が46億ユーロ(2013年度：47億ユーロ)、正の公正価値が42百万ユーロ

(2013年度：負の公正価値175百万ユーロ)であるグループ会社との相互契約によって相殺された。対応する内部取引および外部

取引の価値の変動は、2015年度から2018年度までの清算時に相殺されることとなる。これらの取引はミクロ・ヘッジとしてま

とめられ、それぞれ19百万ユーロ(2013年度：27百万ユーロ)のオプション・プレミアムの支払額および受取額を除き、財政状

態計算書には反映されない。

 

他のデリバティブ契約は、少額(１億ユーロ、2013年度：４億ユーロ)のみ締結された。当該契約の負の公正価値２百万ユーロ

は正の公正価値２百万ユーロを有する取引と相殺された。これらは財政状態計算書に計上されていない。

 

主に、2006年度に発行されたGBP債に起因する外国為替リスクをヘッジするために、名目価額５億ユーロ(2013年度：５億ユー

ロ)のクロスカレンシー金利スワップが使用された。対応する利息を含め、当該契約は負の正味公正価値87百万ユーロ(2013年

度：負の公正価値121百万ユーロ)を有していた。クロスカレンシー金利スワップおよび社債はミクロ・ヘッジを形成する。ク

ロスカレンシー金利スワップの有効性は、取引の価値とキャッシュ・フローが確実に、互いに相殺するよう、クリティカル・

ターム・マッチ法を用いて将来にわたり、およびダラー・オフセット法(=レシオ・オフセット法)を用いて遡及的に検証され

る。その結果、社債は過年度に当初の取得原価517百万ユーロで認識されていたが、2018年満期のクロスカレンシー金利スワッ

プは、ドイツ商法に準拠して作成された財務書類には反映されない。
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ベルギーのバイエル・アントワープ社によって供与されたグループ貸付金をヘッジするため名目価額11億ユーロ(2013年度：11

億ユーロ)の他のクロスカレンシー金利スワップが締結された。バイエル・アントワープ社と締結した名目価額10億ユーロ

(2013年度：11億ユーロ)のバック・トゥ・バック契約の結果、契約の満期により形成されたさまざまなミクロ・ヘッジ関係の

正および負の公正価値が互いに相殺された。さらに、米国のシエーリング・ベルリン社(Schering Berlin Inc.)に関して名目

価額６億ユーロ(2013年度：６億ユーロ)のクロスカレンシー金利スワップが締結された。負の公正価値は、２つのミクロ・

ヘッジにおいてシエーリング・ベルリン社との同額の内部相対取引により相殺された。これらのクロスカレンシー金利スワッ

プは、シエーリング・ベルリン社からカナダのバイエル社(Bayer Inc.)に供与されたグループ貸付金をヘッジするために使用

される。かかるクロスカレンシー金利スワップは財政状態計算書に計上されていない。その他、名目価額１億ユーロ(2013年

度：１億ユーロ)の外部および内部のクロスカレンシー金利スワップが互いに相殺され、これらは財政状態計算書に計上されな

かった。

 

金利リスクのヘッジに使用されるデリバティブ

特に、バイエル社が発行したEMTN債に関連した金利リスクをヘッジするために、受取スワップが使用された。これらのスワッ

プは、2021年度までに満期となる。これらの名目価額は15億ユーロ(2013年度：13億ユーロ)であり、正の正味公正価値55百万

ユーロ(2013年度：78百万ユーロ)を有していた。これらは社債とヘッジ関係(ミクロ・ヘッジ)にあり、財務書類に反映され

る。ヘッジ関係の有効性は、将来にわたり、および回帰分析を用いて遡及的に検証される。ヘッジ対象契約および受取スワッ

プに関連するキャッシュ・フローは相殺されるため、受取スワップは財政状態計算書に反映されない。

 

さらに社債をヘッジするために当初締結された金利スワップは、対応する相対取引(ペイヤー・スワップ)の締結により経済的

に相殺されている。これらは2015年度に満期となる。これらの名目価額は11億ユーロ(2013年度：11億ユーロ)であり、負の正

味公正価値３百万ユーロ(2013年度：負の正味公正価値８百万ユーロ)を有していた。ミクロ・ヘッジが形成された。その結果

生じる負の公正価値について、近い将来の損失に対する引当金２百万ユーロ(2013年度：６百万ユーロ)が設定されている。こ

れらは他の引当金に計上されている。

 

2014年度の金利先物の取引量は2013年度より減少した。2014年度末または2013年度末現在、金利先物取引はポートフォリオに

含まれていない。
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価格リスクのヘッジに使用されるデリバティブ

バイエル社は、アスパイアⅡ株式報酬プログラムから生じる債務の一部をヘッジするため、外部の取引相手と初めて株式オプ

ション取引を締結した。これらの取引は2017年に失効する。これらの公正価値は2014年12月31日時点で12百万ユーロであっ

た。負の公正価値11百万ユーロを有する内部取引(これらは、取引の大部分をグループ会社へ譲渡するために使用された)は、

外部の取引相手と締結した契約と合わせてミクロ・ヘッジを形成する。したがって、これらの取引は互いに相殺される。バイ

エル社の残りの契約の公正価値は１百万ユーロであり、株式報酬プログラムから生じる当初の債務と合わせてミクロ・ヘッジ

を形成する。このヘッジ関係はクリティカル・ターム・マッチ法を用いて将来にわたり、および回帰分析を通じて遡及的に検

証される。９百万ユーロのオプション・プレミアム支払額および８百万ユーロのオプション・プレミアム受領額のみが財政状

態計算書に認識されている。前年度に認識された、正味公正価値が３百万ユーロのオプションは、終了した株式報酬プログラ

ムをヘッジするために使用されたものであり、決済済みである。

 

外部の商品契約は、相互交換の条件でミクロ・ヘッジとしてグループ会社に譲渡された。年度末までに終了したそれらの取引

の結果は互いに相殺された。2014年度において、商品契約はごくわずかな範囲で購入されたのみで、決算日時点で有している

商品契約はない。

 

評価方法

デリバティブの公正価値は、測定日現在で入手可能な市場データを用いて、通常の方法で測定される。適用される原則は以下

の通りである。

 

・　先渡為替契約は、決算日における先渡金利で個別に測定される。これらは、タイムスプレッドを含むスポットレートに依

拠する。

・　通貨オプションの公正価値は、ブラック－ショールズ(Black-Scholes)モデルを使用して決定される。

・　金利スワップの市場価額は、予想される将来キャッシュ・フローを割引いて決定される。割引には当該商品の残存期間に

応じた市場金利が適用される。金利オプションの公正価値は、ブラック－ショールズモデルを使用して決定される。

・　株式オプションの公正価値は、モンテ・カルロ・シミュレーションによって決定される。

・　商品先渡契約の公正価値は、市場または外部データ提供者から得た将来価格データを基に計算される。公正価値を割り当

てることのできない一定の長期商品契約は、内部の基礎的データに基づき、評価モデルを使用して測定される。
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(34) 関連当事者

 

関連当事者とは、バイエル社に対して支配力を行使する、あるいはバイエル社が支配を行うまたは重要な影響力を有する法人

および自然人である。

 

関連当事者との取引は主に、子会社、共同支配企業およびその他の関係会社、ならびに年金制度との賃借、サービスおよび金

融取引からなる。かかる取引は市場の条件(独立会社間取引の原則)で実行される。

 

バイエル社は、バイエル・ペンシオンスカッセに合計150百万ユーロの利益参加型資本(Genussrechtskapital)を提供してい

る。2013年度および2014年度とも全額が引き出されている。さらに2008年度には、返済可能な「有効初期資金」の設立をバイ

エル・ペンシオンスカッセと合意した。これは2012年度に800百万ユーロ増額され、1,600百万ユーロとなった。2014年12月31

日現在、引き出された額は595百万ユーロであり、2013年度末から変わっていない。

 

 

(35) 取締役会および監査役会に対する報酬総額および貸付金

 

2014年度の取締役会の報酬額の内訳は以下の通りである。

 
取締役会の報酬総額   

 2013年 2014年

 千ユーロ 千ユーロ

固定給 3,774 4,118

現物報酬およびその他のベネフィット 182 443

短期変動現金報酬 4,712 5,051

仮想上のバイエル株式に基づく長期変動現金報酬
１

3,976 5,058

-仮想上の付与株式数 [40,997] [43,742]

株式に基づく長期現金報酬(アスパイアＩ)
２

919 978

報酬総額 13,563 15,648

   

退職年金勤務費用
３

1,271 1,385

 

１
　転換日現在の公正価値

２
　付与日現在の公正価値

３
　バイエル・ペンシオンスカッセおよびライニッシェ・ペンシオンスカッセ(Rheinische Pensionskasse VVaG)、それぞれに

対する会社の拠出額を含む

 

取締役会メンバーは、各自の短期変動報酬の50％を仮想上のバイエル株式の形で受け取る。上記の表において、この受給権は

「仮想上のバイエル株に基づく長期変動現金報酬」として転換日現在の公正価値で表示されている。支払は、３年後にその時

点のバイエル株の市場価格に基づいて行われる。この支払には、当期中の実際の株式と同一の株数について支払われた配当金

合計と同じ額も含まれる。支払日までの仮想上の株式の価値の変動(３年の間に生じた配当金請求額を含む)は報酬総額に含ま

れない。これらは下記の表において個別に表示されている。
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取締役会メンバーは株式報酬プログラムにも加入している(アスパイアＩ)。これらは複数年のプログラムであり、各段階で権

利が取得できる。プログラムが付与された時点のプログラムの公正価値は報酬パッケージ全体の一部を形成し、上記の概要の

中に「株式に基づく長期現金報酬(アイパイアＩ)」として示されている。当年度および過年度に付与された株式報酬プログラ

ムの下で2014年度に取得した権利は、以下の表に個別に示されている。また、2014年度より前に取得した株式報酬プログラム

による権利の価値の変動も個別に示されている。

 

報酬総額に含まれた金額に引き続き、当年度の費用は、仮想上のバイエル株式に基づく長期変動現金報酬および株式に基づく

長期現金報酬に関連する以下の構成要素からなる。

 
取締役会の複数年の変動報酬   

 2013年 2014年

 千ユーロ 千ユーロ

仮想上のバイエル株式に基づく長期変動現金報酬   

-当年度に付与された仮想株式の公正価値 3,976 5,058

-過年度に付与された仮想株式の価値の増減 5,030 1,559

 9,006 6,617

株式に基づく長期現金報酬(アスパイアＩ)   

-当年度に取得した受給権 2,925 3,602

-過年度に取得した受給権の価値の増減 2,312 687

 5,237 4,289

費用 14,243 10,906

 

2014年度に取締役会のメンバーに付与された年金受給資格に関する費用は1,385千ユーロ(2013年度：1,271千ユーロ)であっ

た。これは退職年金コミットメントに関する当期勤務費用およびバイエル・ペンシオンスカッセおよびライニッシェ・ペンシ

オンスカッセ向けの企業拠出金からなる。過年度に取得した権利の利息部分および保険数理計算上の損益による影響額もあ

る。これらを含め、その財務費用は4,566千ユーロ(2013年度：4,417千ユーロ)であった。決算日時点の退職年金引当金は

18,011千ユーロ(2013年度：19,335千ユーロ)であった。

 

2014年度に取締役会の前メンバーおよびその扶養家族に支払われた年金は13,457千ユーロ(2013年度：12,871千ユーロ)であっ

た。取締役会の前メンバーおよびその扶養家族に対する年金および類似のコミットメントの引当金146,341千ユーロ(2013年

度：136,307千ユーロ)は、バイエル社の財政状態計算書に反映されている。

 

2014年度における監査役会の報酬総額は、3,285千ユーロ(2013年度：3,309千ユーロ)であった。これには111千ユーロ(2013年

度：99千ユーロ)の会議参加報酬が含まれている。

 

2014年12月31日現在、取締役会あるいは監査役会のメンバーに対する貸付残高はなく、期中における返済もなかった。

 

取締役会および監査役会の報酬の内訳は、バイエルグループとバイエル社の結合経営報告書の一部を構成する報酬報告書に記

載されている。
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(36) 持分の概要

 

バイエル社は、以下の会社の20％以上の持分を直接的あるいは間接的に保有している(ドイツ商法第285条第11番による開示)。

資本および当期純利益/損失は、現地法に準拠して作成された財務書類に基づいている。金額はすべて四捨五入されている。

 
持分の概要      

会社名 所在地

バイエル

社の持分 資本

当期純利

益/損失 脚注

  ％ 百万ユーロ 百万ユーロ  

ヨーロッパ      

アドヴェリオ・ファーマ社(Adverio Pharma

GmbH)

ドイツ、シェーネフェルト

100.0 0.0 - 4

アグレファGmbH(Agreva GmbH) ドイツ、フランクフルト・アム・

マイン 100.0 0.0 0.0 1, 2

AgrEvoフェアヴァルトゥングスゲゼルシャフト

mbH(AgrEvo Verwaltungsgesellschaft mbH)

ドイツ、フランクフルト・アム・

マイン 100.0 0.4 (0.3) 1, 2

アルカフロイ・マネジメントGmbH & Co. KG

(Alcafleu Management GmbH & Co. KG)

ドイツ、シェーネフェルト

99.9 441.5 (9.0)  

アルジェタ・イノベーションズAS(Algeta

Innovations AS)

ノルウェー、オスロ

100.0 (12.0) (1.7) 1

アルジェタ・ソリューションズAS(Algeta

Solutions AS)

ノルウェー、オスロ

100.0 7.0 (4.9) 1

アルジェタUK Ltd.(Algeta UK Ltd.) 英国、レディング 100.0 0.0 0.0  

アウスビルデュングスイニティアティブ・ライ

ン ラ ン ド GmbH (Ausbildungsinitiative

Rheinland GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 0.0 0.0 2

アクサムS.p.A.(Axxam S.p.A.) イタリア、ミラノ 23.2 2.7 0.0 1

バウレS.A.S.(Baulé S.A.S.) フランス、ロマンシュルイゼール 100.0 56.0 14.0 1

バウレUKリミテッド(Baulé UK Limited) 英国、チードル 100.0 3.6 1.2 1

バイエル(スイス)AG(Bayer (Schweiz) AG) スイス、チューリッヒ 100.0 41.0 11.5  

バイエル04インモビリエンGmbH(Bayer 04

Immobilien GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 0.0 (2.1) 1, 2

バイエル04レバクーゼン・フスバールGmbH

(Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 60.5 (9.3) 1, 2

バイエル04レバクーゼン・シュポルトフォーダ

ル ン グ gGmbH(Bayer 04 Leverkusen

Sportförderung gGmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 0.5 (0.1) 1

バイエル04マーケティングGmbH(Bayer 04

Marketing GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 0.0 0.2 1, 2

バイエルA/S(Bayer A/S) デンマーク、コペンハーゲン 100.0 26.3 5.7 1

バイエルAB(Bayer AB) スウェーデン、ソルナ 100.0 9.5 6.5 1

バイエルAEHリミテッド(Bayer AEH Limited) 英国、ケンブリッジ  100.0 0.0 0.0  

バイエルAGCOリミテッド(Bayer AGCO Limited) 英国、ケンブリッジ  100.0 0.0 0.0  

バイエル・アグリカルチャー・リミテッド

(Bayer Agriculture Limited)

英国、ケンブリッジ 

100.0 7.5 6.7 1

バイエル・アルタースフェルゾーグングGmbH

(Bayer Altersversorgung GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 55.2 20.2 1, 2

バイエル・アニマル・ヘルス GmbH(Bayer

Animal Health GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 463.1 143.9 1

バイエル・アントワープNV(Bayer Antwerpen

NV)

ベルギー、アントワープ

100.0 10,845.4 294.8 1

バイエルAS(Bayer AS) ノルウェー、オスロ 100.0 48.2 3.2 1

バイエル・オーストリア・ゲゼルシャフト

m.b.H.(Bayer Austria Gesellschaft m.b.H.)

オーストリア、ウイーン

100.0 18.8 5.6 1

バイエルB.V.(Bayer B.V.) オランダ、メイドレヒト 100.0 1,760.9 163.1 1

 
1
　暫定結果

2
　損益移転前

3
　2013年度の数値

4
　初年度(決算日前)

5
　仮連結済み
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会社名 所在地

バイエル

社の持分 資本

当期純利

益/損失 脚注

  ％ 百万ユーロ 百万ユーロ  

バイエル・ベタイリグングスフェアヴァルトゥ

ン グ ・ ゴ ス ラ ー GmbH(Bayer

Beteiligungsverwaltung Goslar GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 491.6 0.8 1, 2

バイエル・ビッターフェルト GmbH(Bayer

Bitterfeld GmbH)

ドイツ、ビッターフェルト-ヴォル

フェン 100.0 235.3 6.7 1, 2

バイエル・ブルガリアEOOD(Bayer Bulgaria

EOOD)

ブルガリア、ソフィア

100.0 7.2 2.3 1

バイエル・ビジネス・サービシズGmbH(Bayer

Business Services GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 86.7 (75.9) 1, 2

バイエル・キャピタル・コーポレーションB.V.

(Bayer Capital Corporation B.V.)

オランダ、メイドレヒト

100.0 15.6 1.9 1

バイエル・ケミカルズAG(Bayer Chemicals AG) ドイツ、レバクーゼン 100.0 406.0 (40.0) 1, 2

バイエル・コンシューマー・ケアAG(Bayer

Consumer Care AG)

スイス、バーゼル

100.0 1,351.4 286.0 1

バイエル・コンシューマー・ケア・ドイチュラ

ント GmbH(Bayer Consumer Care Deutschland

GmbH)

ドイツ、ベルリン

100.0 1.1 72.4 1, 2

バイエル・クロップサイエンス(ポルトガル)-

プロデュトス・パラ・ア・アグリカルチュラ

Lda(Bayer CropScience (Portugal)-Produtos

para a Agricultura, Lda)

ポルトガル、カルナシデ

100.0 15.3 2.0  

バイエル・クロップサイエンス AG(Bayer

CropScience AG)

ドイツ、マンハイム・アム・ライ

ン 100.0 3,113.3 787.3 2

バイエル・クロップサイエンス・ベタイリグン

グスゲゼルシャフトmbH(Bayer CropScience

Beteiligungsgesellschaft mbH)

ドイツ、フランクフルト・アム・

マイン

100.0 18.0 (1.7) 1, 2

バイエル・クロップサイエンス・バイオロジク

スGmbH(Bayer CropScience Biologics GmbH)

ドイツ、マルヒョウ

100.0 2.3 (1.6) 1, 2

バイエル・クロップサイエンス・ドイチュラン

トGmbH(Bayer CropScience Deutschland GmbH)

ドイツ、ラングフェルド

100.0 115.9 15.4 1

バイエル・クロップサイエンス・ホールディン

グSA(Bayer CropScience Holding SA)

フランス、リヨン

100.0 761.3 61.8 1

バイエル・クロップサイエンス・ホールディン

グ ス ・ リ ミ テ ッ ド (Bayer CropScience

Holdings Limited)

英国、ケンブリッジ 

100.0 0.0 0.0  

バイエル・クロップサイエンス・リミテッド

(Bayer CropScience Limited)

英国、ケンブリッジ 

100.0 61.5 23.8 1

バイエル・クロップサイエンス・ノルウィッ

チ・リミテッド(Bayer CropScience Norwich

Limited)

英国、ケンブリッジ 

100.0 0.0 0.0  

バイエル・クロップサイエンス NV(Bayer

CropScience NV)

ベルギー、ディーゲム

100.0 236.4 29.5 1

バイエル・クロップサイエンスS.r.l.(Bayer

CropScience S.r.l.)

イタリア、ミラノ

100.0 66.9 3.3 1

バイエル・クロップサイエンス・フェルメーゲ

ンスフェアヴァルトゥングスゲゼルシャフト

mbH(Bayer CropScience

Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 70.4 0.6 1

バイエル・クロップサイエンスS.L.(Bayer

CropScience, S.L.)

スペイン、クアルト・デ・ポブ

レー 100.0 86.3 12.2 1

バイエルd.o.o.(Bayer d.o.o.) セルビア、ベルグラード 100.0 8.6 1.3 1

バイエルd.o.o.(Bayer d.o.o.) スロベニア、リュブリャナ 100.0 14.7 4.4 1

バイエルd.o.o.(Bayer d.o.o.) クロアチア、ザグレブ 100.0 1.4 (0.6) 1

バ イ エ ル d.o.o. サ ラ エ ボ (Bayer d.o.o.

Sarajevo)

ボスニア・ヘルツェゴビナ、サラ

エボ 100.0 0.5 0.1 1

バイエル・ダイレクト・サービシズGmbH(Bayer

Direct Services GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 0.3 0.7 1, 2

 
1
　暫定結果

2
　損益移転前

3
　2013年度の数値

4
　初年度(決算日前)

5
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会社名 所在地

バイエル

社の持分 資本

当期純利

益/損失 脚注

  ％ 百万ユーロ 百万ユーロ  

バ イ エ ル ・ ガ ス ト ロ ノ ミ ー GmbH(Bayer

Gastronomie GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 5.0 (4.5) 1, 2

バイエル・ゲゼルシャフト・フュア・ベタイリ

グ ン ゲ ン mbH(Bayer Gesellschaft für

Beteiligungen mbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 6,101.7 119.1 1, 2

バイエル・グローバル・インベストメンツB.V.

(Bayer Global Investments B.V.)

オランダ、メイドレヒト

100.0 11,409.2 341.6 1

バイエル・ヘルスケアAG(Bayer HealthCare

AG)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 1.1 (207.0) 2

バイエル・ヘルスケア・マニュファクチュアリ

ングS.r.l.(Bayer HealthCare Manufacturing

S.r.l.)

イタリア、ミラノ

100.0 243.0 51.9 1

バ イ エ ル ・ ヘ ル ス ケ ア S.r.l. (Bayer

Healthcare S.r.l.)

イタリア、ミラノ

100.0 0.0 0.0 1

バイエル・ヘルスケアSAS(Bayer HealthCare

SAS)

フランス、ルース

100.0 77.5 24.9 1

バイエル・ヘラスA.G.(Bayer Hellas A.G.) ギリシャ、アテネ 100.0 32.4 5.2 1

バイエル・ヒスパニアS.L.(Bayer Hispania,

S.L.)

スペイン、サンジョアン・デスピ

100.0 2,151.0 281.5 1

バイエル・ホールディング・フランスSCS

(Bayer Holding France SCS)

フランス、リヨン

100.0 2,196.0 488.8 1

バイエル・ハンガリアKft.(Bayer Hungária

Kft.)

ハンガリー、ブタペスト

100.0 26.0 5.5 1

バ イ エ ル ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン GmbH(Bayer

Innovation GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 33.7 (0.8) 1, 2

バイエル・インテレクチュアル・プロパティー

GmbH(Bayer Intellectual Property GmbH)

ドイツ、マンハイム・アム・ライ

ン 100.0 0.7 0.1 1

バイエル・インターナショナル SA(Bayer

International SA)

スイス、フライブルグ

100.0 161.9 41.4  

バイエル・リミテッド(Bayer Limited) アイルランド、ダブリン 100.0 2.8 1.2 1

バイエルLtd.(Bayer Ltd.) ウクライナ、キエフ 100.0 12.5 (0.3) 1

バイエル・マテリアルサイエンスA/S(Bayer

MaterialScience A/S)

デンマーク、オッテラップ

100.0 6.5 2.4 1

バイエル・マテリアルサイエンスAG(Bayer

MaterialScience AG)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 132.6 167.4 2

バイエル・マテリアルサイエンスB.V.(Bayer

MaterialScience B.V.)

オランダ、フォックスホル

100.0 5.8 3.0 1

バイエル・マテリアルサイエンス・ブルンス

ビ ュ ッ テ ル ・ エ ナ ジ ー GmbH(Bayer

MaterialScience Brunsbüttel Energie GmbH)

ドイツ、ブルンスビュッテル

100.0 0.0 2.0 1, 2

バイエル・マテリアルサイエンス・カスタ

マー・サービシズGmbH(Bayer MaterialScience

Customer Services GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 5.3 (0.7) 1, 2

バイエル・マテリアルサイエンスGmbH(Bayer

MaterialScience GmbH)

ドイツ、ダルムシュタット

100.0 89.9 (34.8) 1, 2

バイエル・マテリアルサイエンスNV(Bayer

MaterialScience NV)

ベルギー、ティールト

100.0 28.1 2.7 1

バイエル・マテリアルサイエンス・オルデンブ

ル グ GmbH & Co. KG(Bayer MaterialScience

Oldenburg GmbH & Co. KG)

ドイツ、オルデンブルグ

100.0 8.1 1.9 1

バイエル・マテリアルサイエンス・オルデンブ

ルグ・フェアヴァルトゥングスGmbH(Bayer

MaterialScience Oldenburg Verwaltungs-

GmbH)

ドイツ、オルデンブルグ

100.0 0.0 0.0 1

バイエル・マテリアルサイエンスS.p.A.(Bayer

MaterialScience S.p.A.)

イタリア、ミラノ

99.0 3.5 (1.5) 1

バイエル・マテリアルサイエンスS.r.l.(Bayer

MaterialScience S.r.l.)

イタリア、ミラノ

100.0 53.6 16.1 1

バイエル・マテリアルサイエンスS.L.(Bayer

MaterialScience, S.L.)

スペイン、サンジョアン・デスピ

100.0 96.7 4.9 1

 
1
　暫定結果

2
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3
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4
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会社名 所在地

バイエル

社の持分 資本

当期純利

益/損失 脚注

  ％ 百万ユーロ 百万ユーロ  

バイエル・メディカル・ケア B.V.(Bayer

Medical Care B.V.)

オランダ、マーストリヒト

100.0 2.2 2.6 1

バイエル・ノルディクSE(Bayer Nordic SE) フィンランド、エスポー 100.0 1,600.7 561.1 1

バイエル・ノルウェーAS(Bayer Norway AS) ノルウェー、オスロ 100.0 680.2 (7.6) 1

バイエルNV(Bayer NV) ベルギー、ディーゲム 100.0 65.3 3.8 1

バイエルOÜ(Bayer OÜ) エストニア、タリン 100.0 0.8 0.1 1

バイエルOy(Bayer Oy) フィンランド、トゥルク 100.0 417.7 409.7 1

バイエル・ファーマAG(Bayer Pharma AG) ドイツ、ベルリン 100.0 5,730.0 2,157.7 2

バイエル・ポリオルスS.N.C.(Bayer Polyols

S.N.C.)

フランス、フォス・シュル・メー

ル 100.0 46.0 3.0 1

バ イ エ ル ・ ポ リ ウ レ タ ン B.V.(Bayer

Polyurethanes B.V.)

オランダ、メイドレヒト

100.0 22.1 6.6 1

バイエル・ポルトガルSA(Bayer Portugal, SA) ポルトガル、カルナシデ 100.0 34.6 3.8  

バイエル・パブリック・リミテッド・カンパ

ニー(Bayer Public Limited Company)

英国、ニューベリー

100.0 72.2 22.4 1

バイエル・リアル・エステートGmbH(Bayer

Real Estate GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 380.6 (22.1) 1, 2

バイエル・リアル・エステート・ヴァルタース

ドルフ・フェアヴァルトゥングスGmbH(Bayer

Real Estate Waltersdorf Verwaltungs-GmbH)

ドイツ、シェーネフェルト

100.0 0.0 0.0 1, 2

バイエルS.A.S.(Bayer S.A.S.) フランス、リヨン 100.0 1,143.0 223.4 1

バイエルS.p.A.(Bayer S.p.A.) イタリア、ミラノ 100.0 466.0 29.7 1

バイエルs.r.o.(Bayer s.r.o.) チェコ共和国、プラハ 100.0 8.7 3.9 1

バイエルSARL(Bayer SARL) フランス、リオン 100.0 2.4 0.4 1

バイエル・シエーリング・ファーマAG(Bayer

Schering Pharma AG)

ドイツ、ベルリン

100.0 257.5 (0.6) 1, 2

バイエル・シーズB.V.(Bayer Seeds B.V.) オランダ、メイドレヒト 100.0 805.0 0.0 1

バ イ エ ル ・ ソ リ ュ ー シ ョ ン B.V. (Bayer

Solution B.V.)

オランダ、メイドレヒト

100.0 0.0 0.0 1

バイエルSp.z o.o.(Bayer Sp.z o.o.) ポーランド、ワルシャワ 100.0 55.0 11.0 1

バイエル・テクノロジー・サービシズGmbH

(Bayer Technology Services GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 60.0 (18.7) 1, 2

バイエルUKリミテッド(Bayer UK Limited) 英国、ニューベリー 100.0 0.0 0.0  

バイエルUS IP GmbH(Bayer US IP GmbH) ドイツ、レバクーゼン 100.0 0.0 0.0 1, 2

バイエル・フェアヴァルトゥングスゲゼルシャ

フトmbH(Bayer Verwaltungsgesellschaft mbH)

ドイツ、ワイマール

100.0 0.2 0.0 1

バイエル・バイタルGmbH(Bayer Vital GmbH) ドイツ、レバクーゼン 100.0 85.4 42.5 1, 2

バイエル・ワイマールGmbH und Co. KG(Bayer

Weimar GmbH und Co. KG)

ドイツ、ワイマール

100.0 47.3 5.2 1

バイエル・ワールド・インベストメンツB.V.

(Bayer World Investments B.V.)

オランダ、メイドレヒト

100.0 12,466.8 1,545.0 1

バイエルWR LLC(Bayer WR LLC) ベラルーシ、ミンスク 100.0 0.5 0.0 1

バイエルspol. sr.o.(Bayer, spol. sr.o.) スロバキア、ブラティスラバ 100.0 3.9 1.1 1

バイエル・ハンデルスゲゼルシャフト・ミッ

ト・ベシュレンクター・ハフトゥング(Bayer-

Handelsgesellschaft mit beschränkter

Haftung)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 14.0 (1.0) 1, 2

バイエル-ウンターシュテュッツングスカッセ

GmbH(Bayer-Unterstützungskasse GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 30.5 (0.3) 1

ベイヘルス・コメルシアリザカオ・デ・プロ

デュトス・ファーマシューティコス・ユニペッ

ソアールLda.(Bayhealth Comercialização de

Produtos Farmacêuticos Unipessoal Lda.)

ポルトガル、カルナシデ

100.0 0.0 0.0  

ベイサルーS.L.(Baysalud, S.L.) スペイン、バルセロナ 100.0 (0.1) 0.0 1

ベイセキュアGmbH(BaySecur GmbH) ドイツ、レバクーゼン 49.0 0.6 0.6 1
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BBBマネージメントGmbH キャンパス ベルリン-

ブッフ(BBB Management GmbH Campus Berlin-

Buch)

ドイツ、ベルリン

20.0 0.8 0.0 1

ベルレックス-エスペシャリダデス・ファーマ

シューティカス Lda(Berlex-Especialidades

Farmacêuticas Lda)

ポルトガル、カルナシデ

100.0 0.1 0.0  

ベルリファルマ-エスペシャリダデス・ファー

マ シ ュ ー テ ィ カ ス Lda(Berlifarma-

Especialidades Farmacêuticas, Lda)

ポルトガル、カルナシデ

100.0 0.0 0.0  

ベルリメッド-エスペシャリダデス・ファーマ

シューティカスLda(Berlimed-Especialidades

Farmacêuticas Lda)

ポルトガル、カルナシデ

100.0 0.1 0.0  

ベルリメドS.A.(Berlimed, S.A.) スペイン、マドリッド 100.0 26.9 1.2 1

ベルリファルマB.V.(Berlipharm B.V.) オランダ、ウィースプ 100.0 32.0 (0.1) 1

ベルリスAG(Berlis AG) スイス、チューリッヒ 100.0 1.4 0.5  

BGIドイチュラントGmbH (BGI Deutschland

GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 4,000.0 4.6 1, 2

バイオジェネティック・テクノロジーズB.V.

(Biogenetic Technologies B.V.)

オランダ、ロッテルダム

100.0 25.3 0.0 1

セントロファーマ-インダストリア・エ・コメ

ルシオde Prod.ファーマシューティコスLda.

(CENTROFARMA-Indústria e Comércio de Prod.

Farmacêuticos, Lda.)

ポルトガル、カルナシデ

100.0 0.0 0.0  

ケミー-ベタイリグングスアクツィエンゲゼル

シ ャ フ ト (Chemie-

Beteiligungsaktiengesellschaft)

スイス、グラールス

100.0 1.1 0.0  

ケ ミ オ ン ・ ロ ジ ス テ ィ ッ ク GmbH(Chemion

Logistik GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 10.6 15.8 2

クリーンテックNRW GmbH(CleanTech NRW GmbH) ドイツ、レバクーゼン 100.0 0.0 0.0 1

コンセプタス・メディカル・リミテッド

(Conceptus Medical Limited)

英国、イーシャー

100.0 0.0 0.0  

カレンタ・ゲシェフツフュールングスGmbH

(Currenta Geschäftsführungs-GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 0.0 0.0  

カレンタGmbH & Co. OHG(Currenta GmbH & Co.

OHG)

ドイツ、レバクーゼン

60.0 12.5 (12.6)  

ディサルファームS.A.(Disalfarm, S.A.) スペイン、バルセロナ 33.3 3.9 0.2 1

ドリッテ・バイエル・リアル・エステートVV

GmbH & Co. KG(Dritte Bayer Real Estate VV

GmbH & Co. KG)

ドイツ、シェーネフェルト

100.0 64.5 7.9 1

ドリッテK-W-Aベタイリグングスゲゼルシャフ

ト mbH(Dritte K-W-A

Beteiligungsgesellschaft mbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 0.1 0.0 1, 2

エハフェルド・マイクロテクニックBTS GmbH

(Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH)

ドイツ、ヴェンデルスハイム

100.0 0.0 0.2 1, 2

エピュレックス・フィルムス・ゲシェフツ

フ ュ ー ル ン グ ス GmbH(Epurex Films

Geschäftsführungs-GmbH)

ドイツ、ボムリッツ

100.0 0.1 0.0 1

エピュレックス・フィルムスGmbH & Co. KG

(Epurex Films GmbH & Co. KG) 

ドイツ、ボムリッツ

100.0 14.5 7.2 1

エアステ・バイエル・リアル・エステートVV

GmbH & Co. KG(Erste Bayer Real Estate VV

GmbH & Co. KG)

ドイツ、シェーネフェルト

100.0 55.4 5.9 1

エアステK-W-Aベタイリグンクスゲゼルシャフ

トmbH(Erste K-W-A Beteiligungsgesellschaft

mbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 33.7 (9.4) 1, 2

ユ ー ロ サ ー ビ シ ズ ・ バ イ エ ル GmbH

(Euroservices Bayer GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 0.3 (4.7) 1, 2

ユ ー ロ サ ー ビ シ ズ ・ バ イ エ ル S.L.

(Euroservices Bayer, S.L.)

スペイン、サンジョアン・デスピ

100.0 9.2 0.9 1
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フ ァ ー ザ ー ヴ ェ ル ク ・ フ ュ ル ス GmbH

(Faserwerke Hüls GmbH)

ドイツ、マール

50.0 0.8 0.0 1

フュンフテ・バイエル・リアル・エステートVV

GmbH & Co. KG(Fünfte Bayer Real Estate VV

GmbH & Co. KG)

ドイツ、シェーネフェルト

100.0 184.9 25.5 1

ジ ェ ネ リ ッ ク ス ・ ホ ー ル デ ィ ン グ GmbH

(Generics Holding GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 61.5 0.0 1, 2

GPグレンツァッハ・プロダクティオンズGmbH

(GP Grenzach Produktions GmbH)

ドイツ、グレンツァッハ・ヴィー

レン 100.0 25.0 6.3 1, 2

ヘルスボックス・ヨーロッパ1 LP(Healthbox

Europe 1 LP)

英国、ロンドン

37.0 0.7 0.0  

ヒルド・ザーメンGmbH(Hild Samen GmbH) ドイツ、マルバッハ・アム・ネッ

カー 100.0 4.8 2.9 1, 2

インデュリスク・リュックフェルジッヒャルン

グAG(Indurisk Rückversicherung AG)

ルクセンブルグ、ルクセンブルグ

100.0 16.8 (0.6) 1

インテンディス・デルマS.L.(Intendis Derma,

S.L.)

スペイン、サンジョアン・デスピ

100.0 (0.1) 0.0 1

インテンディスGmbH(Intendis GmbH) ドイツ、ベルリン 100.0 14.9 29.4 1, 2

イントラサーブGmbH & Co. KG(Intraserv GmbH

& Co. KG)

ドイツ、シェーネフェルト

100.0 25.9 23.0 1

イントラサーブ・フェアヴァルトゥングスGmbH

(Intraserv Verwaltungs-GmbH)

ドイツ、シェーネフェルト

100.0 0.0 0.0 1

インバイトGmbH(INVITE GmbH) ドイツ、ケルン 50.0 0.1 0.0 3

イエナファームGmbH & Co. KG(Jenapharm GmbH

& Co. KG)

ドイツ、イェーナ

100.0 75.8 54.8  

コジヌス・グルンドステュック-フェアヴァル

ト ゥ ン グ ス ゲ ゼ ル シ ャ フ ト mbH(KOSINUS

Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH) 

ドイツ、シェーネフェルト

100.0 0.0 0.0 1

コジヌス・グルンドステュック-フェアヴァル

トゥングスゲゼルシャフトmbH & Co. Gamma

OHG(KOSINUS Grundstücks-

Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Gamma

OHG)

ドイツ、シェーネフェルト

100.0 28.5 2.0 1

KVPファーマ＋フェーテリネーア・プロダクテ

GmbH(KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH)

ドイツ、キール

100.0 22.6 4.7 1

リーリエンハルシュトラーセNr. 4 GmbH

(Lilienthalstraße Nr. 4 GmbH)

ドイツ、シェーネフェルト

100.0 (0.4) (0.4) 1

ルサル・プロデュカオ・クイミコ・ファーマ

シ ュ ー テ ィ カ ・ ル ソ - ア レ マ Lda.(Lusal

Producão Quimico Farmacêutica Luso-Alema,

Lda.)

ポルトガル、カルナシデ

100.0 0.0 0.0  

ルサルファーマ-エスペシャリダデス・ファー

マ シ ュ ー テ ィ カ ス Lda(Lusalfarma-

Especialidades Farmacêuticas, Lda)

ポルトガル、カルナシデ

100.0 0.1 0.0  

ライオンデル・バイエル・マニュファクチャリ

ング・マースフラクテVOF(Lyondell Bayer

Manufacturing Maasvlakte VOF)

オランダ、ロッテルダム

50.0 31.8 (4.7) 1

マロトラストGmbH(Marotrast GmbH) ドイツ、イェーナ 100.0 0.0 0.8 1, 2

メナディエ・ハイルミッテルGmbH(MENADIER

Heilmittel GmbH)

ドイツ、ベルリン

100.0 79.8 0.1 1, 2

MSホールディングB.V.(MS Holding B.V.) オランダ、メイドレヒト 100.0 0.0 0.0 1

ノインテ・バイエルVV GmbH(Neunte Bayer VV

GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 0.0 0.0 1, 2

ヌンヘムB.V.(Nunhems B.V.) オランダ、ハーレン 100.0 837.0 50.8 1

ヌンヘム・フランスS.A.R.L.(Nunhems France

S.A.R.L.)

フランス、スセレ

100.0 3.0 0.8 1

ヌンヘム・ハンガリーKft.(Nunhems Hungary

Kft.)

ハンガリー、ソルノク

100.0 0.4 (0.1) 1

ヌンヘム・イタリーS.r.l.(Nunhems Italy

S.r.l.)

イタリア、セント・アガタ・ボロ

ネーゼ 100.0 8.4 0.6 1
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ヌンヘム・オランダB.V.(Nunhems Netherlands

B.V.)

オランダ、ハーレン

100.0 761.5 28.4 1

ヌンヘム・ポーランド Sp.z o.o.(Nunhems

Poland Sp.z o.o.)

ポーランド、ワルシャワ

100.0 0.5 (0.1)  

ヌ ン ヘ ム ・ ス ペ イ ン S.A.(Nunhems Spain,

S.A.)

スペイン、バレンシア

100.0 9.2 3.7 1

パラス・フェルジッヒャルングAG(Pallas

Versicherung AG)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 45.6 9.5 1

パンディアス・レAG(Pandias Re AG) ルクセンブルグ、ルクセンブルグ 100.0 38.2 0.0 1

pbiホーム・アンド・ガーデン・リミテッド

(pbi Home & Garden Limited)

英国、ケンブリッジ 

100.0 0.0 0.0  

ザウアシュトフ・ウント・シュティックシュト

フロールライトゥングスゲゼルシャフトmbH

(Sauerstoff- und

Stickstoffrohrleitungsgesellschaft mbH)

ドイツ、クレフェルト

50.0 0.3 0.0  

SCバイエルSRL(SC Bayer SRL) ルーマニア、ブカレスト 100.0 14.0 2.4 1

シエーリング・アグロケミカルス・ホールディ

ングス(Schering Agrochemicals Holdings)

英国、ニューベリー

100.0 0.0 0.0  

シエーリング・ヘルスケア・リミテッド

(Schering Health Care Limited)

英国、ニューベリー

100.0 0.0 0.0  

シエーリング・ホールディングス・リミテッド

(Schering Holdings Limited)

英国、ニューベリー

100.0 22.1 0.1 1

シエーリング・インダストリアル・プロダクツ

(Schering Industrial Products)

英国、ニューベリー

100.0 0.0 0.0  

シエーリング-カールバウム・ゲゼルシャフ

ト・ミット・ベシュレンクター・ハフトゥング

(Schering-Kahlbaum Gesellschaft mit

beschränkter Haftung)

ドイツ、ベルリン

100.0 28.3 0.4 1, 2

ゼクステ・バイエル・リアル・エステートVV

GmbH & Co. KG(Sechste Bayer Real Estate VV

GmbH & Co. KG)

ドイツ、シェーネフェルト

100.0 109.4 52.5 1

SIAバイエル(SIA Bayer) ラトビア、リガ 100.0 0.6 (0.2) 1

ジーブテ・バイエルVV GmbH(Siebte Bayer VV

GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 0.0 146.0 1, 2

シルバー・バーチ・トラスティーズ・リミテッ

ド(Silver Birch Trustees Limited)

英国、ロンドン

100.0 0.0 0.0  

シュタイガーヴァルト・アルツナイミッテル

ヴェルクGmbH(Steigerwald Arzneimittelwerk

GmbH)

ドイツ、ダルムシュタット

100.0 18.9 74.3 1, 2

テックアレーナ+GmbH(TecArena+ GmbH) ドイツ、レバクーゼン 100.0 0.3 (0.2) 1, 2

テクトリオンGmbH(TECTRION GmbH) ドイツ、レバクーゼン 100.0 7.0 4.6 2

ツー・バイエルKAZ(TOO Bayer KAZ) カザフスタン、アスタナ 100.0 8.8 1.0 1

トラベルボードGmbH(TravelBoard GmbH) ドイツ、レバクーゼン 100.0 0.4 0.9 1, 2

UABバイエル(UAB Bayer) リトアニア、ビリニアス 100.0 4.3 1.0 1

フィアテ・バイエル・リアル・エステートVV

GmbH & Co. KG (Vierte Bayer Real Estate VV

GmbH & Co. KG)

ドイツ、シェーネフェルト

100.0 56.1 15.1 1

ZAOバイエル(ZAO Bayer) ロシア、モスクワ 100.0 62.0 12.3 1

ツヴァイテ・バイエル・リアル・エステートVV

GmbH & Co. KG(Zweite Bayer Real Estate VV

GmbH & Co. KG)

ドイツ、シェーネフェルト

100.0 91.3 12.7 1

ツヴァイテK-W-Aベタイリグングスゲゼルシャ

フ ト mbH(Zweite K-W-A

Beteiligungsgesellschaft mbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0 4,591.1 0.0 1, 2
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北米      

バ イ エ ル ・ コ ー ポ レ ー シ ョ ン (Bayer

Corporation)

米国、ピッツバーグ

100.0 2,100.7 314.3  

以下は主要な関連会社：      

ア グ ラ ク エ ス ト ・ ホ ー ル デ ィ ン グ Inc.

(AgraQuest Holding Inc.)

米国、デイビス

100.0   5

アグラクエストInc.(AgraQuest, Inc.) 米国、デイビス 100.0   5

アテェニクス・コープ(Athenix Corp.) 米国、リサーチ・トライアング

ル・パーク 100.0   5

バイエル・ビジネス・アンド・テクノロジー・

サ ー ビ シ ズ LLC(Bayer Business and

Technology Services LLC)

米国、ピッツバーグ

100.0   5

バイエル・カナディアン・ホールディングス

Inc.(Bayer Canadian Holdings Inc.)

カナダ、トロント

100.0   5

バイエル・クロップサイエンスLLC(Bayer

CropScience LLC)

米国、リサーチ・トライアングル

パーク 100.0   5

バイエル・クロップサイエンス LP(Bayer

CropScience LP)

米国、リサーチ・トライアングル

パーク 100.0   5

バイエル・エシュアInc.(Bayer Essure Inc.) 米国、ミルピタス 100.0   5

バイエル・ヘルスケア・アニマル・ヘルスInc.

(Bayer HealthCare Animal Health Inc.)

米国、セント・ジョセフ

100.0   5

バイエル・ヘルスケアLLC(Bayer HealthCare

LLC)

米国、ホイッパニー

100.0   5

バイエル・ヘルスケア・ファーマシューティカ

ルズInc.(Bayer HealthCare Pharmaceuticals

Inc.)

米国、パイン・ブルック

100.0   5

バイエル・ヘルスケア・ファーマシューティカ

ル ズ LLC(Bayer HealthCare Pharmaceuticals

LLC)

米国、バークレー

100.0   5

バイエル・マテリアルサイエンスLLC(Bayer

MaterialScience LLC)

米国、ピッツバーグ

100.0   5

バイエル・メディカル・ケア Inc.(Bayer

Medical Care Inc.)

米国、インディアノラ

100.0   5

バイエルPO LLC(Bayer PO LLC) 米国、ニューマーチンズビル 100.0   5

バイエル・プエルトリコInc.(Bayer Puerto

Rico Inc.)

プエルトリコ、サンフアン

100.0   5

バイエルR&I B.V.(Bayer R&I B.V.) オランダ、マーストリヒト 100.0   5

バイエル・ウェスト・コースト・コーポレー

ション(Bayer West Coast Corporation)

米国、バークレー

100.0   5

BHCPホールディングスLLC(BHCP Holdings LLC) 米国、ピッツバーグ 100.0   5

コ ラ テ ラ ル ・ セ ラ ピ ュ ー テ ィ ク ス Inc.

(Collateral Therapeutics, Inc.)

米国、リッチモンド

100.0   5

コンセプタスSAS(Conceptus SAS) フランス、ベルサイユ 100.0   5

クーパー・ランド・カンパニー・オブ・ニュー

ジャージーInc.(Cooper Land Company of New

Jersey, Inc.)

米国、ホイッパニー

100.0   5

ガイダンス・インタラクティブ・ヘルスケア

LLC(Guidance Interactive Healthcare LLC)

米国、タリータウン

100.0   5

ホルンベック・シード・カンパニーInc.

(Hornbeck Seed Company, Inc.)

米国、ラボック

100.0   5

イマクセオンPty. Ltd.(Imaxeon Pty. Ltd.) オーストラリア、ライダルメア 100.0   5

メディウエスト・ノルウェーAS(Mediwest

Norway AS)

ノルウェー、オスロ

100.0   5

メドラッド・アジアPte. Ltd.(Medrad Asia

Pte. Ltd.)

シンガポール

100.0   5

メドラッド・チャイナB.V.( Medrad China

B.V.)

オランダ、メイドレヒト

100.0   5

メドラッド・デンマークApS(Medrad Denmark

ApS)

デンマーク、リンビー

100.0   5

メドラッド・ド・ブラジルLtda.(Medrad do

Brasil Ltda.)

ブラジル、サンパウロ

100.0   5
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益/損失 脚注

  ％ 百万ユーロ 百万ユーロ  

メドラッド・ヨーロッパB.V.(Medrad Europe

B.V.)

オランダ、マーストリヒト

100.0   5
メドラッド・フランスB.V.(Medrad France

B.V.)

オランダ、メイドレヒト

100.0   5
メドラッド・イタリアS.r.l.(Medrad Italia

S.r.l.)

イタリア、カーヴァ・マナーラ

100.0   5
メドラッド・メディカル・イクイップメント・
トレーディング・カンパニー-北京(MEDRAD

Medical Equipment Trading Company-Beijing)

中国、北京

100.0   5
メドラッド・メディツィニッシェ・システム
GmbH(Medrad Medizinische Systeme GmbH)

ドイツ、レバクーゼン

100.0   5
メドラッド・メキシカーナS. de R.L. de CV

(Medrad Mexicana S. de R.L. de CV)

メキシコ、メキシコシティ

100.0   5
メドラッド・スウェーデンAB(Medrad Sweden

AB)

スウェーデン、モルンダル

100.0   5
メドラッドUKリミテッド(Medrad UK Limited) 英国、エリー 100.0   5
日本メドラッド株式会社(Nihon Medrad K.K.) 日本、大阪 100.0   5
ニッポネックス・ホールディングス LLC
(NippoNex Holdings LLC)

米国、タリータウン

100.0   5
ニッポネックスInc.(NippoNex Inc.) 米国、タリータウン 100.0   5
NOR-AMアグロLLC(NOR-AM Agro LLC) 米国、ホイッパニー 100.0   5
SBキャピタル・コーポレーション(SB Capital

Corporation)

米国、パイン・ブルック

100.0   5
シエーリング・ベルリンInc.(Schering Berlin

Inc.)

米国、ホイッパニー

100.0   5
STWB Inc.(STWB Inc.) 米国、ピッツバーグ 100.0   5
バウレInc.(Baulé Inc.) 米国、アレンタウン 100.0 1.5 0.5 1
バウレUSA LLC (Baulé USA LLC) 米国、コラポリス 100.0 3.0 0.9 1
バイエル・クロップサイエンス・ホールディン
グInc.(Bayer CropScience Holding Inc.)

米国、リサーチ・トライアング
ル・パーク 100.0 13.3 (0.1)  

バイエル・クロップサイエンス・ホールディン
グスInc.(Bayer CropScience Holdings Inc.)

カナダ、カルガリー

100.0 255.8 14.1 1
バイエル・クロップサイエンスInc.(Bayer

CropScience Inc.)

カナダ、カルガリー

100.0 237.4 91.3 1
バイエル・クロップサイエンスInc.(Bayer

CropScience Inc.)

米国、リサーチ・トライアング
ル・パーク 100.0 1,131.1 21.2  

バイエル・イースト・コーストLLC (Bayer

East Coast LLC)

米国、ウィルミントン

100.0 5,765.7 (52.1)  

バイエル・ヘルスケア・ホールディングスLLC
(Bayer HealthCare Holdings LLC)

米国、ウィルミントン

100.0 0.0 0.0  
バイエル14アクィジション・コーポレーション
(Bayer I4 Acquisition Corporation)

米国、ウィルミントン

100.0 0.0 0.0  
バイエルInc.(Bayer Inc.) カナダ、ミッシスサウガ 100.0 603.6 62.1 1
バイエル・インターナショナル・トレード・
サ ー ビ シ ズ ・ コ ー ポ レ ー シ ョ ン (Bayer

International Trade Services Corporation)

米国、ウィアトン

100.0 3.8 127.7  
バイエル・オーバーシーズ・トレード・サービ
シズ・コーポレーション (Bayer Overseas

Trade Services Corporation)

米国、ウィアトン

100.0 3.9 14.9  
バイエルUSファイナンスLLC(Bayer US Finance

LLC)

米国、ウィルミントン

100.0 (1.2) 0.1  
バイエルUSホールディンングLP(Bayer US

Holding LP)

米国、ウィルミントン

100.0 1,733.2 (23.8)  
ベルレックス・カナダInc.(Berlex Canada,

Inc.)

カナダ、トロント

100.0 0.0 0.0  
デリンティング・アンド・シード・トリーティ
ン グ ・ カ ン パ ニ ー (Delinting and Seed

Treating Company)

米国、リサーチ・トライアング
ル・パーク

100.0 0.0 0.0  
メルク・リテール・ベンチャーズInc.(Merck

Retail Ventures, Inc.)

米国、ウィルミントン

100.0 2.5 (0.3)  
MSDコンシューマー・ケアInc.(MSD Consumer

Care, Inc.)

米国、ウィルミントン

100.0 5,787.1 5.1  
ヌンヘムUSA, Inc.(Nunhems USA, Inc.) 米国、パーマ 100.0 8.4 0.4 1
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  ％ 百万ユーロ 百万ユーロ  

PO JV, LP 米国、ウィルミントン 39.3 461.9 (44.0)  

シエーリング－プラウ・デル・カリブInc.

(Schering-Plough del Caribe, Inc.)

米国、マデソン

100.0 5.3 (0.4)  

テクノロジーJV, L.P.(Technology JV, L.P.) 米国、ウィルミントン 50.0 256.4 0.0  

ザ・コパトーン・コーポレーション(The

Coppertone Corporation)

米国、マデソン

100.0 0.3 0.2  

ザ・SDIダイベスティチャー・コーポレーショ

ン(The SDI Divestiture Corporation)

米国、ピッツバーグ

100.0 0.0 0.0  

      

アジア/太平洋      

バ イ エ ル ( カ ン ボ ジ ア )Co., Ltd.(Bayer

(Cambodia) Co., Ltd.)

カンボジア、プノンペン

100.0 0.1 (0.2) 1

バイエル(中国)リミテッド(Bayer (China)

Limited)

中国、北京

100.0 1,002.1 7.0 1

バ イ エ ル ( マ レ ー シ ア )Sdn. Bhd. (Bayer

(Malaysia) Sdn. Bhd.)

マレーシア、パタリンジャヤ

100.0 1.7 0.4 1

バイエル(四川)アニマル・ヘルスCo., Ltd.

(Bayer (Sichuan) Animal Health Co., Ltd.)

中国、成都

100.0 30.6 3.6 1

バイエル(東南アジア)Pte Ltd(Bayer (South

East Asia) Pte Ltd)

シンガポール

100.0 91.8 18.6 1

バイエル・オーストラリア・リミテッド(Bayer

Australia Limited)

オーストラリア、ピンブル

100.0 90.3 4.4 1

バイエル・バイオサイエンスPvt. Ltd(Bayer

BioScience Pvt. Ltd)

インド、ハイデラバード

100.0 40.2 8.4  

バイエル・ビジネス・サービシズ・フィリピン

Inc.(Bayer Business Services Philippines,

Inc.)

フィリピン、タギッグシティ

100.0 10.2 6.1 1

バイエルCo.(マレーシア)Sdn Bhd(Bayer Co.

(Malaysia) Sdn Bhd)

マレーシア、パタリンジャヤ

100.0 22.0 2.8 1

バイエル・クロップサイエンス(中国) Company

Ltd.(Bayer CropScience (China) Company

Ltd.)

中国、杭州

100.0 87.3 (0.2) 1

バイエル・クロップサイエンス(タイ)カンパ

ニ ー ・ リ ミ テ ッ ド (Bayer CropScience

(Thailand) Company Limited)

タイ、バンコク

100.0 0.2 0.0 1

バイエル・クロップサイエンス・ホールディン

グスPty Ltd(Bayer CropScience Holdings Pty

Ltd)

オーストラリア、イーストホーソ

ン

100.0 18.7 0.0 1

バイエル・クロップサイエンス株式会社(Bayer

CropScience K. K.)

日本、東京

100.0 220.3 7.4 1

バイエル・クロップサイエンス・リミテッド

(Bayer CropScience Limited)

インド、ターネー

68.9 227.1 35.3  

バイエル・クロップサイエンスLtd.(Bayer

CropScience Ltd.)

バングラディッシュ、ダッカ

60.0 1.5 (3.2) 1

バイエル・クロップサイエンスLtd.(Bayer

CropScience Ltd.)

韓国、ソウル

100.0 36.0 10.2 1

バイエル・クロップサイエンスPtyリミテッド

(Bayer CropScience Pty Limited)

オーストラリア、イーストホーソ

ン 100.0 70.8 18.9 1

バイエル クロップサイエンスInc.(Bayer

CropScience, Inc.)

フィリピン、ラグーナ

100.0 16.5 2.2 1

バイエル・ファー・イースト・サービスCo.

Ltd.(Bayer Far East Service Co. Ltd.)

中国、香港

100.0 1.7 0.0 1

バ イ エ ル ・ ヘ ル ス ケ ア Co. Ltd.(Bayer

Healthcare Co. Ltd.)

中国、北京

100.0 463.6 56.7 1

バイエル・ヘルスケア・リミテッド(Bayer

HealthCare Limited)

中国、香港

100.0 18.5 1.9 1

バイエル ホールディング株式会社(Bayer

Holding Ltd.)

日本、東京

100.0 508.2 78.1 1

バイエル無錫ポリウレタンCo., Ltd.(Bayer

Jinling Polyurethane Co., Ltd.)

中国、南京

55.0 18.8 1.7 1
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  ％ 百万ユーロ 百万ユーロ  

バイエル韓国Ltd.(Bayer Korea Ltd.) 韓国、ソウル 100.0 79.9 8.0 1

バイエル・マテリアルサイエンス(中国)カンパ

ニー・リミテッド (Bayer MaterialScience

(China) Company Limited)

中国、上海

100.0 915.9 (84.1) 1

バイエル・マテリアルサイエンス(青島) Co.

Ltd.(Bayer MaterialScience (Qingdao) Co.

Ltd.)

中国、青島

100.0 6.5 (0.4) 1

バイエル・マテリアルサイエンス(上海)マネジ

メント・カンパニー・リミテッド(Bayer

MaterialScience (Shanghai) Management

Company Limited)

中国、上海

100.0 10.4 3.6 1

バイエル・マテリアルサイエンス(天津)Co.,

Ltd. (Bayer MaterialScience (Tianjin)

Co., Ltd.)

中国、天津

100.0 2.5 (0.2) 1

バイエル・マテリアルサイエンス・リミテッド

(Bayer MaterialScience Limited)

中国、香港

100.0 95.7 17.9 1

バイエル・マテリアルサイエンスLtd.(Bayer

MaterialScience Ltd.)

韓国、金海

100.0 10.7 1.2 1

バイエル マテリアルサイエンス株式会社

(Bayer MaterialScience Ltd.)

日本、東京

100.0 (10.0) 1.3 1

バイエル・マテリアルサイエンス・プライベー

ト ・ リ ミ テ ッ ド (Bayer MaterialScience

Private Limited)

インド、ムンバイ

100.0 24.8 (0.4)  

バイエル・マテリアルサイエンスPty Ltd

(Bayer MaterialScience Pty Ltd)

オーストラリア、チェルトナム

100.0 (13.0) (8.4) 1

バイエル・マテリアルサイエンス台湾リミテッ

ド(Bayer MaterialScience Taiwan Limited)

台湾、台北

95.5 29.0 4.5 1

バイエル・ニュージーランド・リミテッド

(Bayer New Zealand Limited)

ニュージーランド、オークランド

100.0 16.1 (4.3) 1

バイエル・パキスタン(プライベート)リミテッ

ド(Bayer Pakistan (Private) Limited)

パキスタン、カラチ

100.0 9.5 1.5 1

バイエル・ファーマシューティカルズ・プライ

ベート・リミテッド(Bayer Pharmaceuticals

Private Limited)

インド、ムンバイ

100.0 5.4 0.8  

バ イ エ ル ・ フ ィ リ ピ ン Inc.(Bayer

Philippines, Inc.)

フィリピン、ラグーナ

100.0 35.1 3.7 1

バイエル台湾カンパニーLtd.(Bayer Taiwan

Company Ltd.)

台湾、台北

100.0 19.2 4.0 1

バイエル・テクノロジー・アンド・エンジニア

リング(上海)カンパニー・リミテッド(Bayer

Technology and Engineering (Shanghai)

Company Limited)

中国、上海

100.0 49.7 8.7 1

バイエル・タイCo., Ltd.(Bayer Thai Co.,

Ltd.)

タイ、バンコク

100.0 434.4 (4.4) 1

バ イ エ ル TPU( 深 圳 )Co. Ltd.(Bayer TPU

(Shenzhen) Co. Ltd.)

中国、深圳

100.0 14.3 0.7 1

バイエル・バピ・プライベート・リミテッド

(Bayer Vapi Private Limited)

インド、バピ

100.0 198.1 31.1  

バイエル・ベトナムLtd.(Bayer Vietnam Ltd.) ベトナム、ビェンホァシティ 100.0 50.0 12.5 1

バイエル薬品株式会社(Bayer Yakuhin, Ltd.) 日本、大阪 100.0 233.8 108.4 1

バイエル・ザイダス・ファーマ・プライベー

ト・リミテッド(Bayer Zydus Pharma Private

Limited)

インド、ムンバイ

50.0 5.2 0.1  

ケムダイズ・パキスタン(プライベート)リミ

テ ッ ド (Chemdyes Pakistan (Private)

Limited)

パキスタン、カラチ

100.0 0.3 0.0 1

コットン・グロワーズ・サービシズPty.リミ

テ ッ ド (Cotton Growers Services Pty.

Limited)

オーストラリア、ウィー・ワー

50.0 7.9 (1.1) 1

ディーアイシー バイエル ポリマー株式会社

(DIC Bayer Polymer Ltd.)

日本、東京

50.0 13.4 2.7 1
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滇 虹薬業集団(Dihon Pharmaceutical Group

Co. Ltd.)

中国、昆明

100.0 87.2 (4.3) 1

広州バイエル・マテリアルサイエンス・カンパ

ニ ー ・ リ ミ テ ッ ド (Guangzhou Bayer

MaterialScience Company Limited)

中国、広州

100.0 19.4 (1.7) 1

Kunming Dihon Pharmaceutical Sales Co.,

Ltd.

中国、昆明

100.0 (6.4) (7.7) 1

メディファーム(Pvt) Ltd.(Medipharm (Pvt)

Ltd.)

パキスタン、カラチ

100.0 6.4 0.8 1

ミャンマー・アヴェンティス・クロップサイエ

ンスLtd.(Myanmar Aventis CropScience Ltd.)

ミャンマー、ヤンゴン

100.0 0.0 0.0 1

ヌンヘム北京シードCo. Ltd.(Nunhems Beijing

Seeds Co. Ltd.)

中国、北京

80.0 7.6 0.3 1

ヌンヘム・インド・プライベート・リミテッド

(Nunhems India Private Limited)

インド、ハリデラバード

100.0 30.7 6.4 1

PT. バイエル・インドネシア (PT. Bayer

Indonesia)

インドネシア、ジャカルタ

99.8 130.2 18.5 1

PT. バイエル・マテリアルサイエンス・インド

ネ シ ア (PT. Bayer MaterialScience

Indonesia)

インドネシア、ジャカルタ

99.9 25.8 0.5 1

上海バウレ・ポリウレタン・テクノロジーCo.

Ltd.(Shanghai Baulé Polyurethane

Technology Co. Ltd.)

中国、上海

100.0 0.2 (0.4) 1

Shanghai Dihon Pharmaceutical Co., Ltd. 中国、上海 100.0 11.5 (0.2) 1

上海カンワン・コスメティックスCo., Ltd.

(Shanghai Kangwang Cosmetics Co., Ltd.)

中国、上海

100.0 (0.7) (0.6) 1

上海シエーリング－プラウ・ファーマシュー

テ ィ カ ル ・ カ ン パ ニ ー Ltd.(Shanghai

Schering-Plough Pharmaceutical Company,

Ltd.)

中国、上海

100.0 (27.6) (17.9) 1

Sichuan Dihon Pharmaceutical Development

Co., Ltd.

中国、成都

100.0 0.7 (0.4) 1

住化バイエルウレタン株式会社(Sumika Bayer

Urethane Co., Ltd.)

日本、大阪

60.0 (10.9) 1.3 1

雲南ユーホン・ファーマシューティカルCo.

Ltd. (Yunnan Yuhong Pharmaceutical Co.

Ltd.)

中国、昆明

100.0 0.2 0.0 1

      

ラテンアメリカ/アフリカ/中東      

バイエル(プロプライエタリー)リミテッド

(Bayer (Proprietary) Limited)

南アフリカ、イサンド

100.0 122.9 20.0 1

バイエル・アルジェリーS.P.A.(Bayer Algerie

S.P.A.)

アルジェリア、アルジェ

100.0 0.5 0.2 1

バイエル・ボリビアLtda(Bayer Boliviana

Ltda)

ボリビア、サンタ・クルツ・デ・

ラ・シエラ 100.0 5.4 1.3 1

バイエル・デ・メヒコS.A. de C.V.(Bayer de

México, S.A. de C.V.)

メキシコ、メキシコシティ

100.0 217.2 53.2  

バイエル・ディストリビュイドーラ・デ・プロ

デュトス・クイミコス・エ・ファーマシュー

テ ィ コ ス Ltda.(Bayer Distribuidora de

Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda.)

ブラジル、サンパウロ

100.0 0.2 0.0 1

バイエル東アフリカLtd.(Bayer East Africa

Ltd.)

ケニヤ、ナイロビ

55.0 10.4 (1.1) 1

 
1
　暫定結果

2
　損益移転前

3
　2013年度の金額

4
　初年度(決算日前)

5
　仮連結済み

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

375/455



 

会社名 所在地

バイエル

社の持分 資本

当期純利

益/損失 脚注

  ％ 百万ユーロ 百万ユーロ  

バイエル・エブデ・バキム・ヒズメトレリLtd.

Sti.(Bayer Evde Bakim Hizmetleri Ltd.

Sti.)

トルコ、イスタンブール

100.0 0.0 0.0 1

バイエル・ファイナンス・アンド・ポートフォ

リ オ ・ マ ネ ー ジ メ ン ト S.A.(Bayer

Finance&Portfolio Management S.A.)

チリ、サンチアゴ

100.0 32.8 (3.6) 1

バイエル・ファイナンスLtda.(Bayer Finance

Ltda.)

チリ、サンチアゴ

100.0 8.7 0.5 1

バ イ エ ル IMSA, S.A. de C.V.(Bayer IMSA,

S.A. de C.V.)

メキシコ、ヌエボ・レオン

50.0 9.9 3.0  

バイエル・イスラエル Ltd.(Bayer Israel

Ltd.)

イスラエル、ホッド・ハシャロン

100.0 4.4 1.2 1

バイエル・リミテッド・エジプト(Bayer

Limited Egypt)

エジプト、カイロ

100.0 3.3 0.1 1

バイエル・メヂィカルS.R.L. (Bayer Medical

S.R.L.)

コスタリカ、サンホセ

100.0 7.1 (0.3) 1

バイエル・ミドル・アフリカLtd. (Bayer

Middle Africa Ltd.)

ナイジェリア、ラゴス

100.0 0.4 0.0 1

バイエル・ミドル・イーストFZE(Bayer Middle

East FZE)

アラブ首長国連邦、ドバイ

100.0 1.8 0.0 1

バイエル・ミドル・イースト・リミテッド・ラ

イアビリティ・カンパニー(Bayer Middle East

Limited Liability Company)

アラブ首長国連邦、ドバイ

49.0 0.0 0.0 1

バイエル・パルシアンAG(Bayer Parsian AG) イラン、テヘラン 100.0 6.0 0.2 1

バイエル・パール・ポリウレタン・システムズ

FZCO(Bayer Pearl Polyurethane Systems

FZCO)

アラブ首長国連邦、ドバイ

51.0 13.7 1.8 1

バイエル・パール・ポリウレタン・システムズ

LLC(Bayer Pearl Polyurethane Systems LLC)

アラブ首長国連邦、ドバイ

49.0 0.1 0.0 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) パラグアイ、アサンション 100.0 7.1 (10.5) 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) コロンビア、ボゴタ 100.0 105.0 12.5 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) アルゼンチン、ブエノスアイレス 100.0 168.2 29.0 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) ベネズエラ、カラカス 100.0 104.3 (22.1) 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) モロッコ、カサブランカ 100.0 28.5 1.0 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) パナマ、エルドラド 100.0 49.8 13.4 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) グアテマラ、グアテマラシティ 100.0 90.1 12.0 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) ペルー、リマ 95.2 76.6 4.1 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) ニカラグア、マナグア 100.0 7.5 0.7 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) エクアドル、キート 100.0 23.9 3.3 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) コスタリカ、サンホセ 100.0 23.0 1.0 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) チリ、サンチアゴ 100.0 38.8 11.9 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) ドミニカ共和国、サントドミンゴ 100.0 13.3 0.3 1

バイエルS.A.(Bayer S.A.) ブラジル、サンパウロ 100.0 895.0 183.7 1

バイエルS.A. de C.V.(Bayer S.A. de C.V.) ホンデュラス、テグシガルパ 100.0 9.5 0.8 1

バイエルSA(Bayer SA) ウルグアイ、モンテビデオ 100.0 7.0 0.4 1

バイエル・シエーリング・ファーマ・モザン

ビ ー ク Lda(Bayer Schering Pharma

Mocambique, Lda)

モザンビーク、マプト

100.0 0.0 0.0  

バイエル・チュルク・キムヤ・サナイ・リミ

テッド・シルケティ(Bayer Türk Kimya Sanayi

Limited Sirketi)

トルコ、イスタンブール

100.0 109.7 7.5 1

バイエル・ウエスト－セントラル・アフリカ

S.A. (Bayer West-Central Africa S.A.)

コートジボワール、アビジャン

100.0 0.4 0.0 1

バイエル・ジンバブエ(プライベート)リミテッ

ド(Bayer Zimbabwe (Private) Limited)

ジンバブエ、ハラレ

100.0 0.5 0.0  

バイエルS.A.(Bayer, S.A.) エルサルバドル、サンサルバドル 100.0 14.5 0.7 1

ビアグロ・ド・ブラジルLtda. (Biagro do

Brasil Ltda.)

ブラジル、カンベ

100.0 (0.1) (0.3) 1

ビアグロSA (Biagro SA) アルゼンチン、ウシュアイア 100.0 (0.1) (0.1) 1

コマーシャル インターアメリカーナS.A.

(Comercial Interamericana, S.A.)

グアテマラ、グアテマラシティ

100.0 0.0 0.0 1
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会社名 所在地

バイエル

社の持分 資本

当期純利

益/損失 脚注

  ％ 百万ユーロ 百万ユーロ  

クーパース・エンバイロメンタル・サイエンス

(Pty) Ltd.(Coopers Environmental Science

(Pty) Ltd.)

南アフリカ、ポモナ・ガーデンズ

26.0 1.6 0.0  

コ ー ポ ラ シ オ ン ・ ボ ニ マ S.A. de C.V.

(Corporación Bonima S.A. de C.V.)

エルサルバドル、イロパンゴ

99.6 16.0 0.5 1

ファルマコLtda.(Farmaco Ltda.) ブラジル、サンパウロ 100.0 0.1 0.0 1

FNセミラS.A.(FN Semillas S.A.) アルゼンチン、ブエノスアイレス 100.0 2.9 (0.4) 1

ホールディング・マネジャーS.A.(Holding

Manager S.A.)

アルゼンチン、ブエノスアイレス

100.0 3.0 (0.4) 1

ラボラトリオ・ベルリメッドS.A.(Laboratorio

Berlimed S.A.)

チリ、サンチアゴ

100.0 0.0 0.0  

ラボラトリオス・ビアグロS.A. (Laboratorios

Biagro S.A.)

アルゼンチン、ブエノスアイレス

100.0 2.0 (1.1) 1

メ デ ィ テ ラ ニ ィ ア ン ・ シ ー ズ Ltd.

(Mediterranean Seeds Ltd.)

イスラエル、ホド・ハシャロン

100.0 1.6 0.1 1

マイルスS.A.　グアテマラ支店(Miles, S.A.

Guatemala Branch)

グアテマラ、グアテマラシティ

100.0 0.0 0.0 1

ヌンヘム・チリS.A.(Nunhems Chile S.A.) チリ、サンチアゴ 100.0 4.7 (0.4) 1

ヌンヘム・ド・ブラジル・コメルシオ・デ・セ

メンテスLtda(Nunhems do Brasil Comercio de

Sementes Ltda)

ブラジル、カンピーナス

100.0 3.0 0.2 1

ヌ ン ヘ ム メ キ シ コ S.A. de C.V.(Nunhems

Mexico S.A. de C.V.)

メキシコ、ケレタロ

100.0 5.9 2.3 1

ヌンヘム・トハムキュラック・アノニム・シル

ケティ(Nunhems Tohumculuk Anonim Sirketi)

トルコ、アンタルヤ

100.0 21.7 4.6 1

パルトー・インダストリーズ (1998)Ltd.

(Paltough Industries (1998) Ltd.)

イスラエル、キブツ・ラマ・ヨハ

ナン 25.0 70.5 4.2 1

プロダクトス・クイミコス・ナチュラレスS.A.

de C.V.(Productos Químicos Naturales, S.A.

de C.V.)

メキシコ、オリザバ

100.0 11.6 (0.1)  

クイミカス・ユニダスS.A.(Químicas Unidas

S.A.)

キューバ、ハバナ

100.0 0.0 0.0  

シエーリング・ド・ブラジル・クイミカ・エ・

ファーマシューティカ Ltda.(Schering do

Brasil Química e Farmacêutica Ltda.)

ブラジル、サンパウロ

100.0 85.4 22.0 1

シエーリング・ぺルアーナ S.A.(Schering

Peruana S.A.)

ペルー、リマ

100.0 0.0 0.0 1

シエーリング－プラウ(中国)リミテッド

Schering-Plough (China) Limited

バミューダ、ハミルトン

100.0 3.4 0.0  
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また、バイエル社は上記リストには含まれない以下の主要な企業の５％超の議決権を直接的あるいは間接的に保有している(ド

イツ商法第285条第11番による開示)。

 
大規模有限責任会社に対するその他の持分   

会社名 所在地

バイエル

社の持分

  ％

ホクサン株式会社(Hokusan Co. Ltd.) 日本、北広島 19.8

ファーマログ・ファーマ・ロジスティックGmbH(PharmLog Pharma

Logistik GmbH)

ドイツ、ベーネン

16.7

 

バイエル社はドイツ、レバクーゼンにあるカレンタ社の無限責任パートナーである(ドイツ商法第285条第11a番による開示)。

 

 

収益の配分に関する提案

 

2014年度のバイエル社の分配可能利益は1,861百万ユーロであった。取締役会は、この金額を使用して、2014年度の配当対象で

ある2,117百万ユーロの資本金(826,947,808株)に対し、１無額面株当たり2.25ユーロの配当を行うことを提案する。
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2 【主な資産・負債及び収支の内容】

2014年12月31日に終了した事業年度の連結財務書類および個別財務書類に対する注記を参照されたい。

 

3 【その他】

(1)　後発事象

該当なし

 

(2)　訴訟手続

多角的な事業ポートフォリオを有する世界的規模の企業として、バイエルグループは、特に製造物責任、競争お

よび反トラスト法、特許権侵害、税務調査、ならびに環境問題の分野で多数の法的リスクにさらされている。現在

または将来における訴訟手続の結果は、通常は予測することができない。そのため、法律上または規制上の判断ま

たは将来の和解によって、保険会社の補償金支払の対象とならない、または全額補償の対象とならない費用が発生

し、当社の収益および利益に重大な影響を及ぼす恐れもある。

重要なリスクがあると現在考えられている訴訟手続の概要を以下に示す。これらの訴訟手続は必ずしもすべてを

網羅したものではない。

 

ヘルスケア事業グループ（バイエル ヘルスケア社）

 

製品関連訴訟

ヤスミン
TM
／ヤーズ

TM
：2015年1月31日現在、米国で係属中の訴訟および請求における権利主張者の数は、合計約

5,000名であった（既に和解に至った請求を除く。）。権利主張者は、バイエルの「ヤスミン
TM
」および／または

「ヤーズ
TM
」のようなドロスピレノン含有経口避妊薬製品の使用、またはバー・ラボラトリーズ社(Barr

Laboratories,Inc.)が米国で販売している「Ocella
TM
」および／または「Gianvi

TM
」（それぞれ「ヤスミン

TM
」お

よび「ヤーズ
TM
」のジェネリック版）の使用により、人身被害（一部は致死的なもの）を受けたと主張している。

権利主張者は、特に、バイエルが当該主張されたリスクを知っていたかまたは知っているべきであったこと、およ

び当該リスクの開示または使用者に対する適切な警告を怠ったことへの責任を負うと判示されるべきであることを

主張して、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。米国連邦裁判所で係属中のすべての案件は併合され、共通

の正式事実審理前手続きを行う広域係属訴訟となっている。

米国では、「ヤスミン
TM
」および「ヤーズ

TM
」について承認適応症外の販促活動があったとの主張に関して、ま

た血栓を生じるリスクが増大するとの疑いについて消費者保護法に反して警告を怠ったとの主張に関して、数名の

州司法長官が調査を実施しており、これまでに1名の司法長官がバイエルに対して訴訟を提起した。
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バイエルは、2015年1月31日現在、カナダで13件、イスラエルで2件の集団訴訟について送達を受けていた。

バイエルは、2015年1月31日現在、静脈血凝固障害（深部静脈血栓症または肺塞栓症）に関する米国における約

9,500件の請求について、法的責任を認めることなく、総額約19億米ドルで和解することで合意に達していた。バ

イエルは、案件毎に医療記録の分析を行った上で、かかる請求に関する和解の可能性を引き続き検討していく。現

在、約2,000件の請求について検討が行われている。

バイエルは、米国における胆嚢損傷に関する約7,200件の請求について、法的責任を認めることなく、総額21.5

百万米ドルで和解した。2015年1月31日現在、かかる損傷について係属中の請求は少数にとどまっている。

また新たな訴訟の提起も予想されている。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、和解が検討され

ていないすべての請求に対して積極的な防御を続けていく予定である。バイエルは、現在入手可能な情報に基づい

て、また静脈血凝固障害を主張する係属中の請求および推定される将来の請求の件数に基づいて、予想される防御

費用ならびに合意済みおよび将来予想される和解に対する適切な会計上の対策を講じている。

ミレーナ
TM
：2015年1月31日現在、長期の避妊を可能とするレボノルゲストレル放出子宮内避妊システム「ミ

レーナ
TM
」の使用者約3,000名による訴訟が米国内でバイエルに送達されていた。連邦裁判所で係属中のほとんど

の案件は併合され、共通の正式事実審理前手続きを行う広域係属訴訟となっている。新たな訴訟の提起も予想され

ている。原告は、「ミレーナ
TM
」を用いた結果、子宮穿孔、子宮外妊娠または特発性頭蓋内圧亢進症を含む人身被

害を受けたと主張し、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。原告は、特に、「ミレーナ
TM
」には欠陥がある

こと、およびバイエルは「ミレーナ
TM
」に関するリスクを知っていたかまたは知っているべきであったところ、使

用者への適切な警告を怠ったと主張している。2015年1月31日現在、「ミレーナ
TM
」に関する4件の集団訴訟がカナ

ダでバイエルに送達されていた。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向

である。バイエルは、現在入手可能な情報に基づき、予想される防御費用に対して適切な会計上の対策を講じてい

る。

イグザレルト
TM
：2015年1月31日現在、血栓を治療、予防する経口抗凝固剤「イグザレルト

TM
」の服用者約200名

による訴訟が米国内でバイエルに送達されていた。原告は、「イグザレルト
TM
」の使用により、脳、消化管または

その他の出血および死亡を含む人身被害を受けたと主張し、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。原告は、

特に、「イグザレルト
TM
」には欠陥があること、およびバイエルは「イグザレルト

TM
」の使用に伴うリスクを知っ

ていたかまたは知っているべきであったところ、使用者への適切な警告を怠ったと主張している。新たな訴訟の提

起も予想されている。米国連邦裁判所で係属中の案件は併合され、共通の正式事実審理前手続きを行う広域係属訴

訟となっている。2015年2月8日現在、「イグザレルト
TM
」に関する集団訴訟1件がカナダで提起されていた。バイ

エルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。バイエルは、現在入手可能な

情報に基づき、予想される防御費用に対して適切な会計上の対策を講じている。
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バイエルは、「ヤスミン
TM
」／「ヤーズ

TM
」、「ミレーナ

TM
」および「イグザレルト

TM
」に関する上記の訴訟に

関連して、製薬業界における通常の範囲内で、製造物責任上のリスクに対して保険契約を締結している。しかしな

がら、「ヤスミン
TM
」／「ヤーズ

TM
」の訴訟に関して講じられた会計上の対策は適用可能な保険の保障範囲を超え

ている。

 

競争法関連訴訟

フィリップス・コロン・ヘルス／司法省：2014年9月、米国連邦取引委員会を代理する米国司法省は、バイエル

がプロバイオティクス製品フィリップス・コロン・ヘルスについて根拠のない効能説明を行っており、その結果、

バイエルは自社の栄養補助食品に関する効能説明を実証するために証拠能力がありかつ信頼性のある科学的証拠を

持たなければならないとする2007年同意判決に違反しているとして、ニュージャージー州連邦裁判所に申立てを

行った。当該訴訟は金銭賠償の形式による救済およびバイエルに根拠のない効能説明の停止を命じる命令を求めて

いる。2014年12月、両当事者は裁判所の命令による調停に臨んだが、解決には至らず、開示手続が続いている。バ

イエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

 

特許権に関する争い

Beyaz
TM
／Safyral

TM
：2013年、バイエルは、ワトソン・ラボラトリーズ社(Watson Laboratories, Inc.)から、バ

イエルの葉酸含有経口避妊薬「Beyaz
TM
」および「Safyral

TM
」のジェネリック版の米国における承認を求めて、パ

ラグラフIV証明を含む医薬品簡略承認申請(以下「ANDA Ⅳ」という。)を行ったとの2件の通知を受けた。これに対

してバイエルは、ワトソン社を相手取り、米国連邦裁判所に2件の特許権侵害訴訟を提起した。2件の訴訟は併合さ

れた。

ベタフェロン
TM
／ベタセロン

TM
：2010年、バイエルは、バイオジェン・アイデックMA社（Biogen Idec MA Inc.）

を相手取り、バイオジェン社が2009年に取得した特許は無効であり、バイエルによる「ベタセロン
TM
」(バイエル

の多発性硬化症の治療薬)の製造販売によって侵害されていないとの裁判所の宣言を求めて、米国連邦裁判所に訴

訟を提起した。バイオジェン社は、バイエルが「ベタセロン
TM
」および「Extavia

TM
」の製造販売によって特許を侵

害していると主張して、バイエルを訴えた。バイエルは「ベタセロン
TM
」を製造し、米国内で販売している。

「Extavia
TM
」も多発性硬化症の治療用医薬品であり、バイエルにより製造されているが、本件のもう1名の被告で

あるノバルティスファーマシューティカルズ社（Novartis Pharmaceuticals Corporation）により米国で販売され

ている。

フィナセア
TM
：2013年、バイエルは、グレンマーク・ジェネリックス社（Glenmark Generics Ltd.）を相手取っ

て、米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。同年のこれより早い時期に、バイエルは、グレンマーク社か

ら、バイエルの局所用ジェル「フィナセア
TM
」のジェネリック版の米国における承認を求めて、ANDA Ⅳ申請を

行ったとの通知を受けていた。

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

426/455



ダモクトコグアルファペゴル(BAY 94-9027、長時間作用型rFⅧ)：2013年、バイエルは、ネクター・セラピュー

ティクス社（Nektar Therapeutics）を相手取り、ドイツのミュンヘン地方裁判所に訴訟を提起した。本訴訟にお

いてバイエルは、血友病の分野におけるバイエルとネクター社との過去の共同研究に基づいて行われた一定の欧州

特許出願に対する権利を主張している。「高分子第Ⅷ因子部分抱合体」と題する欧州特許出願は、ネクター社名義

で登録された対応特許（その他の特許出願および米国を含むその他の国々の特許で構成されている。）の一部であ

る。しかしながら、バイエルは、当該対応特許は、バイエルの血友病A治療のための新薬候補BAY 94-9027に関わる

有効な特許請求を含まないと信じている。

ネクサバール
TM
：2015年1月、バイエルは、マイラン・ファーマシューティカルズ社（Mylan Pharmaceuticals

Inc.）およびマイラン・インク（Mylan Inc.）（以下総称して「マイラン社」という。）を相手取り、米国連邦裁

判所に特許権侵害訴訟を提起した。2014年12月、バイエルは、マイラン社が米国において抗悪性腫瘍剤「ネクサ

バール
TM
」のジェネリック版の承認を求めてANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受け取っていた。

スタキシン
TM
：2012年、バイエルはワトソン・ラボラトリーズ社を相手取り米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を

提起した。2013年、バイエルはパー・ファーマシューティカル・インク（Par Pharmaceutical, Inc.）および

パー・ファーマシューティカル・カンパニー・インク（Par Pharmaceutical Companies, Inc.）（以下総称して

「パー・ファーマシューティカル社」という。）に対して同様の訴訟を提起した。2012年のこれより早い時期に、

バイエルは、ワトソン社がバイエルのED治療薬「スタキシン
TM
」のジェネリック版を特許期間終了前に米国におい

て販売するための承認を求めてANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受け取っていた。2013年の初め頃、バイエルは、

パー・ファーマシューティカル社から同様の通知を受け取っていた。2014年、パー・ファーマシューティカル社

は、自社に対する訴訟が再訴可能な訴え却下となるとすぐに、それ以上特許期間終了前の販売承認を求めないよう

にANDA Ⅳ申請を修正した。「スタキシン
TM
」は「レビトラ

TM
」の口腔内崩壊製剤である。両薬剤は、米国において

2018年に失効する二つの特許で保護されているものと同じ有効成分を含んでいる。

バイエルは上記の特許権紛争について実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向であ

る。
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その他の訴訟手続

トラジロール
TM
／アベロックス

TM
：1名のバイエル元従業員により申し立てがあった「トラジロール

TM
」（アプロ

チニン）および「アベロックス
TM
」（モキシフロキサシン）の販売手法に関係する刑事的民事訴訟は、ニュー

ジャージー州の連邦地方裁判所で係属中である。米国政府は現時点では訴訟参加を拒否している。

バイエル・ファーマ社(Bayer Pharma AG)の以前の株主との訴訟：2008年、ドイツ、ベルリンのバイエル・

ファーマ社(旧バイエル・シエーリング・ファーマ社)の以前の少数株主のスクイーズ・アウトが有効となった。こ

のようなケースではよくあることだが、数名の株主は、バイエルがスクイーズ・アウトにおける株式譲渡の対価と

して支払った補償金の妥当性の見直しを求めて、特別訴訟の手続きを開始した。バイエル・ファーマ社（旧バイエ

ル・シエーリング・ファーマ社)の旧少数株主が、2006年支配および損益移転契約に関連してバイエルが支払った

補償金の妥当性の再検討を求めて開始したもう一つの訴訟手続きにおいて、ベルリン地方裁判所は、2013年、当時

バイエルが支払った補償金を約40％引き上げるべきであると決定した。バイエルはこの決定に同意せず、控訴し

た。本訴訟および旧少数株主のスクイーズ・アウトに関して同時進行中の訴訟については、適切な会計上の対策が

講じられている。

ニューアーク湾環境事件：バイエルは米国において、連邦および州の環境保護当局による一連の請求に係わる多

くの当事者の1人となっている。これらの請求は、昔からニューアーク湾近辺または周辺水域で行われていたか、

またはこれらの水路や近隣の土地に有害廃棄物を排出したとされる事業活動に起因するものである。バイエルおよ

びその他の潜在的な責任当事者は、環境を改善し、過去および将来の環境改善・修復費用および損害賠償金を拠出

するよう求められている。

パセーイク河下流域事件において、バイエルを含む60社以上から成るグループは、米国環境保護庁（以下

「EPA」という。）およびその他政府機関の監督の下、河床の汚染堆積物を調査している。将来の修復作業には、

何らかの形の浚渫（その性質や範囲は未定である。）および潜在的にその他の作業が含まれるだろう。最終的救済に大

規模な浚渫や影響を受けた堆積物の処分が含まれることとなれば、調査および修復作業の費用が多額に上る可能性があ

る。ニューアーク湾事件では、非関連当事者1名が、現在、EPAの監督の下にニューアーク湾の堆積物調査を実施して

いる。当該調査は予備段階にある。バイエルは過去に調査費用の一部を拠出しており、ニューアーク湾における将

来の調査・修復活動のための費用を負担する可能性がある。

バイエルはさらに、自然資源受託者としての政府機関から、パセーイク河下流域、ニューアーク湾および周辺水

域の汚染による自然資源の損傷について、バイエルが法的責任を負う可能性があると通知されている。バイエルは

現時点で法的責任の程度を判断することはできない。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

428/455



農業関連事業グループ（バイエル クロップサイエンス社）

アスベスト：米国においては、アスベスト訴訟によりさらなるリスクが生じる可能性がある。これらの訴訟の多

くでは、原告は、バイエルおよび共同被告がアスベストの危険を知りながら十分な警告や保護を提供せずに、その

用地で過去数十年にわたり第三者を雇用したと申し立てている。さらに、米国におけるバイエルの関連会社1社

は、1976年までアスベスト製品を販売していた会社の法的な継承者である。ユニオン・カーバイド社はこの負債に

ついてバイエルに補償することに同意した。バイエルは本件について実体上の抗弁を有していると信じており、積

極的に防御していく意向である。

 

素材科学事業グループ（バイエル マテリアルサイエンス社）

 

再生可能エネルギー法に基づく賦課金の一部免除：2012年ドイツ再生可能エネルギー法（以下「2012年EEG」と

いう。）に基づき、すべての電力消費者は、通常、ドイツにおける再生可能エネルギーの開発促進に使用される賦

課金（以下「EEG賦課金」という。）を支払わなければならないが、エネルギー多消費型企業の一部はこの賦課金

を部分的に免除されている。2013年、 欧州委員会は、この部分的免除に対する正式な調査を開始した。調査は

2014年11月に終了し、欧州委員会は、再生可能エネルギーに関するこのドイツの国庫補助規則（2012年EEG）を原

則として承認した。バイエルが上訴している残りの追加支払金請求額は、百万ユーロ台前半の範囲内である。バイ

エルは、本件についてはもはや重要なリスクは残存していないと信じている。

 

税金関連訴訟

ギリシャの印紙税：2014年2月、ギリシャの第一審行政裁判所は、バイエルが、ギリシャの子会社への一定のグ

ループ間貸付について課された印紙税および付随課徴金の査定額（合計約2,300万ユーロ）に対して行った控訴を

棄却した。バイエルはこの決定が誤りであると確信しており、控訴した。同裁判所における第2回第一審公判にお

いて、バイエルは、印紙税および付随課徴金の査定額（合計約9,000万ユーロ）に対して控訴した。さらに、バイ

エルは2014年末に、行政レベルで上訴された印紙税および付随課徴金（合計約1,600万ユーロ）の新たな査定を受

けた。バイエルは自身の法的立場を裏付ける実体上の主張を有していると信じており、積極的に防御していく意向

である。
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4 【ドイツと日本における会計原則の主要な相違】

バイエルグループの2014年12月31日現在の連結財務書類は、ロンドンの国際会計基準審議会（以下「IASB」とい

う。）が公表し、欧州連合（EU）が承認した、決算日現在有効な国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）、

IFRS解釈指針委員会の解釈指針、およびドイツ商法第315a条のその他適用ある要件に準拠して、バイエル社により

作成された。

バイエル社の個別財務書類はドイツ商法および株式会社法に準拠して作成されている（かかる財務書類を以下

「個別財務書類」という。)。

個別財務書類および連結財務書類に関する日本における一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「GAAP」と

いう。）とドイツ商法およびIFRSとの重要な相違点について、以下に記載する。

 

一般原則

連結財務書類に適用されるIFRSに基づく原則の概略は、IASBの概念フレームワークおよび国際会計基準（以下

「IAS」という。）第1号「財務諸表の表示」に記載されている。これらの原則には、目的適合性の原則、忠実な表

現、実質優先性、中立性、完全性、比較可能性、真実かつ公正な概観および公正な表示が含まれる。

ドイツでは、認識および測定は、保守主義の概念に基づいて行われる。従って、以下の原則が個別財務書類に適

用される。

1)　「保守主義の原則」に従い、期末日以前に発生した損失は、たとえ未実現であっても認識する。

2)　「実現主義の原則」に従い、通常、利益は実現されるまで認識しない。

3)　「低価主義」に基づき、無形固定資産、有形固定資産および投資等については、将来回復しないと認められ

る評価損考慮後の金額で貸借対照表に計上し、流動資産については、価値の減損が一時的と認められる場合であっ

ても、かかる減損考慮後の金額で貸借対照表に計上しなければならない。

日本においては、「保守主義の原則」はドイツにおける解釈とほぼ同一である。日本では、「保守主義の原則」

および「実現主義の原則」は、法律として規定されておらず、「一般に公正妥当と認められる会計原則」の一部で

ある。「低価主義」については、日本の会社法において規定されているが、税法上はすべてこれを認めているわけ

ではないので、その適用には制限がある。
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外貨換算

IFRSに準拠した連結財務書類においては、連結会社の個々の財務書類においてそれぞれの機能通貨以外の通貨建

てで表示される債権債務はすべて、為替ヘッジされているか否かを問わず、決算日レートで換算される。デリバ

ティブ金融商品は公正価値で計上される。外貨建残高の評価により生じた外貨換算差額は、損益として認識され

る。IFRSに準拠した連結財務書類においては、ユーロ圏外におけるバイエル社の連結会社のほとんどが独立した国

外企業として取り扱われており、従って当該会社の機能通貨は、IAS第21号「為替レートの変動による影響」に準

拠して、それぞれの現地通貨である。当該会社の資産および負債は決算日レートで換算される。年度中に発生した

全ての変動ならびに全ての収益・費用項目およびキャッシュ・フローは、月次平均為替レートでユーロに換算され

る。資本項目は取得日レートによってユーロに換算される。財務書類からユーロへの外貨換算調整額は、株主持分

項目として直接認識される。会社が連結対象でなくなる場合にはかかる外貨換算調整額は株主持分項目から除去さ

れ、損益計算書において認識される。

ドイツ商法に基づいて作成された個別財務書類においては、外貨建ての債権債務、金利先渡契約およびその他の

通貨デリバティブ商品は、限定的な時価会計法を使用して認識される。この目的上、外貨建ての債権債務は計上日

の直物レートで評価され、計上日における通貨デリバティブの公正価値が決定される。その上で未実現損益が通貨

毎に相殺処理される。正味未実現損失に対しては引当金が設定され、正味未実現利益は、残存満期が1年以下の債

権債務に関連する場合にのみ、認識される。

日本においても、在外子会社の資産および負債項目は決算日レートで、資本項目は取得日レートによって換算さ

れている。日本基準には機能通貨に関する定めはない。また、外貨建取引は原則として取引発生時の為替相場によ

る円換算額をもって記録する。ただし、在外支店においては、期中平均相場による換算も認められている。外貨建

ての貸借対照表項目の換算により生じた差額は、純資産の部の「評価・換算差額等」に計上される。

 

減損会計

IFRSに準拠した連結財務書類に適用されるIAS第36号「減損会計」は、主に、のれん、無形固定資産および有形

固定資産それぞれの減損会計処理につき、他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローからおおむね独

立したキャッシュ・インフローを生み出す識別可能な最小の資産グループ（現金生成単位）について記述してい

る。当該基準は、減損会計対象資産または現金生成単位の特定、回収可能価額の測定、結果的な減損の認識または

戻入れ、減損または減損の戻入れの情報の開示についての要求を含む。

資産または現金生成単位の回収可能価額は、公正価値から処分費用を控除した額と使用価値（いずれも現在価値

で計算される。）のどちらか高い額である。公正価値から処分費用を差し引いた金額は、取引の知識のある自発的

な独立当事者間の取引による資産の売却により取得できる額から処分費用を控除した金額である。使用価値は、資

産または現金生成単位から回収が期待される将来キャッシュ・フローの現在価値である。使用価値には、対象資産

の使用によるキャッシュ・フローおよびその後の対象資産の処分により生じるキャッシュ・フローが含まれる。割

引率は、貨幣の時間価値および対象資産に特有のリスクに関する現在の市場評価を反映した税引前の利率とする。
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損益計算書において減損は費用として認識される。最後に減損を認識したときから対象資産または現金生成単位

の回収可能価額を測定するために使用された見積りに変更がある場合、減損は戻入れ（収入を認識）される。この

場合、資産または現金生成単位の帳簿価額を回収可能価額まで増加させなければならない。のれんについては過去

の減損の戻入れは行わない。

現金生成単位のテストは、減損の兆候がある場合に世界中で行われる。のれんが割り当てられている場合は少な

くとも年に一度減損テストを行う。

ドイツ商法は、バイエル社の個別財務書類において認識される無形固定資産および有形固定資産について、取得

原価と市場価値のいずれか低い価値で測定するよう規制している。かかる減損の規則は、減価が持続する場合のみ

適用される。かかる減価は、費用として認識される。

日本では、長期資産の割引前の将来キャッシュ・フローの額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額と回収可能

価額との差額が減損として認識される。減損の戻入れは禁止されている。

 

ヘッジ会計

バイエルグループは、為替レート、金利および商品価格の変動リスクを軽減するために、金融派生商品を利用し

ている。行われている多くのヘッジ取引は、IFRSに準拠した連結財務書類に適用されるIAS第39号「金融商品：認

識および測定」によるヘッジ会計の要件を満たしていない。金融派生商品の公正価値の変動は直接、損益計算書に

認識される。先物為替取引および通貨オプションの公正価値の変動は為替差損益として、金利スワップおよび金利

オプションについては受取利益または支払利益として、商品先物、商品オプションおよび予想される外貨建取引の

ヘッジについてはその他の営業損益として反映する。金融派生商品の公正価値は、取引相場価格に基づいて、また

は認められた数学的評価法を用いて測定される。

公正価値のヘッジとして指定された金融派生商品の公正価値の変動額および対象取引の帳簿価額の調整額は、損

益計算書において認識される。

キャッシュ・フローのヘッジとして指定された金融派生商品の有効な部分の公正価値の変動額は、最初はその他

の包括利益累積額に損益外項目として認識される。かかる公正価値の変動額は、対象取引が実現したときに損益と

して再分類される。かかる金融派生商品が売却された場合またはヘッジ会計の要件を満たさなくなった場合、その

価値の変動額は、予想される取引が実現するまで、そのままその他の包括利益累積額として認識される。予想され

る取引が行われない場合、その他の包括利益累積額として事前に認識されていた金額は、損益として再分類され

る。キャッシュ・フローのヘッジとして指定された金融派生商品の損益の非有効部分は、対象取引の種類に応じ

て、その他の営業収益もしくは費用として、または財務損益として認識される。

ドイツ商法に基づく個別財務書類においては、ヘッジ商品およびヘッジ対象は一つの測定項目として結合され

る。かかる結合された測定項目についての文書化要件はIFRSで求められているものより少ない。ヘッジ商品がヘッ

ジ対象の公正価値の変動を相殺した場合、損益は認識されない。慎重性の原則および実現主義の原則により、結合

された測定が行われない金融派生商品による損失は未払計上され、利益は認識されない。
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日本においては、繰延ヘッジの要件を満たす場合は、金融派生商品の公正価値の変動額は、純資産の部の「評

価・換算差額等」としてヘッジ対象に係る損益が実現されるまで繰り延べられる。金融派生商品の公正価値評価部

分は、資産または負債として計上される。かかる原則はIFRSはキャッシュ・フローのヘッジにのみ認めるのに対し

て、公正価値のヘッジおよびキャッシュ・フローのヘッジの両方に適用される。ただし、繰延ヘッジの要件を満た

さない場合は、繰延処理を行うかわりに時価ヘッジ会計を用いなければならない。この場合、ヘッジ取引とヘッジ

項目の両方に係る未実現損益が、当期損益に計上される。

 

会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及修正

IFRSでは、新規または修正された基準により（個々の基準で別段に規定される場合を除く。）前会計年度の財務

書類および報告対象期間の期首貸借対照表において認識された金額について、かかる新しい認識および評価の原則

が過去において適用されたかのように遡及修正するよう要求される。

バイエル社の個別財務書類において適用されるドイツ商法は、認識および評価の原則の変更による遡及修正を認

めていない。

日本においては、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」により、会計方針の変更や誤謬があった場

合には原則として過年度の財務書類が遡及的に修正再表示される。

 

貸借対照表

配列

IFRSは、資産および負債については、満期に応じた流動／非流動の区分による表示を要求している。貸借対照表

上での明確な記載が要求される項目には、有形固定資産、無形固定資産、棚卸資産等がある。

IFRS第5号に従い、報告は主に継続事業に基づいて行われるが、一方で、売却目的で保有する資産および非継続

事業は、貸借対照表、損益計算書およびキャッシュ・フロー計算書の独立項目として表示される。

ドイツ商法に基づく個別財務書類の貸借対照表は、固定性配列法によって列挙されなければならない。これによ

ると、資産側は、無形固定資産、有形固定資産、投資等の順に記載され、負債・資本項目については、資本の部

（資本金、剰余金、当期利益）、引当金、その他の負債の順に記載される。

日本においては、財務諸表の配列法は、原則的には、貸借対照表項目は主として流動性配列法により記載され

る。これによると、資産項目は流動資産から記載され、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産の順に配

列される。負債・純資産項目については、流動負債から少数株主持分へと順に記載される。
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のれんおよびその他の無形固定資産

無形固定資産は取得原価または製造原価で認識される。耐用年数が有期限の無形固定資産は、実際の減耗により

異なる償却方法が必要である場合を除き、最長30年間にわたり定額法で償却される。当該資産の見積耐用年数およ

び償却方法は、資産がキャッシュ・フローを生み出す期間および当該期間内のキャッシュ・フローの期間毎の配分

の見積りに基づいて決定される。「減損会計」で述べた通り、のれんおよび耐用年数が無期限のその他の無形固定

資産は償却されず、年に一度減損についてテストされる（減損のみのアプローチ）。

減損損失は損益として認識される。のれん以外の無形固定資産に関する過年度の減損損失の理由が該当しなく

なった場合は、相当額の戻入れが行われる。ただし、かかる戻入れによって帳簿価額が償却後取得原価を上回るこ

とがあってはならない。

バイエル社の個別財務書類においては、取得された無形固定資産は取得原価で認識され、見積耐用年数にわたり

定額法で償却される。自己創設した無形固定資産は資産計上されない。のれんは見積耐用年数に従って償却され

る。見積耐用年数が5年を超える場合は、財務書類の注記において説明する必要がある。

日本においては、のれんは20年以内で償却される。また、負ののれんは発生時の利益として処理され、原則とし

て特別利益に表示する。減損については、「固定資産の減損に係る会計基準」および「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」に基づいて認識および測定が要求される。研究開発費の開発段階での支出は、資産計上せず、発

生時に費用計上される。

 

固定資産

バイエル社のIFRSに準拠した連結財務書類においては、固定資産は取得原価または建設原価として計上され、見

積耐用年数にわたり減価償却される。資産の回収可能額が帳簿価額を下回る場合は、減損損失が追加計上される。

固定資産の建設が相当の期間にわたる場合は、IAS第23号「借入費用」に従い、借入資本にかかる完成日までの

利息が、取得原価または建設原価の一部として資産計上される。

ドイツ商法により作成されたバイエル社の個別財務書類においては、固定資産は取得価格または建設原価で計上

される。減価償却対象の資産は、減価償却される。減価償却に際しては通常、定額法が使用される。減価償却によ

り反映される減耗を上回る永続的な価値の下落のために減損費用が生じる。

日本のGAAPでは、固定資産は取得原価または建設原価で計上され、減価償却の対象である場合は見積耐用年数に

わたり減価償却される。減損については、「固定資産の減損に係る会計基準」および「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」に基づいて認識および測定が要求される。
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金融商品

IFRSに準拠した連結財務書類に適用されるIAS第39号「金融商品：認識および測定」では、金融商品は「損益計

算書を通じて公正価値で計上される金融資産」、「貸付金および債権」、「満期保有の金融資産」または「売却可

能金融資産」に分類される。損益を通じて公正価値で測定されない金融資産は当初、公正価値に取引費用を加算し

た金額で認識される。無利子または低金利の売掛金は当初、将来キャッシュ・フローの現在価値で計上される。

「損益計算書を通じて公正価値で計上される金融資産」は公正価値で認識され、その損益は直接損益に影響を与え

る。「貸付金および債権」および「満期保有の金融資産」はその後、実効金利法を用いて償却原価で認識される。

「売却可能金融資産」は公正価値で認識され、損益は、売却により実現されない限り、株主持分の「その他の包括

的利益」で繰り延べられる。

しかしながら、バイエル社の個別財務書類の作成基準となっているドイツの会計原則においては、金融商品の四

つの分類は区別されない。子会社および関連会社への投資は取得原価で計上され、永久的となる見込みの価値の下

落については評価減を控除する。過年度の評価減が適用されなくなった場合は、戻入れが行われる。ただし、かか

る戻入れによって帳簿価額が取得原価を上回ることがあってはならない。無利子または低金利の貸付債権は現在価

値で認識される。その他の貸付債権、売掛金およびその他の資産は額面価値で計上され、回復の見込みのない金額

の必要評価減を控除する。

IAS第39号による要求に関しては、金融商品の認識および測定に関して日本のGAAPとIFRSの間に大きな差異はな

い。

 

棚卸資産

IFRSに準拠した連結財務書類においては、棚卸資産は、（ⅰ）取得原価もしくは製造原価（加重平均法により計

算される）、または（ⅱ）正味実現可能価額（通常の業務過程における見積販売価格から見積完成費用および販売

に必要な見積費用を控除した価額）のうちいずれか低い方の価額で測定される。

一般的にドイツにおいては、すべての流動資産は低価法基準で貸借対照表に計上しなければならない。バイエル

社の個別財務書類においては、認識すべき棚卸資産はない。

日本では、通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売

却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。また、後入先

出法は認められていない。
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退職年金およびその他の退職後給付引当金

IFRSに準拠した連結財務書類においては、退職後給付は確定拠出および／または確定給付制度に基づいて支給さ

れる。確定拠出制度の場合、当社は公的または私的に運営される年金制度に対して、強制的に、契約に基づいて、

または任意に、拠出金を支払う。一旦拠出金が支払われれば、当社にはそれ以上の支払義務はない。通常拠出金は

その支払期限が到来した年度の費用を構成し、したがって機能別原価項目に含まれる。その他すべての退職後給付

制度は確定給付制度である。確定給付制度および結果として生じる費用に対する引当金の現在価値は、予測単位積

増方式に基づいて計算される。将来の給付債務は保険数理法により評価され、受益者構成および経済環境に関する

特殊な仮定に基づいて、全雇用期間に分散される。制度資産の公正価値は年金の確定給付債務およびその他の退職

後給付の現在価値から差し引かれて、正味確定給付債務が決定される。正味確定債務の再測定の効果は、その他の

包括利益として包括利益計算書に反映される。その構成は、保険数理上の損益、制度資産運用益および資産計上制

限の効果の変動額から純利子に含まれる各金額を差し引いたものである。測定の効果に関する繰延税額も、その他

の包括利益において認識される。

バイエル社の個別財務書類においては、予測単位積増方式も測定法として使用されている。割引係数は、予定残

存満期15年の金融商品の過去7年間の平均市場金利（ドイツの中央銀行（ドイツ連邦銀行）が決定、公表する通

り）に基づくものである。確定給付型退職年金制度の保険数理上の利益／損失は、損益として認識される。年金債

務および従業員の長期労働時間口座の貸方残高に充当するための金額は、分離投資資金に投入される。当該金額は

公正価値で認識され、対象である債務を相殺する。当該債務が資産を上回る場合には、引当金が計上される。有価

証券の価額が債務を超える場合には、相殺による利益として個別財務書類に計上される。

日本のGAAPでは、年金費用は、IFRSの要件と同様に、勤務費用、利子費用、年金資産の期待収益および過去勤務

費用の償却等からなり、純年金費用と実際拠出額との差異は退職給付引当金または前払年金費用として計上され

る。

なお、これまで未認識であった未認識過去勤務費用および未認識数理計算上の差異については、2012年5月17日

付で公表された企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第25号「退職給付

に関する会計基準の適用指針」により、貸借対照表に認識される。その期に費用処理される退職給付費用の金額に

ついては変更ないが、過去勤務費用および数理計算上の差異の発生額のうちその期に費用処理されない部分は、貸

借対照表のその他の包括利益累計額に計上される。これらはその後の期間にわたって費用処理され、当期純利益を

構成する。この取扱いは2013年4月1日以後開始する事業年度の年度末に係る財務書類から適用されている。ただし

2013年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用することができる。
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その他の引当金

IFRSに準拠した連結財務書類においては、引当金は、将来的に資金の流出を引き起こす可能性が高い過去の事象

により発生する法的債務および推定債務として認識される。ただし、債務額（年次賞与の支払、休暇付与、売上割

戻、法的債務でない製品保証および請負保証等）の信頼できる見積りが可能であることを条件とする。債務の決済

資金の流出が1年経過以後に発生すると予測される場合は、引当金は期待キャッシュ・フローの現在価値で認識さ

れる。実勢市場金利が割引率として使用される。

ドイツ商法に基づくバイエル社の個別財務書類においては、引当金はIFRSの要件と同様の規則に沿って認識され

る。満期までの期間が1年を超える引当金については、これと異なる測定方法が取られる。かかる引当金は、その

残存満期に従い、過去7年間の平均市場金利を使用して割り引かれる。

日本においては、有給休暇引当金は要求されておらず、通常は計上されない。日本の貸借対照表の様式において

は、引当金は個別の項目として設定されず、流動負債または固定負債に計上される。日本のGAAPでは、退職給付引

当金を除く長期引当金の割引は要求されていない。

 

負債

IFRSに準拠した連結財務書類においては、金融負債は当初、受領した対価または受領額の公正価値から取引に要

した費用を控除した金額で認識される。後続期間には、これらの金融負債は実効金利法を使用した償却原価で計算

される。

バイエル社の個別財務書類においては、負債は決済金額で認識されている。

日本のGAAPでは、金銭債務については債務金額または償却原価で評価される。

 

繰延税金

IFRSに準拠した連結財務書類においては、繰延税金は、IFRSの貸借対照表における資産および負債の帳簿価額

と、税務上の貸借対照表における資産および負債の帳簿価額との一時差異、連結修正上の項目、および実現可能な

税務上の欠損金について計上される。

ドイツ商法に従い、繰延税金は、会計上の貸借対照表における資産および負債の帳簿価額と、税務上の貸借対照

表における当該金額との一時差異としても計算される。バイエル社は、貸借対照表に反映される項目のほか、バイ

エル社の税務上の事業会社である子会社およびバイエル社が持分を保有するパートナーシップに関する項目も、個

別財務書類に含めている。税務上の欠損金の繰越しも考慮される。この結果として生じた税金負債の総額は、繰延

税金負債として貸借対照表に反映される。未収税が生じたときは、繰延税金資産は認識されない。

日本においても、繰延税金資産および繰延税金負債を認識しなければならない。

 

非支配持分

IFRSでは非支配持分は資本として表示され、「非支配持分に帰属する資本」と記載される。

日本においては、非支配持分は「少数株主持分」として表示され、「純資産」として計上される。「純資産」に

は株主資本、評価・換算差額等、新株予約権、少数株主持分が含まれる。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

437/455



損益計算書

売上原価法

損益計算書の作成および表示の方法に関して、ドイツ、日本およびIASBの規則の間に重要な差異はない。日本の

会社法およびIASBの基準では、売上原価法が要求されているが、ドイツの法律では任意である。

 

特別項目

IFRSに基づき、連結損益計算書上の特別損益についての個別の勘定表示は禁止されている。

特別項目の概念については一定の差異が存在する。ドイツ商法は、特別損益とは、通常活動外、即ち頻繁にまた

は規則的に生じない事象による損益であると定義している。

日本においては、特別項目の定義に含まれる項目は多く、その性質が経常的なものでなければ、頻繁に生じても

当該事象および取引は特別項目となる。従って、固定資産売却損益、投資有価証券売却損益および災害損失は特別

項目とされる。

 

キャッシュ・フロー計算書

IFRSに準拠した連結財務書類に適用されるIAS第7号の規定により、ドイツおよび日本の会計基準と同様に、公開

企業についてはキャッシュ・フロー計算書の開示が要求されている。

ドイツではこの要件は個別財務書類には適用されない。唯一の例外として、連結財務書類を作成していない公開

企業は、個別財務書類において個別のキャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない。

 

セグメント別報告

IFRSの下では、各セグメントについて、例えばセグメント別の純売上高、営業損益、総および正味キャッシュ・

フローおよび研究開発費、ならびに資本支出およびセグメント別の資産等、広範囲な報告が要求されている。報告

セグメントおよび報告地域は取締役会によって特定され、開示方法は社内の財務報告システムに従って選択される

（マネジメント・アプローチ）。

個別財務書類について、ドイツ商法では、注記の中で売上高を主要事業別および地域別に開示することのみを規

定している。

日本においては、マネジメント・アプローチが採用され、また、報告セグメント毎のより詳細な開示が要求され

ている。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

438/455



連結

IFRSに準拠した連結財務書類は、単一の会計方針を適用して作成される。

ドイツ商法第315a条に従い、バイエルグループの連結財務書類は、欧州連合（EU）により承認されているIFRSお

よびIFRS解釈指針委員会解釈指針に従って作成しなければならない。

日本においても単一の会計方針を用いて連結財務書類を作成することが要求されている。ただし、不合理な結果

となる場合を除き、各国の会計基準に基づいて作成された在外子会社の財務諸表を用いることが認められている。

実務対応報告18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、在外子会社

の財務諸表は原則として日本の会計原則に基づいて作成されることが要求されており、例外として、IFRSまたは米

国会計基準に準拠して作成されている場合には、それらを連結決算手続上利用することができる。その場合であっ

ても、次に示す項目については、原則として当該在外子会社の会計処理を修正しなければならない。

a.　のれんの償却

b.　退職給付会計における数理計算上の差異

c.　研究開発費

d.　投資不動産の時価評価および固定資産の再評価

e.　会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及修正

資本の連結は、IFRS第10号「連結財務書類」および日本のGAAPに則り、貸借対照表にある子会社の純帳簿価額を

裏付けとなる持分に対し相殺することにより行われる。グループ内販売、利益、損失、収入、費用、債権および債

務は相殺される。繰延税金は連結仕訳に関連する一時差異に対して認識される。日本のGAAPも、資本の連結ならび

にグループ内取引の消去および収支は、IFRSと同様である。

IFRSに準拠した連結財務書類においては、バイエルグループが、第三者とともに管理する活動を契約上の合意を

通して共同支配している場合に、共同支配の取決めが存在するとみなされる。共同支配は、共同で管理する活動に

関する決定が、支配を共有している当事者の全員一致の合意を必要とする場合にのみ存在するとみなされる。共同

支配の取決めは、共同支配事業（ジョイント・オペレーション）と共同支配企業（ジョイント・ベンチャー）のい

ずれかに分類される。

バイエルは、連結財務書類において、共同支配事業に対する持分に関して、その権利および義務に応じて資産、

負債、収益および費用に占める持分を認識している。

共同支配企業または関連会社に対する投資は、持分法で計上されている。

日本のGAAPでも、関連会社および共同支配企業に対する投資には持分法が適用される。
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第7 【外国為替相場の推移】
企業内容等の開示に関する内閣府令、第八号様式、記載上の注意の規定に基づいて省略する。
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第8 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

1.　日本における株式事務等の概要

日本における当社の株式（以下「当社株式」という。）の取得者(以下「実質株主」という。)は、その取得窓

口となった証券会社(以下「窓口証券会社」という。)との間で外国証券の取引に関する契約を締結する必要があ

る。同契約の締結にあたって、窓口証券会社は、外国証券取引口座に関する約款（以下「約款」という。）を実

質株主に交付し、実質株主から同約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込みを受けなければならない。

同約款に定める条件により、実質株主の名で外国証券取引口座(以下「取引口座」という。)が開設される。売買

の執行、売買代金の決済、証券の保管およびその他当社株式の取引に関する事項はすべてこの取引口座により処

理される。

以下において、日本証券業協会の定める約款の参考様式に定める株式取扱手続の内容を概説する。

 

(1) 証券の保管

当社株式は、窓口証券会社を代理するドイツにおける保管機関(以下「現地保管機関」という。)またはその

名義人の名義で当社に登録され、現地保管機関に保管される。

 

(2) 当社株式の移転に関する手続

実質株主は窓口証券会社の応じる範囲内で実質株主があらかじめ指示するところにより売買注文をなすこと

ができる。実質株主と窓口証券会社との間の決済は円貨または窓口証券会社が応じうる範囲内の外貨による。

 

(3) 当社からの諸通知

①　当社から窓口証券会社に交付される通知書および資料等は、窓口証券会社においてその到達した日から

3年間保管し、閲覧に供される。ただし、実質株主が送付を希望した場合は、窓口証券会社から実質株

主に送付される。

②　前①のただし書により、実質株主あての通知書および資料等の送付に要した実費は、その都度実質株主

が窓口証券会社に支払うものとする。

 

(4) 実質株主の議決権の行使に関する手続

議決権の行使は実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関またはその名義人が行

う。ただし、実質株主が特に指示しない場合、現地保管機関またはその名義人は議決権の行使を行わない。

 

(5) 現金配当の支払手続

約款に従い、配当金は、窓口証券会社が現地保管機関またはその名義人から一括受領し、取引口座を通じて

窓口証券会社の帳簿上の実質株主に支払われる。この場合、支払手続において、窓口証券会社がドイツその他

の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は実質株主の負担とされ、当該配当金から控

除するなどの方法により実質株主から徴収される。
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(6) 株式配当等の交付手続

①　株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併または株式交換等により割り当てられる当社株式は、

窓口証券会社を通じ取引口座により処理される。ただし、フランクフルト証券取引所における売買単位

未満の本株式については、実質株主が特に要請した場合を除き売却処分され、その売却代金が窓口証券

会社を通じて実質株主に支払われる。

②　前①の規定により割り当てられる本株式に源泉徴収税が課せられる場合には、実質株主が特に要請した

場合を除きすべて売却処分され、その売却代金から控除するなどの方法により実質株主から徴収され

る。

 

(7) 新株引受権等

当社株式について新株引受権等が付与される場合には、原則として売却処分され、配当金支払の場合と同様

に、売却代金が窓口証券会社を通じて実質株主に支払われる。ただし、窓口証券会社がドイツその他の諸法令

もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、当該新株引受権等の全部または一部を売却できないときは、

当該全部または一部の新株引受権等はその効力を失う。

 

2.　実質株主に対する株式事務

(1) 株主名簿管理人および株式名義書換取扱場所

当社は日本国内において株式名義書換取扱場所および株主名簿管理人を置いていない。

 

(2) 基準日

配当を受領する権利を有する実質株主は、通常、配当金の支払を決議する株主総会の日と同一の日現在にお

ける窓口証券会社の帳簿上の名義人である。

 

(3) 事業年度の終了(決算期)

当社の事業年度は毎年12月31日に終了する。

 

(4) 公告

日本においては公告は行わない。

 

(5) 実質株主に対する株式事務に関する手数料

実質株主は、取引口座を維持するため毎年口座管理料を支払う。

 

(6) 当社株式の譲渡制限

なし。

 

(7) 株主に対する特典

なし。
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(8) 配当等に関する課税上の取扱い

日本の居住者たる個人である当社の実質株主(以下「個人株主」という。)が保有する当社株式についての配

当および売買損益にかかる所得税・地方住民税、ならびに個人株主が保有する当社株式について相続が開始し

た場合における相続税および贈与がなされた場合における贈与税、ならびに日本の法人である当社の実質株主

（以下「法人株主」という。）が保有する当社株式についての配当および売買損益にかかる所得税および法人

税に関する本邦における課税上の取扱いの概要は、以下のとおりである。ただし、所得税・地方住民税に関す

る以下の記述は、当社株式が上場株式であることを前提とする。なお、下記の課税上の取扱いに関する記述の

内容は、別途明示しない限り本報告書の日現在施行されている日本の租税法令に基づくものであり、また、あ

くまでも一般的な課税上の取扱いについて述べるものであるに過ぎず、例外規定の適用によって異なる取扱い

がなされる場合がある。また、以下の記述の内容は、適用ある諸法令の改正により変更されることがある。課

税取扱いの詳細および各投資家における具体的な課税取扱いについては、投資家各自の税務顧問に確認された

い。

 

＜個人株主＞

（イ） 配当……当社株式が上場株式である限り、当社株式について個人株主が日本における支払の取扱者を

通じて交付を受ける配当金については、外国において当該配当の支払いの際に徴収された源泉所得税がある

場合にはこの額を外国における当該配当の支払額から控除した後の金額に対して、通常の20％（所得税15％

および地方住民税5％）に復興特別所得税（ただし、平成49年12月31日まで）の税率（所得税額の2.1％）を

加えた合計20.315％の税率で、源泉徴収（地方住民税については特別徴収）により課税される。（配当金交

付時になされるこれらの源泉徴収（地方住民税については特別徴収）を、以下「支払取扱者源泉徴収」とい

う。）

　　個人株主が受領した本株式の配当については、日本で累進税率（最高限界税率は、所得税と地方住民税を

合計した55％に復興特別所得税（ただし、平成49年12月31日まで）の税率（所得税額の2.1％）を加えた合

計55.945％である。）により総合課税の対象となる配当所得として、確定申告をしなければならない。ただ

し、支払取扱者源泉徴収がなされた場合には、個人株主のうち、当社の発行済株式の総数の3％以上を有す

る個人株主以外の者が支払を受ける当該配当の金額については、当社株式が上場株式である限り、総合課税

の対象となる配当所得として確定申告を要する所得に含めないことができることとされている（これを「配

当申告不要制度」という。）ので、かかる個人株主が当社株式について受領する配当に関しては、総合課税

の対象となる配当所得に含めず、支払取扱者源泉徴収のみで日本における課税関係を終了させることができ

る。
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　　個人株主は、当社株式に対する配当を含む上場株式等の配当所得について、課税年度毎に、適用法令の定

めるところに従って、上場株式等の配当所得にかかる申告分離課税制度（以下「配当申告分離課税」とい

う。）を選択することができる。配当申告分離課税が選択された場合、配当申告分離課税の対象となる上場

株式等の配当所得は、上記の総合課税の対象となる配当所得には含まれないこととなり、適用ある法令に定

める要件および制限に従って当該配当所得と上場株式等の譲渡損失との損益通算が認められる（なお、平成

28年１月１日付で施行予定の改正租税特別措置法に基づき、当社株式の配当を含む上場株式等の配当所得に

ついて配当申告分離課税が選択された場合には、当該配当所得及び上場株式等の譲渡損失のほか、平成28年

１月１日以後に支払を受けるべき特定公社債の利子、平成28年１月１日以後に償還された特定公社債の償還

差損益、および平成28年１月１日以後に譲渡された特定公社債の譲渡損益等も、かかる損益通算の対象に原

則として含まれることとなる予定である。）。他方、個人株主が、当社株式について受けた配当金について

上記の総合課税による課税に服することになる場合には、当該配当金と譲渡損失との損益通算は認められな

い。

　　個人株主が、当社株式に対する配当を含む上場株式等の配当所得について配当申告分離課税を選択した場

合における税率は、通常の20％（所得税15％および地方住民税5％）に復興特別所得税（ただし、平成49年

12月31日まで）の税率（所得税額の2.1％）を加えた合計20.315％である。

　　なお、個人株主が当社株式にかかる配当全額について累進税率による所得税の総合課税を受ける場合の確

定申告および配当申告分離課税を受ける場合の確定申告においては、上記に述べた当社株式の配当に課され

た外国所得税（もしあれば）は、適用ある法令に定める要件および制限に従って、外国税額控除の対象とな

り、また、上記で述べた当社株式の配当の交付を受ける際に支払取扱者源泉徴収された税額は、適用ある法

令に定める要件および制限に従って、申告納付すべき所得税の額から控除される。

 

（ロ） 売買損益……個人株主による当社株式の売却による損益についての課税は、内国法人の上場株式の売

買損益課税と原則として同様である。

 

（ハ） 相続税・贈与税……①日本に住所を有する個人、②日本に住所を有しない個人のうち日本国籍を有す

る個人（当該個人、相続もしくは遺贈にかかる被相続人（遺贈をした者を含む。）または贈与をした者が、

相続もしくは遺贈にかかる相続の開始または贈与前5年以内のいずれかの時において日本に住所を有したこ

とがある場合に限る。）または③日本に住所を有しない個人のうち日本国籍を有しない個人（相続もしくは

遺贈にかかる被相続人または贈与をした者が相続もしくは遺贈にかかる相続開始または贈与の時において日

本に住所を有していた場合に限る。）が、当社株式を相続した場合もしくは遺贈を受けた場合または当社株

式の贈与を受けた場合には、原則として日本の相続税法に基づき相続税または贈与税が課されるが、適用あ

る法令に定める要件および制限に従って、外国で課された相続税または贈与税に相当する税の税額につき控

除が認められる場合がある。
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＜法人株主＞

（イ） 配当……当社株式が上場株式である限り、当社株式について法人株主（公共法人等を除く。）が日本

における支払の取扱者を通じて交付を受ける配当金については、外国において当該配当の支払いの際に徴収

された源泉所得税がある場合にはこの額を外国における当該配当の支払額から控除した後の金額に対して、

通常の15％（所得税）に復興特別所得税（ただし、平成49年12月31日まで）の税率（所得税額の2.1％）を

加えた合計15.315％の税率で、源泉徴収により課税される。法人株主が受け取った当社株式の配当の金額

は、法令上非課税とされる場合を除き、法人税の課税標準である所得の金額の計算上、益金の額に算入され

る。ただし、法人税の確定申告において、外国において当該配当の支払の際に源泉徴収された源泉所得税

（もしあれば）については外国税額控除を、日本における支払の取扱者から交付を受ける際に支払取扱者源

泉徴収された所得税については所得税額控除を、それぞれ適用ある法令に定める要件および制限に従って受

けることができる。

 

（ロ） 売買損益……法人株主による当社株式の売却による損益についての課税は、内国法人の上場株式の売

買損益課税と原則として同様であり、法人株主による当社株式の売却にかかる譲渡利益額または譲渡損失額

は、法令上非課税とされる場合を除き、法人税の課税標準である所得の金額の計算上、益金または損金の額

に算入される。
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第9 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

該当なし。

 

2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から本書の提出日までの間に、下記の書類が関東財務局長に提出された。

 

（書類名） （提出年月日）

有価証券報告書 2014年3月28日

半期報告書 2014年8月18日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

第1 【保証会社情報】
該当なし。

 

 

 

第2 【保証会社以外の会社の情報】
該当なし。

 

 

 

第3 【指数等の情報】
該当なし。
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（訳　文）

独立監査人の監査報告書

 

連結財務書類に関する独立監査人の監査報告書

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト（レバクーゼン）御中

 

連結財務書類に係る報告書

私どもは、添付のバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトおよびその子会社の連結財務書類、すなわち2014年１

月１日から2014年12月31日までの事業年度における、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結財政状態計算

書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結資本変動計算書および連結財務書類に対する注記の監査を実施した。

 

連結財務書類に関する取締役会の責任

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトの取締役会は、これらの連結財務書類の作成責任を負っている。この責

任には、EUにより採用された国際財務報告基準およびHGB（Handelsgesetzbuch-ドイツ商法）第315a条第１項の追

加的要件に準拠してこれらの連結財務書類を作成する責任、ならびにこれらの連結財務書類がかかる要件に準拠し

てグループの純資産、財政状態および経営成績の真実かつ公正な概観を与える責任が含まれる。取締役会は不正ま

たは誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務書類の作成を可能とするために必要であると取締役会が判断した内

部統制に係る責任も負っている。

 

監査人の責任

私どもの責任は、私どもの実施した監査に基づき、これらの連結財務書類に関して意見を表明することにある。私

どもは、ドイツ商法第317条およびドイツ公認会計士協会(Institut der Wirtschaftsprüfer-IDW)発布のドイツで

一般に公正妥当と認められている財務監査基準に準拠して、また国際監査基準（International Standards on

Auditing-ISA）を遵守して、監査を実施した。したがって、私どもは倫理要件を遵守し、連結財務書類に重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために監査を計画し、実施することが要求されている。

 

監査は、連結財務書類上の金額および開示内容に関する監査証拠を得るための監査手続の実施を含んでいる。選択

された監査手続は、監査人の専門家としての判断に依拠しており、不正または誤謬による連結財務書類の重要な虚

偽表示のリスク評価を含んでいる。これらのリスク評価を行うにあたり、監査人は事業体による真実かつ公正な概

観を与える連結財務書類の作成に関する内部統制を考慮に入れるが、これは状況に照らして適切である監査手続を

計画し、実施するためであってグループの内部統制システムの有効性に対して意見を表明することが目的ではな

い。また監査は、取締役会が採用した会計方針の適切性および取締役会によって行われた会計上の見積りの合理性

についての評価も含め、全体としての連結財務書類の表示を検討することを含んでいる。

 

私どもは、私どもが入手した監査証拠が、私どもの監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切である

と信じている。

 

監査意見

ドイツ商法第322条第３項第１号に基づき、私どもは、私どもの連結財務書類の監査からは報告すべき事項はな

かったことを表明する。

 

私どもの監査結果に基づく私どもの意見では、連結財務書類は、すべての重要な点においてEUにより採用された

IFRSおよびドイツ商法第315a条第１項の追加的要件に準拠しており、これらの要件に準拠して、2014年12月31日現

在のグループの純資産および財政状態ならびに同日に終了した事業年度の経営成績の真実かつ公正な概観を与えて

いる。
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結合経営報告書に係る報告書

私どもは、添付のバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトの2014年１月１日から2014年12月31日までの事業年度

における、会社の経営報告書と結合された結合経営報告書を監査した。バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト

の取締役会は、ドイツ商法第315a条第１項に基づいて適用されるドイツ商法の要件に準拠して結合経営報告書を作

成する責任を負っている。私どもは、ドイツ商法第317条第２項およびドイツ公認会計士協会発布のドイツで一般

に公正妥当と認められている結合経営報告書の監査基準に準拠して、監査を実施した。したがって、私どもは、結

合経営報告書が連結財務書類および監査結果と首尾一貫しているかどうか、ならびに全体としてグループの状態の

適切な概観を与え、将来起こり得る機会とリスクを適切に表示しているかどうかについて合理的な保証を得るため

に結合経営報告書の監査を計画し、実施することが要求されている。

 

ドイツ商法第322条第３項第１号に基づき、私どもは、私どもの結合経営報告書の監査からは報告すべき事項はな

かったことを表明する。

 

私どもの連結財務書類および連結経営報告書の監査結果に基づく私どもの意見では、連結経営報告書は連結財務書

類と首尾一貫しており、全体として、グループの状態の適切な理解を与え、将来起こり得る機会とリスクを適切に

表示している。

 

 

 

エッセン、2015年２月14日

 

プライスウォーターハウスクーパース

アクチエンゲゼルシャフト

監査法人

 

Dr.ペーター・バーテルズ　　　　　エックハルト・スプリンクマイヤー

経済監査士　　　　　　　　　　　　経済監査士
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Bestätigungsvermerk des Konzernabschlussprüfers

An die Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen

Vermerk zum Konzernabschluss

Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, und ihrer

Tochtergesellschaften – bestehend aus Konzerngewinn- und Verlustrechnung und

Konzerngesamtergebnisrechnung, Konzernbilanz, Konzernkapitalflussrechnung,

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und Konzernanhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2014 - geprüft.

Verantwortung des Vorstands für den Konzernabschluss

Der Vorstand der Bayer Aktiengesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung dieses Konzernabschlusses. Diese

Verantwortung umfasst, dass dieser Konzernabschluss in Übereinstimmung mit den IFRS, wie sie in der EU

anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Absatz 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen

Vorschriften aufgestellt wird und unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Der Vorstand ist auch

verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung eines

Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen

Darstellungen ist.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem Konzernabschluss abzugeben. Wir

haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter

ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Danach haben wir die

Berufspflichten einzuhalten und die Abschlussprüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende

Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist.

Eine Abschlussprüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im

Konzernabschluss enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben zu erlangen. Die Auswahl der

Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers. Dies schließt die Beurteilung der

Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Konzernabschluss ein. Bei

der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für

die Aufstellung eines Konzernabschlusses, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen

angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Konzerns

abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten

Rechnungslegungsmethoden und der Vertretbarkeit der von dem Vorstand ermittelten geschätzten Werte in der

Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses.

 Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
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Prüfungsurteil

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung des Konzernabschlusses zu keinen

Einwendungen geführt hat.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss

in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach

§ 315a Absatz 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser

Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des

Konzerns zum 31. Dezember 2014 sowie der Ertragslage für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr.

Vermerk zum zusammengefassten Lagebericht

Wir haben den beigefügten Konzernlagebericht der Bayer Aktiengesellschaft, der mit dem Lagebericht der

Gesellschaft zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Der

Vorstand der Bayer Aktiengesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts

in Übereinstimmung mit den nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften. Wir

haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 2 HGB und unter Beachtung der für die Prüfung des

zusammengefassten Lageberichts vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach ist die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts so

zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der zusammengefasste

Lagebericht mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen in

Einklang steht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt und die Chancen und Risiken

der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung des zusammengefassten Lageberichts zu keinen

Einwendungen geführt hat.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung des Konzernabschlusses und zusammengefassten

Lageberichts gewonnenen Erkenntnisse steht der zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem

Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
 
 

Essen, den 14. Februar 2015
 
PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 
 

Dr. Peter Bartels Eckhard Sprinkmeier
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
 
 

（※）上記は、監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。
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（訳　文）

監査報告書

 

私どもは、2014年１月１日から2014年12月31日までの事業年度における、バイエルAGの年次財務書類（財政状態計算

書、損益計算書および財務書類に対する注記で構成されている）および会計システム、ならびに経営報告書（バイエル

グループの経営報告書と組み合わされている）の監査を実施した。ドイツ商法に準拠した帳簿記録の保持ならびに年次

財務書類および結合経営報告書の作成は、会社の取締役会の責任である。私どもの責任は、私どもの実施した監査に基

づき、年次財務書類および会計システム、ならびに結合経営報告書に関して意見を述べることにある。

 

私 ど も は 、 HGB（Handelsgesetzbuch- ド イ ツ 商 法 ） 第 317 条 お よ び ド イ ツ 公 認 会 計 士 協 会 （Institut der

 Wirtschaftsprüfer-IDW）発布のドイツで一般に公正妥当と認められている財務書類監査基準に準拠して年次財務書類

の監査を実施した。これらの基準では、適正な会計処理に係る（ドイツの）会計原則に準拠した年次財務書類および結

合経営報告書において、純資産、財政状態および経営成績に重要な影響を与えるような虚偽表示が合理的な確証をもっ

て検出されるように、監査を計画し、実施することが求められている。会社の事業活動および経済・法律環境の知識な

らびに潜在的な虚偽表示の評価が、監査手続の決定の際に考慮されている。会計関連の内部統制システムの有効性なら

びに帳簿記録、年次財務書類および結合経営報告書における開示内容を裏付ける証拠は、監査の枠組みの範囲内で主と

して試査により検証される。監査には、適用された会計原則および会社の取締役会により行われた重要な見積、ならび

に年次財務書類および結合経営報告書の全体としての表示内容を評価することが含まれている。私どもは、私どもの実

施した監査が私どもの意見のための合理的な基礎を提供していると信じている。

 

私どもの監査からは報告すべき事項はなかった。

 

私どもの監査結果に基づく私どもの意見では、年次財務書類は法規に準拠しており、適正な会計処理に係る（ドイ

ツの）会計原則に準拠して、会社の純資産、財政状態および経営成績の真実かつ公正な概観を与えている。結合経

営報告書は年次財務書類と首尾一貫しており、全体として、会社の状態の適切な理解を与え、将来起こり得る機会

とリスクを適切に表示している。

 

エッセン、2015年２月14日

 

プライスウォーターハウスクーパース

アクチエンゲゼルシャフト

監査法人

 

 

Dr.ペーター・バーテルズ　　　　　エックハルト・スプリンクマイヤー

経済監査士　　　　　　　　　　　　経済監査士
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter

Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, der mit dem

Konzernlagebericht zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die

Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und zusammengefasstem Lagebericht nach den deutschen

handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist

es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter

Einbeziehung der Buchführung und über den zusammengefassten Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die

Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch

den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den

zusammengefassten Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die

Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie

die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung,

Jahresabschluss und zusammengefassten Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die

Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen

des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten

Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere

Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss

den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Der zusammengefasste Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar.
 
 

Essen, den 14. Februar 2015
 
PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 
 

Dr. Peter Bartels Eckhard Sprinkmeier
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
 
 

（※）上記は、監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。
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